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下記の資料を集録

圏　国際ロータリー定款および細則

■

■

ロータリー・クラブ定款および推奨細則

語彙（ロータリー用語）
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　　　手続要覧

ロータリアンの手引き

1984年手続要覧は，クラブ，地区，国際レベルでロー

タリアソがより使いやすいように，広範な改訂，再編集

の手を加えた。

　本書には，年次国際大会，規定審議会，R．1理事会が開

発した方針と手続の主要事項が記載されている。要覧に

は国際ロータリーの定款と細則および標準ロータリー・

クラブ定款の全文が収録されている。この三つの文書は，

規定審議会または国際大会の決定のみが，これを改正す

ることができる。この文書の意味，解釈について疑義を

生じた場合，英文が正文となる。

　要覧は3年ごとに数ヵ国語版が出版され，名ロータ

リー・クラブとR．1．役員に1部送付される。本書につい

て何かご意見があれぽ喜んで拝聴し，次回の版の参考と

したいと思う。ジョージ・アーセーノー，Jr．およびウィ

リアムT．（ビル）サージャソト元副会長が構成する理

事会委員会，並びに元事務総長ハリーA．スチュアート

氏が，この1984年版に多大の尽力をされたことに心から

感謝の意を贈るものである。

ハーバート　A。ピグマン

事務総長

パンフレット　　35－JA　　1984年4月　　35M
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第1章　ロータリー・クラブ

第1章

ロータリー・クラブ

　　（The　Rotary　Club）
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国際ロータり一の会員組織
　（Membership　in　R，1，）

　国際ロータリーは，国際P一タリー定款お

よび細則に従って現に存在するロータリー・

クラブによって構成される。ロータリー・ク

ラブがR．1．に加盟するに当たって，クラブ定

款として標準ロータリー・クラブ定款を採択

しなけれぽならない。但し，1922年6月6日

前に加盟したクラブを唯一の例外とする。こ

のようなクラブの中には，R．　L細則の規定の

下に現在認められている特別除外例に従っ

て，標準定款でないそのクラブ独自の定款を

持っているところもある。

クラブの名称と区域
　（Club　Name　and　Tenitory）

　各ロータリー・クラブは，ある一定の場所

（地域）に結成されなけれぽならない。その

地域とは，クラブ定款に定めるところの区域

限界を意味する。

　標準クラブ定款の本文中，それぞれのクラ

ブの名称および区域限界については，R．　L理

事会の承認を得て，クラブが記載する。但し，

その後の変更は，R．1理事会の承認を得なけ

れぽならない。

　クラブの名称または区域限界の変更手続

は，標準ロータリー・クラブ定款第14条第4

節に規定されている。

　社会的貢献をする仕事に活発に従事してい

る実業人および専門職業人がいて，その事業

場または住居が互いに近接しており，かつ，

その数においてもPt　一一タリー・クラブとして

活動できる適当な広さの区域であれぽ，国際

ロータリーはこれを前記のような地域と認め

ることができる。このような地域にクラブを

結成する場合には，国際P一タリーでクラブ

の区域の限界を定めこれを定款に記載して当

該クラブの区域を規定するものとし，以後は，

国際ロータリーとクラブ双方の同意がなけれ

ぽ変更できないものとする。

　仮ロータリー・クラブは，それぞれ，その

名称に所在地を表す文言を用い，これを定款

の中に入れるものとし，この名称はあらかじ

め国際ロータリーの承認を得なけれぽならな

い。この承認を得た後は，国際ロータリーお

よびクラブ双方の同意によるほかこれを変更

することはできない。

　クラブの区域限界が，クラブの所在する市

町村名もしくは他の自治体名によってのみ表

示される場合は，そのクラブの区域限界は，

クラブの所在する市町村もしくは自治体の行

政上の境界と同一とする。

　クラブの区域限界の表示が，その地域の行

政上の境界と一致している場合，その後その

地域の行政上の境界が拡大されても，クラブ

の区域はヒれに従って自動的に拡大されるこ

とはなく，従来のままとする。区域限界を拡

大するにはR，1組織規定に従ってクラブが

改正措置を講じなけれぽならない。

　　ロータリー・クラブの区域限界に関する文

書中の「近接区域」とは，特定のロータリー

区域にじかに接している，つまり直接地続き

になっている区域に限定される。P一タリー

の区域とは，Pt　一一タリー・クラブの結成並び

に運営を成功させるために当然必要と考えら

れる広さを持つ地域で，住民が自己の社会，

市民，事業上の諸種の活動並びに共通の利益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
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第1章　ロータリー・クラブ

をもたらす奉仕を行う主たる場とみなすこと

のできる地域を指す。

　農村区域に関しては，ロー一タリー・クラブ

の区域限界は，クラブ定款に明記されている

通りのものである。正会員を選挙でぎるクラ

ブの区域は，定款に具体的に明記した地域の

みである。しかし，ロータリー・クラブは，

次の地域に事業場か住居のある男子を正会員

として入会させることができる。すなわち，

そのクラブの隣接区域で，他のいずれのロー

タリー・クラブの区域限界外の地域。クラブ

の所在する市の行政区域内。直接に隣接する

クラブの区域限界内。

区域の割譲または共有

　（Relinquishing　or　Sharing　Territory）

　R．1．の承認のもとに，クラブはその区域の

一部を割譲するか，或は，同一区域を共有し

てアディショナル・クラブを結成することが

できる。

　クラブが区域限界に関し自己の定款の規定

を改正するとの決議報告書を理事会に提出

し，その承認を求めるに当たっては，改正理

由説明書を添付するものとする。他のロータ

リー・クラブが近接地にある場合，改正案に

ついて近接クラブと協議し，近接クラブの区

域限界を検討し，この改正の結果，他クヲプ

の区域限界と術立が生じないことを確認した

説明書も合わせて添付しなければならない。

　ロータリーの理想と原理を他の地域社会に

も均衡を保った組織的な方法で押し広めて行

くためには，もしそのクラブの区域限界が不

明確であったり，必要以上に広い場合は，ク

ラブの現会員の地位に影響しないという条件

のもとにクラブはその区域限界を調整または

縮少することを考慮するよう要望されてい
る。

10

クラブの会員身分

　（Membership　i1｝αubs）

　各クラブは，国際ロータリー定款および細

則に規定されている資格条件を備えた男子か

ら構成される。ロータリー・クラブの会員身

分はあくまで個人個人のものと考えられるべ

きであって，個々の会員が代表している共同

企業体（Partnership）または法人（Corpora－

tion）のものではない。

事業場または住居の所在地
　（Location　of　Business　or　Residence）

　クラブの各正会員は，クラブで分類される

職業に，自らかつ現実にたずさわっており，

そしてその事業場またはその住居がクラブの

区域限界内にあることを要する。但し別段の

規定による場合はこの限りではない。

　ロータリー・クラブが事業場乃至住居を基

準とする正会員に関する定款細則の規定を実

施する場合の参考並びに指針として，正会員

候補老を審査するに当たって他の条件がすべ

て同等である場合には，クラブは，クラブで

分類される予定の職業にクラブ区域限界内で

自らかつ現実にたずさわっており，かつまた

その事業場をクラブの区域限界内に持つ候補

者を優先させなけれぽならない。

　ロータリー・クラブの正会員身分に関連し

て述べられる「事業場」とは，正会員または

推薦されている正会員候補者が通常自己の実

業または専門職業活動をなし，責務を果たす

所を指すものと了解されている。

　ロータリー・クラブの正会員の資格条件に

関して定款細則中で「住居」と述べる場合お

よび「所属クラブの区域限界内或はその周辺

地域内に居住するP一タリアン」と述べる場

合，それは，その個人の主たる居住地を指す

ものと了解されている。

　クラブは，事業場または住居がクラブの区

域限界内もしくはクラブが所在する市の行政

区域内または直接に隣接するクラブの区域限

界内にある男子を会員として入会させ，或は

またその地位を存続させることができる。

他の団体の会員
　（Membership　in　Other　Organization）

　P一タリー・クラブにおける会員の責任を

果たすためには，ロー一タリアソは他の奉仕ク

ラブの会員となるべきでない。

　会員身分は，クラブ理事会が十分な理由が

あるとみなした場合，クラブ理事会によって

終結させることができる。所属クラブ会員が

他の奉仕クラブにおいて引き続き会員である

ために，所属ロータリー・クラブに対する義

務を果たしていないとクラブ理事会が判断し

た場合それは，その会員の身分を終結させる

に十分な理由とみなすことができる。

移籍会員
　（Transferred　Members）

あるロータリー・クラブの会員が他の別の

ロータリー・クラブに当然に移籍できるとい

うような規定は存在しない。

名誉会員
　（Honorary　Membership）

　名誉会員の資格はロータリーの理想推進に

著しい功績のあった人だけに限定し，これを

濫用しないようにすべきである。名誉会員の

地位はロータリー・クラブが与えうる最高の

栄誉であり，従って特別な場合にのみ与えら

れるべきものである。もし名誉会員を安易に

承認すると，ロータリーの会員選考の規定を

完全に守ろうとする試みは徒労に終わろう。

　クラブ会員候補老を推薦する特典を名誉会

員が持っことは，国際ロータリー定款細則の

規定の精神に反するものと考えられているの

で，その特典を名誉会員に与えることは許さ

第1章　ロータリー・クラブ

れない。そして各ロータリー・クラブは，会

員候補者の推薦はクラブの暇疵なき正会員，

シニア・アクチプ会員またはパスト・サービ

ス会員によってのみなしうるという規定を設

けるように，その細則を改正するよう示唆さ

れている。

　ロータリー財団奨学生等を名誉会員にする

ことはとりわけ望ましくない。

同一のクラブで同時に正会員および

名誉会員になること
　（Active　and　Honorary　Membership　in

Same　Club）

　同一のクラブで同時に正会員と名誉会員を

兼ねることは，そのような会員の権利，特典，

責任を決定するに当たってクラブ内に常に混

乱を引き起こすもとになる。国際ロータリー

定款，細則および標準ロータリー・クラブ定

款のいずれにも，同一クラブで同時に正会員

と名誉会員を兼ねてはならないという規定は

ないけれども，各種規定の趣旨を勘案すれぽ，

このような二重会員制は，明らかに否定され

ていると思われる。

シニア・アクチブ会員
　（Senior　Active　Membership）

　シニア・アクチプ会員身分の条件の中に示

された「15年以上」「10年以上」または「5年

以上」という年数は連続的でなくてもよい。

　元ロータリアンがシニア・アクチプ会員に

選ぼれるためには，かつてシニア・アクチフ

会員であったか，或は会員でなくなった時に

既に困際ロータリー細則および標準ロータ

リー・クラブ定款に定められた規定によって

シニア・アクチプ会員となれる条件を備えて

いた老でなければならない。

　シニア・アクチブ会員は，出席条件その他

の会員としての義務を果たす限り，居住地に

かかわりなくシニア・アクチブ会員身分を続

けて保持できる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
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アディショナル正会員

　（Additional　Active　Members）

　アディショナル正会員に関する規定はあら

ゆる方法で強調されなけれぽならない。各ク

ラブはこの規定を利用し，より多くの人々を

ロータリーに入会させてロータリーの特典を

享受させ，同時に会員数を増やすようにすべ

きである。各クラブはまた，アディショナル

正会員の資格条件は正会員のそれと同一であ

ること，およびかかる資格条件を有する老の

みが正会員にせよアディショナル正会員にせ

よ，ロータリーに入会を考慮されるというこ

とに留意しなけれぽならない。

　ロータリー・クラブは，他の地域社会へ移

転するP一タリアンにその会員身分を引き続

き保持させ，それによって，所属クラブ地域

外へ移転のために会員身分を喪失するロータ

リアソの数を少なくする一つの方法として，

国際口・一タリー細則第3条第3節の規定によ

りアディショナル正会員を選挙できることに

留意すべきである。

　国際ロータリーの細則第3条第3節（b）項の

「アディショナル正会員」に関する規定につ

いて，「いずれかのロータリー・クラブ」，「か

つて属していたクラブ」と言っているのは，

会員候補老が元正会員であったところのクラ

ブを含め，あらゆるロータリー・クラブを意

味するものと解されている。

クラブの内部拡大

　（Extension　Within　the　Club）

　次の諸点に重点を置き，クラブの内部拡大

の重要性を強調されたい。

　1）会員選考委員会と職業分類委員会の委

員の継続性を図ることが望ましい；

　2）地元地域社会に有益な業種で，代表者

をクラブに入会させるべき業種を度々調査す

る。併せて，恒久的かつ最新の充填未充填職

業分類表を整備する；

　3）未充墳の職業分類は，全部を大部の一

　12

覧表にして発表するより少しずつ分けて公表

すべきである。

　あらゆる活動分野でより効果的に奉仕する

ために，明確かつ継続的会員増強計画を開発

し，積極的にこれに取り組むことが必要だが，

そのよりどころとしてクラブは，最新の職業

分類調査を整備・活用するよう奨励されてい

る。最新の充填未充填職業分類表は会員増強

に不可欠の手段であり，それは会員増強に成

功するための方途として有効である。

　ロータリー・クラブが地元地域社会と完全

なつながりを持ちかつ地域住民の要望に応え

るためには，クラブの区域限界内に事業場ま

たは住居を持つ適格な人物を一人残らず会員

に迎えることが極めて大事である。従って，

クラブが勝手に会員数を制限したり，或は，

会員増強に無関心なため，もしくはクラブ会

員増強の方途についてまたは新会員の推薦お

よび同化に関する手続についての情報もしく

は理解が不足しているために会員を増強でき

ないということは，Pt一タリーの原則に沿わ

ないし，また反することでもある。

　重要なことは，各クラブが，適切な純増員

数を確保できるような会員増強の方途を設定

しこれを維持することである，そして各クラ

ブは，会員数の増加ということは，会員の質

の低下につながるものでもないし，また，そ

のような結果をもたらすことになってはなら

ないということを認識しつつ，会員増強に対

して積極的な姿勢をとるべきである。会員増

強は常に，クラブが，ロータリーのプログラ

ム推進に確実に寄与してもらえると思われる

真に適格な人物を会員に選挙することによっ

てのみ達成されるべきものである。

　ロータリーの目的の本質は，個人による奉

仕の理想の実践という責任の受諾にある。そ

して，また重要なことは，この責任の中には

個々のロータリアソが他の人達とロータリー

を分かち合いかつ適格者をn一タリー。クラ

ブ会員に推薦することによってロータリーの

拡大に助力するという義務も含まれているこ

とを認識することである。

　「5名で1名の新会員」計画としてよく知

られている次の計画は，クラブ会員を増やす

上で効果的な方法である。

　クラブ会長は，全会員を5名ずつのグルー

プに分ける；各グループは，可能な限り，新

会員1名，比較的会員歴の長い人1名，元会

長1名，理事または元理事1名と委員会委員

長1名で編成される；そして各グループごと

に会合し委員長と書記を決める。

　委員長と書記の任命後できるだけ早く各委

員長は，自宅または他の適切な場所で会合を

開かなけれぽならない。各グループは数回会

合を開き，次の計画を推進する。

　1）年度内，できれぽ上半期中に，新会員

1名を獲得すること；

　2）グループ・メンバーに，プログラムお

よびプロジェクト案を考え，提出するよう勧

め，クラブの健全かつ円滑な発展に役立つク

ラブ運営，並びに活動面に関する提案もしく

は建設的批判を提出するよう勧めること。こ

のような全提案および勧告は，グループ書記

が適切な書式に作成し，クラブ理事会に提出

すること。

　クラブ会員増強委員会（またはクラブ会長

の任命した総括委員長）は全グループおよび

全体的プログラムを統轄し，次のことに注意

を払う責務を負わなけれぽならない：

　1）委員長と書記の指名後速やかに会合が

開かれているか；

　2）プログラムが推進されており，かつ各

グループからの勧告事項が会長および理事に

達しているか；

　3）5人編成のグループは適格な候補老を

推薦しているか。

均衡のとれた会員組織

　（Balanced　Membersh玉p）

　特定の実業または専門職業グループに片寄

ることを避けながら，しかも同時に，地元社

会の業界を代表する人を洩らさぬ均衡のとれ

た会員組織を維持しようと努めるに当たっ

て，その地域の実業または専門職業グループ
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が一つかまたは少数に限られているような場

合，クラブはその互いに関連ある職業グルー

プの中から各職業分類ごとに何名の正会員，

アディショナル正会員を入会させるべきか，

その限界を決定しかねることがしぽしぽあろ

う。しかし、多種多様な事情を考慮すると，

このような状況においてクラブが上限をどこ

に設定するかは，関係クラブが決めることで

あって，R．1．理事会が，全体に適用する上限を

定あることはできないし，また，すべきでは

ない。

　各ロータリー・クラブは職業分類並びに会

員選考の原則に従って可能な限り，クラブの

地元地域社会にある，一般に認められたすべ

ての実業，専門職業または団体の各代表老を

会員に持つべきである。

　ロータリー・クラブ内に，その地域社会の

実業および専門職業活動が適切に代表される

ようにするため，いずれのロータリー・クラ

ブも，その会員組織において，クラブの区域

限界内に事業場を有する会員の十分な数と均

衡を保つよう努力しなけれぽならない。各

ロータリー・クラブは，居住地に基づく正会

員数は総数の50パーセントを超えないものと

する規定を採用することを勧告されている。

　1人でも多くの適格老にロータリーに入会

したいという興味を与えるため，またクラブ

会員の減少を防ぐため，クラブは次のことを

行わなけれぽならない。

　1）内部拡大のための現行規定を十分に利

用すること；

　2）クラブの社会奉仕活動を常にその地域

社会のニーズに合致させかつ奉仕を更e：．一一一層

有意義なものとすることに絶えず努力するこ

と；

　3）個々の会員を効果的に参加させるよう

なそして会員の関心を引きつけるようなクラ

ブ活動を行うこと。

　更に
　　1）各クラブは自己の会員増強の傾向を調

べ，満足すべき成果を上げているか否かを検

討し，それによって健全な発展をなしとげる

ための方法を講じなければならない；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　13
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　2）地区ガバナーその他の人々は，ありき

たりのおざなりの勧告に終始することなく，

より一層会員増強を遂げるために助力を必要

とする個々のクラブを対象に，なぜ会員が増

えないのか，その根本の原因に真正面から取

り組む努力をすべきである；

　3）ロータリー・クラブは，「貴地域社会へ

移転するロータリアソに関する通知状」とい

う書式を利用してほしい。また，元ロータリ

アンの移動先のロータリー・クラブは，その

ような元ロータリアンと積極的に接触し彼の

関心や新しい地域社会のロータリー・クラブ

会員として適格かどうか評価をしてほしい。

　ロータリーに新会員を引き付け，現会員を

ロータリーに留めておく上で，適切な広報が

いかに重要であるかを，ロータリー・クラフ，

特にクラブ会員増強委員会に強調し続けなけ

れぽならない。

やむを得ない事情で退会した元ロー

タリアン
　（lnvoluntary　Past　Rotarians）

　R．1．の定款および細則に，このような事態

に関する規定がない以上，理事会が，このよ

うな元ロータリアンの団体をR．Lと何らか

の関連のある団体と認めることは明らかに不

可能である。R．　Lの定款および細則がこれに

ついて規定するよう改正されるまでは，R．1．

との関係は存在せず，またしてもならないの

であるから，R．1．との関係を示すような名称

をこのような団体が使うことは理事会として

承認も奨励もできることではない。

不本意ながらクラブが解散した後の

会員の地位

　（Status　of　Rotarians　Following
Involuntary　Dissolution　of　C董ubs）

　ロータリー・クラブが不本意ながら解散し

た後のロータリアンの地位に関する問題であ

るが，自国から避難してきて，移転先で実業
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または専門職業にたずさわっている場合，そ

の地のロータリー・クラブの会員に選ぽれる

ことができるし，また，よく選ぽれている。

しかし，これは，ロータリー・クラブが自己

の定款の下に自ら決定することである。

　ただこの場合当人が，ロータリー・クラブ

の所在地の生活に同化せず，ロータリー入会

から生まれる親密な親睦と奉仕の機会を享受

しないなら，ロータリー・クラブ会員となっ

ても無益と思われる。自分の落度でもないの

に不本意ながら一時的にロータリーの友好を

奪われた人々の心の中に，ロータリーは依然

として残っていると考えるのであるが，自分

の良く知っている都市以外の都市のクラブで

形式的に会員の地位を与えられることによっ

て，失ったロータリーの友好が償われるとは

考えられない。更に，ロータリーとの正常な

関係が復活したときに元P一タリアンに面倒

な事態が生じる場合もありうるのである。

非公式の友好グループ

　（lnformal　Fellowship　Groups）

　有意義な娯楽的，趣味的，または職業的諸

活動に共通の関心を抱くロータリアンがグ

ループを結成して，既定のロータリーの方針

に反しない諸活動を通じ知己を広め交友を深

めることは奨励されている。但しロータリー

の名称および徽章は，このようなグループの，

多少とも既定の方針に反する諸活動に関連し

て使用されてはならない。またその管理責任

と経費はそれぞれのグループにおいて負うべ

きものである。

　ロータリアソ・グループが，通常のロータ

リー・クラブの任務またクラブ活動とは別の

活動，例えば，世界親睦活動にたずさわろう

とする場合，グループ側が責任を負わなけれ

ぽならない事態が生じるおそれがあるので，

その活動を法人組織にすることが望ましい場

合もある。しかし，そのような活動を法人組

織にすることが適切か否かは，地元の状況に

照らして，活動にたずさわるロータリアソ自

身が決めることである。親睦その他の活動に

たずさわるロータリアン・グループを法人組

織にすることに異議はないが，法人定款に次

のことを記載しなけれぽならない：

　1）その活動は国際ロータリーを代行する

ものではない；

　2）その活動と国際ロータリーにはいかな

る関係もない；

　3）国wa　P一タリーは，いかなる責務をも

免ぜられ，何の義務も負わない。

ロータリアンの婦人親族の団体

　（Organizations　of　Women　Relatives　of

Rotarians）

　多くのロータリー・クラブは，ロータリア

ソの奉仕活動並びにロータリー・クラブの諸

活動に協力し，それを支持するロータリアン

の婦人親族をもって構成される，婦人の委員

会もしくはその他の組織を有し，その恩恵に

浴してきた。理事会は，そのようなグループ

の有益な働きを奨励し，称賛するものである。

会員候補者をクラブ例会に招待

　（Inviting　Prospective　Member　to　Club

Meetings）

　会員候補者を数回クラブ例会に招待してか

ら，会員申込用紙に署名を求める慣例をクラ

ブに取り入れることが望ましい。

新会員の入会式
　（Induction　of　New　Members）

　1）新会員のクラブへの入会式を厳粛に行

う手続は，各クラブが自クラブに合わせて考

案しなけれぽならない。

　2）標準もしくは一定の入会式次第が作成

されることはないし，クラブに示唆されるこ

ともない。

　3）クラブは，新会員を直ちに一つ以上の

委員会の委員に任命し，その委員会の委員長
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が，新委員を然るべく同化させる責務を負う

べきものとする。

　4）ガバナーは，更に一層ロータリー教育

を行わなければならないことを強調し，そし

て，この面においてR．1事務局から有益な助

言が得られる旨クラブの注意を喚起しなけれ

ぽならない。

　5）ガバナーは地区内のクラブをどこか一一

つ選び，地区協議会で，10分間，そのロータ

リー・クラブ例会で行っている厳粛な入会式

を実演させるよう要請されている。

　6）事務総長に要請すれぽ，数種類の入会

式次第を指針としてガバナーに送付する。

若い人に入会の機会を与えること

　（Providing　Membership　for　Young

Men）

　各クラブはあらゆる努力を傾けて若い人を

会員とすべきである。特にアディショナル正

会員の規定を利用すること，また，正会員が

シニア・アクチブ会員となり，空席となった

職業分類を若い人で充填することが望まし

いo

元ロータリアンを会員に選挙
　（Election　of　Former　Rotarians）

　引退者が特に多数居住している地域のロー

タリー・クラブにおいては，自己の地域に移

転してくるシニア・アクチブ会員，パスト・

サービス会員，元ロータリアンで会員資格条

件を備えた人を会員に選挙するよう奨励され

ている。

会員資格とロータリー財団寄付

　（Membership　and　Rotary　Foundation

Contributions）

　ロータリー・クラブは，Pt　・一タリー財団へ

の寄付を入会条件としてはならない。
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出　　席

　（Attendance）

　ロータリー・クラブ会員は，標準ロータ

リー・クラブ定款第8条第5節に述べる出席

条件を満たすことができないと会員身分を失

うことになる。しかし，同節は，クラブ例会

を補填する具体的方法について記載している。

陪審員の職務その他による欠席
　（Absence　for　Jury　Service，　etc・）

　陪審員としての職務：陪審員としての任務

を果たすためクラブ例会を欠席した会員を出

席扱いにできる規定はない。

　州議会：州議会に出席しなければならない

ためクラブ例会を欠席した会員を出席扱いに

できる規定はない。

　非公式の会合：定款および細則には，船上，

避暑地，同業者大会等で開かれる非公式な

ロータリアソの会合を出席と認める規定は存

在しない。

　他の奉仕クラブの会合：Pt一タリーの目ざ

すところは，ロータリー・クラブ出席から得

られる利点であって，ロータリー・クラブ以

外のどこかのクラブに出席すればよいという

ものではない。従って，他の奉仕クラブの例

会出席を，ロータリー・クラブ例会出席とみ

なすと規定しても何の目的も達しないであろ

う。

賜　　暇
　（Leave　of　Absence）

　会員が例会に欠席する場合は前もって欠席

許可を求める，という規定を設けることは現

実的でない。

職業分類
　　（Classifications）

　ロータリー・クラブの各正会員は，自己の

実業もしくは専門職業に従って職業分類され

る。「職業分類」はロータリアンの所属する商

社，会社または団体の主要かつ一般世間がそ

のように認めている事業活動を示すものでな

けれぽならない。また，もしロータリアンが

独自に実業または専門職業にたずさわってい

る場合ならば，その職業分類はロータリアン

の行う主要かつ一般世間がそのように認めて

いる職業活動を示すものでなけれぽならな

い。クラブは，かかる限定のもとで，区域内

の実業および専門職業活動を表す適切な職業

分類を設定すべきである。

　ロータリー・クラブは，R，　L定款第4条に規

定する原則のもとに，でぎる限り，地元地域

社会の，一般に認められたあらゆる実業，専

門職業または団体活動の代表老を会員に迎え

るべきである。

　組織的な職業分類表一充填されたものも

あり，未充填のものもある一はクラブ発展

の理論的基礎である。この表はクラブ所在地

の徹底的な職業分類調査を行うことによって

のみ作成できるものである。というのはこの

表はクラブの区域限界内の職業活動を網羅し

ていなけれぽならないからである。

活動または奉仕で地位ではない

　職業分類は，特定個人の占めている地位に

よってではなく，むしろその事業活動もしく

は社会的に果たしている仕事によって定めら

れるものであるということが，はっきりと理

解されていなけれぽならない。換言すれぽ，

銀行の頭取の場合，その職業分類は，「銀行頭

取」ではなく「銀行」業である。

　実業または専門職業にたずさわる会員有資

格者に対して設定，貸与される職業分類を決

定するものは，その事業場で行われている主

要かつ一般世間からもそのように認められて

いる事業活動である。例えぽ，鉄道会社，鉱

業会社，製造会社，病院，診療所等における

常勤の電気技師，保険清算人，支配人などは，

その人が直接担当している特定の仕事を代表

する会員とされるのではなくて，その人が，

専門的な仕事に専従している商社，会社また

は団体の代表者として会員資格をもつものと

されるのである。ただ，専門的な仕事が一般

の人々を相手とするものである場合に限り，

その個人の職業活動は，これに対して職業分

類を設定し得るものとして取り扱われる。

　産業の区分：ほとんどの産業は，それぞれ

他のものと明らかに異なる事業形態をもった

次の四つの部門に分けることができる。

　生産（または製造）Producing

　　　　　　　　　（or　Manufacturing）

　配布　　　　　　　Distributing

　小売　　　　　　　Retailing

　サービス　　　　Servicing

　これら四つのグループは，すべてこれを

ロータリー・クラブにおいて代表させること

ができる。

　配布：用語を簡潔かつ統一するために，「配

布jという語は，ここでは，次に掲げる市場

活動のすべてについて，これらを指称する言

葉として用いる。すなわち，卸売，仲買，委

託販売，ブローカー，輸出および輸入を指す

ものとする。どのような場合に上記の言葉の

一つを職業分類用語としての配布という言葉

に替えて用いることにするかは，各ロータ

リー・クラブの職業分類委員会の賢明な判断

によって決定されるべきことである。

職業分類の調査

　各ロータリー・クラブは，その職業分類委

員会によって，8月31日までのなるべくロー

タリー年度の早い時期に，その地域社会の職

業分類調査を行い，その調査から，職業別電

話帳その他の事業別名簿を用いて，充填未充

填職業分類表を作成するよう勧められてい

る。分類表には，ある職業分類にかかわる事
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業活動がたとえクラブの区域内で行われてい

なくても，その職業分類を貸与されている会

員がクラブの区域内に居住している場合に

は，その職業も記載されなけれぽならない。

一事業体内の独立部門

　国wa　Pt一タリー定款および細則並びに標準

P一タリー・クラブ定款に用いられている「実

業」「専門職業」「職業」「企業」或は「会社」

等の用語の意義を明確にするため，国際ロー

タリー理事会は，これらの用語について次の

ような解釈をしている。

　ロータリー・クラブで職業分類表を設定す

る場合において，

　1）商業的活動

　2）工業的活動

　3）専門職業活動

　4）団体の活動

のいずれかに属する事業活動で，たとえ，そ

の二つ或は三つの業務にまたがって財務に関

する管理権限とか財政政策に関する最終決定

権が，一つの法人または個人事業主に帰属し

ている場合でも，その各々の業務全般にわた

る運営方針の決定，任務遂行について十分な

独立性をもつならぽ，その事業活動を，一・一・’つ

の「実業」「専門職業」「職業」「企業」「会社」

等の事業活動として取り扱うことができる。

但し，必ず，当該事業活動が，それ自体，一

般社会の人々に対して，完全な一つの事業と

認められるものでなけれぽならないものとす

る。

　一例を挙げれぽ，大規模の大学内に，各々

はっきりと独立した三つの学部が存在し，各

学部ごとに学部長と教授会があり，・それぞれ

学部の運営一般に関する独自の方針の決定と

責任遂行とについて十分な独立性をもってい

る場合には，クラブは，充填未充填職業分類

表に，各学部別に，それぞれの主要かつ一般

世間からもそのように認められている活動に

対応して次のような職業分類を設定すべきで

ある。例えば：

　　医学部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　17
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　　工学部

　　法学部

　大規模な大学内の明らかに独立した各学部

の職業分類の設定に用いられたこの原則は，

また，大規模な法人において各別にはっきり

と独立している部門の職業分類の設定につい

ても適用されるであろう。

職業分類の貸与

　ある人を特定の職業分類の下に会員とする

ためには，本人が，その商業，工業，専門職

業または団体にかかわる活動の少なくとも

60％を，本人の職業分類となっている事業（実

業，専門職業，職業，企業または会社）に捧

げており，かつ本人が主として当該実業また

は専門職業活動に従事していることがその地

域において一般から認められていなければな

らない。各ロータリー・クラブはこのような

規定を採用するように勧告されている。

均衡のとれた会員組織の維持

　ロータリー・クラブは，どんな実業や専門

職業にも偏ることなく，均衡のよくとれた会

員組織をもつことが極めて大切である。

　相互に関連もしくは類似する事業，または

同一・・一一の法人その他の事業主の所有もしくは管

理に属する事業を職業分類とする正会員およ

びアディショナル正会員の数は，当該クラブ

の正会員およびアディショナル正会員総数の

10％を超えないことが望ましい。

　クラブが所在する区域内の特殊な事情のた

め，10％を超えることとなってもやむを得な

いとされる場合も考えられるが，しかし，均

衡のとれた会員組織の原則はあくまで維持さ

れるべきである。

　古いクラブで，現在，充填されている職業

分類が均衡を失している場合には，均衡のよ

くとれたクラブ会員組織にするため，ほかの

職業分類の正会員およびアディショナル正会

員の数を増加するように努めなけれぽならな

い。

　18

新クラブ

　ロータリー・クラブを結成する場合には，

様々な分野から会員を得られるよう考えてお

くことが大切である。従って，結成の時に，

相互に関連のある職業分類グループから，一

つの職業分類だけを充填するようにすること

が望ましい。但し事情によっては，このよう

な職業分類を二つ以上充填しなけれぽならな

いような場合も考えられるが，しかし創立会

員となる正会員の総数の10％を超えてはなら

ない。クラブ会員の職業分類の均衡を保つこ

とには十分注意を払うことが肝要である。

職業分類の原則固守
　（Adherence　to　Classification　Principle）

　職業分類の原則を守ることが，最も重要で

ある。職業分類は，明確に異なる，独立性の

ある，十全な事業活動を公共の場において

行っているかどうかを基礎として設定され

る。ロータリー・クラブは，その会員を商社

または団体内における会員個人の仕事や地位

によって分類するのではなく，会員がたずさ

わっている商社，会社，団体等の主要かつ一

般世間がそのように認めている活動によって

分類するのである。

　一人一業の職業分類の原則の下では，ロー

タリー・クラブの結成または維持が困難また

は不可能と見えるような地方においても，こ

れを，この原則の厳守から逸脱する理由にし

てはならない。

　その地域社会に明確に異なる別個の事業が

あって，それが主要な事業を独占している一

つ或は極く限られた数の会社によって統制さ

れているような場合でも，国際ロータリー定

款，細則および標準ロータリー・クラブ定款

に使われている「実業⊥「専門職業」，「職業」，

「商社」，「会社」等に関する理事会の解釈お

よび説明に基づいて，職業分類を設定するこ

とができる。

報道機関，宗教および外交官

　（News，　Religion　and　Diplomatic

Service）

　定款および細則は，一つのロータリー・ク

ラブ内における報道機関，宗教および外交官

の職業分類を代表する会員の数に制限を設け

ていない。

会社合併

　（Merged　Companies）

　会社の合併に関連して起こる職業分類の問

題を処理するための指針を次に挙げる：

　職業分類：1）許容される場合1職業分類

は会員が属している商社，会社或は団体等の

主要かつ一般世間がそのように認めている活

動によって決められる。一つまたはそれ以上

の会社が合併されてできた企業体で，たとえ

財務が一つに統制されているとしても，その

各事業所がそれぞれ独立して製造販売を営

み，かつ既に職業分類表に載っている職業分

類とは明らかに異なる業務を社会に提供して

いる場合には，クラブは正会員，アディショ

ナル正会員を選ぶために，新たな別々の職業

分類をその職業分類表に追加することができ

る。

　2）許容されない場合：合併された会社が，

一一 ﾂの経営管理の下で一個の製造工場および

販売所に統合された場合には，職業分類は一

つだけしか設けることはできない。そして，

この職業分類は合併された一つ一つの会社の

業務でなく，合併されてできた会社全体の業

務を表すものでなけれぽならない。

　3）この指針は新旧会員に適用できる：上

述の指針は新会員に対してのみ実施されるの

ではなく，合併されたそれぞれの会社の主要

な業務を表す職業分類の下で既に以前から会

員である人々にも適用されるものである。

　4）職業分類は重複してはならない：この

原則は上述の指針に従って許容された職業分

類がクラブ内に既に存在する他の職業分類と

第1章　ロータリー。クラブ

現実に重複しない場合にのみ適用されるので

ある。

　5）これらの勧告によって既に会員である

者が無理にその会員身分を剥奪されることは

ない。

シニア・アクチブおよびパスト・サー

ビス会員のバッジと職業分類

　（Classification　on　Badge　of　Senior

Act三ve　or　Past　Service　Member）

　シニア・アクチプおよびパスト・サービス

両会員のバッジには，「シニア・アクチブ」ま

たは「パスト・サービス」の文字の下に，括

弧で囲んだ（前職業分類　　　　）という欄

を設け，その会員がシニア・アクチブまたは

パスト・サービス会員になる直前まで，保持

していた職業分類を書き込むようにし，更に

この職業分類をクラブ会員名簿やその他氏

名，職業分類を必要とするクラブ記録類に書

き入れておくようにされたい。

クラブ役員
　（Club　Officers）

　ロータリー・クラブの役員，その資格，任

務，選考方法は，ロータリー・クラブ定款と

細則に規定されている。

　標準ロータリー。クラブ定款の規定による

と，理事会はクラブの管理主体である。理事

会は，少なくとも月1回会合を開くものと期

待されている。

　クラブの役員は，会長，会長エレクト，1

名または数名の副会長（以上の人は全員，理

事会のメソパーとする），更に，幹事，会計，

会場監督（この3老は，クラブ細則の定める

ところに従って，その全員または一部が理事

会のメソバーであってもよいし，そうでなく

てもよい）である。．

　クラブ会長には，明確かつ非常に重要な資

格と任務がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　19
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資　　格

　（Qualifications）

　クラブ会長は：

　クラブの瑠疵なき正会員，シニア・アクチ

プ会員，またはパスト・サービス会員であっ

て，更に正会員，アディショナル正会員の場

合にはその職業分類について疑問のない者。

　クラブ全体を指導する能力を有し，かつ同

僚たる会員の尊敬と信頼を有する者。

　地区協議会に出席し，かつ，いつでもクラ

ブを指導し，クラブの事務をとるのに必要な

時間と労力を捧げ得る者。正当な理由により

地区協議会に出席できない場合，所属クラブ

から指名した代理を派遣し，その報告を受け

なければならない。

　自己のクラブの理事，または一つ以上の主

要な委員会の委員または委員長，或はクラブ

幹事を務めたことがあり，また前年度に会長

のための完全な訓練課程である指定任務を果

たした老。

　1回以上地区大会に出席したことがある
老。

　自己のクラブの定款・細則およびロータ

リーの綱領について実際的知識を有する老。

　（なおできれぽ，就任前に少なくとも1回

は国際大会に出席した経験を有する者である

ことが望ましい）

任　　務
　（Duties）

クラブ会長は：

　クラブの諸会合の議長を務める。

　各例会に当たって入念に立案し，開会およ

び閉会の時間を厳守するよう配慮する。定例

理事会（少なくとも月1回）の議長を務める。

　任務にふさわしい人をクラブ委員会委員長

および委員に任命する。

　各委員会はそれぞれ明確な目標を持ちかつ

それぞれの働きが調和するようにする。

　各委員の任命後，できるだけ早い機会に第
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　1回のクラブ協議会（Club　Assembly）を開

催する。

　地区大会（District　Conference）に出席す

る。

　次期会長として地区協議会（District

Assembly）に出席する。

　クラブ内および地区内のロータリーの諸問

題に関し地区ガバナーと協力し，かつ諸通信

を速やかに処理する。

　例年の会計検査は勿論，クラブ予算の編成

および会計事務の完全な履行を監督する。

　地区ガバナーの公式訪問に際し，各委員長

より文書による報告が提出されるよう注意す

る。

　国際ロータリー事務局から得られる情報お

よび有益な示唆を利用する。

　「国際ロータリー・ニュース」（R。1．News），

「ガバナー月信」（Governor’s　Monthly　Let－

ter）その他国際ロータリー事務局，地区ガバ

ナーからの通信，刊行物等から得られる重要

な情報が確実に各会員に伝達されるよう注意

する。

　地区大会および国際ロータリー大会に，ク

ラブから適正な代表者が出るよう注意する。

　1月にはロータリー年度第2半期の各委員

会の活動とその目標の検討会を指導する。

　6月にはクラブの財政状態および当該年度

のクラブの目標達成状況について，総括的な

報告をクラブに提出する。

　退任前に次期会長と会談する。

　クラブの新しい管理事務が順調に発足でき

るようにするため，また同時にクラブ管理の

継続性を保つため，新旧理事の合同会合を開

催する。

クラブ役員の選出
　（Selection　of　Club　Officers）

　役員が無期限に留任しないように，会長お

よび幹事の職はもとより，理事，委員長の職

も代わるがわる就任するという原則を，かな

りの程度まで守ることができれぽ，クラブの

ためにこの上なく役立つであろう。

　クラブ役員が2年続けて同一役職に就くこ

とは奨励されていないし期待されてもいな

い。しかし，事情が許すなら，引き続き2年

目に同一一一一一一一役員を選んだり，期間を置いてクラ

ブの元役員を再選することがクラブに役立つ

場合もある。

　クラブは会員の潜在的指導力を慎重に調べ

て会員達を委員に任命するのみでなく，時に

は例会の司会をさせたりして，大いに会員の

能力を発揮させることに努めるよう示唆され

ている。

役員の就任式

　（Officer　Inductions）

　各ロータリー・クラブは，各ロータリー年

度の初めに役員就任式を開かなけれぽならな

い。このような会合は，クラブ役員や委員が，

所属団体の目標に献身する熱意を新たにし，

再確認する機会を提供するものと認められる

からである。また，このような会合は，地元

地域社会にロータリーの目的と目標を知らせ

る広報の機会ともなるのである。

クラブ・プログラム

　（Club　Programs）

　各ロータリー・クラブは，その細則中に親

睦並びに報告事項その他の特別プログラムに

対して具体的に規定した，明確なクラブ例会

議事順序を規定することが重要である。

　単に関心の高いテーマまたは娯楽を意図し

たプログラムより，ロータリーに関するプロ

グラムを心がけるよう尽力しなければならな

い。このようにしてロータリー・クラブを単

なる昼食クラブとする風潮を覆さなければな

らない。

　奉仕プロジェクトの交換およびクラブ間の

円満な関係を増進する手段として，ロータ

リー・クラブは，その例会に来賓として同一

第1章　ロータリー・クラブ

地区内の他のロータリー・クラブ会長を招待

し，来訪会長にそれぞれのクラブのプログラ

ムと活動について簡潔に報告する機会を提供

するよう奨励されている。

名を呼び合う習慣

　（First　Name　Custom）

　ロータリアソ同士が互いに相手の姓ではな

く，名（first　name）で呼び合うのは単なる習

慣である。クラブがこの習慣を採用するかど

うかは自由である。この習慣がそのクラブの

存在する国の人々の一般の習慣と一致しない

場合もある。

ロータリー・クラブ例会への来賓

　（Guests　at　Rotary　Club　Meetings）

　ロータリー・クラブは，個々の会員を促し

て，特に興味をそそるプログラムが予定され

ているクラブの例会にロータリアソでない地

元の人を招待させることによって，一般の

人々にロータリー・クラブの役割とその究極

の目的を周知させるように，特別の努力を払

わなけれぽならない。報道関係者または他の

ロータリー・クラブ会員は別として，クラブ

またはクラブ会員が長期間同一人を来賓とす

ることは望ましくない。

クラブ例会への学生招待

　（Students　as　Rotary　Club　Guests）

　クラブは，大学および各種学校の学生に関、

心を持ち，学生にロータリーの理想と原則を

知らせるよう配慮してほしい。学生をゲスト

としてクラブの昼食に招待する計画は奨励す

るが，学生は，それだけでロータリー・クラ

ブの会員とはなれない。ロータリー・クラブ

には，定款および細則に規定されている会員

種類だけしかない。
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第1章　ロータリー・クラブ

講演者への謝礼
　（Paying　Expenses　of　Speakers）

　国際ロータリーでは国際ロータリーの元役

員および現役員を各クラブに派遣しその費用

を国ee　P一タリーが負担しているが，もし，

これ以外に各クラブが国際ロータリーの現ま

たは元役員或は他のロータリアンを招く場合

は，そのクラブが費用を負担しなけれぽなら

ない。招かれた講演者の方から，費用の支払

を請求しなけれぽならないような羽目に陥れ

て講演者を当惑させてはならない。このよう

な費用の支弁について分からないことがあれ

ぽ中央事務局は助言をいとわないであろう。

来訪ロータリアン

　（Visiting　Rotarians）

　クラブまたは会員個人に招待された場合を

除き，来訪ロータリアンは，ロータリーで行

われている慣行に従い食券を自分で買うもの

とする。

　クラブ例会に他クラブから来訪ロータリア

ンが出席した場合，クラブ幹事はそのビジ

ターの所属クラブの幹事に早速その旨を通知

しなけれぽならない。もし本人から要求があ

れぽ電話または電報によって通知しなけれぽ

ならない。勿論この場合の費用は来訪P一タ

リアン自身の負担である。

にせロータリアン
　（lmpostors）

　他の町から来たロータリアンだと称する男

がクラブや会員個人を訪れてくることがよく

ある。もっともらしい不幸な出来事の話をし

て金を要求するのである。訪ねられた方では

仲間のP一タリアンを助けたい気持から金品

を与えたり世話をしたりするのであるが，こ

れが実は「にせ者」だったということが後で

わかることがある。ロータリアンと称する未
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知の来訪者から援助を求められた場合には，

本人が会員だと称するクラブに電話か電報で

確かめるのが一番良い。本当のロータリアン

であったらこのような照会に異存はない筈で

ある。

クラブ例会における祈禧
　（Invocation　at　Club　Meetings）

　世界中のロータリー・クラブには，色々な

宗教的信仰或は理想を持った会員がいる。ま

た，ロータリアンは自己の宗教的信条に忠実

であるとともに，他人の信仰に対しても誠実

で寛容な，変わらない尊敬をはっきり示すよ

う期待されている。各P一タリー・クラブは

自治的なものであるから，各自の良き判断に

基づいて，全会員の宗教的信念を尊重するよ

うな方法で例会を行うべきである。

例会場
　（Meeting　Places）

　各クラブは，自己の権限で例会場を決定で

きる。しかし，各クラブの正会員，シニア・

アクチブ会員，或はパスト・サービス会員は，

いずれも他のロータリー・クラブの例会に出

席する権利があるから，各クラブは，世界中

のどのクラブのどの会員でも出席できるよう

な場所で例会を開くことが期待されている。

例会における酒類飲用の可否
　（Alcoholic　Drinks　at　Meetings）

　ロータリーの会合で酒類を供することが妥

当であるかどうかは，各クラブが決定すべき

問題である。

　この問題に関してロータリーは何ら公式の

方針を持っていないと言われるかもしれない

が，長い間の経験と多くのロータリアンが表

明した意見によって，少なくとも，酒類を食

事の一部として供する習慣のない国において

は，ロータリーの会合では酒類を供しない方

がロータリー運動のために良いであろうと言

うことができる。

例会の取消
　（Cancellation　of　Weekly　Meetings）

　ロータリー・クラブは標準クラブ定款に定

められている場合を除き季節的または祭日の

理由により例会を取り消すことはできない。

クラブが他の団体に加入すること

　（Club　Membership　in　Other　Organiza－

tions）

　国際ロータリーの構成員として，クラブは

他のいかなる団体にも加入すべきでなく，ま

た，他団体の会員としての義務を負うべきも

のでもない。クラブの役員および委員が他の

団体の役員や委員と会議を開くことはよい

し，また，そうせねぽならぬ場合もあろうが，

しかし，クラブを束縛する権限はない。

　ロータリー・クラブが奉仕プロジェクトの

後援に協力することが必要もしくは望ましい

と思われる場合，これを行うことは当を得た

ものであるが，しかし，理事会の認識による

と，どのような目的のものであっても，国際

ロータリー管理組織の外にロータリー・クラ

ブ提携団体を設立することについては，国際

ロータリーの定款，細則にその規定がない。

ロータリー・クラブには，その会員を，他の

どのような団体に加入させたり，結びつけた

りする権限はない。従って，ロータリー・ク

ラブ・グループが正式なロータリー。クラブ

提携団体を設立し，またはロータリー・クラ

ブがかかる団体に加入することは，国際ロー

タリーの組織規定に抵触するものである。
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他の奉仕クラブとの連合会
　（Joint　Meetings　of　Serviceαubs）

　ロータリー・クラブが他の奉仕クラブと合

同例会を開くことが，クラブのプログラムお

よび活動を最もよく推進するとは思われな

い。従って，理事会は，ロータリー・クラブ

が他の奉仕クラブと週例会を合同して開くこ

とに反対である。しかし，理事会は，特別の

場合に，他の奉仕クラブと合同例会を開くこ

とがあってもこれに反対するものでない。

富くじ類による資金募集
　（Raising　Money　by　Lotteries　or　Raffles）

　ロータリー・クラブの活動は，当然，会員

であるなしを問わず，すべての人にロータ

リーに対する十分な尊敬の念を抱かせるよう

なものでなけれぽならない。従って，いかな

るクラブも，富くじ等によって資金を集める

ことは，そのような行為が全面的に支持され

ている国でない限り，避けるべきである。

ロータリー情報

　（Rotary　Information）

　会員のP一タリー知識と理解を広げるよう

な適切なロータリーの考え方を会員に伝える

ために各例会の初めの3分乃至5分間を充て

ることがいかに有益であるかという点につい

てクラブの注意を促したい。クラブのPt　一タ

リー情報委員会は，全会員，特に新会員が，

ロータリーを正しく理解し，ロータリー会員

の特典と責務を了解するのを強力に援助しな

けれぽならない。年間を通じ少なくとも毎月

1回，奉仕の四つの部門のそれぞれについて，

ロータリアン個人の知識と行動を増幅するよ

うなプログラムを提供しなけれぽならない。

　ガパナーは，ロータリー教育の格段の必要

性を強調し，この方面においてR．1．事務局か

ら有益な助言が得られることにクラブの注意
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を喚起しなけれぽならない。

　各地のクラブは地元の報道機関の代表者を

できるだけ入会させるよう奨励されている。

　クラブのロータリー情報委員会は，Pt一タ

リー情報をあくまで大きく幅広く修得整理

し，これをクラブ全会員に絶えず伝達すべき

責任を持っている極めて重要な高い地位に置

かれるものである。従ってロータリー情報委

員には，考え得る最高の適任者を任命すべき

ことが強力に推奨されている。またクラブは，

1年を通じて定期的にクラブの業務活動その

他の諸問題を討議するためだけの例会を開催

することも推奨されている。

クラブ資金の取扱

　（Handling　Club　Funds）

　ロータリー・クラブは，クラブ財政を実務

的に処理するよう要請されている。クラブ資

金の実務的処理については，支払小切手に対

する副署と，毎年度の会計監査が求められて

いる。

保険と法人組織
　（Insurance　and　Incorporation）

　クラブは，クラブ自体（またはその活動）

を法人組織にするか，或は適切な賠償責任保

険に加入することによって，クラブ・プロジェ

クトと活動から発生しうる事故や損害に対す

る賠償責任から保護する保険の必要性につ

き，法律顧問または責任保険の顧問から助言

を受けるよう要請されている。

クラブのバナー

　（Club　Banners）

　ロータリー・クラブおよびロータリアンの

間で世界的にバナーの人気が高まり，広く使

われている点を考慮し，理事会は，ロータ

　24

リー・クラブのバナー，旗，ペナントなどの

交換が適切で有益な目的を果たしていること

を認識しているが，このような記念品交換の

慣例の誤用および濫用が，不必要な財政的負

担をロータリー・クラブにかける場合がある。

また，クラブの基本的奉仕活動を妨げ，かつ，

活動縮少をもたらして，交換の真の目的を破

壊しかねない場合もよくあるのである。

　このような記念品交換に参加するすべての

ロータリー・クラブおよびP一タリアンは，

交換準備に当たって，慎重で，節度ある，適

切な判断力を行使しなけれぽならない。

　このような交換を実施しているクラブは，

バナー，旗，ペナントに，クラブの所在地，

国，地域を明瞭かつ適切に強く表現すること

を心がけつつ，デザイソを入念に研究するこ

とによってプログラムの効果を高める機会に

恵まれるであろう。

会員カード

　（Membership　Cards）

　各クラブは，幹事を通じて，各会員に会員

証を発行するものとする。ロータリアソが個

人的に知られていないクラブを訪問する際に

は必ずこの会員証を提示して自己紹介をしな

けれぽならない。

ロータリアンでない者に対する証明

書その他の発行
　（Credentials，　etc．　for　Non－Rotarians）

　ロータリー・クラブは原則として自己のク

ラブの会員以外の者に対して信用証明書，身

分証明書或は紹介状を発行すべきではない。

ロータリアソはすべてそのクラブに所属して

いるからその会員証を持っているのである。

ロータリーと政治
　（Rotary　and　Politics）

　国際ロータリーとその加盟クラブは，党派

的政治声明を発表することを控えなけれぽな

らず，かつ，ロータリアンは，政府もしくは

行政当局にいかなる団体的圧力もかけてはな

らないのであるが，次のことを行うのはロー

タリアソの義務である。

　1）クラブ内で：世界理解と平和という

ロータリーの目標の追究と，自己の職業およ

び地元地域社会への奉仕に影響を及ぼすもの

に限り，地元地域社会および世界各地の政治

状況を検討する。そしてその問題を公平な立

場で全体で討論し合った後，各会員がそれぞ

れ自分自身の結論を下せるように，釣り合い

のとれたプログラムと討論を通じて，ロータ

リアンは，信頼できる情報を得られる筈であ

る。

　2）クラブ外で：人間の尊厳の認識および

個人の必然的権利の尊重を言葉ぽかりでなく

立派な行為で推進するために，できるだけ多

くの合法的グループおよび団体で個人として

積極的に行動する。

ロータリー・クラブへの配布
　（Circularizing　Rotary　Clubs）

　いかなる団体も国際ロータリー加盟クラブ

に文書その他を一律に配布することはできな

い。

　しかし，国際大会の決定或は国際ロータ

リー理事会の勧告によって定められる限度内

において，営利に関係のない事柄に限り，他

のロータリー・クラブにこれを配布すること

は許されている。

　但し以下の限定条件による：

　1）いかなる事項に関しても，他のロータ

リー・クラブの協力を得ようとする加盟クラ

ブは，まずそれぞれの地区ガバナーに対して，

その目的と計画を提出し，その承認を得なけ

れぽならない。
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　2）いかなる加盟クラブも，まず国際ロー

タリー理事会の承認を受けるまでは，他の

ロータリー・クラブ或は，自クラブの会員以

外の，個々のロータリアソに財政的援助を求

めてはならない。

国法の遵守
　（Club　Compliance　with　National　Laws）

　各ロータリー・クラブは，クラブが存在し，

その機能を果たしている国の法律に従うこと

が期待されている。自国の法律がR．L組織規

定と矛盾する場合は，関係クラブは必ず理事

会に問題を提出し，助言と指導を仰ぐものと

する。

クラブ協議会

　（Club　Assemblies）

　クラブ協議会は，クラブのプログラムと活

動について協議するために開かれるクラブ役

員と理事，委員会委員長の会合であるが，ク

ラブの他の会員も出席を要請される。

　クラブ協議会は，地区ガバナーの訪問時お

よび他の適切なときに数回開かれる。その内

1回は，地区および地区内他クラブのプログ

ラムと活動に関する報告が受けられるように

地区大会終了後に開催するよう奨励されてい

る。

ロータリアン誌の購読
　（Subscriptions　to　The　Rotar童an）

　米国およびカナダ内の各クラブは，そのク

ラブの正会員，シニア・アクチプ会員および

パスト・サービス会員がすべて機関雑誌の有

料購読者となること，そして会員資格を保持

する限り購読を続けることを，会員資格取得

の条件としている。

　米国およびカナダ以外のクラブは，その正

　　　　　　　　　　　　　　　　　25
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会員，シニア・アクチブ会員およびパスト・

サービス会員のそれぞれが，国際ロータリー

の機関雑誌または国際ロータリーの理事会が

承認し，当該クラブに対して指定したロータ

リーの地域雑誌の有料購読者となり，そして

本人が会員となっている限り，その購読を続

けることを，会員身分保持のための条件とし

なけれぽならない。但し，会員が機関雑誌お

よびクラブ用に定められた公式地域雑誌に用

いられている言語を読めない場合は，理事会

によって，そのクラブに対する前記の規定の

適用が免除される。

レビスタ・ロータリアの購読
　（Subscriptions　to　Revista　Rotaria）

　機関雑誌スペイン語版，レビスタ・ロータ

リア（または，承認し，指定した地域雑誌が

ある場合は，その地域雑誌）の購読はスペイ

ン語を用いている国のクラブ会員に義務づけ

られている。

ロータリーの広報の目的
　（Purpose　of　Rotary　Public　Relat童ons）

　ロータリーの広報プログラムの目的は，

P一タリーの綱領とプログラムへの理解，認

識，支援を育成するにある。そのプログラム

は，ロータリアンの間に，次のような意識を

高めるものでなけれぽならない。つまり，良

い意味での宣伝，好ましい広報，肯定的イメー

ジは，ロータリーの人類への奉仕を拡大する

ために，ロータリーにとって望ましく不可欠

の目標であるという意識を高めるものでなけ

れぽならない。
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広報における個々のロータリアンの
責務
　（Responsibility　of　the　Individual　Rotar・

ian　in　Public　Re｝ations）

　各ロータリアンは，ロータリーの綱領，プ

ログラム，活動に十分精通し，ロータリーの

意図と業績を，その交友および職業上の知己

に対し広く知らせる機会を求めることを期待

されている。

広報におけるロータり一・クラブの責

務

　（Responsibility　of　the　Rotary　Club　in

Public　Relations）

　各ロータリー・クラブは次のことを期待さ

れている：

　1）建設的な報道機関関係を維持する；

　2）成功を収めた奉仕プPジェクトや活動

でロータリーの意図と業績を明らかに示すも

のを報道機関を通じて広報する；

　3）ロータリアン誌／レビスタ・ロータリ

ア，ロータリーの地域雑誌および他の推進方

法を利用して，ロータリーの意図と業績を地

域社会内に広める；

　4）ロータリーの意図と業績を家族，友人，

知人に知らせるようロータリアンに勧める；

　5）ロータリーとその綱領，規模，プログ

ラム，活動を知っていてほしい地域社会の指

導老，青少年，関係団体の理解を助長する；

　6）ロータリーの声価を損ない，その効果

を制約しかねない地域社会内もしくはクラブ

内の状態を防止，矯正するための積極的措置

を講じる。

広報における国際ロータり一の責務
　（Responsibility　of　Rotary　lnternational

in　Public　Relations）

会長は，国家元首，政府の指導者，市民の

渥
皇
葦
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指導者，報道機関，一般社会の人々に，ロー

タリーの意図と業績を知らせるものとする。

　地区ガバナーは，クラブの広報と対地域社

会活動が効果的に運ぶよう激励，指導，支援

するものとする。地区ガバナーは，広報分野

に経験豊かなロータリアソを含む広報委員会

を設置しなけれぽならない。

　R．1事務局は：

　1）一般社会にPt一タリーを紹介，説明，

推進する；

　2）会長，理事会，事務総長が効果的な広

報プログラムを立案・実施するのを援助す

る；

　3）効果的な広報プログラムを推進，実施

するためにロータリー地区およびクラブを動

機づけ，手法を示し指導する。

不利な広報
　（Adverse　Public　Relations）

　各クラブは，ロータリーの声価を損なう，

或は，損ないかねない，もしくはロータリー

の効果を制約するような地域社会内もしくは

クラブ内の状態を防止し，また矯正する積極

的措置を講じなけれぽならない。ロータリー

の目的もしくは活動への誤解から否定的な世

論が生じた場合，クラブは，正確な一般向け

情報並びに対地域社会関係の改善，更に必要

であれぽ，奉仕プログラムの強化によってこ

の誤解の是正に努めなけれぽならない。

　他のクラブまたは国際ロータリーに影響を

及ぼすような事態が存在したり，或は，問題

が発生した場合，クラブはできるだけ早い機

会に地区ガバナーに報告し，協力してその問

題に対処できるるようにしなけれぽならな

い。地域社会との関係において問題の発生を

抑制し解決するためにクラブに助言および援

助を与えるのは地区ガバナーの責務である。

事務総長は，R．　L会長およびR．1．理事会に絶

えず報告し，もしその審議を必要とする問題

であれぽ，これをR．1．会長およびR．1理事会

に回付して，地区ガバナーやクラブを援助す

る。
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広報によってロータリーに人々の注

意を引くこと

　（Attracting　Men　to　Rotary　through

Public　Relations）

　ロータリー・クラブは次のことを行わなけ

れぽならない：

　●　現在その数を増しつつある，実業およ

び専門職業分野で責任ある地位を占める若い

人達にロータリーへの関心を深めさせる手

段，方法を見出す；

　●　ロー一一一タリーの綱領をよりよく伝えかつ

表現する，適切なロータリー・クラブ例会プ

ログラムを発表するための方法を講じる；

　●　広報の効果を一段と高める方法とし

て，より明確に広報に焦点を合わせた活動を

採用することを考慮する；

　●　理事会は，新会員をロータリーに引き

つけ，現会員を引き止めておくのに広報が重

要であることを，ロータリー・クラブ，特に，

クラブ会員増強委員会に対して強調し続ける

べきである，と考えている。

広報とクラブ・プロジェクト
　（Public　Re｝ations　and　Club　Projects）

　いずれのロータリー・クラブも毎会計年度

に主要な社会奉仕活動を一つ提唱することが

望まれる。

　成功裡に完了した奉仕プロジェクトは，

ロータリーに対する一一般の人々の認識理解

を普及徹底させるのに非常に効果的な方法の

一つと考えられている。従って，P一タリー・

クラブによって見事に遂行されたプロジェク

トについてこれを一般の人々に広く知らせる

ための活動はロータリー広報にとって不可欠

である。

　ロータリーに対して否定的な態度を示す傾

向があり，それがロータリーのプログラムに
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好ましくない影響を与えていると思われる地

域に対しては絶えず注意を払わなければなら

ない。また，そうした地域にあるクラブには，

建設的な奉仕プログラムを開始して，このよ

うな否定的態度を一掃するよう要請しなけれ

ぽならない。

ロータリーと報道機関との関係

　（Rotary　and　News　Media　Relation・

ships）

　ロータリー・クラブと地区ガバナーは，P一

タリーと報道機関との関係改善のために適切

な措置を講じ，更に，地域的，社会的，文化

的諸条件と地元の報道機関との関係を考慮に

入れ，両老の関係を改善するために，次のよ

うなクラブ並びに地区の活動に着手するよう

要請されている：

　1）ロータリー・クラブにおける報道機関

の関係者による報道機関の役割についての講

話；

　2）少人数のロータリアソと報道機関の関

係者で構成されるグループによる討論会；

　3）ロータリアンと報道機関の関係者が出

席するフォーラムとセミナー；

　4）Pt一タリー・クラブが青年ジャーナリ

28

ストにその見聞を広めさせる目的で奨学金を

支給し，その奨学金を受けたジャーナリスト

が，研修終了後研修に関する報告書をクラブ

に提出するという青年ジャーナリスト対象の

ロータリー・クラブ奨学金制度；

　5）ロータリー財団研究グループ交換チー

ムに報道機関の代表を参加させること。但し

その選定は，ロータリー財団の他のすべての

奨学金または補助金受領者に対するのと同様

に，慎重に考慮して行うこと；

　6）報道機関の代表者をP一タリー・クラ

ブ会員に加えるよう尚一層の努力をするこ

と；

　7）地区ガバナーは，行動基準を高め，理

解を深め，関係を更によくするための促進方

法を探求するために，地区内の適格なロータ

リアン達と報道機関の指導的な地位にある人

との討論会を手配すること。

講演者の斡旋
　（Speakers　Services）

　ロータリー・クラブは，ロータリーについ

て効果的に話のできる講演者を，地元の様々

なグループに斡旋しなけれぽならない。
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地区の役割
　（Role　of　the　District）

第2章

ロータリー地区

（The　Rotary　District）

　地区とは，国際ロータリーの管理の便宜上

まとめられた一群のクラブの所在する，一定

の地理的区域であり，ロータリー地区の活動

並びにその組織は，個々のロータリー・クラ

ブがロータリーの綱領を推進するのを助ける

ことを唯一の目的とするものであり，地元レ

ベルにおいてロータリー・クラブや個々の

ロータリアンが提供するいろいろな奉仕を減

殺するようなことがあってはならない。

地区の編成
　（Districting）

　理事会は，新しく地区を編成し，また現存

地区の境界を変更する権限を有する。但し，

地区境界の変更は，それによって影響を受け

る地区の過半数のクラブの反対を冒して行わ

れてはならない。（国際ロータリー細則第13条

第1節）

　地区編成に関して統一ある実施方法を確立

するため，地区間の境界の修正が効力を発生

する日は，1月1日および7月1日の内，事

情により都合の良い方を選ぶものとする。

　理事会は，新たに編成された地区の境界が

決定，発表されてから1ヵ年間は，同地区の

境界の修正を考慮しないものとする。

　新しいクラブが，現在の地区の境界外にお

いて国際ロータリーへの加盟を許されたとき

は，それを地区に編入すぺきか，それとも，

無地区クラブ群の中に入れるべきかについ

て，決定が行われるものとする。効果的な運
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営を行うために，全ロータリー・クラブは，

究極において，地区に所属すべきものとする

既定方針に従って，無地区クラブ群は，でき

る限り速やかに，地区に編入されるべきもの

とする。

　国際ロータリー細則の規定（第14条第9節）

によれぽ，常任地区編成委員会（Standing

Districting　Committee）eよ，細則第13条第1

節に規定する地区の境界とその編成並びに発

表について，理事会および会長を助けること

になっている。

　地区編成委員会は，理事会の採択した地区

編成の方針に従って，次のような任務を果た

す：

　1）国際ロータリーの地区編成委員会は，

国際ロータリー会長が必要と認めた場合，第

3回定例理事会の会合に先立ち，なるべく11

月または12月中に開催するものとする。

　2）地区編成委員会は，その会合において，

予測しうる将来に地区編成を要すると思われ

る世界中の地区の事情を検討しなけれぽなら

ない。この検討は，当該地区に関連して入手

した事実に基づく情報を基盤とする。この検

討に基づき，委員会は，特別の研究を要する

と思われる地区を選び，次回の国際協議会会

期中，それらの地区のガバナー・ノミニーに

対し地区編成委員会と協議するよう求めなけ

れぽならない。前記のガパナー・ノミニーに

は，それぞれの地区内における地区編成問題

について，あらかじめ研究しておくよう要請

すべきである。

　3）地区編成委員会は，国際協議会会期中

に会合し，地区ガパナー・ノミニーとそれぞ

れの地区内における地区編成問題に関連して

協議できるようにしておかなけれぽならな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　29
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い。協議の対象に選ぼれた地区のガバナー・

ノミニーとの協議について具体的に取り決

め，できれば，その人達にあらかじめその会

合の時と場所を通知するものとする。

　4）次期地区ガバナーは，国際協議会から

自分の地区に帰ると，直ちに地区内クラブ再

編成に関する計画遂行に関し，地区内のクラ

ブ会長その他の適格なロータリアンと協議す

べきである。必要と認められた場合には，地

区内に地区編成委員会を設け，これにクラブ

再編成に関する明確な計画をたてる責任を持

たせることとすべきである。

　5）地区ガバナーは，クラブ公式訪問の際

とかその地区内のクラブまたはロータリァン

との接触の際に，手短に地区編成の問題を話

し合うべきである。地区編成に関するこのよ

うな接触の目的は，その地区に関係する地区

編成問題について，クラブやロータリアンに

良く知ってもらい，その結果，これらクラブ

で受け入れることのできるクラブ再編成計画

を国際ロータリー地区編成委員会に提出する

ことを容易かつ速やかにするためである。

　6）ある地域のクラブ再編成が二つまたは

それ以上の地区に影響する場合には，関係地

区ガバナーは会合して，その地域内のクラブ

再編成計画をたてるため，必要と認めた場合，

それらの地区からの代表者で連合委員会を設

置すべきである。

　7）地区ガバナーは，国際ロータリー地区

編成委員会に，現在の地区運営上当面する諸

悶題について説明し，次に挙げる諸点を明確

に示して，地区としての計画を提出すべきで

ある：

　　（a）関係地域の広さと被提案地区の境界

　　　線を示す地図；

　　（b）現在のクラブ数，各クラブの会員数，

　　　および各被提案地区における拡大の可

　　　能性；

　　（c）各被提案地区における地区大会開催

　　　都市に関する情報；

　　（d）各被提案地区の交通機関；

　　（e）政治および経済事情。

　8）国際ロータリー地区編成委員会は，地
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区ガバナー提出の計画を，なるべく11月また

は12月開催の委員会において，或は通信に

よって，研究し，委員会としての勧告案を，

審議してもらうため，理事会に報告しなけれ

ばならない。

　9）もし国際ロータリー理事会が，審議中

の1地区または数地区内のクラブ再編成を決

定したときは，国際ロータリー細則第13条第

1節の規定により，国際ロータリー会長は関

係地区のクラブに，その決定された事項につ

いて通知するものとする。

　10）影響を受ける当該地区内クラブの過半

数が，国際ロータリー理事会の示す期間内に

異議を申し立てない場合には，国際ロータ

リー事務総長は，その地区ガバナーに，理事

会の決定が確定したことを通知し，また，そ

の地区ガパナーは，関係クラブにその旨を文

書で通知するものとする。

地区内のクラブ数
　（Number　of　Clubs　in　a　District）

　地区を構成するクラブ数の最大限および地

区の地理的な面積に関する厳格な規定を設け

ることはできない。地区は，国際ロータリー

に対して財政的に不当な負担をかけるような

規模であってはならないし，また，地区が大

きすぎてガバナーが任務を正しく遂行するの

に過労となってもいけないというのが原則で

ある。これらの両極端の中間が，決定要素と

言えよう。

　地区編成を決めるのは一定のクラブ数で

も，一定の面積でもないが，一一般的な考えで

は，今後3年間に加盟見込みの新クラブを含

めてクラブ数が40未満の場合は地区を設定し

てはならない。

国家間に跨る地区
　（lnternational　Districts）

言語，風習および距離が許す場合，国家間

｝

に跨る地区を新たに編成することは，原則と

して，望ましいことである。しかし現存の地

区の境界を改編し，2以上の地区或は地区の

一部を結合して国際的な地区を編成すること

は，関係クラブにとっても，また，国際ロー

タリーの全般的運営にとっても望ましいこと

ではない。このような国家間に跨る地区の編

成は，慎重な考慮を払って行われなければな

らない。

地区ガバナー
　（District　Governor）

　地区に編成されている地区内のクラブは，

地区ガバナーの直接監督の下に管理される。

　地区ガバナー制度を効果的に運営するため

には，地区における国際ロータリーの役員と

して地区ガバナーの職に選ぽれるロータリア

ンが，完全な適格者であり，その任務および

責任について精通しており，注意深く選ぽれ，

健康上その他でその任務および責任を喜んで

果たすことができるということが，不可欠で

ある。地区ガバナー・ノミニーの選考に当たっ

ては，地区ガバナー職の資格および必要条件

を明確に理解しかつ十分に考慮を払うことが

必要である。

　地区内のクラブは，ロータリーの原則に合

致した厳粛で信頼できる方法で，地区ガバ

ナー・ノミニーを選出しなけれぽならない。

地区ガパナー候補老の支援活動は，地区ガバ

ナーの重要かつ重大な職務にふさわしいもの

でなけれぽならない。地区ガバナー候補者支

援の文書の内容は，写真および本人のロータ

リー活動，市民としての活動，そして実業ま

たは専門職業活動の説明に限定されるべきで

ある。このほかに本人の立候：補を後援，推進

するいかなる処置も講じるべきではない。

　R．1．細則第10条第12節の規定によると，選

挙によって任命される国際ロータリーの役職

に就くために選挙運動もしくは投票依頼を

行ったロータリアソは，被選資格を失うこと

になる。この規定は，地区ガバナー候補者に
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も適用される。

　地区は地区ガバナー・ノミニーの選出を，

地区ガバナーに就任する前々年中に行うよう

奨励されている。その場合，地区ガバナーを

務める年度の前年度に地区ガバナー・ノミ

ニーは：

　1）地区ガバナーから，その地区の各種委

員会または地区組織に関し，特別の任務が与

えられる；

　2）地区ガバナー・ノミニーを参加者とし

て指定していないすべての地区会合にオブ

ザーバーとして出席するよう，地区ガバナー

から要請される；

　3）地区大会のプログラムにどのような任

務で参加するかを地区ガバナーによって考慮

される。

　地区ガバナーは，次期地区ガバナーの適応

指導，教育を行い，更に職務に対する意欲を

刺激するという責務を負わなければならな

い。そしてそのために元地区ガバナーおよび

ロータリー研究会等の会合を利用すべきであ

る。

　地区は，クラブ群または地理的地域の間で

回り持ちによって地区ガバナーを指名する，

という従来の方式に煩わされない手続によっ

て，地区ガバナーとして最適の人を探し，指

名するよう要請されている。

　既存地区のクラブが，新地区に再編成され

る場合は，新地区は，できれぽ，再編成前に

当該クラブが使っていた手続と同じ手続で，

新地区発効前に，地区ガバナー・ノミニーを

選出するものとする。

　このような手続が実施できない場合，理事

会は郵便投票の実施を承認し，地区ガバナー

にその任に当たらせるものとする。・

　新地区が発効すると，地区内のクラブは，

最初の地区大会で今後の地区ガバナー・ノミ

ニー I出手続を正式に採択する機会を与えら

れるものとする。

3ユ

藁

llltll－：：1’：＝’：



第2章　ロータリー地区
第2章　ロータリー地区

む

地区ガバナーの身分，任務および資格
　（Status，　Duties，　and　Qualifications　of

District　Govemor）

　地区ガバナーに最適の候補老を得るため

に，地区ガバナーは，毎年，所管地区内のク

ラブに対し，次のことを要請してほしい。入

手できる資料を調査すること並びにガバナー

にふさわしい候補老を推薦すること。

　地区ガバナーは，地区内の全クラブに対し，

地区大会前に，推薦案と候補者の履歴および

資格を伝達しなけれぽならない。

　このような指名に対する被推薦者並びに推

薦者が地区ガ・ミナーの責務に精通できるよう

に，毎年，地区ガバナーの身分，任務および

資格に関する次のような文書を全クラブに配

布している。

身　分（Status）

地区ガバナーは

●国際ロータリーの役員である；

●所管地区内のクラブによって指名され，国

際ロータリー大会によって選挙される；

●7月1日に就任し，1ヵ年間または後任者

が選挙され，資格が確定するまでその任に留

まるものとする。

資　格（Qualifications）

地区ガバナーは

●指名を受ける地区内のクラブの名誉会員以

外の瑠疵なき会員であることを要する；

●会員規定の厳格な適用に照らして，完全に

会員資格を有する者でなけれぽならない。そ

してその職業分類の正当性が疑問の余地のな

いものでなけれぽならない；

●地区ガバナー・ノミニー候補者として推薦

された年度の前の会計年度末において，国際

ロータリーに対して負債残高を持たない蝦疵

なき，義務機能を果たしているロータリー・

クラブの有資格会員でなければならない；

●地区ガバナーに就任する時点において一つ

またはいくつかのロータリー・クラブで，通

算7年以上会員であった老でなければならな
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い；

●クラブ会長としてその任期を完全に務めた

ことのある者でなけれ隷ならない；

●ここに規定する地区ガバナーの任務と責任

を喜んで果たす意思があり，身体的にもその

他の意味においてもこれを果たすことができ

る者でなければならない；

●ガバナーに選挙される前の国際協議会に全

会期を通して出席しなけれぽならない。国際

大会への出席は極めて望ましいことである；

●所属クラブの尊敬の的であり，かつ信頼さ

れていなけれぽならない；

●本人の実業または専門職業の経営において

示された経営力を持つ，職業上令名ある男子

でなけれぽならない；

●ロータリーの仕事を遂行するのに必要な時

間を提供できるように，自己の実業または専

門職業をうまく編成しなけれぽならない；

●本人並びにその近親者の品行が非難の余地

のないものでなけれぽならない；

●ロータリーとその目的，綱領および規則を

よく心得ており，国際ロータリーに対し忠実

であることが認められているロータリアンで

なけれぽならない；

●ロータリーのあらゆる面において信服させ

うる方法で論ずることができ，自己の所信を，

私的にも，公的にも，簡潔，直戴，かつ真剣

な言葉で表現できなけれぽならない。必ずし

も雄弁家である必要はない。

任務（Duties）
地区ガバナーは

●理事会の全般的統制と監督の下に職務を行

うその地区における国際P一タリーの役員で

ある。担当地区のクラブに対する直接監督の

責任を果たすについて，地区ガパナーは，国

際ロータリーの綱領を推進する特別の任務を

課せられており，身をもって次の諸項を実行

しなけれぽならない。

●担当地区の新クラブ結成を指導監督するこ

と；

●担当地区内の既存クラブの強化を助成する

こと；

●担当地区内クラブ相互間の友好関係および

クラブと国際ロータリー間の友好関係の増

進；

●担当地区の地区大会と地区協議会を計画，

推進，主宰すること；

●できるだけ年度の早い時期に，担当地区内

の全クラブを公式訪問すること。（この訪問は

急いではならない。ガバナーは，有意義なク

ラブ協議会を開いて協議し，またロータリー

に関する包括的な講演をなしうるよう十分な

時間をかけるべきである）；

●担当地区内の各クラブ会長および幹事にマ

ンスリー・レターを発行すること；

●国際ロータリー会長または理事会から要請

があった場合は，速やかに国際ロータリーに

報告をすること；

●クラブ強化のための勧告案とともに，地区

内クラブの状況に関する詳細な情報を後継老

に提供すること；

●後継者に代々続けられている地区記録を引

き継ぐこと；

●地区における国際ロータリー役員としての

責任に属しているその他の任務を遂行するこ

と。この中には，会長および理事会が定めた

プログラムと活動を実施する責務も含まれ

る。

　しかしながら，グレート・プリテソおよび

アイルランドにおいては，地区ガバナーの任

務は，R．1．　B．1．審議会の指示のもとに，　R．1．

B．1．定款並びに細則に則り，当該地域の伝統

的慣行に従って遂行されるものとする。また・

国際ロータリー会長或は理事会から要請ガミ

あった場合は，速やかに国際ロータリーへ報

告をし，そして地区における国際ロータリー

役員としての責任に属するその他の任務を遂

行しなけれぽならない。

　このほか，地区ガバナーは，次のことを遂

行すべきものと考えられている；

　●n－一タリアン誌，レビスタ・ロータリア，

承認され，指定されたn一タリー地域雑誌，

国際ロータリー・ニュース，事務総長書翰，

その他国際ロータリー事務局から発行される

すべての公報，文献類，および地区内各クラ

プの出版物などに目を通す；

●各クラブに対し，少なくとも毎年1回は都

市連合会に参加するよう奨励する；

●国際ロータリー大会への出席を勧奨する；

●必要があれぽ，クラブ会長と幹事のいずれ

かまたは両老の特別会議を開催する；

●毎月担当地区内クラブの出席報告の摘要を

作成し，この地区報告を国際ロータリー事務

総長に送付する。

指名に必要な資格の取得
　（Qualifying　for　Nomination）

　地区ガバナーのノミニーとして資格条件を

認められるためには，その職に指名された候

補者は，細則に定められている地区ガパナー

の資格条件，任務および責任を熟知した上で，

事務総長の手を通じて国際ロータリーに対し

て細則に列記された地区ガバナーの資格条

件，任務および責任を明確に理解しているこ

とおよび地区ガバナーとして資格条件を備え

ており，ガバナーの任務と責任を引き受け，

これを忠実に果たす意思があり，それができ

る状態にある旨の声明書に署名して提出しな

けれぽならない。

　国際ロータリー細則は，同細則に規定され

た資格並びに必要条件に合致しない地区ガバ

ナー・ノミニーの指名は拒否されるぺきもの

とし事務総長はこれを選挙のため国際大会に

提出しないものとすることを規定している。

　もしも，前述の規定の通り地区ガバナー・

ノミニーから署名ある声明書を受理したにも

かかわらず，そのノミニーが細則に定める任

務と責任を十分に果たすことができないであ

ろうと，理事会が信ずる理由があれぽ，理事

会はその指名を一時保留することができる。

このような一時保留が行われたならぽ，地区

ガバナーとそのノミニーに，その旨通告しな

けれぽならない。そして，そのノミニーは，

地区ガバナーおよび事務総長を経由して，地

区ガパナーとしての任務と責任を取り，忠実

にこれを遂行することができることについて
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の再度の申立を理事会に提出する機会が与え

られるものとする。かかる申立を含めすべて

の関連事情を審議した上で，理事会は，3分

の2の多数をもってそのノミニーの指名を拒

否するか，或は一時保留を解除するものとす

る。

　もし上述の規定のいずれかに基づいて地区

ガバナー・ノミニーの指名が拒否された場合

は，事務総長は，関係地区の地区ガバナーに，

その旨，並びに理由を通告しなけれぽならな

い。そして地区ガパナーは，これを当該ノミ

ニーに通告しなけれぽならない。そこで，時

間が許すならぽ，その地区は，細則の規定に

従って，地区ガバナー指導のもとに，地区大

会または郵便投票のいずれかにより，地区ガ

パナーのノミニーをもう1名選ぽなけれぽな

らない。地区が，地区ガバナー・ノミニーと

して理事会の満足するような適任者を選出す

ることができなかった場合，ノミニーは，国

際ロータリー細則第13条第5簾（h）項の規定に

従って選出されるべきものとする。

地区ガバナー・ノミニーの国際協議会

出席

　（Attendance　of　District　Governor・

Nominee　at　International　Assembly）

　地区ガバナー・ノミニーが国際協議会に出

席することは，長い経験から照らしても，ま

た，所定の方針・手続に沿うという面からみ

ても，国際ロータリーの地区レベルの管理に

不可欠である。

　更に，各地区ガバナーが，その地区における

国際ロータリーの代表者として効果的に行動

し，かつ国際ロータリーの役員としての地区

ガバナーに期待されている所管地区内クラブ

の指導，指揮および助言を行おうとするには，

国際協議会に参加することから得られる基本

的経験と訓練を受けることが必要である。

　各地区ガバナーは，地区ガバナー候補者全

員および地区内の全クラブに対し，次のこと

を強調すべきである。ガバナー・ノミニーは

　34

地区ガバナーとして必要な準備をするため国

際協議会に出席しなけれぽならないこと。ま

た，候補者が国際協議会にその全期間出席で

きかつ実際出席するのでなけれぽ指名は承認

されないこと。

　理由のいかんにかかわらず，地区ガバ

ナー・ノミニーが国際協議会に出席すること

ができない場合は，その人自身およびその地

区のクラブに対し公平に考え，かつ，世界を

通じての国際ロータリーの最善の利益のため

に，その人は，国際協議会に全期間出席でき

かつ事実出席する被指名者の選択ができるよ

うにするため，直ちにその指名を辞退するこ

とが期待されている。

　地区ガバナー・ノミニーに再度指名された

場合には，2回目の国際協議会に，地区ガバ

ナー・ノミニーとして出席することはできる

が，2回目からの協議会出席の費用は，特殊

な事情のある場合に限り，またその国際協議

会開催に先立ち理事会が特別に承認した場合

に限り，国際ロータリーにおいてこれを支弁

するものとする。

経　　費

　（Expenses　of　District　Governor）

　国際P－一タリーは，各ガバナー・ノミニー

に対し，国際協議会出席に伴う必要かつ適正

な費用を弁済することになっている。

　各ガバナーは，任期の初めに，R．1理事会承

認の予算を与えられる。その予算の対象範囲

は，ガバナーの任務遂行に必要な経費であ

る：例えぽ，公式訪問，地区協議会，地区大

会，地区研究会に伴う旅費，マソスリー・レ

ター発行，事務員，文具，郵送料，電信電話

料に関わる適正な経費。事務費は，地区内の

クラブ総数に基づいて見積もられる。

　旅費は，地区内のクラブ数，旅行距離，運

賃に基づいて見積もられる。R．Lは，地区内の

旅行に対してガパナー個人にかかった費用だ

けを支弁し，地区外の旅行に対しては，いか

なる費用も支弁しない。但し，ガバナー・ノ

1

ミニーとして国際協議会に出席した費用は例

外とする。

　国際ロータリーは前記出費を，この割当の

範囲内においてのみ各ガバナーに弁済する。

グレート・ブリテソおよびアイルランドにお

いては，地区ガバナーがその任務遂行上生じ

た費用は，グレート・プリテソおよびアイル

ラソド内国際ロータリー加盟クラブが国際

ロータリーに納入した人頭分担金からR．1．

B」．に割り当てられてR．1．B．1．が保有して

いる資金から，地域単位R．1，B。1．によって支

払われる。

　ガバナーに対する予算割当額は，全クラブ

に公平かつ適切な援助を提供しうるような予

測額に基づく。資金予算および割当は，各種

活動を考え合わせた上で決められるが，各地

区の年々の割当額と大きくかけ離れることは

ない。

　R．　1．が支弁するガバナーの経費は，ガバ

ナーの予算総額を超えてはならない。不測の

事態が生じて，追加資金が必要と思われる場

合は，地区ガバナーは，かかる出費を招く前

に，割当額増額申請書を提出し，理事会の承

認を得なけれぽならない。

地区ガバナーの職務管理に関する方
針

　（Policy　on　Administration　of　Office　of

Govemor）

　地区ガバナーの職務管理に関する方針の一

部として，困際ロータリーの定款並びに細則

は，地区ガバナーが遂行する具体的任務を規

定している。

　しかし，グレート。ブリテンおよびアイル

ランドにおいては，地区ガパナーの任務は，

R．1．B．1．審議会の指示のもとに，　R．LB．1．定

款並びに細則に則り，当該地域の伝統的慣行

に従って遂行されるものとする。また国際

ロータリー会長或は理事会から要請があった

場合は，速やかに国際ロータリーへ報告を提

出し，そして地区における国際ロータリー役
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員としての責任に属するその他の任務を遂行

しなけれぽならない。

　地区ガバナーの職務管理にたずさわる人の

参考および指針とするため，次のことをこの

方針の一部として掲げておく：

　1）地区ガパナーは，地区内において国際

ロータリーの管理役員と認められている唯一

の人物であるが，地区内のクラブ数および地

区の地理的範囲に応じて，地区内の隣接して

いるクラブを二つ乃至それ以上の地域に区分

して，各地域にガバナー代理として適格な

ロータリアン（直前クラブ会長を優先的に）

を任命すべきである。この代理は，日常の管

理事務についてガバナーを補佐し，その地区

内のクラブおよび地区ガバナーの非公式の助

言者として行動するものである。地区ガバ

ナーは，また，その監督の下に，地区内のロータ

リー・プログラムを推進する地区諮問委員会

を一つ乃至いくつか設置することができる。

　2）分区代理または地区諮問委員会を設け

ようとする地区ガバナーの参考として以下に

その詳細を述べる；

a）ガバナーの分区代理：

本質：地区内においてあらかじめ決定した分

区にある各クラブの管理責任者を援助する五

めの非公式なガバナー代理。

　これらの代理は，その分区内のクラブ会長

とガバナー間の連絡員で，公式の権限をもつ

ものではない。

　ガパナーは，自分が直接責任をもつべきも

のと考えられている職務を分区代理に委任し

てはならない。

資格：元会長；所属クラブの管理者として特

に成功した人々。

方法：地区は，その地理的状態およびその広

さにより，3クラブから7クラブの基準で区

分される。

分区代理の一般的任務：分区内のクラブに，

年2回か3回位非公式の訪問をする。これら

のクラブ内部の発展状況をガバナーに知らせ

る。分区内の都市連合会を計画準備する。分

区内または他の分区との出席競争を準備す

る。非常事態の発生した場合，特別訪問をす
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る。クラブ役員に講演者の斡旋その他有用な

援助を与える。地区ガバナーの要請事項や勧

告事項の実行を推進するようクラブを督励す

る。クラブの充填未充填職業分類表作成に助

力する。クラブが会員数を徐々に確実に増加

させるためには上手に立案されたプログラム

を作成することがクラブにとって大切である

ことを，役員並びに必要な場合には会員にも

理解させるのに協力する。地区大会のプログ

ラム委員会の委員として活躍する。

経費：クラブ間の距離が接近しているため，

経費は普通あまりかからないので，通常各代

理の自己負担とする。

長所：未来のガバナーを養成することができ

る。ガバナーの資格で出席することが好まし

くないような場合に，非公式に援助できる。

分区代理のいない場合よりも多く都市連合会

を開催できる。出席率を高める。分区内のク

ラブの全般的管理が改善される。地域社会に

おける有益な一般に認められた実業並びに専

門職業活動の真の横断面をクラブ内に実現す

るために，上手に立案されかつ管理される計

画がいかに大切かを分析，検討するようクラ

ブを督励できる。ガバナーに援助と，思いや

りと，刺激を与え，かつ，地区内に健全な道

徳を樹立するのを助ける。

b）地区諮問委員会：

地区諮問委員会は，ガバナーの直接の監督と

指導を受けて活動するために任命されるべき

もので，その目的は地区管理のあらゆる面に

ついてガバナーに助言することにある。本委

員会の委員は地区内の元R．1．役員の中から

選ぶよう提案されている。

　3）一　般：

ガバナーは，地区を管理する役員であるから，

所管地区内クラブに関する権限および責任を

いささかも軽減させることはできない。ガバ

ナーは，分区代理または地区諮問委員会が存

在しないかのように，各クラブを訪問し，ク

ラブの報告を受ける等々のことをしなけれぽ

ならない。国際ロータリーは，分区代理また

は地区諮問委員会の仕事に付随する経費の請

求には応じない。地区ガバナー自身によるク
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ラブの直接監督という一般に認められた方針

を乱すような副ガ・ミナー，代理ガバナー，常

任の地区幹事，またはいかなる正式な組織の

設置をも承認しない。

　事情が許せぽ，ガバナーは，地区内の弱体

クラブを強化するため，慎重に選考された補

佐（元国際ロータリー役員その他）の奉仕を

活用すべきである。分区代理または地区諮問

委員会が既に任命されている場合は，弱体ク

ラブの強化に当たってガバナーを援助する補

佐を，上記の分区代理または地区諮問委員会

委員の中より任命しても差し支えない。

　国際ロータリー理事会により随時特に勧告

され，そしてその示された方法により構成さ

れた委員会を除き，次期ガバナーの権限また

は責任をいかなる方法でも弱める結果となる

ような継続的役員，組織，または委員会など

を地区内に作ってはならない。

　新クラブ結成と認証状伝達に関連してガバ

ナーが必要とする旅費の弁済は，ガバナー予

算の前記割当額には含まれていないので，別

に国際ロータリーから支給される。新クラブ

結成並びに認証状伝達に関連して加盟金の半

額を超える経費を必要とする場合，ガバナー

は，その経費が得られるか否かを確かめるた

め，中央事務局と協議すべきである。

　国際ロータリーの資金は，種々の地区委員

会に関係するいかなる経費にも使用してはな

らない。

地区組織
　（District　Organization）

　いかなる地区においても，恒久的地区組織

を設け恒久的地区幹事をおくことは賢明なこ

とではない。適切な広さの地区であれぽ，一

人のガパナーで管理することができる。援助

を要するときには，ガバナーは，いつでも非

公式に元ガバナーや他のロータリアンの助力

を請うことのできる特典を持っている。ロー

タリー世界の至る所で定型的な地区管理また

は地区運営組織を持つことは得策でないし，

効果もない。

　地区ガバナーは，種々の地区委員会の委員

長の人選に際して経験豊かなロータリアンを

任命しなけれぽならない。また地区委員会組

織は，地区ガバナーが地区におけるロータ

リー・プログラムの効果的推進に必要と考え

る，その程度の規模でなければならない。

　地区ガバナーは，次の指針に従った上，地

区組織を通じて責務を委任するよう奨励され

ている：

　1）地区ガバナーは，地区組織の継続性を

図るよう要請されている；

　2）地区ガバナーによる分区代理の任命お

よび活用を絶えず推進すべきである；

　3）地区ガバナーに鰐し，地区組織図試案

が地区の必要事項，プログラムおよび地形に

応じて修正しうるように立案されている弾力

的プラソであることを強調する；

　4）地区ガバナーは，その就任前に地区幹

事を選定するよう奨励されている。地区幹事

になる者は，ロータリーに通暁しかつ地区会

合の経験も豊富なロータリアンで，地区会合

の準備，適切な書簡処理，諸地区会合の議事

録の編集，諸種の記録保存等の日常の管理事

務の面でガバナーを助けてガバナーをそのよ

うな仕事から解放することができる者でなけ

れぽならない。但し同一人を通算5年を超え

て地区幹事に任命してはならない。

多地区合同組織
　（Multidistrict　Organization）

　同一国内の数地区もしくは全地区を含む機

関，その他の組織体制，管理体制を設置する

ことは好ましいとは思えない（「多地区合同活

動」の項参照）

元ガバナーの利用
　（Utilizing　Services　of　Past　Govemors）

ガバナーは地区内における国際ロータリー
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の公式代表者である。ガバナーの任務または

管理上の権限の一部を元ガバナーもしくは他

の人に委任することは賢明でない。

　しかし、地区の元ガバナーは才能と経験の

豊富な泉と言えるので，必要な場合は元ガバ

ナーの援助を利用すべきである。

　地区ガバナーは，元R」役員に次のことを

含む援助と協力を求めるよう奨励されてい

る。

　1）為し遂げ難い職務に直面したとき，ガ

バナーの努力を補う。

　2）プログラム資料を必要としている地区

内の弱体クラブを訪問して弱体クラブを強化

し，財務について助言し，委員会組織および

クラブの適正な職務遂行を援助するなど補佐

（元R．1．役員他）役を務める。ガバナーが，

クラブに元ガバナーを招待したらどうかと

言ってもよいし，元ガバナーの来訪を歓迎す

るかどうか尋ねても差し支えない。

　3）関係地区にふさわしい方法で地区ガバ

ナーに助言する元地区ガバナーの定期的会合

を開く。

　4）諮問委員会およびロータリーのプログ

ラムの特定の面に関係のある他の委員会の委

員を務める。「ガバナー協会」「ガバナー審議

会」「ガバナー諮問委員会」その他類似の元地

区ガバナー達のグループが，ロータリー・プ

ログラムおよび地区ガバナーの援助に大きな

貢献をなしうることが認められている。但し，

かかる元国際ロータリー役員の正式な組織

は，地区ガバナーの指揮，監督の下におかれ，

いかなる面においても，地区ガバナーの権限

または責任を軽減しないものとする。

　5）拡大努力，次期地区ガバナーの指導，

国際大会推進を援助する。

　6）地区協議会と地区大会で何らかの役割

を果たす。

　7）組み合わせ地区およびクラブ・プログ

ラム，青少年交換，世界理解月間，他の国際

交流・国際協力分野など地区外の接触に関す

る活動に力を貸す。

　クラブには元ガパナーまたは元R，L役員

がいるかもしれないということに各クラブ会
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長の注意を促す。この人達は，ロータリーの

仕事に経験も能力もあるので，困難と思われ

るクラブ問題のあるものの解決に，または，

クラブ会長が然るべく運営しにくいクラブの

任務の一一部に助力してもらうのに適切であろ

う。

ガバナーの記録および書類
　（Records　and　Files　of　Governor）

　退任するガバナーは，その後任者に対し，

その地区において最もロータリーのためにな

るようにその任務を遂行する上に参考になる

と思われる情報をすべて引き継ぐよう期待さ

れている。

　地区ガバナーは，代々相伝の地区記録を全

部後継者に引き継ぐべきものとする。

　地区ガパナーは，ガバナーの就任準備と地

区の問題の処理やその他の責務の遂行に役立

つ情報を，簡潔に付記した地区記録または手

引書を作成することを奨励されている。なお

かかる書類は，ガパナーが常に最新の状態に

整備し，後任地区ガバナーに引き継ぐべきで

ある。

地区ガバナーの半期報告
　（Semlannual　Reports　of　District　Gover－

nor）

　地区ガバナーは，年2回報告書を提出する。

第1回報告は，7月1日より12月31日の期間

にわたるもので，ガパナーは，その中で，地

区内のロータリー管理に関する所見，観察お

よび示唆を提示して，国際ロータリー会長に

提出する。この報告は，3通作成し，1通は

国際ロー一タリー会長事務所に，1通は日本支

局に送り，そして1通は地区ガバナーのファ

イルに保管するものとする。

　第2回，すなわち6月1日付の最後の報告

は，国際ロータリーに提出されるもので，地

区の一・一一般状況，および地区内の具体的活動お

よび事態に．ついて記載し，かつ，総括的な所
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見，観察および示唆を提供する。この報告は，

1通は国際ロータリー事務総長に送り，1通

は次期ガバナーに送り，1通は地区ガバナー

のファイルに保管する。

ガバナーのマンスリー・レター
　（Governor’s　Monthly　Letter）

　ガバナーのマソスリー・レターを個々の

ロータリアソに送ることにするには国際ロー

タリーの資金は十分でない。地区の費用でガ

バナーのマソスリー・レターを個々のロータ

リアソに送ることにするかどうかは，各地区

が決定すべきことである。

　ガバナーのマソスリー・レターは，各クラ

ブの会長，幹事だけでなく，全会員がこの書

翰に書かれている地区の活動とその他の重要

な情報を得られるよう，毎月クラブ理事会で

これを読むこと，また，ある部分をクラブ例

会でも読むようにすることを，全クラブに対

し提案する。

　地区ガバナーがそのマソスリー・レターで

クラブ会員数の増減を報告するときは，前月

の報告との比較増減の代わりに，またはそれ

に加えて，当該ロータリー年度の7月1日以

降の会員の増減を示す数字を入れるよう勧奨

する。

　地区ガバナーは，それが適切と思われるな

らぽ，そのマンスリー・レター第1号に，日

本語版で入手可能なロータリー文献に関する

記事を載せるよう要請されている。

ガバナーのクラブ訪問
　（Governor’s　Visit　toαub）

　ガバナーは，自己の地区内全クラブを公式

訪問しなけれぽならない。この訪問は急ぐべ

きではない。効果的なクラブ協議会を催した

り，クラブに対し総合的なロータリーのス

ピーチをしたり，或はまた，クラブ内にロー

タリーに関する知識を普及強化する目的でク

ラブ・フォーラムを開いたりすることによっ

て，クラブと協議する機会が持てるように，

十分な時間をかけるべきである。

　地区ガバナーに就任してから6ヵ月の間に

国際ロータリーに加盟したクラブがあり，ガ

バナーが自身の判断で，そのクラブを公式訪

問する必要があると認めた場合に，事前に事

務総長の承認が得てあれぽ，そうした訪問に

要した費用は国wa　P一タリーから支弁しても

らうことができる。

　直前ガバナーが，その任期の最後の3ヵ月

間に加盟した新クラブを訪問することに異議

はない。但し，あらかじめガバナーの承認を

受けなけれぽならない。

　ガバナーが所管地区内の外国に法律上入国

できない地区においては，国際ロータリー会

長は，ガバナーと相談の上，理事或は他の適

格なロータリアソにガバナーに代わってこれ

らの国のクラブを訪問させる権限を持ってい

る。

地区出席競争
　（District　Attendance　Contests）

　各地区ガバナーは，その地区内のクラブ間

の出席競争を実施し，かっ，クラブからガバ

ナーに提出される月例の出席報告に基づき，

マンスリー・レターにこの競争の結果を発表

することを要望されている。

活動の同格部門3点
　（Three　Point　Coequal　Avenues　of

Activity）

　ロータリーが最大の影響力を発揮できるよ

うにするために，地区において，次の同格部

門3点を実行することはガパナーの責務であ

ると強調しなけれぽならない。

　1）どこであろうと，クラブが成功裡に維

持されうる見込みのあるあらゆる地域社会に

ロータリー・クラブを結成すること。

第2章　ロータリー地区

　2）各クラブの職業分類をできるだけ多く

充填すること。空席の職業分類に最良の候補

者を確保することに重点をおく。一つの職業

分類においてすべての条件が同一一である場合

には，若い候補老を選ぶこととしてクラブの

平均年齢を下げる。

　3）国際ロータリーのプログラムおよび

ロータリーの綱領を個々のロータリアンが推

進することを強調すること。

クラブの意義ある業績の表彰

　（Recognition　for　Significant　Achieve・

ment　of　Clubs）

　ロータリー・クラブの意義ある業績を，そ

れにふさわしい証明書によって表彰するプロ

グラムは，各地区の地区ガバナーが受賞クラ

ブを選ぶものと定めている。

　地区ガパナーが意義ある業績賞の受賞クラ

ブを選定する場合の参考規準を次に挙げる二

　1）プロジェクトは，その土地において，

　　或はその土地のみに限らず，誰の目から

　　も重要とみられている問題またはニーズ

　　を対象とするものでなけれぽならない。

　2）プnジェクトは，単なる金銭的な奉仕

　　でなく，クラブ会員の大半または全員が

　　直接参加するようなものでなけれぽなら

　　ない。

　3）プロジェクトは，他のロータリー・ク

　　ラブもこれと競争して行うことができる

　　よ5なものでなけれぽならない。

　4）プロジェクトは当該年度に始められた

　　ものであることを要しないが，そのプロ

　　ジェクトが，現に実施中のものであるこ

　　と，もしくは，その表彰の行われるロー

　　タリー年度に終えられたものであること

　　を立証するものを提出しなけれぽならな

　　い。

　5）いかなるクラブも，同一プロジェクト

　　につき，重ねて業績の認証を受けること

　　ができない。

　次に，地区で選定を行う場合に適切な手続
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方法を掲げる：

　1）毎ロータリー年度の8月1日までに，

　　地区ガバナーは，地区選考委員を選任し，

　　この選考委員会においてすべての表彰の

　　申請を受理すべきことを告示する。地区

　　ガバナーは，この委員会の，職権上の委

　　員となるものとする。

　2）地区ガバナーは，そのマンスリー・レ

　　ターで，選定規準とともに，この委員会

　　に関する発表を行い，申請書の委員会必

　　着最終期日を公示するものとする。

　3）地区選考委員会は，当該Pt一タリー年

　　度の12月1日までに会議を開き，5クラ

　　ブまでを限度として受賞候補クラブを選

　　び，これを地区ガバナーに送達する。

　4）地区ガバナーは，前記5クラブの中か

　　ら選定する。選定するクラブは1クラブ

　　のみとし，特別な事情がある場合に限り，

　　3クラブまでの選定を考えることとされ

　　たい。

　5）地区ガバナーは，国際ロータリー事務

　　局に対して自分の行った選定を証明する

　　手続をとり，事務局は，これに対する正

　　式の認証状を作成してガバナーに送付す

　　る。

　6）地区ガバナーが受賞クラブに認証状を

　　贈る場合には，これを広く一般の人々に

　　知らせる適当な方法をとるようにされた

　　い。もしできれば，この贈呈式を地区大

　　会の行事に加えるべきである。

地区協議会

　（District　Assembly）

　地区協議会は，次期会長，幹事および理事

会が指名したその他の次期クラブ指導老に各

自の責務と奉仕の機会についての理解を深め

させるため，活動意欲を刺激し，感動を与え，

ロータリー知識を伝え，クラブの管理業務を

教示することを目的として開催される。

　地区は，毎年，国際協議会終了後に地区協

議会を開かなけれぽならない。但し，その時

4e

期は，地区協議会参加者が国際大会に出席で

きないような時期であってはならない。

　地区ガバナーは，地区ガバナー・ノミニー

と協力して地区協議会を準備する。地区ガバ

ナー・ノミニーは，地区協議会の立案と実施

に積極的に関与するものとする。1984－85ロー

タリー年度より，地区ガバナー・ノミニーが，

地区ガバナーと協力して，新ロータリー年度

開始前5月31日までに地区協議会を計画・実

施することとなる。

　地区協議会の催しに力を貸してくれる人を

選考するに当たっては，地区内で最適格の人

を選考すべきである。

　地区協議会のプログラムから娯楽およびレ

クリエーショソをすべて除外しなけれぽなら

ない。

　会長を務める資格を得るために，次期会長

は，標準P一タリー・クラブ定款第6条に規

定されているように，地区協議会に出席しな

けれぽならない。正当な理由により，出席で

きない場合は，正式の代理を派遣し，その代

理の報告を受けるものとする。また，次期幹

事はその所属クラブに対し地区協議会に出席

することを誓約しなけれぽならない。次期会

長および幹事の地区協議会出席に要する費用

は，クラブまたは地区が支払うよう勧告され

ている。

　ガパナーは，次年度のクラブ会長および幹

事が地区協議会に出席することの重要性を特

に強調しなけれぽならない。また，クラブ役

員がロータリーのプログラムに関する知識を

得て，感激と決意を胸にクラブに戻り，さら

に，クラブ協議会を通じて，個々のロータリ

アンに至るまで，ロータリーのプログラムを

浸透させることに特に努力を払わなけれぽな

らない。

　次期クラブ会長並びに幹事は，地区協議会

開催に先立って，所属クラブの会員増強の形

態を調べておき，健全な発展を約束する計画

について討議できるようにしておいてほし

い。

クラブ会長エレクト研修セミナー

　（Club　Presidents－elect　Training

Seminars）

　クラブ会長エレクト研修セミナーは，知識

を与えるプログラムであり，地区ガバナー・

ノミニーがR．Lに費用をかけずに地区ガバ

ナーと協力・調整して立案・組織・実施する

ものである。その目的は：

　1）R．1．会長が発表したテーマおよび国際

ロータリーの新プログラムと継続中のプログ

ラムを実施する；

　2）次年度のクラブおよび地区のプログラ

ムと活動を立案する；

　3）クラブ会長に自己の指導的役割を開

発・遂行する意欲を与える；

　4）クラブ会長に地区の運営と活動につい

て情報を提供する；

　1983・－84ロータリー年度においては，地区ガ

バナーは，ガバナー・ノミニーと全面的に協

力して，クラブ会長エレクト研修会を準備す

るものとする。ガバナー・ノミニーは，クラ

ブ会長エレクト研修セミナーと地区協議会の

プログラムに積極的に関与することになる。

　1984－85ロータリー年度以降においては，地

区ガバナー・ノミニーが地区ガバナーの協力

を得て，できれぽ国際協議会後1ヵ月以内に，

クラブ会長エレクト研修セミナーを計画・実

施するものとする。

　実行可能であれぽ，クラブ会長エレクト研

修セミナーは，多地区規模で実施して差し支

えない。

　クラブ会長エレクト研修セミナーと地区協

議会は，時期を違えて開催しなけれぽならな

い。但し，距離，天候，経費の点で，別個に

会合を開くことが実際的でない地区を除く。

この場合，同一の場所で連続して開催するこ

とができる。

地区大会
　（District　Conference）

ロータリアンの地区大会は，各地区で，毎

第2章　ロータリー地区

年，地区ガバナーと地区内過半数のクラブ会

長が同意した時期と地区内の場所において開

催される。但し前記の開催時は，地区協議会，

国際協議会または国際大会に選ぼれた時期と

重ならないようにしなければならない。

　地区大会の目的は，交歓と，感銘深い講演

と，地区内クラブおよび国際ロータリー全般

に関する問題の討議によって，P一タリーの

プログラムを推進することである。大会は，

理事会から提出された特別な問題或は地区内

で生じた問題について審議する。

　地区大会は立法機関ではないが，時として，

大会での討議の結果起草された立法案を規定

審議会に提出して審議を求めることもある。

地区大会は，所定の年度には，規定審議会に

送る代表議員を1名選出する。大会はまた，

地区ガバナー・ノミニーを選出する。

　地区は，地区大会を開催する期日の少なく

とも1年前，地区大会が非常に早期に行われ

るよう計画されていない限り，なるべく前地

区大会において，次の大会の期日と場所を選

ぶよう奨励されている。

　地区ガバナー・ノミニーが地区によって選

出され，国際ロータリー事務総長にこれが証

明されたならぽ，そのガバナー・ノミニーが

ガバナーを務める年度のその地区の大会はあ

らかじめ計画することができ，その開催地は，

そのガバナー・ノミニーと地区内クラブのそ

の時点における会長の過半数との合意によっ

て決定することができる。

　ある種の地区大会委員会は，できるだけ早

期にガパナー・ノミニーによって設置される

よう示唆されている。しかしながら，諸計画

の最終的決定は国際協議会の終了後まで保留

すべきである。

　地区ガバナーが地区大会の成功を確実にす

るというその基本的責任の遂行に必要な時間

を十分に取ることができるように，できれぽ，

地区大会開催期日を，ロータリー年度内のガ

バナーのクラブ公式訪問完了後（大抵は年度

後半）に予定することを勧奨する。

連合地区大会の開催：国際ロータリー細則
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の規定によると，国際ロータリー理事会は二

つ以上の地区の連合地区大会の開催を認める

ことができる。

　可能な場合，二つ以上の地区の連合大会の

開催が奨励されている。

　2年続けて連合地区大会を開くことは望ま

しくない。

　大会プログラム：　大会プログラムの立

案・推進はガバナーの責務であり，ガバナー

のみが，プログラムを終始管理すべきである。

　大会の期間は最低2日とする。大会のプロ

グラムを準備するに当たり，ガバナーは，ロー

タリーの話題が主となるようにし，ロータリ

ァンでない講演者がプログラムに登場する場

合には，講演の主題をロータリーの綱領に直

接関連させるよう努めなけれぽならない。

　地区ガ・ミナーは，地区大会プログラムを計

画するに当たり，地区内のロータリアソ並び

に来賓が経済的理由から大会出席を思い止ま

ることのないよう経費を最少限にとどめるこ

とが得策であることを考慮に入れなければな

らない。

　地区大会の会期は，最少限2日，最大限3

日とすべきである。地区大会プログラムは，

昼食，宴会および娯楽を除き総計9時間を本

会議並びにグループ討論会に充当しなければ

ならない。理事会は，1日の大会ではロータ

リーのプログラムを十分織り込むことができ

ないと考えている。

　前述の規定に合致しない地区大会を開いた

地区では，地区大会の立案・推進・主宰にか

かる地区ガバナーの経費はR．・1．から支払わ

れない。

　大会の出席率を高め，最大の効果をhげる

ため，ガバナーは次のことを行うよう要請さ

れている。

　1）新クラブすべての会員がことごとく大

　会に出席するよう特に努力する；

　2）地区のほぼ中心に位置する都市で大会

　を開催するよう努力する；

　3）クラブ奉仕，職業奉仕，社会奉仕，国

　際奉仕の各協議会を開くよう準備する；
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　4）大会プログラムの立案に当たっては，

　不必要な娯楽番組や競技類をやめ，主題を

　厳格にロータリーの議事日程に限るように

　する；

　5）婦人およびその他すべての大会参加老

　が，本会議の全部に出席するよう強調し，

　婦人達のための催しも本会議出席を妨げな

　いような時間にのみ行うよう準備する。

　地区ガバナーは，地区大会会場に展示場を

準備して，地区内全クラブに少なくとも一つ

のクラブ・プロジェクトを展示するよう要請

し，優れたプロジェクトは表彰するようにし

てほしい。尚，併せて地区レベルのプロジェ

クトも展示されたい。

　会長代理の地区に対する挨拶は，最も重要

なものである。従ってこの挨拶はプログラム

中最も重要な地位を与えられるべきである。

しかしながら，会長代理の挨拶を大会プログ

ラムに組み入れる前に，ガバナーはプログラ

ム参加に関し会長代理の意向を聴くべきであ

る。

　ガバナーは，大会番組g）一つとして，少な

くとも1回，ロータリーに関する討論会或は

タウソミーティソグを開催すべきである。

　可能な場合，地区内に居住する国際ロータ

リーの元役員であるロータリアソ夫妻のため

に，何か社交的な集い，宴会，昼食会，或は

レセブショソのようなものを開くのがよいと

思われる。このような集いは親睦と社交のた

あのみに限るべきであって，ガバナー或は他

の国際ロータリー元役員が地区大会の仕事や

方策を組織したり支配したりしてはならな

い。

　ロータリーの効果的なパブリシティの方法

として，地区ガバナーは，地区大会のプログ

ラムの中に知名の士を1名乃至2名加えて，

それらの人々のメッセージまたは出席によっ

て大会をニュース性のある行事とすること，

そしてその人達のメッセージをロータリーの

活動やロータリーの綱領に関係づけることに

尽力しなけれぽならない。

立法案：地区大会は，R．L細則によると，地

区内の重要な事柄について勧告を採択するこ

とができる。但し，このような勧告は，R．L定

款および細則と一致し，ロータリーの精神と

　　　　　　　　　　　　　　　　　’本質に沿うものでなけれぽならない。従って，

地区大会で採択された決議は，R。1．定款・細則

およびR．1．理事会決定事項に盛り込まれて

いるR．Lの所定の方針に調和したものでな

けれぽならない。

　各地区ガバナー一は，立法年度には，地区集

会を開く手配をしなければならない。地区内

クラブの代表者は，1）R，1．国際大会で審議す

る立法案の理解を深め，2）規定審議会に地

区から派遣される代表議員に立法案の各項に

関するクラブの総意を得させる，この二つを

目的として，この地区集会に招かれる。でき

れぽ，このような集会を地区大会のプログラ

ムの一端として計画すべきである。

　規定審議会のクラブ代表議員と，立法案の

採否が投票に付せられる場合の国際大会への

クラブ代議員は，立法案に対する地区または

クラブの総意ぽかりでなく，審議会や国際大

会の場での討議討論を公平に判断して，討議

に加わり，投票できるものとする。これがR．1．

にとっても最もためになる方法である。従っ

て，審議会のクラブ代表議員と，立法案の採

否が投票に付せられる場合の国際大会のクラ

ブ代議員に，案件の賛否投票を指示して，そ

の決定を制約すべきでない。

　会長代理：地区大会および地域大会には

R．L会長代理が任命されて出席する。会長代

理の個人的旅費はR．Lが支弁する。夫人同伴

の場合は夫人の旅費もR．Lが支弁する。

　会長代理夫妻の地区大会出席期間中は，夫

妻のホテルおよび他の大会関係の費用は地区

大会が負担するものと期待している。

　会長代理をどのように歓待してほしいか，

また，プログラム参加回数，時間，種類につ

いては，会長からガバナーに連絡するのが普

通である。地区ガバナーはこの意見を注意深

く守るものと期待されている。

　いかなる事情があっても，地区大会におい

て会長代理に対し金銭を贈ってはならない。

　地区大会が会長代理の自国以外の国で開か

れる場合には，可能な限り，大会の直前また

は直後に同地区内の数クラブを訪問できるよ

う計画すべきである。但し，会長代理がその

地区のロータリアンの使用する言語を知って

いることが必要であり，また，訪問するクラ

ブはガバナーが選択すべきである。

地区の諸会合の席次
　（Order　of　Precedence　at　District　Meet－

ings）

　地区ガバナーが，地区の公式会合の立案・

推進・主宰者であることを認めた上，次の席

次を指針として勧める：

　（注：次に挙げる人の多くがあらゆる会合

に出席するわけではないが，参加した場合に

備えてここに含める）

　R。L会長または会長代理

　R．L会長エレクト

　R，1．副会長

　理事会のメソバー

　事務総長

　R．L会長ノミニー

　理事ノミニー／次期理事

　ホストを務めている地区ガバナー・ノミ

　元R．1．会長（先任順）

　他地区の地区ガバナー

地区ガバナー・ノミニー（ホスト地区を除

　く）

　元理事

　元事務総長（先任順）

　その他のR．L役員（元地区ガパナーを含

　む）

　会長または会長代理のエード

　会長エレクトのエード

　現職による席次の方が過去や未来の役職に

よるものよりも優先する。2以上の席次に該

当する人は，そのうちの最も高い席次を占め

るものとする。

　同行している妻の席次は，夫と同じになる。
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第2章　ロータリー地区

地区の諸会合の日程
　（Scheduling　of　District　Meetings）

　地区大会および地区協議会は，それぞれ特

定の目的を持っているのであるから，それぞ

れの会合は別個に，関連なしに，開かれるも

のとする。

　しかしやむを得ぬ事情により，もし地区大

会がロータリー年度の最後の3ヵ月中に開か

れる場合は，地区協議会と地区大会とを継続

した会合として開くように考慮しても差し支

えない。但し，このように会合を継続して開

く場合は，地区大会を第二番目の会合として

開くこと，また，各会合は別個の会合として

各会合に必要な時間を削減することなく，各

会合の本質的特色を十分に重んじて，開くよ

うに考慮すべきである。

　地区の面積が非常に広大で，旅行の都合上

全区協議会に全クラブの代表が必ずしも出席

できない場合には，ガバナーは，必要とする

数のグループ或は分区協議会を開くよう奨め

られている。

多地区合同会議
　（Multidistrict　Meetings）

　ロータリーのプログラムを推進するため

に，二つ乃至三つ以上の地区の合同提唱によ

る多地区合同会議を開くことに何ら反対する

ものではない。但し，このような会合は，地

区大会或は地区協議会とは別個のものとす

る。

多地区合同活動
　（Multidistrict　Activities）

　多地区合同プロジェクトおよび活動によっ

てn一タリーのプログラムの推進が最高の成

果を上げられるという場合を除いて，理事会

はこのような活動を勧めない。このような場

合における，地区ガバナーおよびクラブの指
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針として，理事会は次の声明を採択した。

　一つまたは二つ以上の地区内のクラブが参

加するロータリー後援の多クラブ合同活動

は，関係各クラブが，そのような活動は個々

のクラブの活動の効果を高める上に役立つと

考えた場合に，下記条件の下に，実施される

ものとする：

　1）かかる活動またはプロジェクトの性質

および規模は，地区内のクラブおよびロータ

リアンがクラブ・レベルのロータリーのプロ

グラム増進においてクラブ活動の規模および

有効性を妨げまたは減じることなく，これを

成功裡に遂行する能力の範囲内にあるべきこ

と；

　2）その活動またはプロジェクトは，地区

内クラブの3分の2によって承認されたとき

にのみ実施され，1年を超えて，財政上その

他の義務または誓約を一切負わせないものと

すること；

　3）活動またはプロジェクトは，財政援助

だけでなく，ロータリアンおよびクラブが直

接参加する機会を提供するものであること；

　4）ロータリー・クラブおよび／または

個々のロータリアンの活動またはプロジェク

トへの参加は任意とし，クラブまたは個々の

n一タリアソの参加費用は最少限に止めるこ

と；

　5）クラブまたは個々のロータリアンの活

動またはプロジェクトへの財政援助は任意と

し，人頭分担金またはクラブ或はロータリア

ンに強制する賦課金などの形で徴収すること

を強要しても，ほのめかしてもならないこ

と；

　6）活動またはプロジェクトへの寄付を依

頼するときは，任意寄付で，強制力のないこ

とを明確にすること；

　7）一つまたはいくつかの地区のクラブの

参加する活動またはプロジヱクトの監督，お

よび，このような活動またはプロジェクトの

ために募金もしくは徴収した全資金の保管

は，たとえ関係地区のロータリアソから成る

委員会が設置され，このような資金の管理を

援助するとしても，関係地区ガバナー（1名

または数名）の責務である；

　8）二つ以上の地区が参加する活動または

プロジェクトは，関係地区ガバナーが事前に

R．1．理事会の承認を得て，本声明の規定に

従って着手するのでなければ，共同活動また

はプロジェクトとして着手してはならない。

　二つ以上の地区のクラブが共同活動または

プロジェクトに参加することが望ましく必要

と考えられる場合，その準備および関係クラ

ブの参加を含め，活動またはプロジェクトを

妥当な範囲内に留めるよう注意を払わなけれ

ぽならない。また，地区ガバナーが，活動ま

たはプロジェクトおよびクラブの参加を直接

監督すべきものとする。このような活動また

はプPジェクトは，扱いきれないほどの規模

であってはならないし，また，関係地区およ

びクラブの通常のロータリー・プログラム推

進活動を直接間接妨げるほどの規模であって

はならない。そのような活動またはプロジェ

クトに関して，クラブは，関係地区ガバナー

（1名または数名）の承認を先に得たのでな

けれぽ文書を配布してはならない。

　理事会は，二つ以上の地区のクラブの関係

する機関または他の管理組織を設置すること

を好ましいとは思わない。しかし，理事会は，

二つ以上の地区内のクラブの協力を必要とす

る規模のプロジェクトまたは活動があること

を認めているので，地区ガパナーが，数地区

のクラブに対してこのような活動の運営に力

を貸すたあの諮問グループまたは調整グルー

プの設置を承認することに異議を唱えない。

但し，二つ以上の地区の参加する活動または

プロジェクトは，多地区合同活動に関する理

事会の方針に記載されている規定に従うもの

とする。

地区資金
　（District　Funds）

　定款・細則は地区内で徴収，管理される資

金に関する規定を設けていないが，理事会は，

ロータリーを適切に運営，推進していくため

第2章　ロータリー地区

に，このような資金を必要とする地区がある

ことを認めている。同時に，理事会はロータ

リーにおける会員の費用を最小限に保つ必要

性を強調している。個々の地区がその決定を

することができる。しかし，資金を集める地

区では，次のことを必ず配慮しなけれぽなら

ない。（1）予算を提出し，地区大会もしくは

地区協議会で承認を得ること。（2）資金は一

個人で管理しないこと。（3）収支の監査報告

を次の地区大会もしくは地区協議会に提出す

ること。手続例を参考として次に掲げる：

　地区財務委員会が設けられ，地区運営に必

要な費用を検討，調査するものとする。ガバ

ナーは，1年任期の委員を1名，2年任期の

委員を1名，3年任期の委員を1名任命する。

翌年からは毎年，在任中のガバナーが，3年

を任期として1名のロータリアソを任命し，

空席を補充することとする。地区ガパナーと

協力し，同委員会は地区経費の予算を作成し，

予算案を地区大会もしくは地区協議会の最低

4週間前にクラブに提出し，地区大会もしく

は地区協議会の次期クラブ会長の会議で承認

されなけれぽならない。地区資金への寄付の

要請は，出席した次期クラブ会長の4分の3

の承認を得た場合に限って，これを行うこと

ができる。

　資金は地区の名儀で銀行口座を開き，地区

ガバナーと財務委員会委員1名が管理するも

のとする。この委員は会計係を務め，収支の

記録をつける。この記録は委員以外の人，で

きれぽ会計士などの資格を持つ人が監査し，

収支報告書は，毎年地区協議会か地区大会に

提出するものとする。

　資金を合同地区青少年交換などの特定の目

的のために集めた地区では，経費予算を作成

し，地区ガパナーと財務委員会に提出し，そ

の承認を得るものとする。そして，この資金

も地区資金委員会から地区協議会または地区

大会へ提出される会計報告に含まれるものと

する。このような資金は別の銀行口座を設け，

合同青少年交換委員会委員長もしくは関係委

員会委員長を署名者の1人とすることが望ま

しい。
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第2章　ロータリー地区

　地区会費の支払が義務づけられていない間

は，ロータリーは民主的な団体なので，上記

の手続で地区内のクラブが必ず従うと思われ

る。

ロータリーの後援者

　（Patrons　of　Rotary）

　Pt一タリーを支持する人々に謝意を表する

ために適切な称号を授与することを希望する

地区においては，そのような称号の授与は，

政府の最高指導者，王室の人々，またはその

地区のロータリアソによって適切とみなされ

るような上記の人々の代理に当たる人のみに

限ることとする。

地区講演者斡旋
　（District　Speakers　Services）

　理事会は，地区内に講演老斡旋所のある地

区ガバナーは，講演者リスト中に，ロータリー

以外のグループにロータリーの話を効果的に

話せる人の氏名を加えておくよう勧めるもの

である。

クラブ会員の増強
　（αub　Membership　Development）

　地区ガバナーは次のことを行うよう勧めら

れている：

　1）地区会員増強委員会を設置する。同委

員会は：

　a）クラブの会員増強委員会，特に会員数

が減少しているか或はほとんどまたは全く増

加していないクラブの会員増強委員会と直接

に協力活動すること；

　b）地区の会員増強の進展に関する情報を

あらゆる地区会合並びにロータリー地域研究

会に提供し，また求められた場合はそれらの

会合やクラブにおいて会員増強に関するプロ
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グラムを提供する責任を負うこと；

　c）地区会員増強委員会の目標達成に適切

と考えられるその他の活動をなすこと；

　2）地区ガバナーは，会員増強のための諸

活動に関連して分区代理をより効果的に利用

し，分区代理を任命したならぽ，会員増強に

関する分区代理の任務と責任の範囲を明確に

定めること；

　3）クラブに，会員増強委員会を設けかつ

それを積極的に活動させるよう奨励する，そ

してクラブ会員増強委員会による会員候補者

推薦ということは決して，会員個人の新会員

推薦の責任を免除するものではない点をクラ

ブに力説する；

　4）週例会，座談会，フォーラムでのスピー

チ，およびクラブ会報に記載することによっ

て，会員への情報伝達に大活躍するようロー

タリー・クラブ情報委員会に要請する。

　5）最高の会員増加率を示したクラブを適

切に表彰することを考慮する。

　クラブ幹事は，会員減少の原因に関する情

報を地区ガバナー並びに地区会員増強委員会

に提供するよう要請されている。そして次に，

地区ガバナーおよび地区会員増強委員会は，

クラブの会員減少防止措置を講じる。

　居住地に基づくロータリー・クラブ正会員

身分の規定は，国際ロータリー出版物を通じ

また地区協議会や地区大会のプログラムにお

いて絶えず広報すべきである。またクラブが

理事会推奨の範囲内でこの会員増強方法を利

用するのを努めて援助しなけれぽならない。

　会員の増加と若い熱心な会員を獲得する方

法としてアディショナル正会員規定の利用を

最も強調しなけれぽならない。

　クラブの会員増強委員会の任命に当たって

は，推奨ロータリー・クラブ細則に定められ

ている手続に基づいて，委員会委員に継続性

を図らなけれぽならない。

会員数の最少限

　（Minimun　Number　of　Members）

　ロータリー年度の最初の月にロータリー・

クラブが会員数20名未満と報告した場合，地

区ガバナーは同クラブと連絡して会員数減少

の理由を確認し，どのような再建措置が講じ

られているか確認するものとする。

　地区ガバナーは，その調査結果を国際ロー

タリー会長に報告し，かつ会員数の問題の解

決に対して，いかなる援助をクラブに与えた

か明らかにするものとする。

世界親睦活動
　（World　Fellowship　Activities）

　共通の趣味を抱くロータリアン・グループ

の活動は，友情と知り合いを深め，ロータリー

の綱領のクラブ奉仕，社会奉仕，国際奉仕の

各面の推進に大きく寄与する。

　従って，地区ガバナーは地区親睦活動委員

会を設置するよう奨励されている。同委員会

は，委員長と最低3名の委員から成り，地区

内クラブの各種組織的親睦活動および他地区

の同種の活動と該当する国際親睦活動との交

流の責務を負う。

拡　　大

　（Extension）

　各地区ガバナーは，国際ロータリー理事会

の全般的監督の下に自己の地区内における新

クラブの結成を監督する特別な任務を託され

ている。

地区拡大カウンセラー
　（District　Extension　Counselors）

　各地区ガパナーは，地区拡大カウンセ

ラー・セミナー・プログラムを設けるよう要
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請されている。それぞれの地区には，3名の

拡大カウンセラーのチームが任命されてい

る。3名の拡大カウンセラーが地区拡大委員会

を構成する。拡大カウンセラーの任期は3ヵ

年で，毎年1名が任命され，任期の3年目に

当たる委員が拡大委員会委員長となる。（最初

は，1名を任期1年，他の1名を任期2年と

して任命するようにする）

　毎年，それぞれの地域内の各地で会期1日

の拡大カウンセラーのセミナー一一が催されるこ

とになっている。それには，20乃至30の地区

のそれぞれから1名の拡大カウソセラーが参

加するものとし，拡大に関するあらゆる問題

に詳しい司会者が任命され，この司会老がセ

ミナーを運営する。カウソセラーは，費用を

自分で負担するかまたは地区の負担で参加す

ることになっている。

拡大に関する一般方針
　（General　Policy　on　Extension）

　クラブは，ロータリーのプログラムを推進

し，ロータリーの綱領を実現する媒体である。

従って，ロータリーが広大な影響力を最も発

揮できるために，クラブの保持が成功しうる

と無理なく見込むことのできる場合は，どこ

でも，いつでも世界中に新クラブを進んで設

立すべきである。

　ロータリー・クラブは，ロータリーの基本

原則を何の制約も受けずに守ることのできる

地域であれぽ，どこにでも設立されることが

できる。但し，次のことを念頭に置かなけれ

ぽならない：a）ロータリー・クラブのない

国もしくは地理的地域へのロータリr一の拡大

は，理事会の明確な承認を得て初めて企てる

ものとする。b）その地域に住んでいるか，

関係地域の永続性のある，定着している実業

もしくは専門職業界を代表する実業人および

専門職業人から主としてその会員を構成でき

る地域においてのみ，Pt　一タリー。クラブを

結成するものとする。c）新クラブおよびそ

の会員がたやすく連合体に同化できるよう
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に，新クラブは前記のような地域に位置し，

会員は前記のように構成されなけれぽならな

い。

クラブの区域
　（Territory　of　a　Club）

　クラブはある一定の“Locality”場所（地

域）＊に結成され存在しなくてはならない。社

会的貢献をする仕事に活発に従事している実

業人および専門職業人があってその事業場ま

たは住居が互いに近接しており，かつその数

においてもロータリー・クラブとして活動で

きる適当な広さの区域であれば，国際ロータ

リーはこれを前記のような地域と認めるであ

ろう。このような地域にクラブを結成する場

合には，国際ロータリーでクラブの区域限界

を定めこれをクラブ定款に記載して当該クラ

ブの区域を規定するものとし，以後は，国際

ロータリーとクラブ双方の同意がなけれぽ変

更できないものとする。クラブは，国wa　P一

タリーの同意を得て，アディショナル・クラ

ブ結成のためにその区域の一部を割譲するこ

と，もしくは区域を共有するアディショナ

ル・クラブの結成を承認することができる。

　ロータリー・クラブの区域限界は，境界設

定時に存在する行政上または自然の境界ぽか

りでなく街路または道路によっても定めるこ

とができる。仮クラブが，現存クラブから割

譲された区域に結成されることになった場

合，事務局は，求められれぽ，その関係資料

を提供し，スポソサー・クラブの区域割譲計

画の立案に協力・援助するものである。

＊　この“Localitジ場所砲域）という，ξ葉にtX市．区．

町，村等の種々の名称で呼ばれているものがすぺて含まれてい

る。また，κ都市の各部分、或は：つ以Lの小さい町村の隣接

したものも含まれている。米国においては℃ommunity”、祉

会，都市町村♪という菖葉がクラブの区域を示す場含に使用さ

れるがその場合はLocalityと同義である。しかし，L（》calityと

いう言葉が．地理的な領域と位置とを示す意味を含むのに対し

て，Communityは共通の利審を有する人セのグループを意味

するttこれらの用語は．他の類似の用語の場合と同しく。しば

しぽ相々二に羅き換えて琳いられている。
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将来クラブを結成するのに有望な地域
　　（Prospective　Localities　for　Clubs）

　まだクラブが結成されていない地域（住民

数は問題でない）で，一般に認められた有益

な実業または専門職業の持主，共同経営者，

法人役員または支配人であって善良な男子が

多数居り，ロータリーの職業分類の原則の下

に少なくとも20人の会員を持ち立派なP一タ

リー・クラブを永く持続する可能性を確保す

るための最少限40の職業分類を有する場所

は，すべてクラブの結成に有望な地域である

と考えてよいであろう。

　一つ以上の既存クラブと区域限界を同じく

する新クラブの結成を考慮する場合，最少限

40の職業分類がなけれぽならない。新クラブ

はこの40の職業分類から既存クラブ会員とか

ち合うことなく，適格の会員を優に入会させ

ることができるであろう。そうすれぽ，少な

くとも20名の会員を有す成功を収めるクラブ

を必ず長く維持できることになる。

　ある地域が，クラブをうまく持続して行く

ことができそうだと考えられる場合，早くク

ラブを結成すれぽするほど，クラブのために

もまたその地域のためにもよいのである。そ

の地域がロータリーを欲しているという気持

を外に示すまで待つという考えは正しくな

い。ロータリーを欲する気持をつくり出すの

がロータリアソの義務である。ロータリーを

拡大しているロータリアソは，与えることを

求めているのであって，何かを得ようとする

のではない。どのような地域でもロータリー

の結成を控えるより，失敗を恐れず敢えて結

成しようとする方が良いのである。

　しかし，僻地でクラブを結成する場合，そ

の地域の住民からクラブ設立の明確な要望が

出されるまで，クラブ結成を待つものとする。

　近接地域に二つ以上の小地域社会を含む地

域に仮クラブが結成され，R」．に加盟を申請

する場合，R．　L加盟条件を満たしていれぽ，そ

のクラブの加盟は承認される。しかし，それ

ぞれのケースに応じてその都度考慮されるこ

　とになる。

s

｝

調　　査

　（Surveys）

　地区ガバナーは，できるだけ早く，なるべ

く前半の6ヵ月間に，まだクラブを有しない

地域の調査を行い，かつその結果を記録すべ

きである。そして，その地域に貢献する立派

なクラブを結成できるかどうか決定すべきで

ある。もしクラブがその年度中に結成されな

い場合は，その調査記録は，後任の地区ガバ

ナーに引き継ぐべきものとする。

　新ロータリー・クラブを結成しようとして

いるすべての地域については，人口にかかわ

りなく，調査を行い，ガバナーの承認を得て

から，結成活動に着手しなけれぽならない。

　クラブの結成に取りかかる前に，クラブを

成功させる地盤かどうか納得するために，ガ

バナーが有望な地域を訪れることが望まし

い。人口5，000人未満の地域，また，既存クラ

ブ（一つまたは二つ以上）と同一区域を共有

するアディショナル・クラブで，既存クラブ

の承認を受けた地域の場合は，特にそうであ

る。このような訪問が，かなりの費用と時間

を伴う場合は，調査，および，その地域に詳

しい1名または数名のロータリアンから得た

報告と助言を大いに参考にしてクラブの結成

準備をしてもよい。

特別代表
　（Special　Representatives）

　あらゆる機会を利用して，立派な新クラブ

を結成することはガバナーの義務であり，こ

れに協力するのは，あらゆるクラブとロータ

リアンの義務である。

　地区ガバナーが自ら新クラブ結成の仕事を

指導できない場合には，近隣のクラブから，

それもなるべくスポソサー・クラブから十分

事情を心得ている会員1名をガパナーの「特

別代表」に任命して新クラブ結成の任に当た

らせる。

　このガパナーの代表は勿論ロータリーの理
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想に精通していなけれぽならないし，この理

想を説明することができ，自己のロータリー

への熱情を他人に伝える力がなけれぽならな

い。またP一タリー・クラブの組織と機能に

ついて実際に役立つ十分な知識を持つことも

必要であるし，この仕事をするのに必要な時

間を捧げることのできる人でなけれぽならな

い。

　特別代表は，クラブの結成に至るまでの細

目についてガバナーを代表して事を行う権限

を有している。時には，（常にとは限らないが）

最終の創立総会にガバナーに代わって出席す

るようガバナーから要請されることもある。

できれぽ，加盟認証状（Charter）はガバナー

が自ら伝達すべきである。

　ガパナーは退任に際して，次期ガパナーに

自分の任命した特別代表のリストを引き渡す

べきである。これらの代表は新ガパナーが就

任後30日以内にその任命を更新しない限り自

動的にその任を終わるものとする。

　ロータリーの用語で特別代表“Special

Representative”とは，仮クラブの結成につい

てガ・ミナーを代表する者のことをいう。

地区ガバナーの拡大補佐
　（Govemor’s　Extension　Aide）

　「地区ガパナーの拡大補佐」という用語は，

クラブ結成の仕事に経験のあるロータリアソ

で，特別代表が援助なくしては任された地域

のクラブの結成を完成することができないよ

うに思われる場合，およびガパナーが必要な

援助を与えることができない場合に，近隣地

域に住む特別代表に援助を与えるようガパ

ナーから指名された者を意味する。特殊な事

情がある場合には，この「補佐」が自らクラ

ブの結成に当たった方がよいと思われること

もありうる。

　しかし，クラブを結成しようとしている土

地の各々に対して異なった「補佐」を任命せ

よというのではなく，また補佐が任命されて

も，ガバナーが自己の地区の全部または一部
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における，その拡大の責任を委譲することに

はならない。拡大補佐の必要かつ妥当な実費

はガバナーの申請により国際ロータリーに

よって支払われる。

スポンサー・クラブ

　（Sponsor　Clubs）

　特別代表の所属クラブが新クラブの「スポ

ソサー」となるのが普通である。スポソサー・

クラブは次の責務を負う：1）特別代表の立

案・実行を助けて，新クラブの結成を成功さ

せる；2）新クラブの初期のプログラム；

3）ロータリー運動の1単位として，発展し

始めた新クラブの指導＊。

　スポンサー・クラブは慎重に選ぽなけれぽ

ならない。できる限り，新ロータリー・クラ

ブを結成するスポンサー・クラブとして選ぼ

れるクラブは，円滑に機能している毅疵なき

ロータリー・クラブで，少なくとも，新クラ

ブ結成に必要な会員数を有し，国際ロー一タ

リーに負債がなく，釣合のとれたロータリー

奉仕プログラムを実施していなければならな

い。

仮クラブ
　（Provisional　Club）

　結成集団は，毎週定期的に会合を開くこと

を条件として，その結成グループの第1回会

合のときよりそれが国ee　P一タリーの加盟ク

ラブに認められるまでは“仮P　一一タリー・ク

ラブ”と呼ぼれる。

＊　・つ以i：の既存クラソがその区域限界内にアディノヨ

ナノいクラブの結成な敵認した場f？は．常に必ず既存クラ

　フし榎数の場合はその中の・つ．｝が新クラプのスホン

サー・クラブになるものとする。

標準ロータリー・クラブ定款
　（Standard　Rotary　Club　Constitution）

仮クラブは標準ロータリー・クラブ定款お

よびそれに調和した細則を採用しなけれぽな

らない。

クラブの名称

　（Name　of　Club）

　仮クラブは，それぞれ，その名称に所在地

を表す文言を用い，これを定款の中に入れる

ものとし，この名称はあらかじめ国際ロータ

リーの承認を得なけれぽならない。この承認

を得た以上は，国際ロータリーおよびクラブ

双方の同意によるほかこれを変更することは

できない。

毎週の会合
　（Weekly　Meetings）

　仮クラブは標準ロータリー・クラブ定款の

規定に従い毎週定期的に会合を開くように定

めなけれぽならない。標準クラブ定款にクラ

ブの例会を毎週開くように定めた主な理由の

一つは，ロータリーの親睦と友情が，もし2

週間に1度の例会で多少は進められるものと

すれぽ，毎週例会を開けぽ更に好結果が得ら

れるはずだからである。1年間に26回同僚

ロータリアンと接触する機会を得るだけで

は，年に52回接するほどには仲間を知り，ロー

タリーを体得し，国際ロータリーの目的を推

進するとともに各クラブが関心を有する社会

奉仕を進めて行くことはできないであろう。

更に，年に52回例会を開いたとしても，会員

の時間を不当に費やすというものでもないの

である。このことは実際の経験によって既に

証明されている。

　クラブの結成または結成監督の責務を負う

R．L代表老は，毎週例会を開くことに同意し

ないクラブはR．Lに加盟できないというこ

とを知っていなけれぽならない。

1

｝

創立会員
　（Charter　Membership）

　20名以上の創立会員名を記載した申し分の

ない名簿を提出しなけれぽならない♂

　仮クラブの創立会員の中に「アディショナ

ル正会員」または「シニア・アクチプ会員」

を含めることは，少なくとも過半数が「正会

員」で，パスト・サービス会員が10パーセン

ト以下である場合には差し支えないものとす

る。

　創立会員は，職業重視の観点からいって多

種多様であることが大切である。故に新クラ

ブ結成のときは，できる限り，関連のある一

群の職業分類中の一つの業種だけを充填する

ことが望ましい。事情により特別の場合とし

て，このような職業分類を二つまたはそれ以

上充填することを考える必要があるかもしれ

ない。しかし，創立正会員総数の10パーセソ

トを超えないものとする。

　創立会員名簿にはクラブ区域限界内居住に

基づく会員名が載っていることもあるであろ

う。しかし，なるべくなら，創立会員の少な

くとも50パーセソトはクラブの区域内に事業

場を有する者とすることが望ましい。

　ある職業分類に2名の候補者が推薦された

場合，他の条件がすべて対等であれぽ，クラ

ブの平均年齢を引き下げるため，若い方を選

ぶべきである。

　年長老または隠退した人がもともと多い地

域に関して，正当な事由がある場合，理事会

はその裁量で最少限25名の創立会員の中シニ

ア・アクチプ会員が12名を超えていないクラ

ブの国際ロータリー加盟を承認することがで

きる。国際ロータリー加盟が承認されたとき

に，そのクラブの創立会員であるシニア・ア

クチプ会員は，新加盟クラブのシニア・アク

チプ会員でありながら同時に他のいずれかの

クラブの正会員，シニア・アクチブまたはパ

スト・サービス会員の籍を保持することはで

象　特別の場合には，加盟承認委員会はその自由裁量に

よって創立会員が20名未満のクラブの加盟を承認するこ

とがある。

第2章　ロータリー地区

きない。

　新クラブの国際ロータリ・一への加盟を承認

するに当たり国際ロータリー理事会は，現存

のクラブに見られる違反逸脱行為や誤解のた

めに生した特別な妥協の前例を顧慮すること

なく，クラブ内の会員資格に関する規定を厳

守する義務があり，また厳守する所存である。

もし地区ガバナーやその特別代表が同じよう

に会員資格に関する規定を厳守しない場合に

は，創立会員の何名かが会員資格の規定に従

わないで選ぽれているという理由で，クラブ

の加盟が拒否されたり，延引されたりするよ

うな困った事態が生ずるであろう。

　クラブの加盟申請書の一部として国際ロー

タリー理事会に提出された会員名簿は，クラ

ブの創立会員全員の名簿とみなされる。加盟

に関する国際P一タリー理事会の決定が行わ

れるまでは，この名簿に載っている以外に新

たに会員を入会させることはできない。

入会金および会費

　（Fees　and　Dues）

　米国およびカナダにあるクラブで，少なく

とも＄20の入会金，＄25の年会費を徴収しな

いクラブには理事会はその加盟を認めない。

その他の国々では，地区ガパナーが，米国お

よびカナダの新クラブに対して理事会が決定

した金額に等しい購買力のある金額によって

新クラブの入会金および年会費を定めるもの

とする。

加盟金

　（Charter　Fee）

　R．Lに加盟するためには，仮クラブは，理事

会の随時定める加盟金を申請書eこ添えて提出

するものとする。加盟金は現在米貨200ドルで

ある。
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第2章　ロータリー地区

加盟認証状
　（Club　Charter）

　クラブが国際ロータリーに加盟を認められ

たときには，国際ロータリー会長，事務総長

および地区ガバナーの署名のある加盟認証状

（Charter）が中央事務局からそのクラブへ

発行される。この加盟認証状は大切に保存し

なけれぽならない。なるべく額に入れてクラ

ブの本部か例会場或は幹事の事務所の目につ

きやすい場所に掲げておくのかよい。

　理事会によって国wa　Pt一タリーに加盟を許

された日からクラブは国際ロータリーにおけ

る公式の構成単位クラブとなるのであって，

これは認証状が伝達された日とは関係がな

い。

スポンサー・クラブ

　（Sponsor　Clubs）

　国際ロータリー加盟直後の数ヵ月間の新ク

ラブを援助することは，極めて重要なものと

考えられている。そこでスポソサー・クフフ

に対して，少なくとも1年間は新クラブを援

助することが強く要請されている。

新クラブのプログラム
　（Programs　for　New　Clubs）

　ガバナーまたはクラブ結成者は，近隣クラ

ブその他を通じて新クラブの最初の8週間乃

至10週間までの例会プログラムを提供する責

務がある。勿論，これは，スポンサー・クラ

ブが誕生間もないクラブの世話をする義務を

免除するものではない。このような例は，ロー

タリーがまだしっかりと根を下ろしていない

国のクラブに特に当てはまる。
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アディショナル・クラブ

　（Additional　Clubs）

　ロータリー世界の人口変動の結果，大都市

中心部に著しく人口が集中することとなっ

た。そのような地にアディショナル・クラブ

を結成することが賢明であることは，そのよ

うにして結成されたアディショナル・クラブ

の活力と成功によって，また，区域を割譲し

たクラブの様々な面に，ひいては，ロータリー

全体の発展に，これと関連して生じる利点に

ょって，実証されている。

　R．1．細則の当該規定に従って，既存クラブ

がその区域を割譲するか或は区域を同じくす

るアディショナル・クラブの結成を承認する

ことによって，既存クラブの現区域内にア

ディショナル・クラブを設立することはロー

タリーのために最善のことである。地区ガバ

ナーは，ロータリーの職業分類制度の下に少

なくとも20名の会員を持つ強力かつ活動的な

クラブとして永続しうると合理的に判断され

る場合は，必ず，大都市にアディショナル・

クラブを結成することを奨励すべきである。

　同一区域限界を有するクラブが三つ以上あ

る場合は，クラブの過半数がアディショナ

ル・クラブの結成を承認することが必要であ

る（クラブが二つのみの場合は，細則の特別

規定を適用する）。区域の割譲または共有の提

案が関係クラブによって否決された場合，地

区ガバナーまたはR．1理事会は，再審議を求

めることができる。その場合、否決を再確認

するためには，当該クラブの会合に出席し投

票した人の3分の2の投票が必要とされる。

　不明確または必要以上に広範な区域を有す

るクラブは，その区域の一部を割譲するか，

または区域を同じくするアディショナル・ク

ラブの結成を承認して，ロータリーの会員の

特典をその地域社会の更に多くの人々に与え

　るようにすべきである。

　　会員24名以下のロータリー・クラブの所在

地にアディショナル・ロータリー・クラブを

　結成することは，割譲であろうと共有であろ

　うと，原則として，好ましくない。

募

醤

　

　都市の行政区域内で，その市の主要な商業

または取引の中心から離れたところに二つ以

上の「商業上の中心」があり，そのいずれも

が強力かつ活動的なロータリー・クラブに必

要な多種多様の会員を持ちえない場合は，こ

れらの中心を2ヵ所以上含む割譲地域に，一

つのクラブを結成することができる。これら

の中心が併合されると，国際ロータリー細則

第1条第1節（c）項に定義されている“区域”

を形成することとなる。

他の奉仕クラブのある地域社会

　（Communities　with　Other　Service

Clubs）

　ある地域社会にロータリー・クラブを結成

しようとする試みがうまく行かない場合の主

要な原因として，既にその土地に奉仕クラブ

があるという事実が挙げられる例がある。し

かし地域社会に既に奉仕クラブが存在すると

いうことは，その地域社会がPt　一タリー。ク

ラブを保持できないということを決定する要

因とはならない。

国際ロータリーへの加盟
　（Admission　to　Membership　in　R．1．）

　申請書類が完備するよう注意を払うこと

は，ガバナー（ガバナーが結成グループの会

合に欠席した場合は特別代表）の責務である。

　理事会は，国際大会…つまり，全ロータ

リー・クラブ…に対して，加盟承認されるク

ラブが基本的加盟資格を備えているようにす

る責任がある。従って，理事会は，この資格

の厳守を力説しなけれぽならない。

　クラブが加盟を承認されると直ちに事務局

から地区ガバナーにその通知が送られ，更に

地区ガバナーがクラブに対し国際ロータリー

加盟が認められた旨を通知することになって

いる。

　加盟申請書が事務局から理事会に提出され

るのと同様に加盟認証状（Charter）も事務局

第2章　ロータリー地区

から地区ガバナーに送付される。地区ガバ

ナーがこの加盟認証状に署名した後，加盟祝

賀の特別会合において地区ガバナーもしくは

その特別代表から認証状がクラブに伝達され

る。

　グレート・ブリテンおよびアイルランドの

クラブに対する加盟認証状は，R．1．　B．1．に送

付され，その会長および幹事が署名した上，各

クラブに伝達されることになっている。

　クラブに対して発行される加盟認証状は，

理事会が国際ロータリーの公式用語として認

めている英語で書かれることになっている。

　国際P一タリー加盟が認められた時にクラ

ブに加盟認証番号（Charter　N　umber）を与え

る方式は，1951年7月1日をもって取り止め

られた。

　新クラブが地区ガバナーの居住地から遠距

離の地にある場合には，加盟認証状伝達式を

その公式訪問と同じ時に行うとか，また特別

代表もしくは他のスポソサー・クラブの会員

が地区ガバナーの代理を務めることによっ

て，国際ロータリーの資金を節約するよう留

意しなけれぽならない。

新クラブへの激励
　（Encouragement　to　New　Clubs）

　新クラブの国際ロータリー加盟については

地区内の近隣のクラブおよび国際ロータリー

の元役員にこの旨を通知するとともに，元役

員および近隣クラブ会員の訪問は新クラブへ

の激励になると伝えるべきである。

ロータり一地区或は地域の出版物
　（Rotary　Distr童ct　or　Regional　Publica－

tions）

　1．　ロータリー地区乃至地域の出版物は，

米国以外の地区においてのみ必要或は望まし

いものである。

　2．全地区を通じて，ロータリーの名称を

　　　　　　　　　　　　　　　　　53
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第2章　ロータリー地区

付したいかなる出版物も，必ず国際ロータ

リーの管理下にあるのであり，かつ，その地

区における国際ロータリー代表であるガバ

ナーの直接の監督を受けなければならない。

　3．　ガバナーがロータリー地区乃至地域出

版物を出版することができず，しかも地区内

のクラブが地区出版物を望んでいる場合に

は，ガバナーの直接監督の下に刊行すること

のできるロータリアン個人に，国際ロータ

リーから，出版許可を与えるものとする。

　4．既に公認されているもの以外に，この

ような出版物を出す場合には，それに対して

許可を与える前に，地区内の全クラブで投票

を行い，ロ　一一タリー地区乃至地域出版物を持

つことを過半数の会員が望んでいるかどう

か，どのような雑誌が望まれているか，そし

て財政をどうするか等を調査すべきである。

　ロータリーの地域雑誌の定義：

　ロータリーの地域雑誌は，ロータリーのあ

らゆる面にわたってロータリーの綱領を推進

するためにある。次の基準に合致するロータ

リー出版物をロータリーの地域雑誌と認める

ことができる：

1）　その雑誌は2地区もしくは2国以上の地

　域を対象に発行されるものであること。

2）　その雑誌の出版については，全面的に，

　関係地区ガバナー（1名または数名）か或

　は地区ガバナー（1名または数名）の任命

　した委員会が直接監督すべきこと。

3）　ロータリーの地域雑誌編集者には，ロー

　タリーの方針の基本的枠内において，完全

　な編集の自由が認められてはいるが，出版

　責任者である地区ガバナー（1名または数

　名）もしくはその任命した委員会による，

　編集並びに経営の面における適切な監督を

　受け入れるべきこと。

4）　その雑誌の編集内容は国際ロータリーの

　方針に合致していなけれぽならない，そし
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　て，少なくともその50パーセソトはロータ

　リー或はロータリーと関連のある事柄に関

　する記事でなけれぽならないこと。

5）　地元或は地域的性格のニュースに加え

　て，国際ロータリーに関する情報を掲載し，

　かつR．L会長から要請される話題や特別

　教示事項の発表を考慮に入れるべきこと。

6）　その雑誌は1年間に4回以上発行されな

　けれぽならないこと。

7）その雑誌は，ロータリーの品位と特質に

　ふさわしく，全体的に格調の高い内容と魅

　力的な外観を保つべきこと。

8）　その雑誌は，その目的と経済的自立発展

　を維持できるよう，対象とする地域のロー

　タリアソのほぼ過半数に達する発行部数が

　確保されなけれぽならないこと。

9）その雑誌は，R．1．に財政的負担をかけず

　に，経営しうるだけの資金を持っていなけ

　れぽならないこと。

　地区ロータリー出版物に対する指針

　地区ロータリー出版物は，ロータリーのあ

らゆる面にわたってロータリーの綱領を推進

するためにある。地区ロータリー出版物は下

記の基準に合致するものとする：

1）　その出版物は特定の1地区を対象に発行

　されるものであること。

2）　その出版物は，あらゆる面において，当

　該地区のガパナーの直接監督下になけれぽ

　ならないこと。

3）　当該地区ガバナーは，編集者に任命され

　たロータリアソとともに，地区出版物の編

　集内容に対して共同責任を負うものとし，

　かつその内容は国際ロータリーの方針に合

　致すべきこと。

4）　局地的或は当該地区全体に関するニュー

　スに加えて，国際ロータリーに関する情報

　およびR．L会長から要請される情報およ

　び特別教示事項を掲載すべきこと。
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国際ロータり一
（Rotary　International）

　国際ロータリーは，世界中のロータリー・

クラブの連合体である。R．1．は，組織規定に

よって課された義務をたゆまず遂行する加盟

ロータリー・クラブによって構成される。

　ロータリアンは，それぞれのクラブの会員

であり，ロータリー・クラブは国際ロータリー

の会員である。国際ロータリーの目的は：

1）全世界にわたって，ロータリーを奨励し，

　　助長し，拡大し，そして管理すること；

2）国際ロータリーの活動を調整し，全般的

　　にこれを指導すること。

　　　　　　　　　　　（R．1．定款第2条）

ロータリーの定義

　（ADefinition　of　Rotary）

　ロータリーは，人道的な奉仕を行い，あら

ゆる職業において高度の道徳的水準を守るこ

とを奨励し，かつ世界における親善と平和の

確立に寄与することを目ざした実業人および

専門職業人が世界的に結び合った団体であ

る。

ロータリーの綱領

　（Object　of　Rotary）

　ロータリーの綱領は，有益な事業の基礎と

して，奉仕の理想を鼓吹し，これを育成し，

特に次の各項を鼓吹，育成することにある：

　第1　奉仕の機会として知り合いを広める

こと；

　第2’実業および専門職業の道徳的水準を

高めること；あらゆる有用な職業は尊重され

第3章　国際ロータリー

るべきであるという認識を深めること；そし

てロータリアン各自が職業を通じて社会に奉

仕するためにその職業を品位あらしめるこ

と；

　第3　ロータリアソすべてがその個人生

活，職業生活および社会生活に常に奉仕の理

想、を適用すること；

　第4　奉仕の理想に結ぼれた実業人と専門

職業人の世界的親交によって国際間の理解と

親善と平和を推進すること。

　　　　　　　　　　　（R．1．定款第3条）

ロータリーの基本的特色

　（Fundamental　Characteristics　of　Rota・

ry）

　ロータリーは，奉仕の理想を個人として，

また，団体として，現実に適用することを奨

励するために，実業人および専門職業人が

ロータリー・クラブにおいて世界的親交を結

ぶ場である。

　ロータリーは，奉仕の理想に基づき，世界

中の人々の間に理解，親善，平和な関係を推

進，奨励：助長することに関心がある。

　ロータリー・クラブは，地域社会の生活面

を広範に代表し，ロータリーの綱領を推進す

るために，職業分類に基づき，その会員を選

考する。

　会員身分の継続には，少なくとも所定数は

クラブ例会に出席しなけれぽならない。知り

合うことと親睦を永続的友情への第一歩とし

て育むことができるようにするためである。

　ロータリー・クラブは，会員に個人活動お

よび職業活動において高度の道徳的水準を実

証する機会を提供する。
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第3章　国際ロータリー

　ロータリアソの宗教的，政治的信念は，個

人の問題とみなされる。

R．1．の管理

　（RI，　Administration）

　国際ロータリーの管理の基本原則は，加盟

ロータリー・クラブの大幅な自治である。

　管理に関する定款および手続上の制約は，

ロータリーの基本的かつ比類ない特色を保持

する上で必要最少限に留められている。その

範囲内で，特に地方レベルで，R．1．の方針を

解釈，実施するに当たって最大限の融通性が

認められている。

　ロータリーを通じて国際理解，親善，平和

を推進するためには，世界中の加盟クラブの

国際親睦を保持，推進することの重要性が広

く認められることが必要である。これは，国

家や地域的クラブ・グループでなく，加盟ク

ラブが国際ロータリーに直接つながり，共通

の責任を負うということに基づくのである。

国事に関する方針
　（Policy　in　National　Affairs）

　R．1．は国際団体で，その役員は世界的運動

に奉仕するのであって，その運動に属す特定

の国の奉仕者ではない。

　どの問題を審議し，会員の理解を深めるか

については各ロータリー・クラブが自ら決定

しなければならない，ということがロータ

リー組織における管理の基本原則の一つであ

る。

　どこかの政府もしくは国家のプログラムを

是認，奨励すると，当事国以外のロータリア

ンには受け入れられない場合もあるし，推奨

された政策に心から賛成できない当事国の

ロータリアンを当惑させる場合もある。

　標準ロータリー・クラブ定款第9条には，

クラブがこの点についてどのように自己を律

すべきか具体的に規定している。
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国際ロータリーと他の団体
　（Rotary　International　and　Other　Organi－

zation）

　国際ロータリーは，その加盟クラブの活動

が他の団体の活動にしぽしぽ類似しているこ

とを認識している。しかしながら，国際ロー

タリーの方針としては，他の団体の価値ある

活動に関心を抱き，賞讃するが，その活動が

どんなに賞讃に値しようとも，国際ロータ

リー自体が団体として積極的に参加したり，

支持することはない。特に，次のことは国際

ロータリー或はその加盟クラブの行動範囲内

にあるとはみなされない。

　1）他の団体の会員となること；

　2）ナプザーバー資格で代表老を送ると決

定したとしても，他の団体の活動に団体で参

加すること；

　3）他の団体にクラブ或はロータリアソ名

簿を提供すること，もしくは，他の団体のた

めに文献を配布すること；

　4）他の団体のプログラムもしくはその他

の活動を支持すること。

　国際ロータリーが，人間の苦しみ，疾病，

文盲，欠乏を減少させるために設立された諸

機関と協力することが適切な場合もよくある

が，その場合でも，国際ロータリーは，本質

において，完全な独立性を明確に保たなけれ

ぽならない。

　国際P一タリーの資金は，加盟クラブに

よってロータリー自体の目的のためにのみ提

供されたものである。従って，他の団体の活

動に寄付することはできない。同時に，国際

ロータリーは，その加盟クラブを通じ，個々

のロータリアンが地域社会において立派な奉

仕活動を支持しかつ個人的に参加することを

奨励するものである。

　R．1．のいかなる役員も，R．1．理事会の承認

なしに，他の団体の役職会員籍とともにR．

1．役職名を公表することは許されない。

！
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国際的レベルにおけるロータリーの
共同事業
　（Corporate　Rotary　Projects　at　Interna－

tional　Leve1）

　ロータリーの目的は，個々のクラブおよび

ロータリアソの活動を通じて最も効果的に現

れる。その活動はロータリーの各種奉仕部門

にわたるもので，各クラブが，自己の能力，

資力，および，会員がどのような特別なニー

ズと奉仕に関心を持っているかを考慮して決

定する。しかし，そうではあるが，国際ロー

タリーが，クラブの連合体として，ロータリー

の綱領の推進に役立っプログラムやプロジェ

クトで，しかもそれに参加を希望するロータ

リー・クラブ（複数）と個々のロータリアγ

達との協同活動によって有益な結果が得られ

ると思われるものを時々発表することは，妥

当と言える。

理事会
　（Board　of　Directors）

　理事会はR．1．の管理主体で，17名のメン

バーから構成される；理事会の議長である会

長，会長エレクト，15名の理事。15名の理事

は，細則に明記されているゾーソ，地理的集

団もしくは地域のクラブから指名され，国際

大会で選挙される。

　各理事は，特定のゾーン，地理的集団もし

くは地域のクラブから指名されるが，国際大

会で全クラブによって選挙される。従って，

各理事は，ロータリーの管理において全クラ

ブを代表する責務を負う。

　理事会は，定款・細則に準拠してR．1．の業

務と資金の監督，管理に当たる。R．Lの全役員

および委員会を総括的管理および監督する。

理事会は，国際ロータリーの目的推進および

ロータリーの綱領達成のために必要であるあ

らゆることを行う任務を負っている。理事会

の決定は最終的であり，国際大会に提訴する

以外は，これを覆すことはできない。

第3章国wa　P一タリー

　理事会は，3名以上5名以下の理事会のメ

ンバーから成る執行委員会を設置する。理事

会は，この委員会に，理事会の会合のない間，

理事会に代わって，R．1．の方針が確立してい

る執行または管理に関する事項を決定する権

限を委任できる。毎年，理事会は，執行委員

会の具体的職務権限を定める。

国際ロータリーの役員
　（Officers　of　R．1。）

　R．1．の中央役員は，会長，副会長，財務長，

理事，事務総長である。他のR．1．役員は地区

ガバナー（それぞれの地区内におけるR．L役

員），グレート・ブリテンおよびアイルランド

（R。1．B．1．）内国際ロータリー会長，直前会

長，副会長，名誉会計である。この役員達は

R．L細則の規定に従い指名，選挙される。

　R．L会長は，組織の最高執行老であり，国際

ロータリーの業務および活動を監督する。会

長は，理事会のメンバーであるとともに議長

であり，理事会を主宰する。常任委員および

特別委員は，すべて会長によって任命される。

会長は，会長指名委員会を除くすべての委員

会の職権上の委員である。会長は，また，国

際ロータリー国際大会および地域大会の議長

となり，会長職に付随するその他の任務を行

う。

会長は：

　一事務総長の業務を監督し，事務総長およ

　　び事務局の業務遂行を評価し，これを定

　　期的に理事会に報告する。

一不在が2週間以上に及ぶ場合は，R．1．本

　部で監督に当たる副会長または理事を指

　名できる。

一地区ガパナーが国際協議会で適切に指導

　されるよう配慮し，地区ガパナーの業務

　遂行を観察し，助言，指導する。

一地区大会に会長代理を派遣する。会長が
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第3章　国際ロータリー

　　指示する任務と責務を有する個人的代理

　　を任命することができる。

一理事会が定めた予算と方針の範囲内で世

　界各地を訪れるプログラムを立案，実行

　するよう望まれ，奨励されている。

一在職年度中，R．1．中で遵守する適切な

　テーマもしくは重点を選ぶことができる

　し，選ぶよう奨励されている。

一国の元首，政衙および市民の指導者，報

　道機関および一般社会の人々に対して

　P一タリーの代表者となる。

一会長は，その職務に関して会長を直接補

　佐するエードを1名おくことができる。

一理事会またはその執行委員会が開かれて

　いないときもしくはこれを招集できない

　ときに生じた緊急事態については，会長

　は，国際Pt　一タリーの定款，細則の定め

　るところに従い，理事会に代わって決定

　を行うことができる。

　会長エレクトe3　，理事会のメソバーとなっ

たことから生じる任務のみを負うが，会長も

しくは理事会からさらに任務を課される場合

もある。

　副会長は，毎年国際大会終了直後に開かれ

る暫定会合において次期会長によって選ぼれ

る。会長の地位が空席となった場合は，副会

長が会長の地位を継承し，さらに，その他の

理事会のメソバーの中から新たに副会長を選

任する。

　理事は国際大会で選挙され，その任期は2

年間である。理事会のメソバーとなったこと

から生じる任務および責務を負う。

　理事会はR．Lの管理主体であり，会長はR．

Lの主たるスポークスマソである。同時に，－
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般の人々は，理事会の他のメソバーを同様に

ロータリーの代弁者とみなしている。従って，

理事会の全メソバーは，ロータリーの方針を

明瞭かつ正しく説明できるように，尋ねられ

ると思われる方針に十分に精通するよう期待

されている。

　事務総長は，会長の監督と理事会の統制の

下に実務を執行する国際ロータリーの常務役

員である。事務総長は直接理事会に報告を行

い，その年次報告は理事会の承認を経て国際

大会に提出される。理事会は，事務総長の任

期の最終年の3月31日までに，7月1日に新

たに事務総長に就任する者を選任する。事務

総長の任期は5ヵ年以内とする。但し，これ

には再選が認められている。

　財務長は，理事会の定める方式に従ってR．

1．資金を支払い，理事会の委任するところの

財務長職に付随するその他の任務を遂行す

る。理事会が要求する報告を理事会に行い，

国際大会に年次報告を提出する。財務長は理

事会によって理事会のメソバーの中から選挙

され，次年度の7月1日より1年間，同職を

務める。

財務長はまた：

一財務委員会の会合に出席し，理事会と委

　員会の連絡役を務める。

一国際P一タリーの財務に関する事項につ

　いて財務委員会とともに理事会に助言す

　る。

一4ヵ年間の収支見積額の作成に当たって

　財務委員会と協力する。その見積額を基

　礎として，財務委員会と協力して，理事

　会に目標と目標達成措置案を伝える。

　地区ガバナーは，理事会の総括的監督下に

置かれる。

国際ロータリーの各役員の任期は，会長，

■P－　噌脚騨　｝一一

国際ロータリー役員の席次

公式なロータリー行事の準備、或いはそ

れに出席される国際ロータリーの現役員、

次期役員、および元役員のための指針とし

て、理事会は、下記の席次を承認し、標記

に関する従前の決議（手続要覧の1984年版

の59ページに記載されています。）を修正

いたしました。

会長（または会長代理）

会長エレクト

副会長

理事会のメンバー

事務総長

会長ノミニー

次期理事

理事ノミニー

元会長（先任順）

地区ガバナーと他のRI現役員

元理事

元事務総長（先任順〉

他の元RI役員（先任順）

会長エイド

会長エレクトのエイド

次期地区ガバナーおよび地区ガバナーノミ

＊現役職の席次は元役職より上席となり、

　元役職の席次は将来の役職より上席とな

　る。2っ以上の役職にある人の席次は、

　そのうち最高の席次につくものとする。

＊夫人が同伴する場合、その席次は主人の

それと同一とする。
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理事および事務総長を除き，その選挙された

国際大会終了直後の7月1日に始まる。会長

および理事の任期は，その選挙の行われた年

の次の歴年の7月1日に始まる。但し，会長

は，会長エレクトとして，その選挙の行われ

た直後の7月1日から理事会のメンバーとな
る。

　特殊な事情のもとにおいては，理事会はガ

バナ・一の任期が7月1日後に始まるものとす

ることができるが，これを10月1日後とする

ことはできない。

　国際大会で選挙される役員は理事を除き，

すべて任期1ヵ年とする。理事の任期は，2ヵ

年間とする。会長も理事会のメンバーを2ヵ

年一1年は会長エレクトとして，次の1年

は会長として一務めることとなる。

理事，クラブおよび地区
　（Directors，　clubs　and　districts）

　それぞれのゾーンの理事と地区ガバナー

は，相互に絶えず接触するよう奨励されてい

る。理事の役割は，すべてのロータリー・ク

ラブおよび地区を代表することであることは

明らかであるが，自分を指名したゾーンに親

近感を持ち，また，特によく知っているのは

当然である。この特別な関係をロータリーの

プログラムを高めるために活用することがで

きる。理事会のメンバーは，次のようなこと

について非公式に協議するために地区ガバ

ナーと連絡を密にすべきである。例えぽ，理

事会の決定事項の説明，地区または地区間の

深刻な問題，将来必要な場合もありうる理事

会との正式連絡などについてである。また，

指名されたゾーンの地理，慣習，慣行，住民

を直接知っていることが役立つような件につ

いては，理事会の他のメンバーに助言する心

構えが必要である。

　国際ロータリーの理事は，事簿の許す場合，

自分が指名されたゾーンまたは地域内の地区

を，国際ロータリーに負担をかけないで，訪

問することを奨励されている。このような訪

問を活用して，地区ガバナーや地区内の国際

ロータリーの元役員に会い，またクラブ会長

にも会って，ロータリーのプログラムの推進

について意見を交えたり，激励すべぎである。

　地区ガバナーは，自分のゾーンまたは地域

選出理事を招き，地区訪問の日程を組み，地

区内の元R．L役員やクラブ会長と話し合う

ための会合を1回もしくは数回手配するよう

奨励されている。また，理事のこのような訪

問に要した旅費と雑費を地区が負担するよう

地区ガバナーから示唆していただきたい。

　理事会のメンバーが個々のクラブの講演依

頼を承諾するには，できれぽ，クラブで都市

連合会を準備することが必要である。できる

だけ多くのクラブやロータリアンと接するた

めである。

国際ロータリーの席次

　（Rotary　Intemational　Protocol）

　次の席次が，正式行事に出席する国際ロー

タリーの現役員，次期および元役員のために

指針として承認されている。

　会長（または会長代理）

　会長エレクト

　副会長

　理事会のメンバー

　事務総長

　会長ノミニー（上席），理事ノミニー／次期

　理事

　元会長（先任順）

　その他の現R．L役員

元役貴叫．

　元事務総長（先任順）

　その他の元R．1．役員

　会長工一ド

　会長エレクト・エード

　現職の席次が元役職より上席である。2以

上の役職を保持している入は，高い役職の席

次に着くものとする。

　妻が同行している場合，その席次は夫と同

一となる。
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第3章国際ロータリー

国際ロータリー役員の選出
　（Selection　of　Officers　of　R．1．）・

会長（President）

　会長職の指名は，会長指名委員会，クラブ，

もしくは，その両者によってなされる。指名

委員，その委員の補欠者，元会長または国際

ロータリー理事は，指名委員会によって会長

に指名される資格を有しない。指名委員会の

構成および会長指名手続は，細則第10条第1

節と第2節に詳細に規定されている。手続の

概要は次の通りである：

　委員会は各クラブに対し，会長指名に関し

委員会の考慮を求める提案を出すよう招請状

を出す。各クラブからの提案は10月31日まで

に中央事務局に到達しなけれぽならない。

　指名委員会の会合は11月30日までに開かれ

る。委員会はこの会合において委員の1人を

委員長に選ぶ。この会合において委員会は会

長ノミニーを選ぶ。

　全クラブ宛の委員会の報告は，委員会会議

後10日以内に委員長から事務総長に証明され

る。事務総長は，本報告受領後10日以内に，

その写しを，各クラブに送付すべきものとす

る。

　委員会による指名に加えて，各クラブは，

クラブの指名決議書を1月15日までに事務総

長に提出することによって，国際大会に挙け

る会長選挙のため提出されるべき会長ノミ

ニー �Iぶことができる。

　1月15日までにクラブによる指名が提出さ

れていないときは，会長は指名委員会の指名

する者を会長ノミニーと宣言する。会長ノミ

ニーが唯1名である場合は，国際大会におけ

る選挙人は口頭投票によって，そのノミニー

に全会一致の投票を行うよう事務総長に指示

することができる。

　しかしながら，1月15日までにクラブから

の指名が受理されており，かつその指名が1

月25日まで有効である場合は，全会長ノミ

ニーが国際大会において投票に付されるもの

とする。

　国際ロータリー会長ノミニーの選出は，

　60

もっぱら，会長指名委員会の責務である。同

委員会の主な目的は，求めうる最も有能な人

物を指名することであるから，この点につい

て委員会の外部から委員会の決定に，直接，

間接，影響を及ぼそうとしてはならない。

会長選出投票
　（Balloting　for　President）

　会長ノミニーが国際大会で投票に付される

場合，投票に先立って，各ノミニーに関する

次の情報が大会日報に発表される。

　ノミニーの氏名および所属クラブ名

　ノミニーを推薦したクラブ名

　　或は

　指名団体の名称

　ノミニーの以前の職業分類

　所属商社名

　商社における地位

　P一タリー歴

　ロータリーにおける現在の役職

　ロータリーにおいて過去に占めたことのあ

　る役職

理事ノミニー
　（Directors・nominee）

　指定されたゾーソ，地理的集団，地域内の

それぞれの理事ノミニーは，グレート・ブリ

テンおよびアイルラγドを除ぎ，指名委員会

手続によって選出される。指名委員会が選出

した候補者のほかに，1名または数名の候補

者がクラブから推薦された場合，理事ノミ

ニーは，細則第10条，第3節（c）項の規定

に従って，その候補者の中から郵便投票に

よって選ぽれる。理事候補者が3名以上いる

場合，投票は単一移譲式投票による（解説に

ついては国際大会の章参照）

　国際ロータリー理事ノミニーの選出は，

もっぱら，理事指名委員会の責務であると認

めているので，理事会は，この点について委

員会の外部から委員会の決定に，直接，間接

に影響を及ぼそうとする動きに好意を寄せな

い。また，委員会は，指示や拘束力のある誓

約を受け入れたり，またこれによって候補者

の審議に制約を課されず，委員会の慎重な討

議の後，全候補者の適正な資格条件を厳正に

審議し，それに基づいて決定を下さなければ

ならない。

　理事指名委員会への指針として，理事会は

次のような意見を述べている：もし理事指名

委員会の判断で，推薦された候補者の支援活

動が厳正かつ責任ある候補老推薦としての範

囲を逸脱すると考えられる場合，このような

候補老の推薦を無視することは委員会の特権

事項に属することとする。

　国際ロータリー細則は，理事ノミニー候補

老に関して次のように規定している。国際

ロータリーから配布される写真および履歴書

以外の文書は，理事会が特に認めた場合を除

き，候補老自身が，もしくは候補者のために

他人が，当該ゾーン，地理的集団または地域

内のクラブもしくはクラブ会員に配布しては

ならないものとする。

選挙運動および投票依頼

　（Campaigning　and　Canvassing）

　いかなるロータリアンも，選挙によって任

命される国際ロータリーの役職に就くために

選挙運動もしくは投票依頼を行ってはならな

いし，代わりの人に選挙運動させてもならな

い。本細則で特に定められているもの以外に

パンフレット，印刷物，または書状を，クラ

ブまたはクラブ会員に，ロータリアソ自身或

はロータリアンに代わって配布もしくは回覧

させてはならない。但し，理事会が特に認可

した場合を除く。理事会は，これらの規定に

違反した疑いのあるものについて独力で，も

しくは理事会が設置した実状調査機関の援助

を受けて，審議するものとする。但し，当該

ロータリアンに聴聞の機会を与え，事実を審

査してから，その決定を下す。理事会が，当

第3章国際ロータリー

該ロータリアンはこの規定に違反したと判断

した場合，理事会は，当該役職の被選資格を

剥奪するものとする。かかる決定は全関係者

に直ちに通告され，理事会の決定は，次期国

際大会に提訴する以外，これを覆すことがで

きないものとする。かかる提訴は，細則第4

条第2節の規定にかかわりなく，当該国際大

会開会の少なくとも5日前に事務総長に提出

されなけれぽならない。

　R．1．細則中のR」．被選役職候補者の選挙

運動および投票依頼の禁止は，ロータリアソ

が候補者になると意志決定した時点から適用

される。ロータリアンのいかなる運動（氏名

を正式に提出する前における）も，後日の立

候補の選挙運動を主たる目的としている場

合，細則の精神およびロータリーの原則に反

するものであり，失格の理由となる。

　ロータリアンがR．Lの被選役職に立候補

する際のR．　1．細則の規定の解釈と適用の指

針として次の原則が定められた。

　国際ロータリーの被選役職の候補老になろ

うとしている人，または候補老であるロータ

リアンは，細則の形式と精神を共に守るもの

と期待されている。細則は，立候補を宣伝し，

支援を乞うことによって他人に影響を及ぼそ

うとするあらゆる活動を禁じている。

　細則の規定を守るに当たって，ロータリア

ンは次のことを期待されている：

　1）立候補を発表したか，または，正式に

氏名を提出したかにかかわりなく，選挙運動

および投票依頼に関する細則の禁止規定に従

う。

　2）活動が細則の字句に厳密に従っている

かどうかにかかわりなく，R．1．の将来の理事

として自己の氏名および／または資格を売り

込み，現実または意中の立候補への支援を求

めることを真の目的としている全活動を不適

切なものとして退ける。

　3）禁止されている活動は，自分ぽかりで

なく，自分のために活動している人にも禁じ

られているとみなす。このような活動が，自

分の知らないうちに，または，同意を得ずに

他の人によって始められたならぽ，その活動
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R．Z．二＝－x　ぐ蒔

　R．1．の被選役職候補者への通知

　R．1．理事会は，R．1．の被選役職に立候補しているロー

タリアンの指針の一つを改正しました。手続要覧62ペー

ジの左欄上から6行目から9行目を削除しました。

　これを決定するに当たって，理事会は次のような規定

を加えました。「ロータリアンがR．Lの被選役職候補者に

なると決めたのちは，選挙手続が完了するまで，同役職

に対する他の候補者より有利になるようなロータリー任

務を引き受けないものとする」。手元の手続要覧にこのこ

とを書き留めて下さい。



瑚滅

　　を知るやいなや直ちに，その活動に従事して

　　いる人にやめるよう指示する。

　　　4）同一一役職の候補者である同僚ロー一タリ

　　アンの弱点をつかない。いかなる事態にも四

　　つのテストを適用する。

　　　「前記の原則の適用において，理事会は，ロー

育リ　タリアンが自己の生き方を変えたり，または，

徐　自己にふさわしいロータリー役職要請を辞退

　　するとは思っていない…i．．i

　　　被選役職の候補老のための活動に関する方

　　針は次の通りである：

　　　　1）国際ロータリーの被選役職に指名され

　　る候補者の推薦に伴い，事務総長がクラブそ

　　の他に情報と資料を送付するに当たって，候

　　補者自身或は候補者に代わって行われる活動

　　を禁止している細則の規定に言及し，細則の

　　規定に完全に従わない場合，候補者は細則に

　　違反したものと宣言され，被選資格を剥奪さ

　　れる，と勧告する。

　　　　2）被選役職に対する候補者自身または候

　　補者に代わってなされる活動を禁じている細

　　則の規定に違反していると指摘する情報を国

　　際ロータリー会長，理事会メソバー，または

　　　事務総長が受け取った場合，また，このよう

　　　な情報を会長と事務総長が受理していないな

　　　ら，直ちに回付してから，事務総長は，次の

　　　措置を実施する方式と範囲を決定することに

　　　ついて会長と協議するものとする。

　　　　3）当該候補者は，選挙運動のために自ら，

　　　または本人に代わって行われた活動に関する

　　　訴えを直ちに伝えられる。そして，国際ロー

　　　タリー細則の規定に違反している，本人また

　　　は本人に代わって行われる活動の結果，候補

　　　資格を失う恐れがあると警告される。

　　　　4）ある程度の期間内に候補者の返答を受

　　　理し，その返答を審議した後，会長は，理事

　　　会に代わって，国際ロータリー細則，第10条，

　　　第12節に従って，訴えを調査し，違反してい

　　　るかどうか決定し，その結果を理事会に報告

　　　するために実状調査機関を設置するものとす

　　　る。

　　　　5）事務総長は，実状調査機関の事務局長

　　　を務めるものとする。
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　6）できる限り速やかに，実状調査機関は，

訴えと全関連事項を審議し，理事会に報告す

るものとする。（注二候補老自らまたは候補者

に代わって文書が配布されたかどうか，また，

選挙運動または投票依頼が行われたかどうか

を決定するぽかりでなく，そのような活動が

当該候補者の了解および同意を得て実施され

たか，そのような行為は選挙運動を目的とし

ているか，を決定することが，実状調査機関

の当然の任務である）

　7）実状調査機関が違反を発見しなかった

なら，訴えを提起した側に，事務総長から機

関の調査結果および理事会に提訴できること

を知らせるものとする。

　8）実状調査機関が違反ありと決定した場

合，事務総長は候補者にその旨告げ，理事会

に提訴できることを知らせるものとする。違

反と判定された候補者が提訴しなかった場

合，理事会はその候補者を失格させるものと

する。

　9）訴えを提起した側と違反と判定された

候補老のいずれかが提訴した場合，理事会は，

できる限り早い時期に提訴を審議し，決定を

下す。その決定は，細則に規定されているよ

うに，最終とする。

中央役員の選出投票
　（Ballots　for　Election　of　Genera10ffi・

cers）

　国際ロータリーの中央役員を選挙するため

の投票用紙には，指名委員会選出の候補者を

最上部に記載し，他の候補者がいる場合は，

その候補者の氏名をアルファベット順に記載

する。但し，指名委員会から推薦された人が

いない場合は，全候補者の氏名の記載順序を

投票用紙ごとに変えて記載するものとする。

国際ロータり一の委員会
　（Committees　of　R．　1．）

細則に規定されたゾーソ，地理的集団およ

び地域から推薦され，選ぽれた15名の委員に

より会長指名委員会が構成されるという規定

が設けられている。

　常任委員会は細則に明記されている。委員

は，会長が任命する。会長は，また，自身の

判断もしくは理事会の判断で必要と思う特別

委員会を設置できる。特定の目的を達成する

までを任期として設置された特別委員会はア

ド・ホック委員会と呼ぽれる。特別委員会の

任期はアド・ホック委員会を除き，設置され

たロータリー年度の終了とともに終わる。ア

ド・ホック委員会の任期は，その委員会が任

命された特定の目的が達成されftcとき，また

は理事会がこれを解任したときに終わる。

　会長は，自分が設置した各委員会の委員長

を指名し，このような委員会の欠員を補充す

る権限を有す。会長は会長指名委員会を除く

全委員会の職権上の委員である。

　会長指名委員会を除き，すべての委員会の

決定は，理事会の承認を受けなけれぽならな

い。委員会は，所定の職務権限が別段規定す

る場合を除き，本来，管理機能を持たず，もっ

ぱら理事会に助言するものとする。

委員会の会合

　（Committee　Meetings）

　R．1．の各委員会は，会長が承認し，指定した

時と場所もしくは細則，理事会の特別決議に

よって定められた時と場所で開く。しかし，

委員会の会合は，会長または理事会が十分な

根拠があると考えないならぽ，会長によって

開催を承認されない。

　R．Lの委員会の会合は通例エパンストンの

事務局で開かれる。例外的な状況下では，会

長は，他の場所で委員会を開くことを認める

権限を有す。

第3章国際ロータリー

通信による投票

　（Voting　by　Communication）

　細則，或は国際大会または理事会による特

別の決定に基づき別段の規定ある場合を除

き，委員会は郵便，電信，無線電信，電話に

よって議事を処理することができる。このよ

うな方法で決定される提案に対する投票は，

委員の過半数の投票が30日目までに返送され

た場合には，30日目をもって締め切るものと

する。但し，委員の過半数がそれより以前に

賛成または反対の投票を終えていた場合に

は，30日目以前に締め切ってもよい。

委員会報告

　（Committee　Reports）

　理事会は，執行委員会に，理事会の会合と

会合の間に諸委員会の報告を検討し，必要で

あれば，報告書に記載されている事項に何ら

かの措置を講じる権限を与えている。但し，

理事会が定めた執行委員会の職務権限の範囲

内でなけれぽならない。

委員の代理
　（Substitute　Members　of　Committees）

　正式に任命された委員がその委員会の会合

に出席できないときは，会長はその代理をお

くことができる。但し代理として任命された

委員はその会合の間だけ委員であるものとす

る。この代理として任命された委員は自分が

代理する委員の見解を代表するように努力す

るものとする。しかしすべての点において委

員会の開かれている間は自分の代理する委員

と同じ権利と責任をもつ委員である。
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クラブの監督
　（SuPe「vision　of　Clubs）

　クラブの管理は，次のいくつかの直接監督

に加えて，理事会の総括的監督下にある：

　1）地区に編成されている地区では，地区

ガパナーによるクラブの直接監督。

　2）理事会によるクラブの直接監督。

　これは無地区クラブのために規定された監

督形式である。（無地区クラブの詳細について

は次の項を参照）

　3）地理的に隣接している二つ以上の地区

から成る地域内のクラブの場合は，地区ガバ

ナーの監督に加えて，理事会が適切と考え，

国際大会が承認した方式による監督。

　グレート・ブリテンおよびアイルランドに

おける地区の地区ガバナーの任務は，その地

域の伝統的慣行に従い，R．1，B．1．審議会の指

示の下に，R．1．　B．1．の定款並びに細則に基づ

いて，遂行される。グレート・ブリテソおよ

びアイルラソドにおける各地区ガバナーは，

国際ロータリー細則並びにR．1．B．1．定款の

規定により，自己の地区の監督につき，国際

ロータリー理事会およびR．1．B，1．審議会に

対して責任を負うものとする。

　グレート。ブリテンおよびアイルランドに

おける地区ガバナーは，その地区のクラブに

よって指名のために選ぽれ，R，1．　B．1．年次大

会において指名され，国際ロータリー国際大

会において出席投票する選挙人によって選挙

される。

　選挙されるR．1．B．　Lの役員は，会長，直前

会長，副会長および名誉会計である。会長，

副会長および名誉会計は，毎年R．1．B．1．大会

によって指名され，国際大会において出席投

票する選挙人によって選挙される。

無地区クラブの管理
　（Administration　of　Non・districted

Clubs）

地区を構成するには数の足りない無地区ク

ラブの集団が理事会の直接監督下にある場

64

合，会長は，その集団内（特殊な事情のある

場合は，集団外）のクラブ会員1名を折々指

名して，その年度中，名誉職の管理顧問を務

めさせることができる。

　管理顧問を務あるPt　一タリアンの機能と任

務は，次の通りとする：

　1）　集団内各クラブの管理進展状況並びに

当該区域におけるロータリーの拡大に関し，

常に中央事務局を通じて理事会に報告する。

　2）　集団内の各クラブに対し，管理その他

の問題につき助言を与える。

　3）毎年1回各クラブを訪問し，クラブ会

長，理事会および各委員長と会談し，その相

談に応じ，また個別的にもクラブ役員達と相

談し，更に例会でロータリーのプログラムを

主題としたスピーチをする。

　管理顧問がこのような職務の遂行に関して

支払った妥当かつ必要な事務費並びに旅費は

国際ロータリーにより弁済されるものとす

る。

　会長が管理顧問を決定できるように，理事

会は，管理顧問指名の基盤となる無地区クラ

ブのグループ編成をする。

非公式な地域的クラブ或はクラブ集

団

　（Unofficial　Regional　or　Section　Group・

ings　of　Clubs）

　非公式な地域的クラブ或はクラブ集団は，

目的が何であれ，組織の統一を減少させる第

一歩になりうると見なされている。従って，

これは理事会の要注意事項，場合によっては

対策を講じなけれぽならない問題と見なされ

ている。地域に関する事柄，或は，クラブ集

団を強化することを目的とする活動を過度に

強調し，これに専念することによって，クラ

ブと地区ガバナーの機能と活動が制約される

のを恐れるからである。このように機能と活

動が制約されると，世界中のクラブの連合体

を通じて理解と親善を築く，もっと大きな機

会にクラブと地区ガ・ミナーが有効に参加でき

ないという結果が生じるであろう。

’

事　務　局

　（Secretariat）

　事務総長が，職員とともに，国際ロータリー

事務局を構成する。中央事務局は米国イリノ

イ州エバンストソにあり，理事会が必要とし，

承認した支局はロータリーの世界の各地にあ

る。支局の所在地並びに住所は，公式名簿最

新号に記載されている。

機関雑誌
　（Official　Magazine）

　国際P一タリーの機関雑誌は，理事会の認

める数だけの言語版が刊行されている。現在

は2種類であり，すなわち基本版である英語

のTHE　ROTARIANおよびスペイソ語版

のREVISTA　ROTARIAがそれである。現
在世界各地にいくつかの地域雑誌がある。そ

の中には公式地域雑誌となっているものがあ

る。（53－54頁参照）

　R．1．の機関雑誌であるロータリアン誌の

基本目的は，理事会がロータリーの目的を推

進し，ロータリーの綱領を達成するのを助け

る媒体の役割を果たすことである。

　　ロータリアン誌の目標：

　1．R．L会長のテーマや所信および理事

会が承認した特別プログラムを支持しかつそ

れを広めること。

　2．R．1．の重要な会合および各種の公式

ロータリー「月間」への参加推進をはかりか

つそれらについて報道すること。

　3．　ロータリー・クラブやロータリー地区

の指導者達のためにプログラム・アイディア

の源泉として，またロータリー知識の宝庫と

しての役割を果たすこと。

　4．世界各地においてロータリー・クラフ

やロータリアンが行った，四奉仕部門での活

動の実例を報道することによって，ロータリ

アンに刺激を与えその意欲をかきたてて，奉

仕活動の向上，強化に助力すること。

　5．国際友好の推進，強化に寄与すること。
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　6．　ロータリー関係および非ロータリー関

係の両面における重要な諸問題を取り上げて

フォーラムを開催し，それらの問題に対する

参加ロータリアン達の見解，関心を特集して，

ロータリアソー般のロータリーに対する信念

を刺激し，深め，そして強めることに役立た

せること。

　7．　ロータリー地域雑誌，地区出版物およ

びクラブ会報の協力を得て世界全域にわたる

ロータリーに関する情報のネットワークの整

備に指導的な役を務めること。

　8．魅力的かつ新鮮で，時事に関する事柄

や，ロータリアソのことまた彼らの生活に関

連する記事も載せた雑誌を編集することに

よって，読者の関心をかき立てる。

レビスタ・ロータリアの顧問
　（Advisers　of　Revista　Rotaria）

　会長は，ロータリー・クラブのあるスペイ

γ語圏およびポルトガル語圏のそれぞれの国

に居住するP一タリアソ1名を指名して，レ

ビスタ・ロータリアの編集者との連絡係を務

めさせる権限を有する。このようにして指名

されたP一タリアソは，レビスタ・ロータリ

アの顧問と呼ばれる。任期は1年であるが，

2年務める場合もある。

ロータり一の雑誌月間

　（Rotary’s　Magazine　Month）

　毎年，4月は「雑誌月間」に指定され，ク

ラブはその月間中に雑誌に関するプPtグラム

を実施しなけれぽならないことになってい

る。このようなプログラムを作成するための

資料は，中央事務局雑誌部から提供される。

65

｝

無
競
，

　
琳
、
£

　
　
　
㌧
学
鱒
、
μ

　
　
　
　
　
”
電
眉



蔀臨

．
“
罵
ヴ

第3章国際ロータリー

国際ロータリー・ニュース
　（R．1．News）

　R．1．事務局（中央事務局）から，R．1．ニュー一

スが定期的に各クラブの会長に送付されてい

る。このR．1．ニュースは，クラブ役員に対す

る公式通達その他一般的なまたその時々の重

要なニュースを伝えることを目的としてい

る。

　毎月1部をクラブ会長宛に郵送し，会長は

クラブ幹事に回覧する。そのほかに，40名以

上の会員を有するクラブは，40名を超える20

名につき1部の割合で追加分を入手すること

ができる。クラブはこの無料追加分の郵送を

受ける会員を知らせるものとする。

　事務総長は，クラブ会長または幹事から請

求があった場合は，無料で，国際ロータリー・

ニュー一スを，クラブ会長または幹事の指定す

るクラブの主要委員会の委員長に送付するこ

とができる。

　国際ロータり一・ニュースはすべての国際

ロータリー役員および委員に送られている。

なお，多くの元国際ロータリー役員および委

員長にも送られている。これらの部数は，ク

ラブ割当分には含まれない。

　国際ロータリー・ニュースは，一般に配布

することを目的としたものではない。クラフ

の会員個人は，一定の購読料で購読すること

ができる。

　国際ロータり一・ニュースは，中国語，英

語，フィソラソド語，仏語，独語，イタリア

語，日本語，韓国語，ポルトガル語，スペイ

ン語およびスウェーデン語で出版されてい

　る。

名　　簿

　（Directories）

　国際ロータリーは，各ロータリー年度の始

めに世界中のクラブ，その会長および幹事の

氏名および住所，例会場，例会曜日，時間，

国際ロータリーの役員および委員の氏名，住
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所の一覧表，その他名簿に一般的な事項を載

せた公式名簿を発行する。

　この名簿は，クラブ役員，国際ロータリー

役員および委員の使用並びにロータリアンが

旅行する時の便宜に供するために発行される

ものである。この名簿はロータリアソ以外の

人に配布するためのものではない。ロータリ

アンが営利を目的としてこれを利用するのは

妥当でない。

　公式名簿は，新版が出るたびに各クラブの

幹事宛に1部無料で配布されるものとする。

クラブは追加分を幾部でも購入することがで

きる。

　公式名簿には版権が設定されている。

　旅行するP一タリアソのため，公式名簿に

は，ロータリアソの所有または経営している

ホテル，もしくはロータリー・クラブの例会

場または事務所のあるホテルの有料広告を載

せている。また，クラブ幹事その他がロータ

リーの徽章のついた商品を購入するような場

合の案内として，この名簿には，ロータリー，

イγターアクトおよびローターアクトの名称

や徽章入りの物品の製造または販売を国際

ロータリーが特に認めている会社の一覧表も

載っている。

　地区または地域が，その地区または地域内

のロータリアソの名簿の発行を望む場合に

は，これを行って差し支えないが，その経費

は，国際ロータリーの費用外で賄わなけれぽ

ならない。

　いずれの地区，地域またはクラブも，P一

　タリー名簿を発行する場合，その名簿の中に

名簿はロータリアソ以外の人に配布するもの

　でないこと，また営業用の名簿に使用されて

　はならない旨の注意書きを明記しなけれぽな

　らない。

パンフレット

　（Pamphlets）

　特定の題目を取り扱った各種パンフレット

が国際ロ　一一タリーから発行されている。その

全目録については，国際ロータリー事務局お

よび日本支局から入手できるすべての出版

物，用紙類，提供品等の価格が掲載されてい

る「カタログ」（019－JA）を参照のこと。

　理事会または国際大会の決定によって特に

発行が認められているパソフレットを除き，

事務総長は，新しいパンフレットをいつ，い

かなる言語で出版するか，また，現在出版さ

れているパンフレットをいつ廃刊にするかを

決定する権限を有する。

ロータり一文献の翻訳
　（Translation　of　Rotary　Literature）

　R．1．の公式用語である英語以外の言語版

の国際ロータリー出版物に関する国際ロータ

リーの方針は：

　1）ロータリー文献は，R．1．の優先リスト

案に基づぎR．1．資金の許す限り，またはクラ

ブおよび地区資金の許す限り，ロータリアン

が使っている言語版を作成するものとする。

　2）経費節約のため，理事会は，ロータリー

の任務の基本となるR．1．出版物で，事務総長

が決定した出版物を優先するよう勧めてい

る；出版物を翻訳，印刷する前に理事会の承

認を得なけれぽならない。

　3）まだ刊行されていない国際ロータリー

出版物の翻訳，印刷を奨励する。但し，優先

リスト案を考慮し，理事会の承認を得，最新

の英語版を翻訳の基盤として使うものとす

る。規定審議会または理事会の決定が，出版

物の内容に重大な変更をもたらした場合は，

各地で翻訳，製作された版の在庫の配布は，

英語の新版に合致した改訂版が翻訳・印刷さ

れるまで中止しなけれぽならない。

　4）英語版出版物の価格を，R。1製作の他

の言語版に適用するものとする。

　5）国際ロータリーの経費で製作された全

出版物の保管および配布は，事務総長の監督

と管理下にあるものとする。このような出版

物はすべて事務局に保管され，中央事務局に

在庫目録の年次報告を行うものとする。
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　6）ロータリー出版物の各言語版は新版，

または重大な変更がなされた改訂版の刊行さ

れる都度，事務総長の決定に従って，該当す

る言語版をクラブに贈呈する。

　7）各国の優れたPt　一タリアソの奉仕を，

できれぽ，ロータリー文献の翻訳に，また，

翻訳作業の調整に，翻訳担当職員の翻訳検討

に，国際ロータリーに費用をかけずに，活用

しなけれぽならない。自発的奉仕による経費

節約に加えて，語法や慣行の地域的相違を見

抜くという貴重な機会を提供することになろ

う。

財　　務

　（Financial　Matters）

　理事会は，R．1．の業務および資金を統制，運

営し，毎年，次の会計年度の予算を採択する。

投資方針
　（lnvestment　Policy）

　1）　理事会は随時，差し当たって使用目的

のない金についてこれを一般資金投資勘定に

積み立てておくようにすることを指示するも

のとする。一般資金の投資として以前に購入

されていた証券の売却による収益は特に指示

しないが，このような収益は，理事会の指示

を待たずとも，一般資金投資勘定に入れるこ

とができるものとする。また，理事会は，一

般資金投資勘定からの利子や配当も，理事会

による指定の措置を待たずとも，一般資金投

資勘定に再投資することを認可している。国

際ロータリー資金の投資は理事会が定める条

件のもとに，理事会によって承認された国々

において行われるものとする。投資マネー

ジャーの成果は米国のドル貨でもって算定さ

れるものとする。

　2）　目　的：

　一般資金および本部建物改築資金の投資

は，実質的価値の観点から元金の安全と市場
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性を考えて，その上で，最高の収益率を目ざ

して行うものとする。

　3）　この方針は，理事会が随時定める「投

資実施手続」に従って実施されるべきものと

する。

国際ロータリーの会計年度
　（Fiscal　Year　of　R．1．）

　国際ロータリーの会計年度は7月1日に始

まり6月30日に終わる。人頭分担金および購

・読料の徴収は，7月1日から12月31日までと

　1月1日から6月30日までの2半期に分けて

行われる。

国際ロータリーの収入
　（Revenue　of　R．1，）

　国際ロータリーの収入の主要財源は，加盟

クラブの人頭分担金，国際大会および地域大

会の登録料，新クラブの加盟金，出版物の代

金，機関雑誌の購読料および広告料，免許料

および使用料並びに投資に対する利子および

配当金である。

人頭分担金
　（Per　Capita　Dues）

　各クラブは国際ロータリーに，そのクラブ

の各正会員，シニア・アクチプおよびパスト・

サービス会員1人当たり年額20ドルの分担金

を，毎年7月1日および1月1日に，当日の

会員数に基づいて分納する。

　毎年，10月1日および4月1日に，各クラ

ブは，人頭分担金を支払う半期の始まる日の

翌日以降にクラブ会員に選ぽれた正会員，シ

ニア・アクチブ，およびパスト・サービス会

員1人当たり5ドルの比例人頭分担金を納め

る。

　規定審議会のクラブ代表議員：規定審議会
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の開かれる予定の年の7月1日には，各クラ

ブは，その正会員，シニア・アクチブ，パス

ト・サービス会員1人当たり，1ドルの追加

人頭分担金を支払い，規定審議会に出席する

規定審議会クラブ代表議員の旅費補助金とす

る。その支払様式は理事会が定めるものとす

る。

　新加盟クラブ：5月15日またはその直前に

新たに加盟したクラブに限り，7月1日にお

ける会員数を証明し，その日付による人頭分

担金を支払うものとする。同様に，11月15日

またはその直前に加盟した新クラブに限り，

1月1日における会員数を証明し，その日付

による人頭分担金を支払うものとする。

　払戻しまたは比例部分の支払：半期の中途

で退会した会員の人頭分担金については，ク

ラブは国際ロータリーから払戻しを受けるこ

とができない。クラブおよび国際ロータリー

の会計年度は同一であり，すなわち7月1日

から6月30日までであるため，ときとしてク

ラブが（会費の徴収をすませる前に）7月1

日および1月1日に支払うべき人頭分担金お

よびロータリアソ誌購読料をとりあえず立て

替えて送金し，後に至りその期間の会費を未

払のまま死亡，退会或は会員資格を喪失した

会員の国際ロータリーに対する人頭分担金お

よび購読料を国際ロータリーに支払っていた

ということになる場合を生じる。このような

場合，理事会は国際ロータリー事務総長が事

情に応じた調整をして払戻しをすることがで

きるようにしている。

納入義務金滞納クラブ
　（Clubs　in　Arrears）

　クラブがR．1．への納入義務金を支払わな

い場合，支払期日を6ヵ月過ぎると，クラブ

の加盟資格は一時停止処分されることにな

る。更に90日未払が続くと，クラブの国際ロー

タリーへの加盟は自動的に終結することにな

る。但し，理事会の納得する条件と協定が事

前に取り交わされている場合を除く。

　外貨送金を制限されている国のロータ

リー・クラブで，最善の努力をしてもR．1．に

送金できないクラブは自動的に会員身分が終

結することはない。このようなクラブは，理

事会の満足のいくように，次のことを証明す

る必要がある：必要額の準備金を備え，クラ

ブの所在国内で請求されれぽR．1．に引き渡

す，或は，できるだけ早い時期にR，1．の銀行

口摩に送金する，という条件の下にR．Lへの

納入義務金を保持していること。

監査報告書の配布
　（Distribution　of　Auditor’s　Report）

　理事会の承認を得た前会計年度の財務運営

に関する会計監査人の監査報告要約書は，毎

年これを印刷して各クラブ幹事並びに国際

ロータリー・ニュース郵送先名簿に載ってい

る国際ロータリーの元および現役員並びに委

員に配布しなけれぽならない。

国際ロータリー資金の支出
　（Expenditures　of　R．1．　Funds）

　一一b般手続：以下は，国際ロータリーの資金

支出に関する一般手続の簡単な要綱である：

　理事会は，ガバナーその他の支出責任者に

よって行わるべき支出の予算額（または支出

限度）を決定する責任を持つ。かかる予算額

（または支出限度）は国際ロータリーによる

年間予算の編成によって設定される。この予

算には，来るべき年度におけるすべての見積

経費が計上される。理事会が予算を承認すれ

ぽ，それによってそれぞれの予算額（また支

出限度）が決定されたことになる。もちろん

各費目の予算額はその必要（またはその一部

の必要）を考えて計上されたものである。換

言すれぽ，各費目の最大限度を定めたもので，

もし経費を使う者がその最大限度以下の金額

で仕事を遂行することができれぽ，それだけ

国際ロータリーの資金が節約されることにな
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る。

　一方いかなる目的のためであっても，計上

された予算額（または支出限度）を超えた支

出は，それを行う前にあらかじめ理事会の承

認を得ない限り，行ってはならない。

　ある費目が特定目的のために計上されてい

る場合，例えぽ次期ガパナーの国際協議会出

席の経費のようなものは，あらかじめ理事会

の承認がない限り，ほかの人の経費に流用し

てはならない。

支出に対する承認
　（Authority　for　Expenditures）

　支払請求があった場合，そうした支払が国

際ロータリー理事会によって正式に計上され

た予算費目で賄われているものであり，かつ，

理事会がその予算を計上することにした趣旨

に反しないものであるとの確信が得られない

限り，その支払をしないことおよび確かに支

払われていないことを財務長に証明すること

は，国際ロータリーの資金の支出当務役員と

しての国際ロータリー事務総長および（また

は）会計検査役の義務でありかつ責任である。

また，事務局の事務総長および（または）会

計検査役が，事務局で，そうした経費の支払

が，その経費を賄うべき予算を理事会が計上

した趣旨に反しないものと認めてそれを保証

することができ，また保証するのでない限り，

事務総長も財務長も国際ロータリー資金を支

出することをはっきりと禁じられている。事

務総長は，いかなる経費計算書による支払の

請求或は支弁の要求であっても，それについ

て自分に前記の保証をする確信がない場合に

は，その事情を理事会に報告してこれを承認

するか否かの決定を求めなけれぽならない。

　理事会はいかなる行為についても，そのた

めの必要な予算措置をするかまたはしたもの

でない限り，その経費の支出を承認しない。
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国際ロータリーの資金に対する緊急

措置
　（Emergency　Handling　of　R．1．　Funds）

　理事会は，事務総長に，緊急を要する場合

に，できる限り財務長および／または財務委

員会委員長との事前協議を経たうえで，理事

会に代わってことを取り決める権限を与え，

国際ロータリーの資金および財政義務を保護

するために必要と考えられるいかなる措置も

事務総長においてこれを行いうることとし

た。
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国際ロータリーの活動に対するもの

以外への国際m－一タリー資金の寄付
　（Contributions　of　R．1．　Funds　for　Other

Than　R．1．　Activities）

　国際ロータリーの資金は，その加盟クラブ

によって，それ自体の目的のために提供され

たものである。従って他の団体の活動に寄付

することはできない。同時に，国際ロータリー

は，その加盟クラブを通して，個々のロータ

リアンが地域社会において立派な奉仕活動を

支持し，かつ個人的に参加することを奨励す

るものである。

プログラム
（PROGRAM）

第4章一総論

第5章一職業奉仕

第6章一社会奉仕

第7章一国際奉仕

第8章一青少年への奉仕
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第4章　ロータリーのプロクラムー般

ロータリーのプログラムー般

（General　Program　of　Rotary）

　ロータリーのプPグラムは，国際ロータ

リー定款第3条および標準ロータリー・クラ

ブ定款第3条に掲げられている綱領の中に示

されている。すなわち：

　ロータリーの綱領は，有益な事業の基礎と

して奉仕の理想を鼓吹し，これを育成し，特

に次の各項を鼓吹，育成するにある：

　第1　奉仕の機会として知り合いを広める

こと；

　第2　実業および専門職業の道徳的水準を

高めること；あらゆる有用な職業は尊重され

るべきであるという認識を深めること；そし

てロータリアン各自が職業を通じて社会に奉

仕するためにその職業を品位あらしめるこ

と；

　第3　ロータリアンすべてがその個人生

活，職業生活および社会生活に常に奉仕の理

想を適用すること；

　第4　奉仕の理想に結ばれた実業人と専門

職業人の世界的親交によって国際間の理解と

親善と平和を推進すること。

　ロータリーの奉仕の4「部門」は，この綱

領の各項を反映している：クラブ奉仕，職業

奉仕，社会奉仕，国際奉仕。

年次プログラムの強調

　（Annual　Program　Emphasis）

　毎年度の国際ロータリー会長のメッセージ

は，特定のプログラム或はテーマその他その

発表の形式のいかんを問わず，当該年度にお

けるロータリーのプログラム遂行上最大の重

要性をもつものである。地区ガバナーが会長

のプログラムもしくはテーマを採り上げ，こ

れを，例えぽ地区大会その他テーマを用いる

地区会合のテーマにするとか，マンスリー・

レター，公式訪問その他地区内のクラブや

ロータリアンと接触する場合に持ち出すな

ど，あらゆる適当な方法によって強調するこ

とは，その役職と切り離すことのできない任

務である。地区ガバナーの掲げる地区の目標

或は目的は，会長のプログラムもしくはテー

マに関連したもの，それを強調するものにし，

そして，前記の地区の目標或は目的について

何か言う場合には，必ず会長のプログラムも

しくはテーマをはっきりとわかるように示す

ことが必要である。要は会長のメッセージを

すべてのロータリー・クラブおよびロータリ

アンに知らせ，理解させ，効果的に実行させ

るということが大切なのである。

災害救済

　（Disaster　Relief）

　災害時にロータリー特別救援募金に乗り出

すのはR．1．の慣例ではない。このような救援

活動を担当する機関があるのが普通だからで

ある。赤十字その他の責任ある機関がこのよ

うな事態に対処しようとしているならぽ，

ロータリアンは，このような団体の要請に惜

しみなく速やかに応えてほしい。そのような

機関のない場合，または，ロータリー・クラ

ブやロータリアンが，被災地のロータリー・

クラブに直接寄付金を送りたい場合，そのク

ラブが寄付金を受け取ることができ，また，

受け取るのをいとわない場合に限り，送金し

てもよい。

　災害救援活動に関して，被災地のP一タ

　　　　　　　　　　　　　　　　　73
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第4章　ロータリーのプログラムー般

リー・クラブが，被災者のさし迫ったニーズ

をかなえるプログラムを組織し，救援のため

の寄付を他の人々から進んで受け，これを管

理することもまれではない。クラブの関心も

高いし，ロータリー・クラブやPt一タリアソ

の災害救援活動の価値は明らかではあるが，

国際ロータリー理事会に申請し，承認を得て

初めて，クラブまたはクラブ・グループは，

他のロータリー・クラブまたはロータリァソ

に文書を配布し，災害救援に関し，財政援助

ほかの支援を求めることができるのである。

　事務総長が災害を知り，被災地のロータリ

アンが援助受入計画を立てたとき，災害と，

被災者のための援助受入先を告げる災害発生

通知が世界中の地区ガバナーに郵送される。
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人道的援助と設備に関する方針

　（Policy　re　Humanitarian　Aid　and

Equipment）

　R，1．には，人道的援助と設備を提供してい

る各種運動への支援要請が寄せられてくる。

人道的援助を行っている各種運動の推進を手

がけている機関は数多い。このため，また，

このような運動は絶えず多数生まれているの

で，R．1．は，このような運動と提携しない。

P一タリー・クラブは自治権を持っているの

であるから，この種の問題について，自己の

希望する措置を講じて差し支えない。ロータ

リアンは個人として最善を尽くす。

第5章

職業奉仕

（Vocational　Service）

　Vocation（職業）という言葉は社会人の「一

定の業務，稼業，実業，専門職業，或は職務」

を指すものである。ロータリーは，職業奉仕

という言葉を使用するに当たって，Service

　（奉仕）という文字をその一番広い意味で

使っており，単に実業或は専門職業界におけ

る取引によってなされた業務或は売られた商

品を指すのみでなく，相手の必要と境遇に対

して正当な考慮を払うとともに常に他人に対

し思いやりの心をもって当たることも指して

いるのである。

　職業奉仕はP一タリーの綱領において次の

ような言葉によって強調されている：

　実業および専門職業の道徳的水準を高める

こと；あらゆる有用な職業は尊重されるべき

であるという認識を深めること；そしてロー

タリアン各自が職業を通じて社会に奉仕する

ためにその職業を品位あらしめること；を鼓

吹育成する。

　別の表現をすれぽ，職業奉仕は，職業の世

界において，奉仕の理想を推進することを目

的とするものである。すなわち，職業奉仕は，

●個々のロータリアンが，その職業関係のす

べてにおいて一従業員，競争業者，顧客お

よび仕入先との関係において高い道徳的水準

を適用し，かつ，

●ロータリアン各自がこの水準を，自分と職

業を同じくする他のすべての人々の間に推進

することを意味するのである。

四つのテストの複製並びに使用
　（Reproduction　and　Use　of　The　Four・

Way　Test）

四つのテストの複製はすべて次の形式で作

第5章　職業奉仕

成されなければならない：

　　　　　四つのテスト

　　言行はこれに照らしてから

　1）　真実かどうか？

　2）みんなに公平か？

　3）　好意と友情を深めるか？

　4）　みんなのためになるかどうか？

　四つのテストを複製或は使用する唯一の目

的は，人間関係における高い道徳的水準の向

上を計り，それを維持することでなけれぽな

らない。複製は販売や利益を増すための広告

と結びつけてはならない。しかしながら，商

社，団体または公共機関の人間関係のすべて

が四つのテストの方針にそって実施されるこ

とを願って真剣に努力していることを説明す

るような方法としてならぽ，書簡箋やその他

の印刷物に刷り込んでもよい。

　四つのテストを，一つのロータリー・クラ

ブ或は一団のクラブが頒布する物品中に或は

それに関連して複製する場合，当該ロータ

リー・クラブまたは一団のクラブが複製した

旨のことわり書きをテストの本文の下方のど

こかに入れるべきである。これは，それらの

クラブがあらゆる人間関係を四つのテストに

照らして実施しようとしていることを連想さ

せるのにふさわしいからである。

　四つのテストは，いかなる意味においても

「規則」として取り扱われてはならない。

職業指導

　（Vocational　Guidance）

　若人の職業選択を援助する活動はクラブの

職業奉仕委員会の活動の一つである。クラブ

　　　　　　　　　　　　　　　　　75
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は，青少年活動委員会の協力の下に，若人の

職業選択を援助する活動を進めるため，職業

奉仕委員会の下に「職業情報」小委員会を設

置するように示唆されている。

職業奉仕活動
　（Vocational　Service　Activities）

　ある国から別の国へと労働者が大移動した

結果，言語障壁および文化的・社会的背景の

相違から苦難が生じるかもしれない。このよ

うな苦難を克服する一助として，クラブは，

自国以外の国の文化的・経済的・地理的状態

に関するプログラムを例会で実施し，また，

地元地域社会の他のグループの会合でも実施

するよう奨励すべきである；

○　クラブはその地域に新たに移って来た人

　が新しい環境に溶け込むよう援助するため

　市民相談所を創設するとか或は支持する方

　法を講ずることを考究する；

●　適格な候補者が得られた場合，クラブは

　「労働団体」という職業分類のもとにその

　候補者を会員に選挙する；

●　クラブは随時，労使に関連した特別講演

　会や討論会に，要望があれぽ，労使双方の

　団体の代表者を招待する；

●　国家や地方自治体の政策は同業組合並び

　に労働組合双方の指導者の折衝と協定にど

　れほど依存しているか，ということを考慮

　するようクラブ会員の注意を促す。そして

　クラブ会員は同業組合で指導的役割を果た

　すことに努力して労使間の問題における方

　針の確立に影響を与えうる機会に恵まれて

　いるという点にクラブ会員の注意を喚起す

　る。

　職業奉仕の範囲は，クラブとロータリアン

の創意によって無限に広がる。ロータリアン

は，自己の職業に基づいてクラブで職業分類

されているのであるから，職業奉仕は，すべ
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てのロータリー・プログラムを遂行する上で

不可欠な要素である：その影響は，他の奉仕

部門に及ぶ。

　職業奉仕は多面的である；クラブや地区

は，ためらわず，ロータリーの第2奉仕部門

の目標を鼓吹，育成することを目ざす新しい

革新的な方法を作り出さなけれぽならない。

職業奉仕月間

　（Vocational　Service　Month）

　理事会は，クラブだけではなく，各ロータ

リアンも，職業奉仕の理想を日常実践するよ

うに強調するために，毎年10月を特に職業奉

仕に焦点をしぼったプログラムを行う「職業

奉仕月間」と定めた。

ロータリーの営利化

　（Commercializing　Rotary）

　ロータリアン間の取引関係に関するP一タ

リーの方針は次の通りである。すなわち，ロー

タリアンはその同僚ロータリアンから，他の

実業家に対する場合よりも多くの利便を期待

してはならないし，ましてこれを要求するよ

うなことがあってはならない。ロータリアン

が，取引関係にある他の事業家には普通与え

ないような特典を同僚ロータリアンに（ロー

タリアンであるという理由だけで）与えるの

は，競争業者に対するP一タリアンの責任に

反することであるし，また，ロータリーの職

業奉仕の原則に背くことである。いかなる場

合においても，ロータリーの親睦を利便や利

益を得る手段として利用することはロータ

リーの精神から遠く遊離したものである。

　いかなる商社も敬具（Yours　truly）の代わ

りに“Yours　Rotarily”という字句を署名す

べきでない。

第6章

社会奉仕

（Community　Service）

　最初のロータリー・クラブが誕生した早期

より，ロータリアンは，自己の地域社会に奉

仕することに深く携わってきた。各ロータ

リー・クラブの歴史には，その所在地を問わ

ず，ロータリーの綱領の第3項を実行に移して

いるプロジェクトが数多く記録されている。

　ロータリアンすべてがその個人生活，職業

生活および社会生活に常に奉仕の理想を適用

すること。

クラブと地区の社会奉仕活動への参
加

　（Participation　in　Community　Service

Activities　by　C】ubs　and　Districts）

　地域社会のニーズに対して，政府および民

間の諸団体が活動しているが，しかし，ロー

タリー・クラブやロータリアンが地元地域社

会に効果的かつ重複しない奉仕を引き受ける

多様かつ挑戦すべき機会が依然として存在す

る。

　効果的な社会奉仕活動をする基礎として，

クラブは次のように要請されている：

　a）社会奉仕委員会が，地元内のそれぞれ

の地域の特定の相対的状況を総合的に調査，

分析し，地域社会のニーズを確認する；

　b）地域社会のニーズを見いだすために個

人的，職業上の立場を生かしてクラブの区域

内を探り，社会奉仕委員会の調査，分析を補

足，強化するよう個々のクラブ会員に勧め

る；

　c）他の社会奉仕団体との会合が可能かつ

必要で，所定の方針に合致して行うことがで

きる場合，そのような会合を開き，話し合い

と意見の交換をする；

第6章社会奉仕

　d）地域社会のニーズに積極的に関心を示

し，これに精通していることを示す，このこ

とを会員候補者を考慮する一要素に含める。

社会奉仕会議の運営手続規則

　（Rules　of　Procedure　for　a　Community

Service　Council）

　地域社会内の色々な奉仕クラブ或は他の団

体の役員が，それぞれの団体の社会奉仕に関

し，討議を行い，かつ意見を交換するため，

時々会合する必要があると認識した場合に

は，ロータリー・クラブの代表者は，次の運

営手続に従ってこれに出席することができ
る。

　会議は，それぞれの団体によって実行され

ているか或は考慮されている社会奉仕に関す

る問題について，討論を行ってもよいが，そ

れぞれの団体が独立団体としての行動の自由

を失うことを意味する決定は行わないものと

する。

　問題のいかんを問わず会議がとるべき措置

は，出席者の意見の表明と会議の意見を各所

属団体に報告することを出席者が承諾するこ

とだけにとどむべきである。

　会議は，その代表者を送り出している団体

を，いかなる点においても拘束するような意

見を表明する資格も権限も与えられていな

い。但し，各団体自体が前もってそれぞれそ

の問題を考慮し，かつその問題に対する態度

を決め，その代表者に対し会議においてこの

立場を他の代表者とともに表明することを指

示し，かつ委任した場合はこの限りでない。

　地域社会内の団体全部の共同行動を必要と

すると考えられる問題がある場合には，各団
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第6章　社会奉仕

体のとるべき措置に関する決定はまず各団体

自体においてなされるべきである。その決定

ができた後に，その問題を特別に考慮するた

めの会議を特に招集すべきである。そしてこ

の会合に，各団体は，代表者を派遣すべきで

ある。この代表者は，自己の所属団体を代弁

し，共同活動への参加を約束する権限を正式

に与えられるものとする。

　ロータリー・クラブが自己の態度をはっき．

りさせる前に，会議の意見を新聞その他に発

表することは，もしそれが，会議に代表を送っ

ている種々の団体がその意見によって束縛さ

れることを意味するのであれぽ，なすべきで

ない。

　これらの運営手続の目的は，このような会

議において各自が考えを自由に交換し，意見

を発展させることであり，また，同時に，会議

に代表を送っている諸団体の立場，つまり，

団体相互間，或はそれぞれの団体から構成さ

れるより大きな団体或は地域社会との関係

を，決して侵害することがないようにするこ

とである。

募金運動への参加

　（Participation　in　Fund　Raising　Activ－

ities）

　募金計画或は他の運動に参加または提携す

る場合，クラブは，クラブの信望の確立強化

に貢献しないような品位のないやり方に陥ら

ないよう常に注意を払うべきである。

特に関心の高い社会奉仕活動
　（Community　Service　Activities　of　Spe・

cial　Interest）

　クラブは，クラブ奉仕，社会奉仕，青少年

活動委員会を通じて，犯罪行為にまきこまれ

た青少年を調査し，地元の状況に照らして問

題を軽減するために何ができるかを決定すべ

きである。その際，妥当であればローターア

クトとインターアクト・クラブの援助を求め

るべきである。

　78

　ロータリー・クラブは，地域社会内に麻薬

関連問題がどの程度存在するか調べ，このよ

うな問題と闘うために頼れる人材，団体を見

極めるよう要請されている。

　ロータリー・クラブは，社会奉仕プロジェ

クトを通じて，また該当する保健官と協力し

て，児童に対する伝染病（特にポリtに重点

を置く）の免疫措置対策を推進，援助するよ

う要請されている。

ローターアクト・クラブ

　（Rotaract　Clubs）

　ローターアクト・クラブは，提唱ロ　一一タ

リー・クラブの区域限界内またはローターア

クト・クラブの存在しないその隣接区域内に

居住，就職または就学している18歳から28歳

までの青年によって構成される。年齢制限は

大学に在学中の者には適用されない。ロー

ターアクト・クラブの存在する近隣区域から

も，そのローターアクト・クラブの承認を得

て，会員を選挙することができる。但し，こ

れを双方の提唱ロータリー・クラブに通知す

ることを要するものとする。

　ローターアクトの目的は，地域社会に対す

る奉仕を通じて指導力と善良なる市民精神を

育成し，かつ国際理解と平和の運動を推し進

め，また指導者としての資質および職業上の

責任としての高度の道徳的水準を認識し，受

諾することを促進することである。

　P　一一ターアクト・クラブ年度はロータ

リー・クラブ年度またはカレンダー・イヤー

のいずれかと一致させれぽよい。

　ローターアクト・クラブ会員組織の継続性

を確保するため，できる限り，年齢層のバラ

ンスを保つよう心がけなけれぽならない。

　どのローターアクト。クラブにも，その名

称の後に「（名称）ロータリー・クラブ提唱」

という文言を付するようにすることを強く要

望されている。

　毎年ロータリー・クラブのn一ターアクト

委員会委員を1名またはそれ以上再任するこ

　とにより，委員の継続性を保つよう規定する

　ことが重要である。

　　いかなる意味においても，ローターアク

　ト・クラブは提唱ロータリー・クラブまたは

国際ロー一タリーの一部または合法的加盟クラ

　ブと考えてはならない。ローターアクト・ク

ラブ会員は「ジュニア・ロータリアン」と呼

ぼれたりみなされぬものであり，またロータ

　リー徽章を使用したり着用してはならない。

ロータリー徽章とは異なった，ローターアク

　ト・クラブ会員専用の徽章が別にある。

　ローターアクト・クラブは，一つのロータ

リー・クラブまたは数クラブによって結成さ

れ，提唱され，かつ助言が与えられ，そして

所管地区ガバナーによって確認された後，国

際ロータリーの証明と承認を得て設立され

る。その他の方法では，創立することも，維

持することもできない。クラブの存続は，提

唱ロータリ・一・クラブの不断の後援と国際

ロータリーが継続して承認を与えるか否かに

かかっている。

　国際ロータリーが設定した機構の下に，提

唱P一タリー・クラブは，ローターアクト・

クラブを結成し，その後指導と助言を与える

責任を有するものとする。

　ローターアクト・クラブが大学を結成基盤

とする場合，提唱ロータリー・クラブは，そ

のクラブに対しては，当該大学＊当局制定の

全学生団体並びに課外活動に関するものと同

一の規定並びに方針に従うべきものであるこ

とを了解の上，大学当局の完全な協力のもと

に，当該P　一一ターアクト・クラブに対する管

理と助言を行うものとする。

　Pt　一ターアクト・クラブ会員をロータ

リー・クラブ並びに地区大会のプログラムに

参加するよう招待するロータリー・クラブお

よび地区大会は，起こりうる法律上または道

義上の義務と責任に対しクラブ乃至地区大会

を保護するために，十分な旅行傷害保険およ

び責任保険に加入すべきである。

　原則として，ローターアクト・クラブは，

＊本方針粛明雷で使屠される大学という言葉はすべての最高

教育機関を含も。
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他の団体の趣旨いかんにかかわりなく，他の

団体に加盟または合併してはならない。

　ロータリー・クラブは，教育機関を基盤と

するローターアクト・クラブのほかに地域社

会に基づくローターアクト・クラブをも提唱

するよう奨励されている。

ローターアクトの標語

　（Rotaract　Motto）

　ローターアクト・クラブ並びにその会員が

使用するのにふさわしい次の標語が採択され

た：

　「奉仕を通じての親睦」

（Fellowship　Through　Service）

ローターアクト組織

　（Rotaract　Organization）

　標準ローターアクト。クラブ定款は，国際

ロータリーによって規定されるものであり，

かつ国際ロータリー理事会のみが，これを改

正できる。クラブ結成並びに認証の必要条件

として，各ローターアクト・クラブは，標進

P一ターアクト・クラブ定款を採択し，以後

国際ロータリー理事会の採択する全改正条項

を自動的に採用しなけれぽならない。

　各ローターアクト・クラブは，標準ローター

アクト・クラブ定款および国際ロータリーが

設定した方針に矛盾しない細則を採択しなけ

れぽならない。この細則は，提唱ロータリー・

クラブの承認を得なけれぽならない。

　P　ターアクト・クラブは，会員が選出さ

れる居住地，就職地または大学がその区域限

界内にあるロータリー・クラブにより提唱さ

れるべきものとする。但し，国際ロータリー

理事会が提唱ロータリー・クラブの区域限界

外にローターアクト・クラブの結成を認める

旨を文書をもって許可した場合はこの限りで

ない。
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　ローターアクト・クラブは，次の条件下に

2以上のロータリー・クラブが共同して結成

し，かつ提唱することができる二

　1）地区ガバナーが，慎重に考慮した結果，

地区と各関係ロータリー・クラブ並びにロー

ターアクト・プログラムに対する最大の利益

が共同提唱によりもたらされることを文書に

より表明し，承認を与えること。

　2）推薦されるローターアクト・クラブの

会員は各提唱ロータリー・クラブの区域限界

内よりそれぞれ相当数選出されること。

　3）個々のロータリー・クラブの提唱によ

り，個々にローターアクト・クラブを結成す

ることが，原則であるが，ロータリー・クラ

ブが個々にローターアクト・クラブを結成す

ると地域社会内もしくは大学内における単一

の青年団を人為的に分断するような結果を招

くおそれがあること。

　4）各提唱ロータリー・クラブから効果的

に代表老が送り出されるような合同ローター

アクト委員会を設立すること。

　ローターアクト・クラブは次の場合に解散

する：　a）その定款に従って運営されない

場合，或はその他の理由により，提唱ロータ

リー・クラブの同意，承認，合意の有無にか

かわらず，国際ロータリーにより解散させら

れる場合，b）提唱ロータリー・クラブによ

り解散させられる場合，またはc）n一ター

アクト・クラブ自身の決定により解散する場

合。

　国際ロータリーの方針として，理事会は，

国際ロータリー以外のいかなる個人または団

体も，営利その他の目的のためにP一ターア

クト・クラブに対して回状を送達する権利を

認めない。

　地区ガバナーは，地区内にローターアク

ト・プログラムを公表し，新Pt　一ターアクト・

クラブの結成を促進し，ローターアクト・プ

ログラムを運営するに際し，その：補佐役とし

て地区内各地のロータリアソによって構成さ

れる地区ローターアクト委員会を設置するよ

う要請されている。地区ローターアクト委員

会の設置に際し，それが可能でありかつ実行

　80

できる場合は，1名乃至数名の委員を再任す

ることにより，委員の継続性を保つよう規定

すべきである。ロータリーの地区ローターア

クト委員会がその任務を遂行する場合に，

ローターアクト・クラブ会員と協議すれぽ，

有益な結果が得られることと思う。

ローターアクト地区組織

　（District　Rotaract　Organization）

　1）一つの国際ロータリー地区内に，5以

上のローターアクト・クラブがある場合は，

その国際ロータリー地区と境界を同じくし，

その中にそれぞれの提唱ロータリー・クラブ

を包含するローターアクト地区を設定するこ

とができる。ローターアクト地区内のクラブ

は，会員の中から地区ローターアクト代表を

選挙することができる。選挙の方法は地区

ローターアクト委員会によって決定されるも

のとする。地区ローターアクト代表は，ロー

タリー地区ガバナーおよびロータリー地区

ローターアクト委員会乃至その他の適切な

ロータリー地区委員会から指導と助言を受け

るとともに，地区ローターアクト委員会が全

地区の会合を準備するのを助け，可能な場合

はこれらの会合を司会し，特に地区内におけ

るP一ターアクト・プログラムの拡大，強化

に関して地区内ローターアクト・クラブに助

言を与え，激励と刺激を与えて，彼らの関心

をn一ターアクトの世界的規模と，世界理解

のためのプログラムの可能性と業績とに焦点

を合わせるよう手助けをするのがその任務で

ある。ローターアクト代表に選ぼれる人は，

ローターアクト・クラブの会長または幹事を

務めたことのある者でなけれぽならない。

　2）ローターアクト地区が設定されている

場合，所管地区ガパナーの承認を得て，地区

代表に加えて1名の地区幹事，2名以上の

ゾーン代表をもって構成される地区組織を設

けることができる。各ゾーン代表は一定数の

クラブに対して責任を持つほか，地区代表か

ら割り当てられたその他の事項に対して責任

Z、

　を負うものとする。Pt　一ターアクト地区が下

　記6項の下に地区奉仕プロジェクトに着手す

　ることを決定した場合，地区ガバナーは地区

　基金委員会を設置しなければならない。同委

　員会は，ローターアクターと少なくとも1名

　のロータリアン（地区ローターアクト委員）

　によって構成される。

　　3）国際ロータリーの地区内において，相

　互に便利な土地に存在する二つ以上のロー

　ターアクト・クラブは，友情を深め，意見を

交換し，刺激を受け，地区内のローターアク

　ト・プPグラムを強化，拡大，充実させるた

め，地区ローターアクト委員会の1名乃至数

名の委員の助言と指導と出席のもとに，各ク

ラブ代表者の会合を開催するよう奨励されて

いる。距離の関係が許せぽ，地区ローターア

クト委員会の指導のもとに同委員会の委員1

名乃至数名同席の上，かかる会合を地区規模

で，開催することもできるであろう。

　　4）地区規模のローターアクト・クラブ会

合の目的は職業奉仕および社会奉仕に関して

ローターアクト・クラブを激励し，啓発し感

銘を与えること，および国際理解のために

ローターアクトが世界的に発揮しうる潜在能

力と業績とに注意を集中させることである。

　5）クラブ・レベル以上のローターアクト

会員の会合は，すべて，立法の権限を持たな

いものとし，かつまた，そのような権限を持っ

ているかのように思われる手続，方法によっ

て会合を準備もしくは運営してはならないも

のとする。但し，地区レベル或はその他のレ．

ベルにおけるローターアクトの管理にたずさ

わる人々に対して有益な助言となりうるよう

な意見を発表することは差し支えない。

　6）地区ローターアクトの会合で，ロー

ターアクト・クラブの4分の3の多数投票に

より，地区奉仕プロジェクトに着手し，この

プロジェクト募金のための地区ローターアク

ト奉仕基金を設立することができる。この基

金への寄付は任意としなければならない。こ

のようなプロジェクト並びに奉仕基金は地区

ガバナーの承認を得なければならない。また，

地区プロジェクトの運営および基金の使途に
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対する具体的計画および説明書も，地区ガバ

ナーと地区内の4分の3のローターアクト゜

クラブの承認を得なけれぽならない。地区ガ

バナーは，地区基金の募金および運営の責任

者となる地区基金委員会を設置しなけれぽな

らない。この委員会は，地区内のP一ターア

クターおよび少なくとも1名のロータリアソ

（地区ローターアクト委員）によって構成さ

れる。地区奉仕基金は，その基金がローター

アクト地区の財産であって，特定のローター

アクターもしくはローターアクト・クラブの

専有財産でない旨を明記した銀行預金口座に

保管されなければならない。

　7）すべてのローターアクト地区活動に要

する資金は，その地区のローターアクト・ク

ラブが調達するものとする。国際ロータリー

は，地区ローターアクト・クラブの会合の経

費を負担しないものとする。かかる会合の経

費は最少限度に止め，参加者が負担できる範

囲のものとする。

ローターアクト多地区合同会合
　（Multidistrict　Rotaract　Meetings）

　2地区以上，特に2ヵ国以上のローターア

クト・クラブ会員の合同会合が可能であれぽ，

これを開くよう勧める。このような会合は，

開催地のロータリー地区ガバナーとPt　一ター

アクト委員会の指導の下に，ローターアクト

委員1名または数名が出席し，開催地の地区

ローターアクト代表とローターアクト・クラ

ブ会長の協力を得て開かれるものとし，開催

地ロータリー地区ガバナーの承認を必要とす

る。ローターアクト多地区合同会合の開催に

ついて開催地ロータリー地区ガパナーに提出

する承認申請書には，下記の書類を添付しな

けれぽならない。

　1）申請にかかわる会合について，その日

時，場所，目的，プログラムおよび参加老に

関する事項を記載した説明書；

　2）会合の開催に伴って生ずる契約上およ

び財政上の義務に対し，提唱者側において全

　　　　　　　　　　　　　　　　　　8ユ
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責任を負うべきこと，かつ，その用意のある

ことの保証を付した会合経費見積予算書1

通；

　3）事故に備えるための十分な責任保険の

加入に関する証明；

　4）申請にかかわる会合の立案，実施は，

ロータリアンの直接監督下に行われるもので

あることについての保証。そしてかかる書類

の写しを，会合の開催について最終的に取り

決められる日の少なくとも30日前に，開催予

定地が含まれる地域またはゾーンに居住する

国際ロータリー理事と国際ロータリー事務総

長とに提出しなけれぽならない。もし当該理

事または事務総長のいずれかが，その計画を

適切でないと判断した場合，理事または事務

総長は，直ちにその旨を開催地ロータリー地

区ガバナーに通告し，かつその計画の実施を

延期または取り止めるよう要請するものとす

る。

　ローターアクト・クラブ会員のための，多

地区合同の指導老会合を希望するところで

は，次の基準によって開催することができ

る：

　1）参加者は，地区ローターアクト代表も

しくは，これが不可能な場合は，地区ガバナー

が指名したP・一ターアクター（なるべくは次

期または元地区ローターアクト代表）と，ロー

タリー地区ローターアクト委員会の現委員長

並びに次期委員長（すでにわかっている場合）

もしくは経験豊かな同委員会委員1名を含む

ものとする；

　2）招集者は，開催地P一タリー地区ガバ

ナーが，その地域またはゾーンの国際ロータ

リー理事と協議して選出するものとし，青少

年活動に経験のあるP一タリアンが必ず招集

者となるようにする。この招集者は，地区ガ

パナーの出席者選考に協力する；

　3）会合は，関係地区グループの中心地そ

の他の開催地地区ガバナーの選定した場所で

開くものとする；

　4）この会合用の推奨プログラムおよび予

定表は開催地地区ガバナーの承認したものと

する；
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　5）かかる会合は，国際ロータリーに一切

経費を負担させることなく，また，P一ター

アクト・クラブの多地区合同会合についてこ

れまでに足められている理事会の方針に従っ

て行わるべきものとする。この会合は立法権

限を持たない。

ローターアクト・プログラムの資金調

達

　（Financing　the　Rotaract　Program）

　クラブのプログラム遂行に必要な資金を集

めるのはP一ターアクト・クラブの責務であ

る。

　ローターアクト。クラブの提唱ロータ

リー・クラブは，ローターアクト・クラブに，

時折，または，臨時の財政援助以外してはな

らない。

　ローターアクト・クラブは，ロータリー・

クラブまたは他のローターアクト・クラブに

財政援助を広く求めてはならない。

　ローターアクト・クラブは，地元地域社会

の個人，業者，団体に，同価値の代償を提供

することなしに財政援助を求めてはならな

い。

　・ローターアクト・クラブ会員の会費または

分担金は極く僅かとし，クラブの管理費を賄

える額だけとすべきである；ローターアク

ト・クラブが企てる活動およびプロジェクト

の資金は，会費または分担金とは別に，クラ

ブが調達すべきものとする。

　ローターアクト地区奉仕プロジェクトへの

寄付は任意であり，個々のP一ターアクター

またはローターアクト・クラブに強制できな

いo

ローターアクト・ニュース

　（Rotaract　News）

　R．L事務局は，ローターアクト・クラブ提唱

ロータリー・クラブのために，また，ローター

アクト・クラブ自身のために，時折，ニュー

スレターを発行している。ニュースレターま

たは他の出版物が提唱ロ　・一タリー一・クラブ経

由で配布される場合，関係ロータリアンは，

その資料を調べ，それを対象者のローターア

クターに必ずタイムリー一に渡すようにされた

い。場合によって，この資料の内容は，ロー

ターアクト・クラブと提唱ロータリー・クラ

ブ間の討論の機会となりうる。

第6章社会奉仕

ローターアクト指導者講習会

　（Leadership　Training　Meeting　for

Rotaract）

　ロータリー地区は，その地区内のローター

アクト指導者のために会期1日の講習会を開

くことを奨励されている。この講習会は，ロー

ターアクト地区代表の協力を得て，ロータ

リー地区ローターアクト委員会が実施すべき

ものとする。
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第7章

　　　国際奉仕

（International　Service）

国際奉仕の目的

　（The　Purpose　of　lnternational　Service）

　ロータリアンの間に，また，一般の人々の

間に理解と善意を育むことが，ロータリーの

国際奉仕の明確な任務である。

国際奉仕におけるロータリーの基本
方針
　（Basic　Policy　of　Rotary　in　International

Service）

　ロータリーの国際奉仕の目ざしていること

は，奉仕の第4部門に表現されている；すな

わち，「奉仕の理想に結ぽれた実業人と専門職

業人の世界的親交によって，国際間の理解と

親善と平和を推進する」

　自由，正義，真実，宣誓の神聖，人権尊重

は，ロ　一一タリーの原則に本来備わっているも

のであり，また，国際平和と秩序の維持およ

び人類の発展に不可欠である。

個々のロータリアンの責務
　（Responsibility　of　the　Individual　Rotar．

ian）

　ロータリアンは，それぞれ，奉仕の第4部

門に込められている理想の達成に寄与するよ

う期待されている。

　各ロータリアンは，自国の忠実かつ勤勉な

市民となるべく個人生活および職業活動を律

するよう期待されている。

　各ロータリアソは，場所を問わず，個人と

して尽力し，視野の広い世論を作りだすよう

助力すべきである。このような世論は，必然

第7章　国際奉仕

的に，あらゆる国の人々の間に国際理解と親

善を増進しようとする政府の政策に影響を及

ぼすであろう。

　世界に目を向けるロータリアンとして：

　1）愛国主義にとらわれず，自分が，国際

理解と親善と平和を推進するという責務を共

に負っているものとみなす。

　2）国家的または人種的優越感によって行

動しないようにする。

　3）他国民と協調する共通の基盤を求め，

これを育成する。

　4）思想，言論，集会の自由，迫害と侵略

からの解放，欠乏と恐怖からの解放を享受で

きるように，個人の自由を守る法律と秩序を

擁護する。

　5）どこかが貧困であれば，全体の豊かさ

を危うくすると認識し，あらゆる国の人々の

生活水準を高めようとする措置を支援する。

　6）人類に対する正義の原則を高くかざ

す。この原則は基本であり，世界的なもので

なけれぽならないと認識する。

　7）国家間の平和を推進しようと常に努

め，この理想のためには個人的犠牲を払う覚

悟をする。

　8）国際親善の一歩として，あらゆる他の

人々の信念を理解する心をかき立て，これを

実践する。実践されれぽ，必ず豊かで充実し

た人生をもたらす，倫理的・精神的基本水準

が何か存在すると認識する。

ロータリー・クラブの責務
　（Responsibility　of　the　Rotary　Club）

ロータリー・クラブは，政府や世界問題或

　　　　　　　　　　　　　　　　85



樫

騨

薄
ー
鑑

驚
凝
、
・
7
甥
M
礁
赦
台
窟
譲
職
り
腎
、
“
レ
、
ゼ
養

旨
瓦
も
ポ
九
ユ
蝋
ミ
監
暴
繁
春
v
争
～
’
ト

．
昏
ヤ
㌧
闇
暖
ノ
｛
が
激
》
羅
“

昏

蒙一

藤

第7章　国際奉仕

は国際間の政策に影響を与えるような団体的

な行動をとってはならない。むしろ，週々の

会員に対して，これらの問題についての知識

を与えるようにつとめ，それによって，会員

に啓発された建設的な心構えを持たせるよう

にすべきである。

　ロータリー・クラブで，討論会を開催して，

公共の問題を論じても差し支えない。但し，

そのような場における一連の措置は，奉仕の

第4部門の助長を目ざすものとする。もし論

争点のある場合には，双方の主張が十分に発

表されることが肝要である。

　ロータリー・クラブにおいて，国際的な論

題を取り上げる場合，論者に他国の国民を攻

撃しないように注意されたい。また会合にお

いて表明された個々の論者の意見に対して

は，ロータリー・クラブは必ずしも責任を負

うとは限らないことを明らかにしておかなけ

れぽならない。

　ロータリー・クラブは，国際問題に関係を

持つ特定の計画に関するいかなる決議をも採

択してはならない。ある国のクラブから他の

国のクラブ，国民或は政府に対して何らかの

行動を執ることを要望してはならないし，ま

た，特定の国際問題の解決に関する計画案や

意見書を配布してはならない。

　ロータリー・クラブが存在する国家間の関

係が緊迫している場合には，悪意や誤解を増

すことがないように，関係国および他の国々

のクラブは，細心の注意を払わなければなら

ない。

　ロータリー・クラブとロータリアγは，な

2b’一一一層の努力をして，世界中の人々の間に理

解と親善を奨励・助長するよう要請されてい

る一一常に国際ロータリーの所定の方針を守

ること，また，誤解を生じ，悪意を生み，平

和達成と維持への努力を後退させるような行

動，発言，通信，文書は，躊躇することなく

避けること。

（第1章「ロータリーと政治」，第3章「国事

に関する方針」参照）
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国際ロータリーと国際奉仕
　（Rotary　International　and　International

Service）

　国際ロータリーは，様々な見解を持つ多数

の国に存在しているロータリー・クラブに

よって構成されているのであるから，R．1．は，

政治問題に関し団体行動をとったり，団体声

明を発表してはならない。とはいえ，国際ロー

タリーは，世界各地の加盟クラブを通じて，

国家間の平和の基礎として人々の間に国際理

解と親善を鼓舞・育成している。

　国際ロータリーは，平和と正義の原則を固

守することを再確認し，全ロータリアンに，

国際的難問を平和交渉によって解決するため

に自己の影響力を行使するよう要請してい

る。

国の法律，慣習に対する批判
　（Criticisms　of　Laws　and　Customs　of　a

Country）

次の方針声明が採択されたニ

　ロータリアンの間に，理解と親善を促進す

るに当たって，ある国において非合法とされ

ていることが他の国においては合法である場

合が多数あること，また，ある国において慣

習となっていることが他の国においてはそう

でない場合もあること，を認めなけれぽなら

ない。従って世界各国のロータリアンは，こ

れらの事実を認識し，他国の法律や慣習を批

判することを慎むべきであり，かつまた，他

国の法律，慣習に干渉するような行為もこれ

を慎まなけれぽならない。

世界社会奉仕

　（World　Community　Service）

　世界社会奉仕は，ある国のロータリー・ク

ラブまたは地区が，他の国のロータリー。ク

ラブに援助を提供するプログラムで，生活水

準を高める役に立つために必要とされるプロ

ジェクトを達成し，両国間の国際理解を増す

プログラムである。

　地区世界社会奉仕委員会は次のことをしな

けれぽならない。

　1）地区内のすべてのロータリー・クラブ

に，世界社会奉仕を目的として海外のロータ

リー・クラブと提携するよう奨励すること；

　2）地区内各クラブとの定期的接触および

地区の諸会合並びに都市連合会等を通じて，

世界社会奉仕プログラムに対する理解の増進

をはかり参加を推進すること；

　3）海外の地域社会から世界社会奉仕の援

助を受けるにふさわしい地元のニーズは何か

決めるよう地区内のクラブを激励すること；

　4）地区内のクラブから報告された世界社

会奉仕プロジェクトを審査し，その結果を地

区ガバナーおよび中央事務局内の世界社会奉

仕計画資料室に報告すること；

　5）世界社会奉仕活動のために提供可能な

地区内の援助資源を捜し出すよう地区内クラ

ブを督励すること；

　6）世界社会奉仕の目標と業績とを地区内

のすべての適当な報道機関一ロータリーと

の関係の有無を問わず一に発表すること；

　7）地区レベルの世界社会奉仕プロジェク

トを実施すること；

　8）地区内の世界社会奉仕活動の記録を取

り，定期的に地区ガバナーおよび中央事務局

へ報告すること。

　金銭が含まれるか否かを問わず，地区やク

ラブから特定の世界社会奉仕活動に関して協

力や援助を要請する場合，一つまたは限られ

た数の地区かクラブを対象とし，全クラブを

対象としないならば，財政援助懇請に課され

た制限条項に制約されないと考えられてい

る。

　「世界社会奉仕プ回ジェクト交換」。R．　L事

務局は，提唱ロータリー。クラブが援助を要

請している世界社会奉仕プロジェクトの「登

録」を整備している。ロータリー・クラブは

2通りの方法でこの登録を活用することがで

きる：

　1）地元地域社会のプロジェクトに援助を

第7章　国際奉仕

求めているクラブは，プロジェクトの詳細を

計画資料書式に記入して提出できる。この書

式は，地区ガバナーまたは地区世界社会奉仕

委員会を経て中央事務局に送付する。書式が

事務局に着くと，そのニーズは公表される。

そして，このような種類の援助を提供したい

と申請したクラブに伝えられる。

　2）世界社会奉仕計画に援助を提供したい

クラブは，情報要請書式に提供できる援助の

種類や希望する援助提供地域を記入して提出

する。これを受理した事務局からは，一つま

たはいくつかのニーズについての情報が送ら

れてくる。情報を要請したことによって，そ

のクラブが世界社会奉仕計画を引き受ける義

務を負うことにはならない。

ロータリー国際理解賞

　（The　Rotary　Award　for　World　Under・

standing）

　ロータリー国際理解賞は，世界のあらゆる

人々の切望するに値する理想としてロータ

リーの奉仕の理想を推奨するような方式で，

特に，国際理解，親善，平和の推進において，

この理想を実現，実証，浮き彫りにするため

に設けられた。

　指名される個人または有意義な組織または

団体は，誰でも，その生活または仕事が，模

範的かつ推賞するに足る方式で，特に，国際

理解，親善，平和の推進において，ロータリー

の奉仕の理想を実証した個人または団体でな

けれぽならない。

　受賞者は特別委員会によって選考される。

毎年，授与するには及ぽない。選考された候

補老の氏名は，R，1理事会と財団管理委員会

に提出される。両者の承認があって初めて当

該個人または団体が受賞者に選ばれる。

　財団管理委員会が既にロータリー財団奨学

金を授与すると決定した奨学生の中から，10

名までの開発途上諸国の奨学生候補老を受賞

者が選び，その奨学生は，受賞者の氏名を冠

する。

　選考後の最初の国際大会または適切であれ

　　　　　　　　　　　　　　　　　87
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ぽもっと早期に同賞を贈る。

世界理解月間

　（World　Understanding　Month）

　「世界理解月間」は特別月間として毎年2

月に実施される。同月間中，クラブは，世界

平和に不可欠なものとして理解と親善を特に

強調するクラブ・プログラムと活動を実施し，

世界社会奉仕を中心としたプPグラムを行う

よう要請されている。

世界理解と平和の日
　（World　Understanding　and　Peace　Day）

　2月23日は，最初のロータリー・クラブ会

合が開かれた記念日であり，世界理解と平和

の日として遵守されている。各クラブは，こ

の日，ロータリーの国際理解と友情と平和へ

の献身を特に認め，強調しなけれぽならない。

国際青少年交換

　（lnternational　Youth　Exchange）

　国際青少年交換は，然るべぎ条件のもとに

行われる場合，ロータリー世界の全域にわ

たって国際理解と親善を促進するのに役立つ

立派な活動として評価されるものとなる。

　地区ガバナーは，地区青少年交換担当役員

を任命するかまたは委員会を設置して年度の

初めにこれらの役員または委員長の住所，氏

名を事務総長に報告しなけれぽならない。事

務総長は毎年，青少年交換担当役員または青

少年交換委員会委員長全員の名簿を出版す

る。この名簿は，毎年改定され，地区ガバナー

およびこの名簿に載っている人々に送付され

る。

　地区青少年交換担当役員または地区青少年

交換委員会は，それぞれの地区ガバナーの監

告をすることになっている。

　理事会は，クラブや地区に，青少年交換活

動に着手する前に賠償責任問題に関して法律

顧問に相談するよう奨励している。この中に

は，責任保険加入の是非に関する協議も含ま

れる。

　いつでも，またどこでも実行可能な場合，

そして派遣，受入双方のクラブまたは地区の

間に合意ある場合に，身体障害者を青少年交

換プログラムまたはその他の青少年プロジェ

クトに参加させることが好ましい。

　成功を収めた交換プログラムに期間が1学

年度未満のものが沢山あること，また，国際

理解と親善の増進をはかるためには，必ずし

も，プログラムの全部が相互交換である必要

はないということが認められている。関係当

事者相互の合意により，参考指針（下記に略

述）に記されている責務を当事者以外の人に

受け持たせることにしても差し支えない。

　国際ロータリー青少年交換プログラムは，

ロータリアンの子女のみに与えられた特権で

はなくて，ロータリアン，ロータリー。クラ

ブまたは地区が推薦し，後援者となっている

者で，必要な資格条件を備えた若い人なら誰

でも歓迎している。

　交換青少年の人選を慎重にすることが何よ

りも大切である。派遣および受入両地区の認

めている年齢の候補者は，申請書を提出して

選考を受けるものとし，選考手続には，クラ

ブおよび地区の各段階で行う本人および両親

との面接を含む。

　派遣ロータリー・クラブまたは地区は，地

元ロータリー・クラブおよびその活動に関す

る説明を含む，交換青少年と両親の適応指導

の準備をするものとする。

　交換青少年の両親は，受入ロータリー・ク

ラブまたは地区が十分と認める金額をもっ

て，本人を，その自国出発から帰国までの期

間の危険を担保する，疾病，傷害および責任

保険に加入させなければならない。ホスト・

ロータリー。クラブまたは地区の認めた，確

実な1社または数社の保険会社が引き受けた

1

に先立って，ホスト・ロータリー・クラブま

たは地区に送達され受理されていなけれぽな

らない。前記の保険契約は，少なくとも米貨

10，000ドルまたはその相当額の医療費，事故

死または手足切断の場合に少なくとも米貨

5，000ドルまたはその相当額を担保するもの

でなけれぽならない。

　交換青少年の両親は適当な衣料を整え，ま

た，ホスト地区への往復旅費を負担しなけれ

ばならない。

　交換青少年は，両親および関係ロータ

リー・クラブまたは地区の同意を得ないで，

受入Pt一タリー・クラブの所在する土地の周

辺外への旅行をしてはならない。

　交換青少年は，事情のいかんを問わず，交

換期間中いかなる種類の自動車その他の動力

付き車輔も運転してはならないし，またホス

ト国内で動力付き車輔を所有することができ

ない。

　交換青少年とホスト・ファミリーに予定さ

れている家庭とは，交換青少年が自国を出発

する前から互いに文通を行うものとする。

　ホスト・ファミリーは部屋と食事を提供し，

本人の両親に代わって同様の責任を負い，監

督しなけれぽならない。

　交換青少年とその両親は，派遣および受入

P一タリー・クラブまたは地区の定めたプロ

グラムの規定のすべてに同意する旨の承諾書

を提出しなけれぽならない。交換青少年は，

常時，自己，自国およびn一タリーの名誉を

傷つけないように行動し，ホスト・ファミリー

の国の生活様式になれるように努めなけれぽ

ならない。そして交換期間中はホスト・ファ

ミリーおよび受入ロータリー・クラブまたは

地区の監督と指図を受け，両親と受入P一タ

リー・クラブまたは地区の間で取り決めた日

時と経路によって帰国しなけれぽならない。

　プログラムの規定に従わない交換青少年は

受入ロータリー・クラブまたは地区により，

両親または派遣P一タリー・クラブとホス

ト・ロ　一一タリー。クラブまたは地区との間で

取り決めた経路により，できる限り速やかに

第7章国際奉仕

　青少年交換活動の関係ロータリアンおよび

ロータリー・クラブはすべて，交換の取決を

行う相手方のグループに対する要望，特に交

換学生の選考と適応指導における要望事項が

予備的な取決の中に正確に表示されているか

否かを必ず確かめるようにする必要がある。

　以下の個条は，高校生を1学年度間派遣す

るプログラムの場合に限り，上記のものと合

わせて適用されるものとする。

　クラブおよび地区は，理事会が定め，国際

ロータリーより発行される標準書式を使用す

るよう要請されている。

　交換青少年は，関係ロータリー・クラブま

たは地区が年齢層につき別段の取決をした場

合を除き，海外に滞在する年の初めに15歳か

ら19歳までの者とし，学業成績は平均以上，

なるべくクラスの上位3分の1以内の順位に

あることが望ましい。交換期間は1学年度と

するが，その学年度の直前または直後の休暇

の一部または全部を含めた期間に延長するこ

とができる。

　受入ロータリー・クラブまたは地区は，交

換青少年各1名ごとにこれを次々と受け入れ

ていくホスト・ファミリーを，なるべくは3，

4ヵ所慎重に選定し，教育費の全額を負担し，

適切な学習プログラムの手配をし，顧問P一

タリアソを任命し，また絶えず交換青少年と

接触を保って，本人をホスト地域社会になじ

ませるようにしなけれぽならない。

　受入ロータリー・クラブまたは地区は，関

係当事者間で協議決定した適当額の小遣銭を

毎月支給しなけれぽならない。学校給食のな

い場合には，その食費を小遣銭に加算するも

のとする。

　帰国した交換青少年とその両親とは，地区

青少年交換委員会が，交換青少年を各自のも

との家庭，学校および地元の社会環境に早く

復帰させる目的で開催する報告会に出席する

よう勧められるべきものとする。
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第7章　国際奉仕

多地区合同青少年交換プログラム

　（Multidistrict　Exchange　Programs）

　各地区ガバナー・は，その管轄地区内におけ

る青少年交換プログラムを監督し取り締まる

責任がある。理事会は，2地区以上のクラブ

が共同で交換活動またはプログラムを実施す

るために協力し合うことを望む例があること

を認めている。理事会は，そうした協同的努

力に何ら反対してはいない。但しその場合，

いかなる活動またはプロジェクトも，各関係

地区の3分の2のクラブが参加に賛成してい

ること，かつまたそれぞれの地区ガバナーが，

事前に，そのような活動またはプロジェクト

を実施しこれに参加することについて国際

ロータリー理事会の明確な認可を受けている

ことを条件とする。このような認可の申請に

対して理事会は，その一つ一つについてその

真価を評価検討するものとする。（44頁の「多

地区合同活動」を参照のこと）

　各地区ガバナーは，それぞれの地区内にお

ける青少年交換活動の育成に全力を尽くさな

けれぽならない。同時にまた，地区ガバナー

の権限を保持し，かつ，こうした活動によっ

ていかなる個人も金銭的利益を得ることがな

いようにしなけれぽならない。

　多地区合同機関は，関係地区の各ガバナー

により任命された現任の地区青少年交換担当

役員より成る理事会によって統制され，その

理事長は毎年理事会メンバー中より互選され

るものとする。

　かような多地区合同委員会は，毎年少なく

とも1回，書面によって，委員会の活動およ

び財政状況について関係地区のガバナー全員

に報告すべき責任がある。

ロータリー交換青少年の海外旅行

　（lnternational　Travel　by　Rotary　Youth

Exchangees）

　いずれのロータリー・クラブも，海外旅行

のあらゆる面にわたって事前に慎重な計画が

立てられていない限り，海外旅行プログラム
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に基づく青少年派遣を援助或はこれに協力す

べきではない。特に，旅行する青少年のため

に身分証明書，紹介状，援助依頼状その他青

少年を他国のロータリー・クラブに紹介した

りその身分を証明する書類等は，青少年に対

する援助乃至歓待に関し事前に両方のロータ

リー・クラブ間で完全な協約が取り決められ

ていない限り，これらの書類を準備し携行さ

せることはできない。

　いずれのロータリー・クラブも，たとえ他

国からの青少年があるロータリー・クラブの

後援の下に旅行していることを証明または主

張した場合といえども，事前に当該青少年を

援助乃至歓待することをはっきりと承諾して

いない限り，そうした青少年を援助或は歓待

する義務はない。援助を与える場合にしても，

どのように援助するかを決定することは受入

ロータリー・クラブの特権である。

ロータリー国際職業人交換

　　（Rotary　Overseas　Vocational
Exchange）

　このプPグラムによって，若い成人達は

Pt一タリー・クラブ後援のもとに，他国で同

種の仕事に従事する機会に恵まれる。理事会

は，職業人交換プログラムは国際理解促進の

一つの好機として世界中のロータリー一・クラ

ブに推奨されるべきプログラムであるとこれ

を支持する態度を表明している。

国家間の連合会

　（Intercountry　Meetings）

　雑誌，国際ロータり一・ニュースおよび地

区および地域の刊行物に連合会の成功例を発

表することによって，国家間の連合会を奨励

すべきである。このような会合を行うに当

たっては，十分の注意が必要であり，かつ，

必ず関係地区ガバナーの承認を得て行わなけ

ればならない。

　国家間のロータリー連合会を準備するに当

｛

たって，開催都市のロータリアン宅へ，海外

から訪れる他国のゲストを宿泊させるよう考

慮すべきである。これは，他国への通貨流出

制限のため生じている問題を解決しうる手段

となり，また，開催地区のロータリアンと他

国のゲストの間に永続的交流をもたらす役に

立つ。

　国家間の連合会では，政治的性質を持った

世界問題または国際政策に関して決議乃至見

解を採択したり配布してはならない。またこ

れに関して団体行動を起こしてはならない。

国家間の連合会は，政治的性質を持った特定

の国際問題の解決のために，クラブ，国民，

政府に対して嘆願してはならない。また，書

状，演説，提案を配布してはならない。国家

間の連合会は，公職に対するいかなる候補者

も支持または推薦してはならない。また，い

かなる会合においてもかかる候補者の長所ま

たは短所を討議してはならない。

国家間の訪問

　（Intercountry　Visits）

　外国訪問旅行は大いに望ましいことであ

る。ロータリアンは，可能な時にはいつでも，

このような訪問の機会を利用すべきであり，

また，これに関連して，地区ガバナーを通じ

て或はR，L事務局の援助を得て，旅行のコー

スに当たるクラブと連絡を取り，訪問するよ

う努力すべきである。

　ロータリアン・グループによって，国家間

訪問の計画を立てたならぽ，関係各ガバナー

に相談し，ガバナーはまた相互に相談して，

受け入れることができるかどうか或はその旅

行が妥当かどうかを協議するものとする。

　このような訪問がたとえガバナーの間で妥

当であると意見が一致した場合であっても，

この訪問は国際ロー・タリーまたはその役員が

責任をとるいかなる意味の公式な訪問とみな

されることはなく，また，訪問する方もされ

る方も，明確にそのように指示，或は了解さ

れているのでなけれぽ，その属する地区或は

第7章　 国際奉亡i：

国家を代表することを示唆してはならない。

　国家間訪問の価値が認められていることを

考慮して，ガバナーは率先これを推奨しても

よく，また，そのために，国際共同委員会或

はその他のロータリアン・グループに援助を

求めてもよい。

国際共同委員会

　（lntercountry　Commlttees）

　隣接地区のガバナー，または，共通の倫理

的，文化的，物質的関係を有する地区のガバ

ナーは，国際共同委員会を設立するよう要請

されている。但し，このような委員会は，国

際ロータリーの財政援助なしにその務めを果

たすものとする。

　言語の上で，また文化的，法律上のきずな

によってロータリアンが結束している地域の

地区ガバナーは，次のことを行って差し支え

ない。

　1）互いに協議し，プロジェクトの提唱ま

たは推進に協力する。そのプロジェクトは，

言語，文化，法律上の特定の状況を考慮に入

れても，その地域中にロータリーの綱領を育

む役に立つものとする。

　2）共同承認したプロジ＝クトの実施に当

たるクラブの指導に際し，ガバナーに助言，

支援する地区共同委員会を設立し，同地域内

の元地区ガバナーや経験豊かなP一タリアン

の協力を求める。但し，国際共同委員会が運

営されている場合，国際共同委員会の組織に

当たって，4年以上連続して国際共同委員を

務めてはならないという規定を設けるものと

する。

　国際共同委員会が存在するか或は設置が提

案されている場所では，関係している国また

は近接地区グループの地区ガパナー・一は，自国

と近接国間の国際共同委員会の活動を監督し

かつ推進する上に．また自国のクラブと他国

のクラブ間の接触を準備する際のガパナー補

佐として有資格ロータリアソ1名の任命を考

慮しなけれぽならない；このようなロー一タリ

　　　　　　　　　　　　　　　　　91
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アンの任命に当たっては，国際共同委員会の

仕事に継続性を保証するため，3年以上6年

以内の任期を与えることを考慮すること。

　実行できる場合には，雰常に離れている国

家間に国際共同委員会および連絡係のコソタ

クト・クラブを設置することを考慮すべきで

ある。かつこのような国際共同委員会の委員

は“パートナー” 曹ﾖの訪問を考えているロー

タリアンの中から指名されるべきである。

　国際共同委員会は，地区ガバナーに対し顧

問としてのみの働きをするものとする。

1

1

第8章

青少年への奉仕

（Service　to　Youth）

第8章　青少年への奉仕
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f

i

青少年への奉仕の目標
　（Objectives　of　Service　to　Youth）

　次の目標が，クラブの参考案として承認さ

れている：

　1）大人への成長過程にある青少年に影響

を及ぼす都市および農村の状況と要素を実際

に即して知り，理解しようとすること。

　2）青少年にとって（a）健康体，（b）均衡のと

れた教育，（c）精神的資質の酒養，（d）職業の賢

明なる選択および，（e）十分な職業予備教育が

いかに重要かを認識すること。

　3）ロータリー・クラブ並びに個々のロー

タリアンに対し青少年関係の活動を奨励する

こと。ロータリアンは青少年活動の最高の適

格者であり，青少年活動を通じて最大の奉仕

を行うことができる。

　4）地域社会に対して個人の負う責務を認

識することを通じて青少年に善良な市民精神

を鼓舞すること。これによってのみ，地域社

会の一員たる特権が保持されるのである。

　5）青少年の心の中に世界状勢の理解を育

み，自国ぽかりでなく他国の国毘に対しても

適正な態度を取るよう推進すること。

　6）（a）ロータリアンと青少年との個人的接

触，（b）年代の異なるグループ，例えぽ青少年

と成人とか青少年と両親といったグループ間

の意思疎通をはかることに関する研究，およ

び（c）他国の青少年との直接，間接の接触を実

現するための手段，方法の促進をはかること。

青少年への奉仕プログラム

　（Service　to　Youth　Program）

　ロータリー・クラブの存在するあらゆる国

において，ロータリー・クラブの青少年への

奉仕プログラムへの機会は同一でない。しか

し，ロータリー・クラブの存在するすべての

国に一般的に当てはまる基礎的関係と参考事

項があるはずである。均衡のとれた青少年へ

の奉仕プログラムの概要を次に挙げたので，

自己のロータリー・クラブが実行できると思

われる有益な活動をいくつか見いだせるので

はないかと思う：

　L　青少年と親との間に有益な関係を増進

する活動

　2．青少年に影響を及ぼしている地域社会

状態の調査を行い，その結果として次のよう

な既存団体との協力

　　a）学校

　　b）裁判所

　　c）仮出獄事務を取り扱う事務所

　　d）ボーイ・スカウト

　　e）青少年クラブ

　　f）野営場

　　9）運動場

　3．　ロータリー・クラブに特に適した活動

を一つか二つ選択してこれを推進すること，

例えば

　　a）青少年の声を聴く会

　　b）「青少年への奉仕」大会

　　c）青少年の後援者となること

　　d）学費貸与資金および奨学資金

　ロータリー・クラブは，それぞれの地域社

会において青少年への奉仕特別プログラムを

採用するよう奨励されている。その際，少年

　　　　　　　　　　　　　　　　　93
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犯罪防止または地元で現在直面している問題

を扱っている既存団体と協力すること。さら

に，青少年への奉仕分野において実際的な活

動を新たに開始しかつこれを強力に推進する

ことも奨励されている。

　クラブおよび個々のロータリアンに，現行

の青少年向けプログラムに自ら参加すること

が益々重要になっている点を喚起する。例え

ば，職業選択，職業訓練，麻薬濫用，犯罪防

止，レクリエーション，市民教育などの分野

におけるニーズを減らし，問題を解決するこ

とを目的とするプログラム。

　若い人達と接触する機会の多い職業のロー

タリアンは，ロータリー・クラブ例会や委員

会会議のときにスピーチをするというやり方

によって，自分のもっている青少年問題に関

する知識と青少年への奉仕の機会をロータ

リー・クラブの同僚会員に伝えるようにして

いただきたい。青少年への奉仕の機会に対す

る認識を深めるようにする方法として，時々，

例会のときに特にそうした目的のための時間

を設ける必要がある。

m一タリー青少年指導者養成プログ
ラム

　（Rotary　Youth　Leadership　Awards）

　ロータリー青少年指導者養成プログラム

は，地区全体にわたり，若い人々とロータリ

アンを参加させる地区のプロジェクトであ

り，若い人々の，指導者および善良な市民と

しての資質を伸ばすことを目的とするもので

ある。

　RYLAプログラムは，世界各地で様々な形

で行われているが，それぞれ，それを開発し

た地方を代表するような特徴を備えているこ

とがよくある。しかし，ほとんどのプログラ

ムは，セミナーか指導者キャンプのどちらか

の方式に基づく。

　どんな方式をとるにせよ，ロータリー青少

年指導者養成プログラムは，ロータリアンに，

青少年のためにというより，むしろ，青少年

　94

とともに活動するというやりがいのある課題

を提供している。また，このプログラムは，

現代的諸問題の山積している状況において青

少年の指導力を育成する方法として立証済み

のものである。

青年功績賞

　（Youth　Merit　Awards）

　ロータリー・クラブは，青年が奉仕の精神，

信頼性，指導力において優秀性を実証したと

き，これを表彰する手段として，青年功績賞

を贈るよう奨励されている。

青少年活動月間

　（Youth　Activities　Month）

　青少年活動月間は，毎年9月に実施される。

この月間中，ロータリー提唱のすべての青少

年活動に焦点を当てるものとする。

標語「各ロータリアンは青少年の模
範」

　（Slogan　“Every　Rotarian　an　Example

to　Youth”）

　ロー一タリー・クラブは，この標語を，クラ

ブ会報，特に青少年活動月間中のクラブ会報

に，また，青少年活動についてクラブに報告

するときに使うよう奨励されている。

青少年への奉仕団体とロータり一・ク

ラブの関係

　（Rotary　Club’s　Relationship　to　Service

to　Youth　Organizations）

　青少年への奉仕団体並びに運動と，ロータ

リー・クラブとの正しい関係についての一般

的声明を次に挙げる：

1

　　1．一般規定。青少年への奉仕において

　ロータリー・クラブの持つ最大の機会：第1，

　青少年に対する地域社会の義務および責任に

　ついて地域社会が自覚するよう指導するこ

　と；第2，地域社会の青少年の必要とするも

のを発見すること；第3，それら必要なもの

が関係当局および代行機関によって完全に満

たされているかどうかということに注意する

　ことである。

　2．接触の方法。クラブの青少年活動委員

会は，現存するすべての青少年への奉仕団体

　と協議し，事業を調整し重複を避けることに

できるだけの援助をしなけれぽならない。そ

れらの団体と協力するための特別小委員会を

設けることが望ましい場合には，それを設置

しなければならない。

　クラブは，諮問委員会を組織し，これを設

立するために地域社会ぐるみの活動を開始す

ることもできる。普通諮問委員会は，青少年

の幸せに関心を抱く市内の全団体の長によっ

て構成され，地域社会の青少年への全奉仕事

業の情報交換所の役割を果たす。

　このような諸団体は，通常，次の目標を持っ

ていると思われる：

　a）青少年への奉仕に関心を持つすべての

社会団体を力づけ，共通の目的に結集する。

　b）青少年の現在の一般的状況を説明し，

既存団体がこの状況に応えるために何をして

いるか明らかにする。

　c）青少年への奉仕活動に携わる人の数

を，ボランティアと専門職の両老において増

やす。そしてこの人達の大会と研修課程の実

施を奨励することによって有効性を増す。

　d）青少年関係の立法で，青少年に有益で

あれば促進し，有害であれぽ阻止する。

　e）各種既存団体が何をしているか世に示

し，また，適切な規模で報道することによっ

て青少年への関心を高める。このようにして

全団体への支援を高める。

　f）意見交換の場としての役割を果たす。

　9）活動の重複，二重の努力を防ぐ。

　3．財政的援助。クラブが助力したいと望

んでいる団体が資金不足の場合，この団体へ

第8章青少年への奉仕

の一般の人々の支援を獲得するキャンペーン

を組むことが方策としては望ましい。すべて

の人が，この団体とその活動に関心を持てる

ように他の関係団体の協力を集める。ロータ

リアンは各自，同種の能力を持つ他の市民が

行うと思われるくらい，キャンペーンの成功

に寄与するものとする。

　4，新事業発足。既存団体がまだ手をつけ

ていない事業を発足する必要のある場合には

前述に類似した方法が取られるべきである。

但し，青少年の幸福のために必要欠くべから
　　　　　　　　ゆざる場合を除き，既存青少年奉仕団体とは別

個に組織すべきではない。

　5．新たなニーズにいっでも応えられるよ

うにする。クラブは前述の大要に従って行動

し，特定の団体のニーズに応える一方，何も

のにも束縛されず，必要であれぽいつでも他

方面に手をさし伸べられるようにしておく。

　6．非常事態における緊急援助。疑う余地

のないほど価値ある団体，または，地域社会

全体で，緊急に救いの手をさし伸べなけれぽ

ならないような事態が生じた場合，クラブが

他者の行動に関係なく援助に乗り出しても正

当と言える。

　7．クラブの単独援助または援助の主力。

クラブは，恒久的義務を負わないよう強く戒

められている。しかし，クラブが，慎重に考

慮した後，新しくかつ恒久的な事業または既

存事業に単独，または，主たる責任者になる

と決定した場合，基金もしくは他の適切な手

段によって，このような事業を恒久的に支援

する措置を講じなければならない。

青少年障害者

　（Handicapped　Youth）

　青少年プロジェクトに障害者を参加させる

べきである。ロータリー・クラブと地区は，

障害者への奉仕経験を持つ既存団体に接触

し，あらゆる援助を与えなければならない。

青少年奉仕団体とクラブの正しい関係に関す

る声明は，障害者への奉仕団体とクラブの関

　　　　　　　　　　　　　　　　　95
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係にも適用される。

　ロータリー・クラブと地区は，次のことも

行うよう奨励されている。

　1）できれば，青少年障害者にインターア

クト・クラブに入会するよう誘う；

　2）障害者に職業相談会に参加するよう誘

う。そして，この相談会で，障害を持つ労働

者または障害者とともに行動している団体の

一員に，障害者が学業終了後どのような職業

に就けるか話してもらう；

　3）青少年障害者に，ロータリー青少年指

導者養成プログラムまたはロータリー国際職

業人交換（ROVE）プログラムに参加するよ

う誘う；

　4）障害者に役立つ方法を見いだすため，

障害老と関係のある，地元の団体，全国的団

体，国際的団体に接触する。そして，このよ

うな団体の接触から提起された地元プロジェ

クトなどに障害者を参加させる。

インターアクト。クラブ
　（lnteract　Clubs）

　インターアクト・クラブは，奉仕と国際理

解に貢献する世界的友好精神の中で相共に活

動する機会を青少年に与えるために結成され

る。

　インターアクト・クラブに入会できる者は

大学課程へ進学直前の1－4学年に在学中の

学生または年齢14～18歳までの若人である。

　クラブは次の目標を持っている。すなわち，

建設的な指導力を養成し，自己の完成を計る

こと；他人に対する思いやりと，他人の力に

なる心構えを奨励し，これを実践すること；

家庭と家族の重要性に対する認識を酒養する

こと；個人の価値を認める考え方に立脚し

て，他人の権利を尊重する観念を養うこと；

個人的成功のためにも，地域社会の改善のた

めにも，更には団体としての業績を上げるた

めにも，各人が責任を負うことがその基本で

あることを強調すること；すべての有用な職

業は社会に奉仕する機会であるとして，その
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品位と価値を認識すること；地域社会，国家

および世界の問題についての知識と理解を深

める機会を提供すること；国際理解と全人類

に対する善意を増進するために，個人として，

また団体として，進むべき道を切り開くこと。

　いかなる意味においても，インターアク

ト・クラブを提唱ロータリー・クラブまたは

国際ロータリーの一部または合法的加盟クラ

ブと考えてはならない。インターアクト・ク

ラブ会員は「ジュニア・ロータリアン」と呼

ぽれたりみなされぬものであり，ロータリー

徽章を使用したり着用してはならない。ロー

タリー徽章とは異なったイソターアクト・ク

ラブ会員専用の徽章が別にある。

　インターアクト・クラブは，一つのP一タ

リー・クラブまたは数クラブによって結成さ

れ，提唱され，かつ指導監督され，そして所

管地区ガバナーによって確認された後，国際

P一タリーの証明と承認を得て設立される。

その他の方法では，創立することも，維持す

ることもできない。クラブの存続は，提唱ロー

タリー・クラブの不断の後援と国際ロータ

リーが継続して承認を与えるか否かにかかっ

ている。

　国際ロータリーが設定した機構の下に，提

唱ロータリー・クラブは，インターアクト。

クラブを結成し，その後指導と助言を与える

責任を有し，かつインターアクト・クラブの

すべての活動，方針並びにプログラムを完全

に統制し，かつ指導監督する。

　イソターアクト・クラブが学校関係である

場合，提唱ロータリー・クラブは，そのクラ

ブに対しては，当該学校当局制定の全学生団

体並びに課外活動に関するものと同一の規定

並びに方針に従うべきものであることを了解

の上，学校当局の完全な協力のもとに，当該

インターアクト・クラブを統制し，指導監督

するものとする。

　国際ロータリーが定めた標準インターアク

ト・クラブ定款があり，国際P一タリー理事

会のみがこれを改正できる。クラブ結成並び

に認証の前提条件として，各インターアク

ト・クラブは，標準インターアクト・クラブ

1

1

1

定款を採択しその後に国際ロータリー理事会

により採択される全改正条項を自動的に採用

しなけれぽならない。

　各インターアクト・クラブは標準インター

アクト・クラブ定款および国際ロータリーが

設定した方針に矛盾しない細則を採択しなけ

れぽならない。この細則は，提唱ロータリー・

クラブの承認を得なけれぽならない。

　インターアクト・クラブは，会員が選出さ

れる居住地または学校の所在地がその区域限

界内にあるロータリー・クラブにより提唱さ

れるべきものとする。但し，国際ロータリー

理事会が提唱ロータリー・クラブの区域限界

外にインターアクト・クラブの結成を認める

旨を文書をもって許可した場合はこの限りで

ない。

　インターアクト・クラブは，次の条件のも

とに，二つ以上のロータリー・クラブが共同

して結成し，かつ提唱することができる：

　1）地区ガバナーが，慎重に考慮した結果，

地区と各関係ロータリー・クラブ並びにイン

ターアクト・プログラムに対する最大の利益

が共同提唱によりもたらされることを文書に

より表明し，承認を与えること。

　2）推薦されるインターアクト・クラブの

会員は，各提唱Pt一タリー・クラブの区域限

界内よりそれぞれ相当数選出されること。

　3）個々のロータリー・クラブの提唱によ

り，個々にインターアクト・クラブを結成す

ることが原則であるが，ロータリー・クラブ

が個々にインターアクト・クラブを結成する

と，地域社会内もしくは大学内における単一

の青年団を，人為的に分断するような結果を

招くおそれがあること。

　4）各提唱ロータリー・クラブから効果的

に代表者が送り出されるような合同インター

アクト委員会を設立すること。

　インターアクト・クラブは次の場合に解散

する：　a）その定款に従って運営されない

場合，或はその他の理由により，提唱ロータ

リー・クラブの同意，承認，合意の有無にか

かわらず，国際ロータリーにより解散させら

れる場合，b）提唱P一タリー・クラブによ

第8章　青少年への奉仕

り解散させられる場合，またはc）イソター

アクト・クラブ自身の決定により解散する場

合。

　国際ロータリーの方針として，理事会は，

国際ロータリー以外のいかなる個人または団

体も，営利その他の目的のためにインターア

クト・クラブに対して回状を送達する権利を

認めない。

　地区ガバナーは，インターアクト・プログ

ラムを公表し，新しいインターアクト・クラ

ブの結成を促進し，管轄地区内のインターア

クト・プログラムを運営するに際し，その補

佐役として地区内各地のロータリアソから構

成される地区イソターアクト委員会を設置す

るよう要請されている。，t地痒インター噛ζクト

委員会を設置することが可能であり，かつ実

行できる場合は，1名乃至数名の委員を再任

することにより，委員の継続性を保つよう規

定すべきである。ロータリーの地区インター

アクト委員会がその任務を遂行する場合に，

インターアクト・クラブ会員と協議すれぽ，

有益な結果が得られることと思う。

　インターアクト・クラブ会員をロータ

リー・クラブ並びに地区大会のプログラムに

参加するよう招待するロータリー・クラブお

よび地区大会は，起こりうる法律上または道

義上の義務と責任に対しクラブ乃至地区大会

を保護するために，十分な旅行傷害保険およ

び責任保険に加入すべきである。

　原則として，インターアクト・クラブは，

他の団体の趣旨いかんにかかわりなく，他の

団体に加盟または合併してはならない。

　ロータリー・クラブは，教育機関を基盤と

するインターアクト・クラブのほかに地域社

会に基づくインターアクト・クラブをも提唱

するよう奨励されている。

クラブ・レベル以上のインターアクト

の組織と会合

　（lnteract　Organization　and　Meetings

Beyond　the　Club　Level）

一一一 ﾂの国際ロータリー地区内に， 5以上の
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イソターアクト・クラブがある場合は，その

国際ロータリー地区と境界を同じくし，その

中にそれぞれの提唱ロータリー・クラブを包

含するインターアクト地区を設定することが

できる。インターアクト地区内のクラブは，

会員の中から地区インターアクト代表を選挙

することができる。選挙の方法はロータリー

地区インターアクト委員会によって決定され

るものとする。地区インターアクト代表は，

ロータリー地区ガバナーおよびロータリー地

区インターアクト委員会乃至その他の適切な

ロータリー地区委員会から指導と助言を受け

るとともに，地区インターアクト委員会が全

地区の会合を準備するのを助け，可能な場合

はこねらの会合を司会し，特に地区内におけ

るインターアクト・プログラムの拡大，強化

に関して地区内インターアクト・クラブに助

言を与え，激励と刺激を与えて，彼らの関心

をインターアクトの世界的規模と，国際理解

のためのプログラムの可能性と業績とに焦点

を合わせるよう手助けをするのがその任務で

ある。

　インターアクト地区が設定されている場

合，所管地区ガバナーの承認を得て，地区代

表に加えて1名の地区幹事，2名以上のゾー

ン代表をもって構成される地区組織を設ける

ことができる。各ゾーン代表は一定数のクラ

ブに対して責任を持つほか，地区代表から割

り当てられたその他の事項に対して責任を負

うものとする。

　国際ロータリーの地区内において，相互に

便利な土地に存在する二つ以上のインターア

クト・クラブは，友情を深め，意見を交換し，

刺激を受け，地区内のインターアクト・プロ

グラムを強化，拡大，充実させるため，地区

イソターアクト委員会の1名乃至数名の委員

の助言と指導と出席のもとに，各クラブ代表

老の会合を開催するよう奨励されている。距

離の関係が許せぽ，地区イソターアクト委員

会の指導のもとに，同委員会の委員1名乃至

数名が同席の上，かかる会合を地区規模で開

催することもできるであろう。

　地区規模のインターアクト会合の目的は，
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学校および地域社会に対する奉仕に関してイ

ソターアクト・クラブを激励し，啓発し，感

銘を与えること，および国際理解のためにイ

ンターアクトが世界的に発揮しうる能力と業

績とに注意を集中させることである。

　クラブ・レベル以上のイソターアクト会員

の会合は，すべて，立法の権限を持たないも

のとし，かつまた，そのような権限を持って

いるかのように思われる手続，方法によって

会合を準備もしくは運営してはならないもの

とする。但し，地区レベル或はその他のレベ

ルにおけるインターアクトの管理にたずさわ

る人々に対して有益な助言となりうるような

意見を発表することは差し支えない。

　2地区以上，特に2ヵ国以上のインターア

クト・クラブ会員の合同会合が可能であれば，

これを開くよう勧める。このような会合は，

開催地のロータリー地区ガバナーとインター

アクト委員会の指導の下に，インターアクト

委員1名または数名が出席し，開催地の地区

インターアクト代表とインターアクト会長の

協力を得て開かれるものとし，国際ロータ

リー理事会の承認を必要とする。インターア

クト・クラブ多地区合同会合の開催について

R．1．理事会に提出する承認申請書には，下記

の書類を添付しなけれぽならない。

　a）申請にかかわる会合の開催日時，場所，

目的，プPグラムおよび参加者を記述したも

の。

　b）会合の予算の見積書。会合の開催に伴

う契約上および金銭上の義務については主催

老が責任者として一切の責を負う旨の保証を

付すること。

　c）会合で生じた事故に対する責任の損害

を担保するのに十分な責任保険の加入を証明

するもの。

　d）申請にかかわる会合の計画および実施

がロータリアンの直接監督の下に行わるべき

ことを保証したもの。

　e）会合の開催される地域に居住している

理事または直前理事のその会合の実施計画に

対する同意書。

インターアクト・プログラムの資金調

達

　（Financing　the　Interact　Program）

　クラブのプログラム遂行に必要な資金を集

めるのはインターアクト・クラブの責務であ

る。インターアクト・クラブの提唱ロータ

リー・クラブは，インターアクト・クラブに，

時折，または，臨時の財政援助以外してはな

らない。

　インターアクト・クラブは，ロータリー・

クラブまたは他のインターアクト・クラブに

財政援助を広く求めてはならない。インター

アクト・クラブは，地元地域社会の個人，業

者，団体に，同価値の代償を提供することな’

しに，財政援助を求めてはならない。

　インターアクト・クラブ会員の会費または

分担金は極く僅かとし，クラブの管理費を賄

える額だけとすべきである；インターアク

F・クラブが企てる活動およびプロジェクト

の資金は，会費または分担金とは別に，クラ

ブが調達すべきものとする。

インターアクト・ニュース

　（lnteract　News）

R．1．事務局は，インターアクト・クラブ提唱

ロータリー・クラブのために，また，インター
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アクト・クラブ自身のために，時折，ニュー

スレターを発行している。ニュースレターま

たは他の出版物が提唱ロータリー・クラブ経

由で配布される場合，関係ロータリアンは，

その資料を調べ，それを対象者のインター一ア

クターに必ずタイムリーに渡すようにされた

い。場合によって，この資料の内容は，イン

ターアクト・クラブと提唱ロータリー・クラ

ブ間の討論の機会となりうる。

インターアクト指導者講習会
　（Leadership　Training　Meeting　for　Inter・

act）
　　　　　，　　　　o

　ロータリー地区は，その地区内のインター

アクト指導者のために会期1日の講習会を開

くことを奨励されている。この講習会は，イ

ソターアクト地区代表の協力を得て，ロータ

リー地区イソターアクト委員会が実施すべき

ものとする。

国際学生計画並びに青少年交換

　（lnternational　Student　Projects　and

Youth　Exchange）

　国際学生計画並びに青少年交換に関する

R．L理事会の方針声明書については，この要

覧の国際奉仕の章を参照されたい。
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　R。L国際大会は，毎年5月または6月に，理

事会の決定する時と場所において，開催され

る。但し十分な理由があれぽ，理事会はこれ

を変更することができる。

　国際ロータリーの年次国際大会の主たる目

的は，国際的レベルにおいて，全ロータリア

ン，特に，次期クラブ会長，国際ロータリー

およびロータリー・クラブの次期役員を，鼓

舞，激励しかつ情報を与え，これによって地

区レベルおよびクラブ・レベルにおけるロー

タリーの発展を活発に推進しようとする意欲

を起こさせようとするものである。年次国際

大会は，また，国際的連合体の年1度の会合

であり，連合体の業務を執り行う。

　各ロータリアンに出席資格があるととも

に，各P一タリー・クラブは国際大会に代議

員を送ることができる。クラブ会員＊50名ご

と，または，その過半数の端数につき1名の

代議員を送るものとする。各クラブは，少な

くとも1名の代議員を送ることができる。ま

た，委任状による代理者によってクラブを代

表させることもできる。役員および元会長で，

現在もロータリー・クラブでシニア・アクチ

ブ会員籍を有する人は，特別代議員である。

国際大会開催地
　（Site　of　the　Convention）

　R．1．国際大会は，同一国におけるR．1．国際

大会開催頻度に関する決議を時折採択してき

傘　1－50名まで　1人

51～75名まで　1人

　76～125名まで　2人

126～175名まて　　3人

176－225名まで　4ノ、

226～275名まで　5人

た。同一国において3年連続国際大会を開く

ことができない，と1970年国際大会で決議さ

れ，今日に至っている。

　理事会が国際大会開催地を決定する。理事

会が，国際大会が開かれる地域を決め，発表

する。さらに，国際大会を開くことのできる

国（々），時には（諸）都市を具体的に指示す

る場合もある。開催地はクラブからの大会招

致を考慮して決められるのが普通である。

大会の招致
　（Invitations　to　Hold　Convention）

　自分のクラブの所在する都市において国際

大会を開催することを希望するクラブは，事

務総長より入手した大会招致申込書を提出す

る。理事会は国際大会招致を申し出たクラブ

からの委員とか代表を迎え入れることはせ

ず，事務総長に郵送された書面による国際大

会招致申込を受け取った後，もし必要と考え

る場合には，招致希望のあった都市を調査す

るために人を派遣する。

国際大会におけるクラブの代表

　（Club　Representation　at　Convention）

　国際大会におけるクラブの代表に関する規

定は，国際ロータリー定款第8条および細則

第7条にある。

　国際大会の都度，投票に参加するのは各ク

ラブの義務であり，代議員をR．L国際大会に

出席させるか，有資格者に委任状を与えるこ

とによって投票に参加する手配をしなけれぽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　103
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ならない。

　クラブは国際大会に1名の代議員を送るよ

う要請されている。しかし，不可能であれば，

四つか五つの小クラブが協力し，そのいずれ

かのクラブの1名の代議員の費用をぜひ分担

してほしい。この代議員が，自分の所属クラ

ブ以外のクラブの派遣員の務めを果たし，国

際大会の報告を行えるようにするためであ

る。

　各代議員（または補欠者および委任状によ

る代理老）の資格は，信任状によって証明さ

れなけれぽならない。クラブが国際大会に出

席することを公式に認められるためには，そ

の代議員は，信任状を大会開催地の信任状委

員会に提出し，その投票用紙に査証をしても

らわなけれぽならない。いかなる代議員も，

その登録料が支払われているか或は支払われ

るまで，そしてその信任状が信任状委員会に

よって承認されるまでは投票することを許さ

れない。

　信任状の用紙は，代議員の出発前に記入署

名を終えて本人に渡すことができるよう十分

の余裕を見て，各クラブの幹事宛郵送される。

選挙管理委員会
　（Balloting　Arrangements　Committee）

　各国際大会において会長は，選挙人の中か

ら，会長の決定した5名以上の選挙人から成

る選挙管理委員会を設置する。この委員会は，

すべての投票の準備，投票用紙の印刷と配布

および投票の集計の任にあたる。この任務は，

国際大会で投票が必要になった場合その他の

票決を要する場合にも適用される。

国際大会における投票
　（Voting　at　Convention）

　正当な信任状を持つ代議員，委任状保持者，

および特別代議員は，国際大会の選挙体を構

成するものとし，これを選挙人と称する。投

104

票は，国際ロータリー細則の規定に従って行

われるものとする。（R．1．定款第8条第5節）

投票手続

　国際大会の投票は口頭で行われる。但し，

役員の指名，選挙について細則に別段の規定

のある場合と，R．　1．細則，第8条，第1節，（d）

項と（e）項に詳述されている例外規定を除くも

のとする。

単一移譲式投票

　大会において選挙される理事或はその他の

役職に，3名以上の候補者がいる場合は，こ

れらの候補老に対する投票には，単一移譲式

投票が用いられる。このような候補老の氏名

の記載順序は投票用紙ごとに変えなけれぽな

らない。

単一移譲式投票の実施方法

　3名以上の候補者がいる場合，各選挙人は

1票の投票権を有し，それが次のように「ふ

りかえ」られる仕組になっている。

　1）前記選挙人は，投票用紙上の，自分が

第1に選んだ候補者の氏名に隣接する空欄に

1という数字を記入する。この欄に1という

数字が書かれた票が「第1選択投票」である。

　2）選挙人は，前項に認められた1という

数字のほかに，二番目に選挙したいと思う候

補者の氏名に隣接する空欄に2という数字を

記入し，第三番目に選挙したいと思う候補者

の氏名に隣接する空欄に3と書く。以下同様

に，自分の最も希望する候補者が落選した場

合に選びたいと思う順序に従い，候補者に番

号を付して行くのである。従って選挙人は候

補者の数と同数だけ自分の選択希望を表明す

ることができるわけである。

　過半数の票を得た候補者が当選したものと

される。いずれの候補老も過半数の票を得ら

れない場合には，第2選択投票以下の選択票

を加算して過半数の票を得た候補者を，当選

者として発表する。

　投票の数え方の一例を次に挙げる。

　A，B，　C，　Dと4名の候補老があり，その

内1名が選挙されることになっている。第一

選択投票をA，B，　C，　Dの四つに分けて数え

る。この第1回の計算において誰も総投票数

t
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の過半数に達しない。Cの得票が一番少ない

のでCを除外する。Cの得票で，数字2が付

されている候補者のそれぞれの得票に，その

票を加えていく。

　しかしこのように票を移譲しても，残り3

名の候補者の得票がいずれも過半数に達しな

い。そこで，第2回目の計算で最下位になっ

たBを除外する。従ってBの得票を投票者の

示す選択数字に従ってAとDの得票にそれ

ぞれくり入れる。C候補は既に除外されてい

るからこの場合は無視し，次にAとDとど

ちらを選択しているかを見る。この移譲すな

わち第3回の計算の結果Dが明らかに多数
を得た。

　全部の選択を記入していない投票は，記さ

れた選択の分だけ数えることにし，それ以外

のものは移譲できないから無視することにす

る。

　“×”は第1選択の表示とみなされる。一つ

の投票用紙に“1”または“x”を二つ以上

の氏名に付してあるものは無効とする。

　得票が同数になった場合　何回目の計算に

せよ，得票が同数になった場合には，選択票

の数とその相対的価値によって結果を求める

ことになる。すなわち，第2回目の計算にお

いては第1選択の数の一番少ない候補者，第

3回目の計算においては第1および第2選択

の数の一番少ない候補老を除外して行けばよ

い。

登録料
　（Registration　Fee）

　国際ロータリー細則の規定によれぽ，国際

大会に出席する16歳以上の者は，必ず登録の

上登録料を支払うことになっている。登録料

は国際ロータリー理事会によってその都度定

められる。選挙人は，登録料を支払わない限

り投票することはできない。

　理事会は，毎年開催する国際大会の計画に

関連して，国際大会登録老が国際大会開催地

での交通乃至その他の特別活動に対して支払

第9章　国際大会

う金額を国際大会登録料に加算すべきかまた

は除外すべきかを決定するものとする。

国際大会議事録

　（Convention　Proceeding）

　印刷，製本された国際大会議事録が，R．1．の

加盟クラブ，理事会指定のR．L役員およびそ

の他の人に贈呈される。但し，理事会は追加

部数を用意し，理事会の定めた価格で，理事

会の指定した対象範囲内の人に販売すること

ができる。

国際ロータリーの国際大会
　（Conventlons　of　R．1．）

所
力

場　
シ

度
1
0

年
1
9

1911ポ

1912デ　ュ

月　日　　　登録者数

ゴ（イリノイ州）

　　　8月15日～17日　　　 60

ト　ラ　ソ　ド（オレゴン州）

　　　8月21日～23日　　　149

　　ル　ス（ミネソタ州）

　　　8月6日～9日　　598

1913バッファロー（ニューヨーク少卜D

　　　　　　　　　8月18日～21日　　930

1914ヒ　ュ　ース　ト　ン（テキサス州）

　　　　　　　　　6．月22日～26日　　1，288

1915サンフランシスコ（カリフォルニア

　　州）

　　　　　　　　　7月18日～23日　　1，988

1916シγシナティ（オハイオ州）
　　　　　　　　　7月16日～20Eヨ　　3．591

1917ア　ト　ラ　ン　タ（ジョージア州）

　　　　　　　　　6月17日～21日　2．588

1918カンザス・シティー（ミズーリ州）

　　　　　　　　　6月24日～28日　　4，145

1919ソールトレーク・シティー（ユタ州）

　　　　　　　　　6月16日～20日　　3，038

1920アトランティック・シティー（ニュー

　　ジャージー少卜D

　　　　　　　　　6月21日～25日　　7，213
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1921エジソバラ（スコットランド）
　　　　　　　　　6月13日～16日　　2，523

1922ロサンゼルス（カリフォルニア
　　州）

　　　　　　　　　6月5日～9日　6，096

1923セン　トルイ　ス（ミズーリ州）

　　　　　　　　　6月18日～22日　　6，779

1924ト　　ロ　　ン　　ト（カナダ・オソタリ

　　オ州）

　　　　　　　　　6月16日～20日　9，173

1925クリープランド（ナハイオ州）

　　　　　　　　　6月15日～19日　10，216

1926デ　ン　バ　ー（コロラド州）

　　　　　　　　　6月14日～18日　8，888

1927ナ　ス　テ　ン　ド（ベルギー）

　　　　　　　　　6月5日～10日　6，412

1928ミネアポリス（ミネソタ州）
　　　　　　　　　6月18日～22日　　9，428

1929ダ　　　ラ　　　ス（テキサス州）

　　　　　　　　　5月27日～31日　　9，508

1930シ　　カ　　ゴ（イリノイ州）

　　　　　　　　　6月23日～27日　11．008

1931ウ　　ィ　　　　　ン（オーストリア）

　　　　　　　　　6月22日～26日　　4，296

1932シ　ア　ト　ル（ワシソトン州）

　　　　　　　　　6月20日～24日　　5，182

1933ボ　　ス　　ト　ン（マサチューセッツ

　　州）

　　　　　　　　　6月26日～30日　　8，430

1934デ　　　イ　ト（ミシガン州）

　　　　　　　　　6月25日～29日　　7，377

　　　　　　　　　6月17日～21日　　5，330

1935メキシコ・シティー（メキシコ）

1936アトランティック・シティー（二’
∴

　　ジャージー州）

　　　　　　　　　6月22日～26日　　9，907

1937ニ　　ー　　ス（フラソス）

　　　　　　　　　6月6日～11日　5，790

1938サンフラソシスコ（カリフォルニア

　　州）

　　　　　　　　　6月19日～24日　10，432

1939クリーブランド（ナハイナ州）

　　　　　　　　　6月19日一’　23日　　9，241

　106

1940ハ　　　バ　　　ナ（キューバ）

　　　　　　　　　6月9日～14日　　3，713

1941デ　ソ　バ　ー（コロラド州）

　　　　　　　　　6月15日～20日　　8，942

1942ト　　ロ　　ン　　ト（カナダ・オソタリ

　　ナ州）

　　　　　　　　　6月21日～25日　　6，599

1943セン　トルイ　ス（ミズーリ州）

　　　　　　　　　5月17日～20日　3，851

1944シ　　カ　　ゴ（イリノイ州）

　　　　　　　　　5月18日～22日　　403

1945シ　　カ　　ゴ（イリノイ州）

　　　　　5月31日，6月5日一12日一19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　141

1946アトランティック・シティー（ニュー

　　ジャージー州）

　　　　　　　　　6月2日～6日　10，958

1947サソフラソシスコ（カリフォルニア

　　州）

　　　　　　　　　6月8日～12日　14，678

1948　リオデジャネイ　ロ　（ブラジル）

　　　　　　　　　5月16日～20日　　7，511

1949ニューヨーク（ニューヨーク少1’D

　　　　　　　　　6月12日～16日　15，961

1950デ　ト　ロイ　ト（ミシガソ州）

　　　　　　　　　6月18日～22日　　6，949

1951アト7’ 塔eィック・シティー（ニュー

　　ジャージー州）

　　　　　　　　　5月27日～31日　　8，453

1952メキシコ・シティー（メキシコ）

　　　　　　　　　5月25日～29日　　6，804

1953パ　　　　　　　　リ　（フラソス）

　　　　　　　　　5月24日一一　28日　10，107

1954シ　ア　ト　ル（ワシントン州）

　　　　　　　　　6月6日～10日　8，015

1955シ　　カ　　ゴ（イリノイ州）

　　　　　　　5月29日～6月2日　14，312

1956フィラデルフィア（ペンシルベニア

　　州）

　　　　　　　　　6月3日～7日　10，003

1957ルサーソ（スイス）
　　　　　　　　　5月19日～23日　　9，702

1958ダ　　　ラ　　　ス（テキサス州）
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　　　　　　　　　6月1日～5日　14，035

1959ニューヨーク（ニューヨーク州）

　　　　　　　　　6月7日～11日　15，475

1960マイアミーマイアミ・ビーチ（フロリダ

　　州）

　　　　　　　5月29日～6月2日　11，354

1961東　　　　 京（日本）

　　　　　　　5月28日～6月1日　23，366

1962ロサンゼルス（カリフォルニア
　　州）

　　　　　　　　　6月3日～7日　22，302

1963セン　トルイ　ス（ミズーリ州）

　　　　　　　　　6月9日～13日　10，779

1964ト　　ロ　　ン　　ト（カナダ・ナンタリ

　　　オ州）

　　　　　　　　　6月7日～11日　14，661

1965アトラソティック・シティー（ニュー

　　　ジャージー少卜1）

　　　　　　　5月30日～6月3日　　9，368

1966デ　ソ　バ　ー（コロラド州）

　　　　　　　　　6月12日～16日　12，929

1967ニ　　　ー　　　ス（フランス）

　　　　　　　　　5月21日～25日　19，362

1968メキシコ。シティー（メキシコ）

　　　　　　　　　5月12日～16日　11，840

1969ホ　ノ　ル　ル（ハワイ州）

　　　　　　　　　5月25日～29日　14，453

1970ア　ト　ラ　ソ　タ（ジョージア州）

　　　　　　　5月31日～6月4日　10，803

1971シ　ド　ニ　ー（オーストラリア）

　　　　　　　　　5月16日一・　20日　16，646

1972ヒ　ュ　ース　ト　ン（テキサス州）

　　　　　　　　　6月11日～15日　13，287

　　　　　　　　　　　　第9章国際大会

197合ローザンヌ（スイス）
　　　　　　　　　5月13日～17日　17，187

1974ミネアポリス・セソトポール（ミネソタ

　　州）

　　　　　　　　　6月9日～13日　10，015

1975モソトリオール（カナダ・ケベック

　　州）

　　　　　　　　　6月8日～12日　12，975

1976ニューオーリソズ（ルイジアナ州）

　　　　　　　　　6月13日～17日　13，935

1977サγフランシスコ（カリフォルニア

　　州）

　　　　　　　　　6月5日～9日　14，168

1978東

1979ロ

1980シ

1981サ

1982ダ

1983ト

　　オ州）

1984パー

1985カンザス・シティー（ミズーリ州）

1986ラ　ス

　　　　　京（日本）

　　　　5月14日～18日　39，834

　　　　　マ（イタリア）

　　　　6月10日～14日　14，429

　　カゴ（イリノイ州）

　　　　6月1日～5日　18，309

ソ　パ　ウ　ロ（ブラジル）

　　5月31日～6月3日　15，222

　　ラ　　・ス（テキサス州）

　　　　6月6日～9日　13，558

　ロ　　ン　　ト（カナダ・ナンタリ

　　　　6月5日～8日　16，250

　ミ　ソガム（英国）

　　　6月3日～6日　開催予定

　　　5月26日～29日　開催予定

　　ベガス（ネバダ州）

　　　6月1日～4日　開催予定

107

〆
，



感
・

難
、

i
l
蓑

驚
髪
郵
ザ
転
滋
，
蓬

雛
置
繋
欝
鍵
細
灘
趨
嚢
議
累
叢
叢
繊
難
襲
鑑
響
響
馨
慧
薯
議

e

サ
響

響

1

ー

第10章

　　　地域大会

（Regional　Conferences）

　地域大会は，知り合いと理解を育成・推進

し，意見の交換の場を提供するために開催さ

れる。一般方針として，地域大会はどの地域

においても，5年に1回を超えて開催しない

ものとし，また，その開催地は同じ年に開か

れる国際大会から相当離れた土地でなけれぽ

ならないものとする。地域大会は，国際大会

の開催地となる可能性のあるようなところと

はかなり遠い地域にいるロータリアソに，あ

まり費用をかけないで国際ロータリーの会合

に出席できる機会を与えるために開かれるも

のでなけれぽならない。

　このような地域大会は，毎年規則正しく開

催される行事というより臨時的出来事であ

り，従って，地域大会招致には，その大会を

開く特別の事由を付記するという前提のもと

で，地域大会の日程を定める。

　地域大会の開催地を選定する際次の諸点を

考慮に入れること：

　1）「主要な出席地域」内に少なくとも1万

名のロータリアγが居住していなけれぽなら

ない一その地域とは，ロータリアソが大し

た費用を負担せずに大会開催地まで旅行する

ことができ，従って最多数の出席老が期待さ

れ，かつ，大抵の場合実際に出席する地域を

言うのである。

　2）国際大会が，地域大会会期の前後2年

間，その地域で開かれる予定がない。

　3）開催都市は，地域大会の独立採算性の

ためにも3，000人を超す出席老を収容できる

設備を持っていなけれぽならない。国際大会

開催有望地と両立しないため，できれぽ，そ

の収容能力は10，000以下であること。

　4）「主要な出席地域」内に居住するロータ

リアンは，国際大会へ大した費用を負担せず

第10章地域大会

に旅行する機会がこれまでなかったか，また

は数年のうちに予定されていないこと。

　5）しかも，最少限2千名のロータリアン

の出席が期待できること。

　当該都市は，国際ロータリーへ何らの負担

をかけることなく，大会の本会議にふさわし

い，適当で便利な公会堂並びにその他の会議

のために同様な会議場を準備するよう期待さ

れている。いかなる都市のロータリー・クラ

ブも国際ロータリーが使用する会議場の室代

またはその他の経費を負担するというのでは

なく，地域社会としての都市がかかる設備を

備えているか，または市当局，或は商工会議

所，旅行協会，または事業家やホテル業者等

の類似の団体が，必要であれぽ会議場資金を

配慮すべきであると考えられている。地域大

会の立案と開催を援助するための資金予算

は，R．　L国際大会について，現在行っている方

法と同一の方法で行われる。

　地域大会は必ずしも毎年開くには及ぼな

い。ある年に地域大会を開くことが適切かど

うかは，大会出席地域内の要望，他の国際ロー

タリー活動を考えた上での大会の適否，大会

開催に関する他の状況を考え合わせた上で決

められる。

　理事会は，地域大会を開催する決定は，こ

れを，開催予定期日の3年前よりも早く，5

年前よりも遅い時期に行うようにすべきであ

るとする意見であり，従って，将来いろいろ

なロータリー地域において開催さるべき地域

大会の予定表を作成するようなことはしな

い。
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第10章　地域大会

地域大会の財務
　（Regional　Conference　Financing）

　国際ロータリーの地域大会は，経済的に自

立すべきものと期待されている。

地域大会組織の手続規則

　（Rules　of　Procedure　for　Organizing

Regional　Conferences）

A。組織（Organization）

　国際ロータリー理事会e＃　，随時，大会を催

すべき都市および日時について決定を行い，

大会開催の通知を発し，地域大会委員会を設

置し，かつその委員長を指名する。

　国際ロータリー会長は，大会の議長（主宰

すべき役員）となる。

　国際ロータリー事務総長は，地域大会およ

び地域大会委員会の事務局長となるものであ

るが，中央事務局の職員を指名してその任務

を代行させてもよい。

　地域大会に出席のロータリアンは，立法機

関を構成しない。従って，国wa　P一タリーま

たはロータリー・クラブを拘束するような決

議を行うことはできない。

　理事会は，地域大会の開催期日より少なく

とも1力年前に大会開催の通知を発すること

になっている。

　地域大会委員会

　（Regional　Conference　Committee）

　地域大会委員会を設置するに当たっては，

理事会は，地域内に含まれる各国の特異性を

考慮に入れる。大会委員会は，国際ロータリー

理事会に対し，他の誰にも委嘱されていない

部面すべてに関し責任を負うものであり，大

会の特別方針を定め，大会のプログラムを起

草して理事会の承認を受けるものとする。大

会委員会は，本会議，部会，余興等を含む承

認ずみのプログラムの細目の実施，並びに他

の誰にも委嘱されていないその他すべての事

項に対する責任を持つものとする。

　ホスト・クラブ実行委員会として知られて

　110

いるホスト・クラブの地元準備委員会の監督

管理の貴任は，大会委員会が負うものとする。

　国際ロータリー事務総長

　（General　Secretary，　R．1．）

　国際ロータリー事務総長は，広報，財務，

会場の選定と設備，出席の促進，登録，ホス

ト・クラブとの協力等運営上のあらゆる任務

に対し第一の責任を負うものである。事務総

長は，運営上の多くの任務を遂行するに当

たって，ホスト・クラブの協力を要請する。

また，プログラムおよびその関連事項に関し

て，大会委員会に協力し，大会の運営につい

ては，理事会に対し，第一の責任を負うもの

である。

　国際ロータリー地域大会幹事

　（Conference　Manager，　R．1．）

　国際ロータリー地域大会幹事は，事務総長

の代理人であって，事務総長が第一の責任を

持つ運営上の多くの業務を代行する。

　ホスト・クラブ（Host　Club）

　ホスト・クラブは，来訪ロータリアン並び

に来賓を歓待する責任がある。歓待計画はす

べて国際ロータリー地域大会委員会の承認を

受けなけれぽならない。

　ホスト・クラブは，国際ロータリー事務総

長と協力して，事務総長が第一の責任を負っ

ている運営業務の多くを遂行する。

B．ホスト・クラブよりの大会招致

（lnvitation　from　Host　Club）

　地域大会を招致したいクラブは，希望する

大会の開催予定期日の少なくとも36ヵ月以前

に，事務総長の手許まで大会の招致状を提出

しなけれぽならない。この招致状に添付する

説明書に含まれるべき事項は次の通りであ

る：

　1．地域大会開催予定の会場並びに収容能

力。但し国際ロータリーまたはロータリー・

クラブへ負担をかけずに使用できるか否かを

明記のこと。
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　2．利用できる一級および二級ホテルの室

数およびその宿泊料の範囲。

　3．地域大会の開催月に関する希望とその

理由を述べた書状。国際ロータリーとしては

10月乃至11月を希望しているが，少なくとも

9月15日から1月15日までの間に開催しなけ

れぽならない。

　クラブまたは地区からの地域大会開催の申

込書の受理については，添付すべき契約書も

含めて，すべて国際大会招致に関して定めら

れたものと同一の規則，手続が適用される。

　この諸規則には，次のような明確な方針が

含まれている：

　1）理事会は，ホスト・クラブ地域が地域

大会を支援すると明記した招致状を優先す

る。地区の決議またはその他によって，地域

大会直前の1月現在のホスト・クラブ地域の

ロータリアソ総数に等しい同地域からの登録

によって支援を表明した招致状を優先する；

　2）理事会が，ホスト・クラブの区域を含

む地域を定め，これがホスト地域とみなされ

る；

　3）ホスト地域のクラブに所属するロータ

リアソは，地域大会をホストすることに関連

して，特別な出費を招くことを考慮して，理

事会は，ホスト地域の特別登録料を定めるこ

とになっている。その額は，他のロータリア

ソの登録料より約25パーセント低くなると思

われる；

　　4）登録誓約を報告する地区大会その他の

決議は，ホスト・クラブ招致を継続審議する

ためにも，開催日の60ヵ月前までに事務総長

に受理されなけれぽならない；

　　5）ホスト地域のクラブまたは地区大会の

決定でこのような登録支援が撤回された場

合，理事会が，その地域大会開催地の継続審

議を行うかどうか決めるものとする。

出席

　（Attendance）

世界のどの地域のロータリアンも地域大会

第10章地域大会

に参加できるが，地域外のクラブからの出席

を得るために特に努力する必要はない。

余興

　（Entertai㎜ent）

　余興は地域大会開催国または地域の郷土色

豊かなものであるべきである。趣味がよく，

経費をあまりかけないもので，専門的になる

必要はない。

地域大会に関する広報
　（Public　Relations　for　Regional　Confer・

ence）

　理事会は，地域大会のプログラムを立案す

るに当たって，プログラムの広報面に力を入

れるべきであると考えている。そうすれぽ，

はっきりとした広報目標がその地域で達成さ

れるし，その上，地域大会を広く報道するこ

とによって，ロータリーの全体的知名度も高

まる。

地域大会
　（Regional　Conferences）

　今までに開催された地域大会および今後開

催が予定されている地域大会は次の通りであ

る。

　　　　　　　　　　　開催時期　登録者数

　太平洋地域

ホノルル，ハワイ………1926年5月

東京，日本………………1928年10月

シドニー，

　　オーストラリア……1930年3月

ホノルル，・・ワイ………1932年6月

マニラ，フィリピン……1935年2月

ウェリソトソ，

　　ニュージーラγド…1937年3月

シドニー，

433

568

736

335

220

312
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第10章　地域大会

　　オーストラリア……1956年11月　　1，940

メノレボノレン，

　　オーストラリア……1981年11月　4，461

アデレード，

　　オーストラリア……1986年11月

　欧州，北アフリカおよび東地中海地域

ハーグ，オランダ………1930年9月

ローザンヌ，スイス……1933年8月

ベニス，イタリア………1935年9月

ストックホルム，

　　スウェーデソ………1938年9月

オステンド，ベルギー…1954年9月

カンヌ，フランス………1959年9月

アムステルダム，

　　オランダ…・…・……・1965年10月

ローマ，イタリァ………1970年11月

イェーテボルイ，

　　スウェーデン………1980年8月

　763

　700

1，514

1，513

1，576

2，264

2，421

3，187

585

　南アメリカ

バルパライソ，チリ……1936年3月　　331

サソチァゴ，チリ………1960年11月　1，655

モンテビデナ，

　　ウルグアイ…………1969年12月　2，667

ブエノスアイレス，

　　アルゼンチン………1983年9月　2，900

　　　　　　　　　　　　　　　　（概数）

　カリブ海一メキシコ湾

ハバナ，キュー・ミ………1937年3月　　500

サンファソ，

　　プエルトリコ………1966年11月　1，666

カラカス，ベネズエラ…1985年11月7－一　9日

　中央アジア

ペナソ，海峡植民地……1938年4月

　アジア

デリー，イソド…………1958年11月

ソウル，韓国…・…・……・1979年9月

マニラ，

170

2，913

9，096

フィリピン……1984年11月13－17日

’

国際協議会
　（lnternational　Assembly）

第11章

協議会

（Assemblies）

　国際協議会は毎年通常国際大会の開かれる

前に開催される。1985年より，2月一3月に

開かれる。R．1管理において最も重要な国際

会議である。協議会は，ガバナー・ノミニー

の数および居住地を考慮して，便利がよく経

済的な場所で開かれる。

目 的（Purpose）

　この協議会の目的は，役員および委員長が，

国際ロータリーおよび各クラブの次年度の事

業活動を協力して協議計画できるようにする

こと並びにロータリー教育と管理上の任務に

関する指導を行い出席老間の親睦をはかる機

会を与えることである。

　とりわけ，国際協議会は次のことを行う：

　1）地区ガバナー・ノミニーを刺激し，意

欲を与える；

　2）会長が発表した国際ロータリーのテー

マと国際ロータリーの新プPグラムの説明と

実施；

　3）地区ガバナーが国際ロータリーの継続

中のプログラムと活動を実施する効果的な方

法；

　4）クラブと地区の指導老に情報を伝え，

訓練し，意欲を与える実際的技術。

参　加　者
　　（Participants）

協議会は，会長，副会長，並びにその他の

理事，もしいれぽ会長ノミニー，および理事

ノミニー，事務総長，財務長，地区ガバナー・

ノミニー，R．LB．L役員ノミニー，国際ロー

タリー各種委員会委員長および理事会が指定

するその他の者から成る。

　国際協議会は特別の目的を持った会合なの

で，出席者は前記参加者とその近親者に限定

されている。

経費支弁条件
　　（Expense　Limitation）

　国際協議会に出席する参加老と他の者の経

費は，協議会への全期出席を果たした人に対

してのみ支払われる。但し，やむを得ぬ事情

（不可抗力の旅行遅延，病気など）がある場

合は，会長が一般規定の例外として支払を許

可できる。

文献の配布
　（Distribution　of　Literature）

　国際協議会の参加老に配布される文献その

他の資料は，国際ロータリーによって出版さ

れまたは配布されるものに限られている。そ

の他による文献，資料の配布は許可されてい

ない。
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国際研究会
　（lnternatiOnal　InSt童tUte）

　理事会の判断で，国ee　P一タリーの元役員

と現役員のための研究会を開催できる。研究

会は毎年開かれるのが一般的である。この研

究会は，国際協議会と同時期に開催されるの

が慣例であり，できれぽ，同一の場所，設備，

条件のもとで開催される。

国際研究会の目的
　（Purpose　of　the　International　Institute）

　国際研究会により，現役員と元役員は，ロー

タリー計画とプPグラムを深く知り，そのた

め，所属クラブと地区に有益な人物として自

己の価値を高める機会に恵まれる。研究会は，

また，国際ロータリー元役員と現役員の意見

を聴く機会を現指導老と次期指導者に与える

ことによって，ロータリーの現在および次期

指導力に寄与する。

国際研究会の参加者
　（Participants　at　the　International　In－

stitute）

　国際研究会は，国際ロータリーの現役員と

元役員およびその近親者のすべてが参加でき

る。場所の都合により，出席を制限しなけれ

ばならない場合もある。理事会は，出席老数

を考慮して，現および元役員の中で優先すべ

き人を定めることができる；その他の場合

は，申込順に登録する。

国際研究会と国際協議会の関係
　（Relationship　of　the　International　Insti・

tute　to　International　Assembly）

　国際協議会と同時期に国際研究会を開催す

ることにより，研究会参加者は，教育的で感

銘深い特別の機会に恵まれる。場所の都合が

つけぽ，国際研究会参加者は，本会議の催し

に出席できる。

国際研究会の経費
　（Expenses　of　the　International　Insti・

tutes）

　国際研究会は，通常，参加者の費用を負担

しない。理事会が認めた準備費，つまり，組

織とプログラムと指導力関係の費用のみを支

弁する。

地域／ゾーン研究会
　（Regional／Zone　Institutes）

　理事会は，ロータリーの様々な地域で，ま

たは，多地域で，或は地域内の一つまたは二

つ以上のゾーン内で，研究会を開くことを承

認している。特別な事情があれぽ，一つのゾー

ン内で二つ以上の研究会を開催できる。

地域／ゾーン研究会の目的
　（Purpose　of　Regional／Zone　lnstitute）

　研究会プログラムの主たる目的は，参加者

と現職のロータリー指導老との情報と意見の
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伝達である。研究会の議題とプログラムに

よって，次の機会が生まれる。

1）　すべての参加者に，ロータリーの奉仕活

　動および運営事項に関する精確かつ最新の

　情報を与えること；

2）現在行われているロータリーのプログラ

　ムを分析し，強化し，拡充すること；

3）　その地域のロータリーに特に関連のある

　問題を研究すること；

4）将来におけるロータリーの使命について

　考察すること。

地域／ゾーン研究会の参加者
　（Participants　at　Regional／Zone　Insti・

tute）

　地域／ゾーソ研究会は，研究会の対象範囲

の地域に居住しているR．Lの元，現，次期役

員の出席と参加を目的とする会合である。

地域／ゾーン研究会の重要性
　（lmportance　of　Regional／Zone　Insti－

tutes）

　R．L会長と理事会と事務総長は，　R．　Lの現，

元，次期役員の，完全かつ知識に裏付けられ

た支援と協力を必要としている。ロータリー

研究会は，このような支援，協力，理解をも

たらす重要かつ有益な伝達手段の役割を果た

す。

地域／ゾーン研究会承認手続
　（Procedures　for　Authorizing　Regional／

Zone　Institutes）

　国際ロータリーの種々の地域またはゾーン

に居住している理事は，関係地区ガバナーと

協議して，一つまたは二つ以上のロータリー

研究会を催す必要があるかどうか決定し，そ

の必要のある場合は，研究会開催の申請をす

る。研究会は，理事会の承認を得て招集する

ことができるものとし，承認は，会長が理事

会に代わってこれを行う。
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　会長は，ロータリー研究会の開催を承認す

るに当たって，ロータリー研究会に招請すべ

き国際ロータリーの現役員，元役員および次

期役員にかかわる地域の地理的範囲を指定す

る権限を有するものとする。

　参加すべき者の旅行に要する距離或は言語

上の困難などの理由で，一つのロータリー研

究会のみをもってしては知識の習得や討議に

所期の成果を収めることができないと思われ

るような地域，ゾーン等については，国際ロー

タリー会長は，なるべく多数の国際ロータ

リーの現役員，元役員および次期役員を参加

させる目的で，二つ以上のロータリー研究会

の開催を認めることができるものとする。

地域／ゾーン研究会の招集者

　（Convener　of　Regional／Zone　In－

stitutes）

　研究会の目的に鑑み，・一・一・一つまたはいくつか

の研究会の開催の承認を受けた地域または

ゾーンの理事は，研究会に出席することが非

常に望ましい。また，会長は，研究会の開催

承認の申請をした理事を，その研究会の招集

者として指名する。そして，通常は，研究会

ごとに1名の理事がその招集者となることに

なっているが，言語，地理その他特殊事情に

よりその必要のある場合には，会長は，同じ

地域またはゾーンの理事2名を招集者として

指名することができる。さらに，会長は，や

むを得ない事情があるときは，関係理事と協

議のうえ，当該地域またはゾーンの元理事，

もしそのような人が得られない場合にはその

他の国wa　P一タリーの現役員もしくは元役員

で招集者としての資格を備えた老を，研究会

の招集者に指名することができる。

　研究会の開催承認の申請をした理事は，そ

の研究会の招集者になると否とにかかわら

ず，研究会の議題およびプログラムの責任老

となるものとするが，研究会の準備および推

進については，会長は，その任務を，当該地

域またはゾーン等の元理事またはその他の現

役員もしくは元役員の：有資格者に委任するこ

とができる。

地域／ゾーン研究会の経費
　（Regiona1／Zone　Institute　Expenses）

　国際ロータリーの現，元，次期役員のため

の地域／ゾーン研究会は，経済的に自立ベー

スで開催しなけれぽならない。理事会が特に

認めた経費以外はR。1．は負担しない。

地域／ゾーン研究会プログラム
　（Regional／Zone　Institute　Program）

毎年，理事会は，研究会の目的と参加者の

第12章　硯究会

特別資格条件とを十分勘案のうえ，時機を得

た，適切，妥当なテーマを設問形式に作成し

たものを一覧表につくり，研究会の開催が認

められた地域またはゾーンの理事が研究会の

議題およびプログラムを作成するときに，そ

の中から選び出すことができるように準備し

ておくべきものとする。

報告

　（Reports）

　ロータリー研究会の都度，その報告は，理

事または研究会の招集老に指定された人に

よって会長と事務総長に提出され，理事会の

メソバーに回付される。
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　規定審議会は，国際ロータリーの立法機関

であり，3年ごとに開かれる。

　立法とは，組織の特質を変え，広範囲にわ

たる諸方針を採択し，組織の団体意志を別の

形で表明することのできる方法である。立法

手続には，審議会会議と，審議会後クラブが

審議会の採択した制定または決議に反対意思

を表明する機会が含まれる。国wa　P一タリー

の定款に影響を及ぼさない決定は，審議会の

開かれない年，または審議会の会期後には，

国際大会でこれを行うことができる。

　審議会が開催される都度，各地区内のクラ

ブは，代表議員を1名選ぶ。この代表議員と，

無地区クラブ50につき1名の代表議員（R．1．

会長が任命する）が審議会の投票権を有する

議員である。このほかに，投票権を有しない

議員として，議長，副議長，議事運営手続の

専門家（parliamentarian），　R．1，会長，理事会

の会長以外のメソバー，R．1．元会長全員，事務

総長を10年以上務めた人，定款・細則委員会

委員が特別議員を務める。

　規定審議会は，理事会の定めた時と場所に

おいて開かれる。理事会が別段決定しない限

り，同一地域において2年続けて開くことは

できない。代表議員の旅費の一部は，国際ロー

タリーの資金で賄われる。

　審議会は，副議長と議事運営手続の専門家

の援助を得て議長が司会する。三者とも，審

議会開催の年に会長が任命する。審議会が開

かれる年のR．L定款・細則委員会委員は，審

議会の「特別議員」を務める。投票権を有し

ない議員として，立法案件の提出・審議の法

解釈面に関する任務と責務を負う。各審議会

は，その手続規則を採択する権限を有する。

　審議会は，審議会に提出された立法案件す

べてを審議し，決定を下す。その決定は，R．

1．細則に規定されているように，その後のク

ラブの議決にのみ従う。立法案は，制定案ま

たは決議案という形で審議会に提出される。

国際ロータリーの定款もしくは細則，標準

ロータリー・クラブ定款を改正する意図を持

つ立法案件は制定案である。決議案は，単に

意見を表明するか，もしくは組織規定を改正

することなしに国wa　P一タリーの方針または

手続を設定または廃止する案件である。

　立法案を提出しうるものは，クラブ，地区

大会，グレート・プリテソおよびアイルラン

ド内国際ロータリーの審議会もしくは大会，

規定審議会および国際ロータリー理事会であ

る。制定案は，規定審議会が開催されるロー

タリー年度の前年度の5月1日までに事務総

長に送達されていなけれぽならない。決議案

は，規定審議会が開催される日の30日前まで

に受理されていなけれぽならない。

　正式に受理された全制定案は，審議のため

審議会に回付されるが，R．　L細則は，理事会が

立法案すべての本文を点検することを定めて

いる。制定案が専門的見地から見て妥当でな

い場合，無効とみなされ，その旨提案者に通

知される。提案老は提案を改正し，それを有

効なものとする機会を与えられることにな

る。

　決議案がR，Lのプログラムの「枠内のもの

でない」と理事会が決定した場合は，審議会

へ回付されない。決議案がこのようにして撤

回される場合は，審議会の開会に先立ち，提

案者にその旨通告する。そして，提案者は，

理事会の決定を覆し，決議案を審議するため

に，審議会に請願する機会を与えられる。

　制定案提出締切後，制定案すべてとその時
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点で受理した決議案すべてを記載した立法案

集を出版する。この立法案集は1部，各ロー

タリー・クラブに送付される。クラブは，注

文すれば追加部数を入手できる。立法案集は

英語版のみ刊行される。英語以外の言語を使

用している地域では，該当する言語の一つで

書かれた立法案要旨を添付する。既に出版さ

れている立法案の修正および出版後提出され

た決議案は，その年の後半に刊行される一乃

至二以上の補足に収録される。

　審議会終了後，議長は，審議会が採択した

全立法案に関する審議会決定報告を事務総長

に回付し，事務総長は，次いで，これをクラ

ブに送付する。その時点で，各クラブは，立

法案採択における審議会の決定に反対の意思

を1票投じる機会を与えられる。75名を超す

会員数を有するクラブは，直前の7月1日現

在の会員実数に基づいて2票以上の投票権を

有する。投票権を有する総投票数のうち10

パーセソト以上が反対の意思表示をした場

合，当該立法案に村する審議会の採択は無効

とされ，国際ロータリーの次の国際大会に提

出され，国際大会に出席し投票する代議員が

審議し，最終決定を行う。

規則制定と決議の効力
　（Enactment　and　Resolution　in　Effect）

　規定審議会で採択した制定の結果は，現行

の組織規定に記載されることになっている。

決議は，審議会の決定報告に記録される。そ

して効力を保ち続けるか，所期の目的を果た

し効力を失うか，のいずれかの道をたどる。

R．1理事会は，一定の期間のみ施行される決

議もしくは後の決議によって補足された決議

と対比させつつ，どの決議が現に効力を有す

るかを随時決定する権限を有する。理事会が

この権限を行使して行った決定は，そのよう

な決定がなされた年の国際大会で会長または

事務総長が報告することによってクラブ会員

に伝えられる。
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クラブの代表議員

　（Representative　of　Clubs）

　各地区において，1名のロータリアンが選

ぽれ，審議会で，その地区内のクラブを代表

する。この選挙は，審議会が開かれるロータ

リー年度の直前ロータリー年度に開かれる地

区大会で行われるのが普通である。代表議員

がその務めを果たせない場合に備えて，補欠

議員もそのとき選ぶ。

　補欠議員および代表議員は，国際ロータ

リーの役員か元役員（または特別な事情の下

では地区ガバナー・ノミニー）で，自分が代

表する地区内のロータリー・クラブの名誉会

員以外の会員でなけれぽならない。ロータリ

アンが，審議会におけるクラブ代表議員とな

ることを認められるためには，審議会におけ

るクラブ代表議員としての資格要件および任

務をよく調べたうえ，次のことをしたため，

これに署名した書面を，事務総長に提出しな

けれぽならない。

1）審議会におけるクラブ代表議員の資格要

　件，任務および責任をはっきりと心得てい

　ること。

2）前記の任務と責任を引き受け，それを誠実

　に履行するための資格要件，熱意および能

　力をもっていること。

3）審議会の会議に，その会期の全部を通じ，

　出席すること。

　いかなるロータリー・クラブも，地区内の

クラブを代表する，資格を備えた候補者を指

名できる。地区大会に出席する各選挙人は，

審議会におけるその地区のクラブ代表議員の

選挙に1票を投ずる権利を与えられるものと

する。最高票数を得た候補者をその地区の審

議会議員とする。第2位の票数を得た候補者

を補欠議員とする。

　補欠議員は，代表議員が務めを果たせない

場合，その任につく。両者とも務めを果たせ

ない場合，ガバナーは，地区内の資格を備え

たロータリアンをもう1名任命して，その務

めを果たさせる。

　クラブは，地区代表議員に，求めうる最も

適格で最も経験のあるロータリアンを選ぽな

けれぽならない。

　代表議員の任務は，国際ロータリー細則に

明確に記載されている：

1）地区大会やその他の地区会合で，立法案を

　討議すること；

2）ロータリーの問題に関する現在の自分の地

　区内の意向をよく知っておくこと；

3）審議会に提出された制定案および決議案の

　すべてに批判的な考察を加え，審議会に自

　分の見解を的確に伝えること；

4）国際ロータリーの公正な立法当務者として

　行動すること；

5）審議会の会議に，会期の全部を通じて出席

　すること；

6）審議会終了後，審議会で行われた審議につ

　いて地区内のクラブに報告をすること。

　審議会会議に備えて代表議員が準備する，

その予備知識を提供する力になるため，また，

全体的に立法過程を強化するため，できれぽ，

立法年度には地区大会の本会議のうち少なく

とも1回は，立法案の討議を含めるよう理事

会は勧めており，また，地区ガバナーに立法

案の検討と討議のための地区の特別会合を準

備するよう奨励している。また，クラブは，

案件と審議会の決定を話し合うため，他クラ

ブと自由に接触することが認められている。

これは，このような接触を通常制約している

国際大会決議80－102の規定の例外である。

　立法案の検討と討議のために手配された地

区の特別会合に，地区のクラブ代表議員を招

待しなけれぽならない。立法案を論理的に理

解すること，そして地区代表議員に自分が代

表するクラブの総意を理解させることがその

　目的である。

立法案の提出方法
　（How　to　Propose　Legislation）

　ロータリー・クラブが立法案を提出する場

合，その案件は，クラブの理事会より会員に

提出され，正式に採択されたものでなけれぽ

第13章規定審議会

ならない。それから，その案件は採択された

ことを証明するクラブの会長および幹事の署

名した書簡を添えて事務総長に送付されなけ

ればならない。この書簡に，立法案が提出さ

れるに至った事情となる理由や事実を詳しく

述べる，注意深く作成された説明を付記しな

けれぽならない。

　地区大会が立法案を提出することを決定す

る場合，ガバナーおよび地区大会幹事が国際

ロータリーに対して行う地区大会公式報告の

中に，これに関する報告も含めるようにしな

ければならない。

　所定の期日までに提出された制定案のすべ

ては，審議会に回付される。制定案は，規定

審議会の開催される年度の前年度の5月1日

までに，事務総長の許に届いていなけれぽな

らない。制定案は理事会で点検され，理事会

は，R．1．の定款・細則委員会の勧告に基づい

て，明らかに提案を無効，不適切にする提案

の解釈上不適当な個所につき，提案者に勧告

する。

　決議案は審議会が開かれる30日前までに，

クラブおよび地区大会から受理されていなけ

れぽならない。決議案がR．1．のプログラムの

枠内のものでないと理事会が決定した場合

は，審議会へ回付されない。しかし，提案者

が審議会議員の3分の2の同意を得ることが

できれぽ，その決議案は審議に付される。決

議案が撤回される場合は，審議会前にその旨

提案老に通告する。

　規定審議会の審議に付されるために，立法

案を適切な様式で作成することは，一般的に，

提案者の責任である。制定案の不適当な個所

に関する勧告のほかに，理事会は，クラブお

よび地区の要請があれぽ，制定案を提出する

前に，定款・細則委員会が，制定案の案文の

起草，訂正および修正を援助することを認可

　している。
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第13章規定審議会

様式

　（Format）

　事務総長が次のような様式で立法案を受理

する場合，その立法案は提出条件に最も適っ

ているものと言える。

　　　　　　　　制定案

（簡潔に提案の要旨を書く）

の件

、
叢

　
　
舞
難
を

　
　
　
膨
慨
曽
轟
．

支持および反対
　（SupPort　and　OpPosition）

　
　
　
　
舞
餐

　
　
　
　
　
　
　
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憩
蓑
聯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
讃
鴇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
糞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
湊
総

提案者

（規定名），第　　条，第　　節の（改正個所

を記載）は，　　　　　　　　を追加／削除

し，次のように変えることにより改正される

と国際ロータリーは制定する：（新本文を記

載）

　　　PROPOSED　ENACTMENT
To（state　in　conciseノ「orm餌η）ose（ゾPro一

ρosαO

Proposed　by

IT　IS　ENACTED　by　R．1．　that（Document），

Anicle　一，　Section＿，　be　and　hereby　is

amended　by　striking　out　　　　　　　　　　and

substituting　therefor　the　following：

伽dicate　new　text）．

　立法案の提案者は立法案件を補足する1頁

以内の情報を提出するよう要請されている。

同情報は事務総長により審議会議員へ回付さ

れる。立法案に反対する情報を審議会の議員

へ提出しようとするP一タリアンは，かかる

情報を審議会議員に回付してもらうために事

務総長へ，これを提出することができる。但

し，この情報も1頁以内に制限し，かつ，審

議会が開かれる年の事務総長が定める締切日

までに提出するものとする。

理事会に対する建議案
　（Memorials　to　the　Board）

　　　　　　　　決議案

（簡潔に要旨を書く） の件

　立法案を作成するに当たり，クラブもしく

は地区大会はR．L理事会へ建議案を提出す

るという方法を考慮したいかもしれない。建

議案という形で提案され，より効果的にその

目的が達成されうる場合もいくつかある。

　しかし，ロータリー・クラブもしくは地区

が組織規定の改正が必要もしくは望ましいと

考える場合，かかる改正をもたらす立法案は，

理事会でなく当該クラブもしくは地区から提

議されるべきであると理事会は考える。

ー
、
ー
窯
隈
・
N
言

「
像
》
滅
．
ξ

第14章

会議運営手続規則

（Rules　of　Procedure）

　国際ロータリー理事会は，国際ロータリー

の諸会議で用いる以下の会議運営手続に関す

る規則を推奨している。この規則＊は，国際

ロータリーの定款・細則の諸規定を補足する

ことを目的としたものであり，本来，規定審

議会および国際大会で立法案の各案件の審議

および表決を行う場合に用いるものである。

しかし，この規則は，前記以外の国際ロータ

リーの会議における議案の討議，表決にも用

いることができる。

会議運営手続規則
　（Rules　of　Procedure）

　国際ロータリーの会議に用いる会議運営手

続規則を以下の通りとする。

第1節　定義（Definition）

提案老

国際ロータリーは次のように決議する：

（以下決議文を記載）

　　　PROPOSED　RESOLUTION
　To（stateゴηconctSeノ「orm餌η）oseげ

ρ名oρα助

Proposed　by

IT　IS　RESOVED　by　R．1．　that（and漉θη

8伽’舵resolutionノ．

　会議運営手続規則中に使用されている一定

の用語の定義を次のように定める。

A．「議員」一会議に参加する資格を有する

すべての者。

B．「出席投票議員」一賛成または反対の投

票を行う議員。投票を棄権する議員は，出席

投票する者とは認めない。

C．「過半数の投票」一出席投票議員の投票

122

寧　二れらの手続規則において．「代議員」という用語は．そ

れが用いられる場台に応じて，国際大会におけるクラブ代

表の選挙入．規定審議会における地区代表議負およびその

他の議員，並びにこの規則が用いられるその他の国際ロー

　タリーの会合におけるIE式に権隈を与えられた代議員の

　ことをいうものとする。また「会議」という用語も，場合

に応じて，園際メ、会．規定審議会またはその他の国際ロー

　タリーの諸会台を指すものとする。

第14章　会議運営手続規則

の過半数。

D．「3分の2の投票」一出席投票議員の投

票の3分の2。

E．「日程」一会議に提出される案件の審i議

時間または討議の制限に関し，会議が過半数

によって採択した議事進行に関する手続。

F．「会議」一国際大会，規定審議会その他

の国際ロー一タリーの会議。

G．「代議員」一一国際大会で各クラブを代表

する選挙人，規定審議会のクラブ代表議員そ

の他の議員，およびその他の国際ロータリー

の会議で代議員としての正式な資格を有する

者。

H．「定足数」

　1）規定審議会一審議会議員として投票

　権を有する議員の3分の1をもって定足数

　とする。出席が定足数に満たないときには，

　一定の時刻までの休憩（同じ日に再開する

　場合）または一定日までの休会（後日に延

　ぽす場合）を決める以外には，立法事項に

　関するいかなる決定も行うことができない

　ものとする。．

　2）　国際大会一国際ロータリーの全クラ

　ブ数の6分の1を代表する代議員および委

　任状による代理者をもって，国際大会のす

　べての会議の定足数とする。

　3）その他の国際m－一タり一の会議一当

　該会議の議員として投票権を有する老の3

　分の1をもって定足数とする。出席が定足

　数に満たないときは，休憩または休会を決

　める場合以外のいかなる決定も行うことが

　できないものとする。

1．「規定審議会の投票権を有する議員一一そ

の投票権に対する制限」一一投票権を有する

各議員は，投票に付せられた各案件ごとに1
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第14章会議運営手続規則

票のみを投ずる権利を有するものとする。

J．「規則制定」一国際ロータリーの定款も

しくは細則または標準ロータリー・クラブ定

款を改正することを規則制定という。規則制

定は，（1）クラブ，②地区大会，（3）グレート・

ブリテンおよびアイルランド内国際ロータ

リーの審議会または大会，（4）規定審議会およ

び国際ロータリー理事会から，これを提案す

ることができる。制定案の提出は下記の書式

によることを要する。

　　　　　　　　制定案

（提案の要旨を簡潔に示す）

件

提案者

の

K．「決議」一会議が，その意見を表明する

か，或は国際ロータリーの定款もしくは細則

または標準クラブ定款の改正をしないで方針

または手続を制定または改廃するためにする

決定は，決議という形で行われる。決議案の

提案は，制定案を提出しうるすべての立法関

係の集団で行うことができるものとし，その

提出は，その提出期日に関するすべての要件

に合致して行われなけれぽならない。決議案

の提出は下記の書式によることを要する。

　　　　　　　決　議　案

（提案の要旨を簡潔に示す）

の件

（規定名），第　　条，第　　節の（改正個所

を記載）＊は，　　　　　　　　を追加／削除

し，次のように変えることにより改正される

と国際ロータり一は制定する1

（新本文を記載）

提案者

．
講
を

講
　
　
　
　
馨
箏
驚
．
饗
謳
嚢

　
　
　
　
　
　
　
　
鍛
・
蟻
譲
・
濠
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
簿
鐵
笈
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藝
淘
測
イ
・
・
’
蔚
蓉
・
　
　
終
二
’
路
二
そ
慧
ろ

　　　PROPOSED　ENACTMENT
To働’θ’η00胤S6ル7〃Z　PurPose（ゾρ名0－

Posal）

　Proposed　by

国際ロータリーは次のように決議する

（以下決議文を記載）

　　　PROPOSED　RESOLUTION
To（state　in　concise　form　PuiPose　of　Pro・

Posal）

　P「oposed　by

IT　IS　RESOLVED　that（and　then　give　the

resolutionノ．

　すべて会議に上程された案件の議事に入る

には，まず代議員から，会議がある表決を行

うとか，またはそのもっているある見解を表

明することを提案する「動議」を提出する。

動議を提出するには，代議員が起立して議長

から発言の許しを得た後，自己および所属ク

ラブ（または地区）を明らかにしたうえで，

「議長，私はこれこれの動議を提出いたしま

す」と言う。この動議に対してはもう一人の

代議員の「賛成」が必要である。賛成者は起

立して議長から発言の許しを得てから，自己

および所属クラブ（または地区）を明らかに

したうえで，「議長，私はこの動議に賛成いた

します」と言う。このような発言が直ちに議

場から表明されなかった場合には，議長の方

から賛成者を求めることができる。

第4節討議（Debate）

　議長が動議の提出があったことを報告する

までは，その動議に関する討議を始めること

ができない。

　議員は，議長から発言の許しを得たうえ，

自己およびその所属クラブ（または地区）を

明らかにした後に初めて発言をすることがで

きる。本動議の提出者には，議題に関して冒

頭の論述を行う権利が認められ，提案理由の

説明に5分間，応答に3分間の時間が与えら

れるものとする。

　討議の場合，各議員は，会議の許可を得て

行う場合を除き，同じ問題について2回を限

り発言が認められるものとする。但し，その

問題についてまだ発言をしていない議員で発

言を求めている老がいる限り，2回目の発言

をすることはできない。議員の発言は，議事

日程または出席投票議員の過半数によって別

に定めた場合を除き，1回に5分を超えない

ものとする。

　上程されている議案の提案老がその代理者

として指名したロータリアンであれぽ，たと

えその会議の代議員でなくても，討議を行う

権利が与えられる。この権利は，当該議案に

関する限りにおいてのみ認められるものとす

第14章　会議運営雰続規則

る。この規則中に定められている制限時間は，

提案者の代理者にも適用されるものとする。

第5節　本動議一定義（Main

－Defined）

IT　IS　ENACTED　that（indicate　docu〃zent

，o　be　α〃zended／　Article　　　，Section　　　，

be　and　hereby　ls　amended　by　striking　out

＿and　substituting　therefor　the　follow－

ing：（here　indicate　new　text）．

　制定案の経緯，趣旨およびその正当性など

についての説明をここに付記する。

　制定案は，その提出が事務総長に対する提

出期日に関するすべての要件に合致して行わ

れ，そして，その内容が国際ロータリーのプ

ログラムの枠内にあり，かつ国際ロータリー

の定款および細則並びに標準ロータリー・ク

ラブ定款の規定の趣旨に沿ったものでなけれ

ぽならない。

●，｛胡定案によるLV：　ti．こ伴・・て改1｝．を受1ナることとなるす

へての規竃に注意ナること．
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　決議案の経緯，趣旨およびその正当性など

についての説明をここに付記する。

L。「国際ロータリーのプログラムの枠内」

一ロータリーの綱領並びに国際ロータリー

の意図と目的に合致していること。

M．「本文中の不備な個所」一制定案または

その他の議案の本文中の必要な個所の全部に

ついて，関係条文の書き改めが行われていな

いこと。

第2節　動議の種類（Kinds　of　Motions）

　動議には本動議と会議運営手続に関する動

議との2種類がある。この規則に別な定めの

ある場合を除き，動議はすべて過半数によっ

て成立するものとする。

第3節動議の提出（Offering　of　Motion）

Motions

　主たる動議または本動議とは，会議の表決

の対象となっている原議案のことをいう。こ

うした動議が提出され，賛成を得，議長から

その報告が行われると，その動議の処理が終

わるまでは，自由に他の問題や他の本動議の

審議を行うことができないこととなる。但し，

本動議の審議または討議中であっても，本動

議に優先することとなっている会議運営手続

に関する動議は，これを提出することができ

る。従って，他のいかなる表決にも先んじて

その処理をしなけれぽならない。

第6節　本動議の表決（Action　on　Main

Motions）

A．制定案または決議案に関する本動議およ

びその表決は，次の形のいずれかによるもの

とする。

　1）　（原提案の通り）採択する。

　2）　（原案の修正の仕方を精確に示す）…

　ことにより修正して採択する。

　3）　提出者の意思に基づき撤回する。

　4）撤回されたものとする。この決定が行

　われた場合は，会議の定める特定の指示を

　付してこれを国際ロータリー理事会に付託

　する。

　5）否決する。

B．制定案または決議案を（原提案の通りま

たは修正を付して）採択することとする動議

の採決が行われた場合において，その動議が

成立しなかったときは，当該制定案または決

議案は否決されたものとみなす。

C．制定案または決議案を否決する，とする

動議の採決が行われた場合において，その動

議が成立しなかったときは，当該制定案また

は決議案はなお審議継続中のものとし，議長

は当該制定案または決議案に対してとるぺき
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第14章　会議運営手続規則

措置について，動議の提出を促すものとする。

D．議長から次の議事日程に関してとるべき

措置について動議を提出することを議場に促

す発言があった場合において，議場から何ら

これに応ずる動議が提起されなかったとき

は，議長は，当該日程にかかわる案件はこれ

を撤回されたものとみなす旨の発表をするも

のとする。

E．ある議案について本動議が提出され，そ

れに対する賛成があったときは，その賛成者

の承諾を得ない限り，それを撤回することが

できないものとする。賛成の行われる前であ

れぽ，議案の提案者はその提案を撤回するこ

とができる。撤回には賛成者を要せず，また

討議も修正も行うことができない。

第7節　規定審議会前における修正一その

効果（Amendment　Prior　to　Council　on

Legislation－Effect　of）

　規定審議会または国際大会において，審議

会に付せられる案件が制定案または決議案で

ある場合に，その提案者が，当該制定案また

は決議案について修正の意向を，その修正の

正文を添付した書面をもって，事務総長に申

し入れており，そして事務総長が，代議員の

ために，会議招集の30日前までに，前記提案

者の意向および修正の正文を公表していたと

きは，まず当初に提出された形のままの制定

案または決議案を審議することとする動議を

代議員から提出することを要せず，提案者ま

たは特に指名された代議員から，前記の申入

の通りに修正された形の制定案または決議案

の審議を求める動議を提出することができる

ものとする。

第8節　会議運営手続に関する動議一一優先

順位（Procedural　Motions－一一一一｛）rder　of

Precedence）

　以下，会議運営手続に関する動議をその優

先順位に従って掲げる。

A．休会：この動議は，次の場合を除き，い
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　つでも提出することができる。

　1）　議長の発言中。

　2）　採決が行われている時。

　3）　休会動議が否決された直後。

　4）　いきなり中止することのできないよう

　　な議事の進行中。

　再開の日時と場所とを定めてそれまで休会

することとする動議の場合は，討議および修

正を行うことができる。その他の休会の動議

については討議も修正も行わない。

B．休憩：この動議は，議事の合間に，例え

ぽ食事のため，或は日程の議事を終えて次の

会議を開くまで，休憩しようとする場合に用

いられる。この動議については討議を行わな

い。

C．特権の問題に関する動議：特権の問題嫉

会議または各議員に認められている権利およ

び特典に関するものである。次の問題が特権

の問題に属す：会議の構成に関するもの；会

議場の暖房，採光，換気とか，或は騒音その

他会議の妨げとなるようなものの防止など，

議員のための好適な環境の保持に関するも

の；会議に出ている役員や議員の行動に関す

るもの；議員の規則違反その他の非行に対す

る懲罰に関するもの；傍聴人や訪問者の行動

に関するもの；公表された報告書または議事

録の正確性に関するもの。会議に関する特権

の問題は，議員の特権の問題に優先する。個

人的な特権の問題は，議員としての個人に関

するものでなけれぽならない。

D．議事進行手続に関する異議：この動議は，

議長の裁定とか会議運営手続規則の違反に対

して注意を喚起したり，抗議をしたりする場

合に用いられる。この動議は，他議員の「賛

成」を必要としない。この動議は「議長，議

事進行手続について異議があります」という

形をとる。議長は「ご異議の点についてご説

明願います」と言う。その議員が問題につい

て述べ終わると，議長は次のように答える。

　1）　「ご異議の趣旨はよく了承しました」

　　　　　　　　　または

　2）　「ご異議の趣旨は了承できません」。

　もしこれに納得のできない議員があれぽ，

その議員は，本節Lの「異議の申立一その

手続」に述べられている手続に従って，議長

の裁定を票決に付することとする動議を提出

することができる。

E．審議保留：この動議は，審議なかぽの問

題の審議をしぽらく中止することにしたいと

いう場合に用いられる。この動議は，その時

にまだ審議の済んでいない付帯的な動議や附

随的な問題のすべてに優先する。この動議に

ついては討議も修正も行わない。但し，審議

保留を求める動議の提出者が，採決の前に，

質問に答えるのは差し支えないものとする。

F．審議再開：先に審議保留とした案件を取

り上げて審議を再開することとする動議。こ

の動議については討議も修正も行わない。但

し，審議保留を求めたもとの動議の提出者が

採決の行われる前に質問に答えるのは差し支

えないものとする。

G．先決問題（討議終結）：審議中の問題の

討議を終結させる動議。この動議については

討議を行わない。また修正もできない。問題

についてすでに発言をしている議員はこの動

議を提出することができない。動議の提出は

次のような形で行われる。「議長，私は，（こ

こに，会議の審議，決定を求めて上程されて

いる動議の名前をあげる）の審議を打ち切り，

直ちに本案の採決を行うこととする動議を提

出いたします」。議長が，十分に討議されたと

判断したならぽ，この討議終結の動議の可否

を次のように諮る。「それではここで本議案の

採決を行うこととしますか」。

　もしこの動議が出席投票議員の3分の2の

多数で成立した場合には，討議を打ち切るも

のとする。討議が打ち切られた場合でも本動

議の提出者は本規則第4節に従って3分間応

答する権利・を有する。それが済むと直ちに審

議に付せられている議案の採決をしなければ

ならない。

H．審議延期：上程されている議案の審議を

一定の日時まで延期することとする動議。こ

の動議は，発言が行われているときを除き，

いつでも提出することができる。また討議お

よび修正を行うことができる。
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1．委員会付託：議案を委員会に付託してさ

らに検討を加えたうえ報告させることとする

動議。この動議は討議および修正を行うこと

ができる。

J．修正：審議中の動議に修正を加えようと

する場合に用いられる動議。

　1）修正の動議そのものは修正することが

できるが，その修正をさらに修正することは

できない。

　2）修正にかかわる問題と密接な関係のな

いもの；単に，否定の形をとっている原案を

肯定の形をした同じ趣旨のものに修正するに

過ぎないもの；同じ会期中に既に決定をみた

問題と同一内容のもの；実質的な内容に変更

なく単に修正の形式を別な形式に変えるも

の；動議の形式を別な形式に差し替えるだけ

のもの；制定案から「制定する」という文言

を，または決議案から「決議する」という文

言を削除するだけのもの；何ら意味のある修

正を提案したこととはならないような文言を

削除または挿入するもの。以上のような修正

の動議はいずれも提出することができないも

のとする。

　3）　修正案の修正は，本動議の議案のみな

らず，修正案の内容とも密接な関係がなけれ

ぽならない。修正に名を借りて別な新しい問

題を持ち込むようなことをしてはならない。

　4）　修正案の採決：原議案に対する修正が

提案されたときは，まずその修正案の採決を

行う。修正案に対する修正が提案された場合

には，まずその修正案に対する修正案を採決

してから，原議案に対する修正案の採決を行

う。次に，原議案について，原提案の通りと

か，修正案の通りとか，修正動議の結果に応

じた形による採決を行う。

K．再審議：一度通過した動議を再審議する

こととする動議は，同日または翌日の会議中

に提出されなけれぽならない。この動議は，

多数側に立って投票した議員が次のような形

で提出することを要する。「議長，私は多数側

の1人として投票した者ですが（動議等の名

前）が可決されたことについてそれを再審議

する動議を提出いたします」。動議についての
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発言は，動議に賛成の者2名，反対の者2名

に限り許されるものとし，これらの発言が終

わったあと直ちに採決を行うものとする。各

発言者の意見の陳述には5分間の時間が与え

られる。この動議の成立には3分の2の賛成

投票が必要である。再審議という動議が支持

された場合，その正式動議の審議は，承認済

み審議日程の最後に置かれるものとする。

L．異議の申立一その手続：議長の行った

決定に対しては，本節Dの「議事進行手続に

関する異議」の場合の議長の裁定も含め，す

べて異議の申立の動議を提出することができ

る。但し，ほかに異議の申立があってその処

理がまだ済んでいない場合はこの限りでな

い。この動議は，議長の裁定が行われた時に

のみ提出しうるものとする。この動議は他の

議員の発言が行われているときでも提出する

ことがでぎる。もし何かほかの発言や議事が

間に入ってしまうと，もはやこの動議の提出

はできないことになる。異議の申立の動議は

特権の問題に関する動議には優先できない。

異議の申立の動議については，討議をするこ

とができるが，修正できない。

　議長が，異議申立の問題について発言する

場合には，議長席に着いたままで，自分の行っ

た決定についてその理由を説明することがで

きる。理由の説明には3分間が与えられる。

議員の発言はいずれも1回限りとする。但し，

討議が終わったときに，決定に対する反対意

見に答える場合の議長についてはこの限りで

ない。各議員の動議に関する発言は3分間と

し，議長が決定に対する反対意見に答えよう

とする場合には，それに対して5分間が与え

られる。問題は「議長の決定を支持されます

か」という言葉で議場に問いかけられる。そ

れから投票の呼びかけがあって，採決となる。

　投票の結果が可否同数となった場合には，

議長が支持されたことになる。議長が当該会

議で投票権を行使することのできる議員で

あった場合は，議長または司会老の決定は過

半数によって覆されない限りその効力を失わ

ないとする原則に基づいて，議長自ら可否同

数とするための投票をすることができる。
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第9節　賛否分離方法による採決

　（Division　of　Vote）

　議長は投票結果を発表する。もし発表され

たものの正確さについて疑念を抱く議員があ

れぽ，その議員は直ちに「賛否分離方法によ

る採決」を要求すべきである。

　この方法による採決の要求があった場合ま

たは議長がその判断でこの方法によることを

必要と認めたときは，議長は直ちに計算係を

任命したうえ，再び採決を行わなけれぽなら

ないが，この場合には，賛成側の起立を求め

てこれを数え，次に，それが着席してから反

対側を起立させてこれを数える，という方法

による。議長は計算係からの報告を発表する

ものとし，この発表をもって最終とする。

第10節　全員委員会（Committee　of　the

Whole）

　会議が案件を委員会に付託することを望ま

ない場合，または会議がこのままで審議する

のには問題に関する理解が十分でない場合，

その他何らかの理由で，これを会議の定める

ところに従ってもっと自由に審議することが

望ましいとされる場合，会議は正式に提出さ

れ，賛成を得，成立した動議によって，「全員

委員会」に移行することができる。

　「全員委員会」移行の動議が成立すると，

議長は直ちに議員の1人に委員長席に着くこ

とを求めたうえ，自らは議場の議員の中に座

を占める。

　この委員会で提出できる動議は，「修正す

る」または「採択する」とするものと「委員

会は閉会し，報告をする」とするものだけに

限られる。

　全員委員会に移行する前に，委員会での審

議に会議で定めた一定の制限を付するか，ま

たは委員会の審議を一定の時間までとして打

ち切るようにするか，或はその両方とするか

を投票によって決めることができる。もし何

らの制限も設けられていない場合は，いずれ

の議員も許される限り何回でも発言し，また，

そのたびごとに与えられた時間だけ発言をす

ることができる。但し，同じ問題について発

言を希望していながらそれをまだ果たしてい

ない議員がいる場合は，2回目または続けて

発言をすることができない。

　討議が会議の定めた一一定の時間をもって打

ち切られた場合は，たとえ全員一致の同意を

もってしても，「全員委員会」には時間を延長

する権限がないものとする。

　「全員委員会」は，案件をほかの委員会に

付託できず，また，付託を受けた議案の原文

に変更を加えることもできないが，しかし修

正を提案することができるものとし，委員会

はこれを会議に報告し，改めてその審議を求

めなければならない。

　委員会が付託された議案の審議を終えた場

合，または委員会が散会するかもしくは会議

にその審議を打ち切らせたいと思う場合に

は，審議の結果を明記した報告書を作成した

うえ，「委員会は閉会し，報告する」とする動

議を提出する。この動議については，討議を

することも，また修正をすることもできない

ものとする。

　この動議が採択されると，議長は議長席に

着き，「全員委員会」の委員長はもとの議員席

に戻る。次に委員会の委員長は次のように述

べる。「『全員委員会』は（ここで制定案，決

議案その他の議案名をあげる）について審i議

を遂げ，それについて修正意見を付したもの

（または，付さないもの）を報告することを

私に命じました」。但し，これは委員会が結論

を得た場合のことである。委員会が結論に達

することができなかった場合は，委員長は次

のように述べる。「『全員委員会』は（ここで

議案名をあげる）の審議を行い，それについ

て結論に達することができなかったことを報

告するよう私に命じました」。

　修正意見の付せられていない報告が行われ

たときは，議長は直ちに「全員委員会」が報

告した通りのものを発表する。

　修正意見を付した報告の場合は，その修正

について討議および修正を行うことができ

る。そして，「修正」の動議の場合と同じ方法

第14章　会議運営手続規則

によって採決する。

　修正の処理が終わったら，議長は修正され

た現在の形のものを発表する。

　「全員委員会」の議事は会議の議事録には

載せないが，後日の会議での利用を考えて，

その記録をとっておくようにしなければなら

ない。

第11節　規定審議会一関係規則

　（Council　on　Legislation－Specia｝

Rules　Concerning）

A．議事順序一規定審議会の議事は次の6

段階から成る。

　1）　審議会が開かれた場合，最初の議事は，

　審議会の信任状委員会が事前に行う，定足

　数を満たす出席の確認に関する報告であ

　る。

　2）　第2の議事は，定足数の出席が立証さ

　れたあと，事務総長から，審議会の審議を

　求めて正式に提出された制定案および決議

　案を審議会に回付することである。

　3）　第3の議事は，国際ロータリー細則第

　9条第10節（e）項の規定に基づく国際ロータ

　リー理事会の決定により，審議会に回付さ

　れなかった決議案に関して提起されている

　一切の問題を審議することである。

　4）議事の第4は，審議会が留意する必要

　のある案件を審…議すべき順序について勧告

　をしている委員会の報告を受理してこれを

　検討し，審議会の留意を必要とする二，三

　の案件について，その審議の順序および日

　程を取り決めることである。

　5）　議事の第5は，事務総長から回付を受

　けた制定案および決議案の審議である。こ

　の審議は審議会があらかじめ決定した順序

　に従って行い，いったん採用されたその順

　序は，過半数によるほか変更することがで

　きないものとする。

　6）　最後の議事は，審議会の信任状委員会

　から最終報告を受けることである。

B．規定審議会の運営

　1）　信任状の査証を済ませてから正式に議
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席を与えられた審議会の議員は，審議会の

全会期を通じて議員を務めるものとし，代

理を任命する権利を有しない。

2）　制定案または決議案の提案者は，議長

が動議の提出を求める前に，議案の審議を

審議会に求める動議の提出者となる議員を

あらかじめ指名しておくか，或は理事会に

対し，特別議員に前記の動議を本人に代

わって提出させることを要求することがで

きる。前記の指名は，議案が上程される前

であれぽいつでも行うことができ，議長は

その指名された議員に動議の提出を求める

ものとする。特別議員に命じて前記制定案

または決議案の審議を求める動議を提出さ

せることを要求する場合には，これを書面

にして，審議会の会議の始まる少なくとも

5日前に，事務総長に提出しなけれぽなら

ない。

3）　会長は，国際ロー一タリー細則の規定に

従い，規定審議会の開かれるロータリー年

度の早い時期に，審議会の議長および副議

長を任命する。また規定審議会が開かれる

前に，細則に規定されている，無地区クラ

ブを代表する議員一，二名を指名するもの

とする。

　審議会の議事は議事録に記録するものと

する。

　審議会は，随時休会したり，開いたりす

ることができる。

　審議会の起草委員会は，審議会特別議員

となっている定款・細則委員会の委員長お

よび委員，並びに審議会議長で構成する。

定款・細則委員会の委員長は起草委員会の

委員長となるものとする。

　起草委員会は次の任務を行う。

　1）　審議会から命ぜられた立法案の案文

の書き直し，立法案またはその修正案中の

矛盾した個所に必要かつ適切な訂正を加え

た案文の起草を行い，これを審議会に報告

すること。

　2）　審議会の報告書を作成すること。

第12節　国際大会一関係規則

　（Convention－Special　Rules　Concern・

ing）

　国際ロータリー細則に規定してある通り，

各種委員会の報告，国際大会に寄せられた通

信，制定案および決議案並びにこれらに対す

るすべての修正案，および国際ロータリーの

会議運営手続規則によって討議できないこと

となっているものを除くすべての動議は，国

際大会の議場において討議することができ

る。但し，国際大会が，その時の出席投票選

挙人の投票の3分の2の多数をもって，討議

を用いないでこれらを処理すべきことを決定

した場合はこの限りでない。

　国際大会において，いったん成立した動議

を再審議する動議を提出する場合には，成立

した動議を議決した日と同じ日の大会の正式

会議においてこれを行わなけれぽならない。

　国際大会において，国際ロータリー定款の

規定に関する改正案または同規定を含む改正

案を投票に付する場合，これを採択するには

その時の出席投票選挙人の投票の3分の2を

要するものとする。

第13節　その他の事項（Matters　Not　Cover・

ed）

　以上の規則に定められていない事項につい

ては，議長が公正を基本とした判断によって

これを決定するものとし，議員はこれに対し

て異議の申立をすることができる。この規則

について，矛盾する点，はっきりしない点，

或は疑問の点が認められた場合には，国際

ロータリーの定款および細則にその解決を求

めるものとする。

ロータリー財団
（THE　ROTARY　FOUNDATION）

第15章一組織および目的

第16章一プログラム

第17章一財務および表彰に関する事項
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　国際ロータリー定款（第10条）と細則（第

19条）に規定されているロータリー財団は，

1917年の国際大会によって発足した。1931年

に信託組織となり，1983年に米国イリノイ州

の法令のもとに非営利財団法人となった。

財団の目標

　（The　Objective　of　the　Foundation）

　ロータリー財団の目標は，博愛，慈善，教

育または人道的という特質を持つ明確かつ効

果的なプロジェクトの促進を通じて，様々な

国の国民の間に理解と友好的関係を助長する

ことである。

管理委員の任命と組織

　（Appointment　and　Organization　of

Trustees）

　R．1，細則（第19条）の規定によると，会長が，

理事会の承認を得て，13名の管理委員を任命

する。

　財団細則の規定によると，管理委員会は，

管理委員が構成メソバーとなる委員会と小委

員会およびそれぞれの任務を決定する。管理

委員会委員長が，その委員会と小委員会の委

員と委員長を任命する。

　その委員会の名称と委員の氏名は公式名簿

に記載されている。

ロータリー財団地区委員会

　（Rotary　Foundation　District　Commit・

tees）

　R．1理事会と管理委員は次のことを決定し

た。

　各地区ガバナーは，就任のかなり前に，地

区口・一タリー財団委員会を設置するものとす

る。次のような人を委員とするよう勧める：

　委員長として，元地区ガバナーまたは経験

豊かなロータリアン。委員長は，3年を超え

て引き続き留任できない。

　委員として，地区ロータリー財団委員会小

委員会の委員長。できるだけ元地区ガバナー

の経験を活用する；

　次のような小委員会を設置することを勧奨

する。地区内のロータリアソで構成され，それ

ぞれの小委員会の担当する活動分野において

経験豊かなロータリアンをできる限り委員と

し，かつ，委員の継続性を図る。

　1）奨学金

　2）研究グループ交換

　3）特別補助金・保健，飢餓追放および人

　　　間性尊重補助金

　4）増進（1部の地区では，年次寄付と計

　　　画的寄付に分けてもよい）

　5）広報

　6）学友

　小委員会それぞれの任務は，「地区ロータ

リー財団要覧（176－JA）に記述されている。
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第15章組織および目的

財団管理委員会と理事会との関係

　（Relationship　of　Trustees　and　Board　to

The　Rotary　Foundation）

　R．L理事会およびロータリー財団管理委員

会は，国際ロータリーの定款および細則に定

められている各自の権限，任務および責任を

考慮し，また，両老の間に締結された信託の

宣言（1931年11月12日付）の規定を考慮した

うえ，これらによる権限，任務および責任の

いずれをも確保しながら，両者相互間の理解

と協力を確立するための方策として，以下の

理事会およびロータリー財団管理委員会との

関係に関する声明を採択する。

　1）（a）国際ロータリー会長およびロータ

リー財団管理委員会委員長によってそれぞれ

任命された3名乃至5名の理事会の理事およ

び同数の管理委員で構成する国際ロータリー一

とロータリー財団管理委員会との合同委員会

を設ける。委員の任期は，委員の任命が行わ

れた年度の6月30日までとする。国際ロータ

リー会長およびロータリー一財団管理委員会委

員長は，委員の退任，死亡，廃疾，解任その

他によって生じた欠員を補充する権限を有す

るものとする。委員会のメンバー・は，これを

再任することができる。委員会は，国際ロー

タリー会長および管理委員会委員長の同意を

得て，共通の問題を審議するために会議を開

くものとし，そして理事会および管理委員会

に報告を行い，委員会の勧告意見を具申して

その裁定を仰ぐものとする。

　（b）ロータリー財団のプログラム，プロ

ジェクトまたは活動に関する提案は，理事会

もしくは管理委員会がこれを行うことができ

るが，これらのプログラムまたは活動を実際

に進めていく責任は主として管理委員会にあ

るものとする。

　（c）理事会と管理委員会は，双方の合意に

より，ロータリー財団の特定のプログラム，

プロジェクトまたは活動について，その実施

に，管理委員会の代行老として理事会が当た

るか，財団が当たるか，または両老が協同し

て当たることにするかを取り決めることがで
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きる。

　（d）理事会は，あらかじめ管理委員会の同

意を得ない限り，国際ロータリーの定款第10

条および細則第19条を改正する提案は，これ

を行わないものとする。ロータリー財団に関

する決議もこれと同じ扱いとする。

　前記のような制定案または決議案が理事会

以外から提出された場合には，規定審議会ま

たは国際大会の開かれる前に，これを理事会

と管理委員会との合同審議に付するものとす

る。

　（e）理事会と管理委員会は，下記に該当す

る者はロータリー財団の各種補助金のいずれ

についてもその受領者となる資格を有しない

ものと定める：ロータリアン；クラブと地区

と他のロータリー関係の組織と国wa　P一タ

リーの職員；配偶者，直系卑属（血縁による

子または孫，入籍している養子），直系卑属の

配偶者，上記ロータリアンと職員の尊属（血

縁による両親または祖父母）。

　2）理事会は，国際ロータリーの管理主体

として，次の責務を有するものとする。

　（a）国際ロータリーが後援または賛助する

博愛，慈善，教育その他の人道的な目的，対

象，運動または施設を推進するために管理委

員会によって提案されたロータリー財団のプ

ログラム，プロジェクトまたは活動は，後援

または賛助されてから発表，または資金の提

供が行われること。

　（b）前記ロータリー財団のプログラム，プ

ロジェクトまたは活動のための資金を財団の

収入から支出することを決議をもって承認

し，また，すべて管理委員会が多数決をもっ

て財団の基本財産から支出することを決定し

た場合に，決議をもってその支出を承認する

こと。この承認は，寄贈者がその寄贈にかか

わる資産の用途を特に指定している場合のも

のについては，その必要のないものとする。

　（c）国際ロータリーの役員およびすべての

ロータリアンに，ロータリー財団のプログラ

ム，プロジェクトおよび活動を，これに直接

参加したり，資金を寄付したりすることに

よって支援するように呼びかけること，また，

財団のプログラム，プロジェクトおよび活動

を，クラブや地区の会合，国際的会合，指導

者の養成，教育を目的としたプログラムおよ

び刊行物などを通じて推進すること。

　3）管理委員会は，ロータリー財団の管理

運営に当たるものとして，次の責務を有する

ものとする。

　（a）　ロータリー財団の資金および資産一切

の保有，投資，運用および管理。

　（b）　ロータリー財団のすべてのプログラ

ム，プロジェクトおよび活動の実施，運営，

およびこれらロータリー財団のプログラム，

プロジェクトおよび活動に対する資金の割
当。

　（c）　ロータリー財団が資金を提供している

プログラム，プロジェクトおよび活動を常に

検討，評価し，毎年，P一タリー財団が支出

したすべての補助金について理事会に報告を

すること。

　（d）ロータリー財団を支援した個人，クラ

ブその他に対する適当な表彰方法を考えるこ

と。

　（e＞ロータリー財団の推進およびロータ

リー財団に関する情報を普及させること。

　（f）予算の作成，手続の開始，およびロー

タリー一財団のプログラム，プロジエクトおよ

び活動に対する適正な資金の調達。

第】5章　組織および目的

　4）国際ロータリー理事会とロータリー財

団管理委員会は，双方の合意によりこの声明

をもって，国際ロータリー理事会のロータ

リー財団管理委員会に対する関係に関するこ

れまでのすべての声明およびロータリー財団

の運営方針に関する声明を廃止してこれらに

代わるものとすることを決定する。

ロータリー財団事務長

　（Secretary　of　the　Rotary　Foundation）

　財団事務長は，国際ロータリー理事会に

よって選ぽれた同一一暦年度の国際ロータリー

事務総長と同一．一人とする。事務長は管理委員

長の監督と管理委員会の統制の下に実務を執

行する常務役員とする。事務長は事務次長を

指名することがでぎる。事務次長は，事務長

がその職務を執行できない場合，または事務

長から委任された場合に，事務長に代わって

事務をとることができるが，事務長の地位に

空席を生じた場合，その地位を自動的に継承

するものではない。事務長はまた，ロータリー

財団のすべての銀行勘定に影響を及ぼす，小

切手，銀行手形，約束手形，為替手形および

指示書に署名する1名以上の実務担当補佐を

指名することができる。
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第16章　ロータリー財団のプログラム

第16章

ロータリー財団のプログラム

（Programs　of　the　Rotary　Foundation）
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　R．L理事会と管理委員会は，ロータリー財

団の目標を助長する明確かつ効果的な手段と

して，次のプログラムを承認した：

　奨学金

　研究グループ交換

　特別補助金

　大学教員のための補助金

　保健，飢餓追放および人間性尊重プログラム

　奨学金および研究グループ交換プログラム

への申請書提出最終期日の数ヵ月前に，地区

ガ・ミナーは，詳細な解説書と申請書を渡され

る。資料が用意されたとの通知を受けたら，

クラブは，地区ガバナー，または，日本支局

から資料を取り寄せることができる。

奨学金

　（Scholarships）

　大学院課程奨学金，大学課程奨学金，職業

研修奨学金，障害者教師奨学金，ジャーナリ

ズム奨学金（Graduate　Scholarships，　Under－

graduate　Scholarships，　Vocational　Schol・

arships，　Teachers　of　the　Handicapped

Scholarships，　Journalism　Scholarships）

　ロータリー財団奨学金の目的は，青年男女

を他国の教育機関で勉学させることによっ

て，相異なる国民間の理解と友好関係の増進

に寄与することである。奨学生は非公式の「親

善使節」として行動するよう期待されており，

かくして，研究年度中および帰国後，自国と

留学国の国民間の理解増進に寄与する機会に

恵まれるのである。

　各奨学金は，自国から留学地までの往復航

空料金，授業料，必要な書籍および学用品，

下宿料および食費を含む。候補者は，志望先

を問われるが，管理委員会の裁量で全奨学生

は適切な教育機関を指定される。

　これら5種の奨学金の性質および目的は類

似しており，主な違いは参加者の年齢と教育

水準，および研究プログラムの水準と性格に

ある。

　　　　　　　資　　　格

　青年男女共に申請資格を有する。ロータ

リー財団奨学金候補者は優秀な学生，技術者，

ジャーナリスト乃至教師であると共に「親善

使節」となる可能性を持つものでなければな

らない。

　自国と受入国の国民間の友清と理解の効果

的なかけ橋を務めるために，候補者は親しみ

やすい外向的な性格と，異なる文化を持つ国

民の態度および生活様式に対する好意的関心

と，自己の考えを即座に効果的に伝える能力

とを持っていなけれぽならない。また，自国

の歴史，文化，地理，時事問題についても十

分な知識を持っていなければならない。

　候補者は特に次の諸条件に該当しなけれぽ

ならない：

　1）　学業または専門的分野において或は

　　研修また実務において高水準を保持して

　　来た者で，かつロータリー財団奨学生と

　　して顕著な成果を上げうる可能性を示す

　　ものでなけれぽならない。

　2）　指導性，独創力，熱意，適応性，円

　　熟，目的の誠実さを実証すること。

　3）　申請時において，留学国および指定

　　された教育機関で用いられている言語に

　　熟達していなけれぽならない。

　4）　他国における厳しい1ヵ年の研究と

　　旅行に堪えうること。
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第16章　ロータリー財団のプログラム

　このプPグラムの詳細，候補老の資格，申

請手続は，「奨学金要覧」（133－JA）の最新版

に記載されている。

　　　　　　受領できる奨学金

　各地区は毎年，大学院課程奨学金，大学課

程奨学金，職業研修奨学金，障害者教師奨学

金またはジャーナリズム奨学金のうち，地区

が希望するいずれか一つを受領することがで

きる。奨学金を受領するためには，各候補者

は，管理委員会によって，奨学金の必要条件

を充たすものと判定された者でなけれぽなら

ない。各地区はまた補欠候補者1名を推薦す

ることになるが，それは正候補者と同種の奨

学金を対象とするには及ぽない。

　また，管理委員会は，毎年，特定の金額を

超す寄付を行った地区に追加奨学金を授与す

る。管理委員会が，毎年，その金額を定め，

この決定を全地区に伝える。管理委員会は，

毎年，開発途上諸国内の地区，または，開発

途上諸国を含む地区の候補者にも追加奨学金

を授与できる。

　奨学金プログラムに対する地区の責務は，

「奨学金要覧」（133－JA）と「地区ロータリー

財団要覧」（176－－JA）に詳述されている。

　　　　　　選考並びに発表

　ロータリー財団奨学金候補者を指名する締

切期日予定を次に挙げる。1985－86年度に実

施されるものである。

　提唱ロータリー・クラブの申請書並びに補

足書類受理締切日…………・…・…・…10月1日

　地区ガバナーのクラブ確認済候補者の申請

書類一式受理締切日……………・・…・11月1日

　中央事務局の地区確認済候補者および無地

区クラブの候補者の申請書類一式受理締切日

・……・…………・…・…・…………・…… P2月1日

　奨学金は，クラブと地区の推薦に基づいて

ロータリー財団管理委員会より授与されると

いうことが，明確に諒解されていなけれぽな

らない。

　管理委員会による選考結果は毎年2月に

ロータリー財団の事務長から発表される。

　　　　　　顧問ロー一一タリアン

　奨学金受領老として選定，発表された地区
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後援の奨学生のひとりひとりについて顧問

ロータリアンを任命すること，また，自分の

地区に留学する奨学生のホスト顧問ロータリ

アンを任命することは，地区ガバナーの責務

である。

研究グループ交換

　（Group　Study　Exchange）

　ロータリー財団研究グループ交換は次の三

つの目的のために計画された教育的プログラ

ムである：

　1）　優秀な青年実業人並びに専門職業人

　に，他国において計画準備された研究討論

　プログラムに参加することによって，その

　国とその国民並びに諸施設とを研究する機

　会を与えるため；

　2）　善意の人々が，友好的雰囲気のもと

　に相会し，語り合い，生活を共にして，相

　互の問題や抱負を理解するようになり，か

　くして個人的接触を永続する友情へと成熟

　させることにより国際理解を増進するた

　め；

　3）　研究グループのチームのために教育

　的プログラムを作成し，また彼等を歓待す

　ることによって，ロータリアソを，具体的，

　実際的かつ有意義な国際奉仕プロジェクト

　に参加させるため。

　このプログラムは，異なる国に属す二つの

地区で研究グループを交換するものである。

それぞれのグループは，十分な資格を備えた

青年実業人または専門職業人（申請書提出時

において25－35歳）と研究グループ交換地区

ガバナー代理（ロータリアン）によって構成

される。チーム・メンバー全員とも特定の1

地区出身老である。地区は，男性チーム（5

名の実業人または専門職業人とガパナー代

理）か女性チーム（4名の実業人または専門

職業人とガバナー代理夫i妻）のいずれかを派

遣できる。爾地区のうち一一方が4週間以上6

週間以内の期間，グループを派遣する。正確

な期聞は，派遣地区と受入地区双方の合意に

よって取り決める。派遣地区は，翌年，交換

に相手地区のグループを受け入れる。

　補助金は，チーム・メソバーと地区ガバナー

代理（女性チームの場合は，ガバナー代理夫

人も含む）の出発地点から所定の到着地点ま

での往復運賃を賄えるだけのものであるが，

ジェット機エコノミークラス往復運賃を超え

てはならない。ホスト地区滞在中の食費，宿

泊費，旅費は，地元のロータリアソが負担す

る。

　「青年実業人または専門職業人」という言

葉は，研究グループ交換のチームへの参加申

請前に，常勤制のもとに少なくとも2年間，

一般に認められた実業または専門職業に雇傭

されたことのある男女を意味するのである。

参加申請者は居住している国の国民で，候補

者の確認をする地区で雇傭されているかまた

は居住していなけれぽならない。

　補助金を受ける資格を取得するためには，

地区は，地区大会もしくは地区協議会におけ

る決議によって，或は郵便投票によって，地

区内クラブの3分の2が，本プログラム参加

申請を承諾しかつ支持することを表明し，か

つ要請された場合は訪問チームのホストにな

ることに同意したことを証明しなけれぽなら

ない。

　　　　　　　選　　　　考

　クラブは，地元地域社会の全申請者を面接

するために，クラブ・レベルの選考委員会を

設置する。この委員会は2名以下の申請老を

選考，確認する。最終選考する前に，クラブ

は，プログラムに関して，候補者の雇主また

は同業老と接触し，この人達の協力を得なけ

れぽならない。

　クラブ・レベルで選考された青年男女から

研究チームを最終的に選ぶのは，地区研究グ

ループ交換小委員会の責務である。地区ガバ

ナーもこれに協力する。できる限り，個人面

接を行うべきである。

　地区は，希望する相手地区を表明する機会

を与えられるが，最終選考は，P一タリー財

団管理委員会が行う。管理委員会は，どちら

の地区が最初にホストとなるかも指示する。

第16章　ロータリー財団のプログラム

　申請書に記入し，基本的研究計画を同封し，

財団に送るものとする。その期日は，1983－84

年度と1984－85年度は4月1日まで，1985－

86年度以降は12月15日までとする。相互交換

は，補助金授与発表直後の2ヵ年間に完了し

なけれぽならない。管理委員会は1983－84年

度と1984－85年度においては5月に，1985－

86年度以降は1月に補助金授与を発表する。

　地区ガバナー代理は，管理に携わる人であ

り，研究グループ交換のメンバーではない。

ロータリアンであるなしを問わず人々と接触

または講演する際は，地区ガバナー代理（女

性チームの場合，ガバナー代理夫妻）よりも

チーム・メンバーに注目が集まるようにしな

けれぽならない。

　　　　　　　　受入地区

　研究チームは，到着時点から出発時点まで

ホスト地区の管理下にあるのが普通である。

研究計画に他地区が含まれる場合ですら，ホ

スト地区が，研究計画（日程作成，地元の交

通手配，チームの受入，活動の用意など）の

立案およびできる限りのホーム・ホスピタリ

ティーを引き受け，その責務を負う。他の手

続および規定は，「研究グループ交換要覧」

（165－JA）に記載されている。

大学教員のための補助金

　（Grants　for　University　Teachers）

　1985－86年度より，管理委員会は，毎年，

米貨10，000ドルの補助金を10件，自国以外．

特に開発途上諸国の高等教育機関で教鞭を

執っている有資格の男女に授与する。詳細は

中央事務局に照会されたい。

特別補助金
　（Special　Grants）

　ロータリー財団の目的推進に貢献する国際

奉仕プロジェクトの開発およびその試みへの

　　　　　　　　　　　　　　　　　139
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第16章：　ロータリー財団のプログラム

奨励策として，管理委員会は次に示す基準に

合致するクラブおよび地区の財政援助申請に

考慮を払うものである：

　1）異なる国々の人々の間の理解と友好関

係を増進させるものであること。ある国の個

人をその国で教育させる計画は承認されな

い。個人を主要な受益者とする計画は，その

プロジェクトにかかわる特別の事情が国際理

解の増進に役立ち，そうしてそれがその国或

は地域社会のためになるということが明確に

証明されない限り，承認されることはない。

　2）教育的もしくは慈善的性質のもので

あって，しかも財団或はロータリーが提唱す

る現行プPグラム（青少年交換を含む）と重

複しないこと。

　3）ロータリー・クラブまたはロータリー

地区が提唱し，かつ相当多額の資金を調達す

るものであること。

　4）相当数のP一タリアソが，資金募集な

ど，その事業計画に積極的に参加するもので

あること。もしも，そのプロジェクトが，一

つの国から他の国へ，物資の贈呈を含むもの

である場合，そのプロジェクトが国際理解の

増進に寄与するものと認められるためには，

少なくとも2ヵ国の地区乃至クラブのロータ

リアンが積極的に参加するものでなければな

らない。

　5）不動産（土地および建物）の投資を含

まない計画であって，補助金を授与する以外

にロータリー財団或は国際ロータリーに対し

て何らの責務も負わせないものであること。

　6）実施中，或は既に完了したプログラム

であってはならない。特別補助金は，通常，

一一 ﾂのプロジェクトに対して，1回しか授与

されないことになっているので，提唱者は，

特別補助金をもって継続的な援助を期待する

ことはできない。

　7）補助金受領無資格老への支払を含まな

いこと（141頁の無資格者に関する項を参照の

こと）。

　特別補助金の申請手続は簡単であり，年度

中いつでも申請できる。ロータリー・クラブ

および地区が国際奉仕プロジェクトを入念に
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検討し，提唱することを決定したならぽ，申

請書を中央事務局に提出する（書式は地区ガ

バナー或は事務局から入手できる）。申請書に

は次の所要事項が記入されていなけれぽなら

ない。

　1）提唱ロータリー・クラブの名称および／

または地区番号。

　2）プロジェクトの簡単な説明。

・3）全費用の正確な見積額。

・4）下記を含む資金調達見込額。

　　a）提唱クラブまたは地区からの寄付

　　　　額。

　　b）その他からの寄付額。

　　c）ロータリー財団に申請する正確な金

　　　　額。

　5）補助金が承認された場合，補助金を受

け取る個人または団体の名称，住所，電話番

号。（141頁の補助金受領無資格者の項を参照

のこと）

　6）このプロジェクトに対する提唱クラブ

或は地区のロータリアンの参加状況の簡単な

説明。

　7）プロジェクトの開始および完了予定年

月日。

　8）クラブが提唱するプロジェクトの場合，

クラブ会長の署名および年月日，地区が提唱

する場合は地区ガバナーの署名，年月日。

　申請を受けた財団管理委員会は，そのプロ

ジェクトが前記の基準に合致しているか否

か，申請を承認するか否か，いくら支給する

かについて決定する。多くのロータリアンに

より寄付された金銭が，短期間のうちに世界

中で慈善事業のために使われている。提唱

ロータリー・クラブ或は地区は，プロジェク

トの実施中および完了後に1回乃至数回，報

告書を提出しなけれぽならない。

寧（3と4のそれぞれの合計額ば同じでなければならない。）

　保健，飢餓追放および人間性尊重補助

　金
．　　（Health，　Hunger　and　Humanity　Grants）

　1977－78年度に，R．1理事会は，保健，飢餓

追放および人間性尊重プログラム（3－H）

を設立し，1982－83年度に，理事会は，管理

委員会にこのプログラムの全面的管理を引き

受けるよう要請した。その目的は，国際間の

理解，親善および平和を促進するための方法

として人々の健康状態を改善し，飢餓を救済

し，人間的，社会的向上発展をはかることで

ある。この目的は，クラブや地区の資力と人

的資源をもってしては大き過ぎて扱いきれな

いような大規模なプロジェクトによって推進

される。

　保健，飢餓追放または人間性尊重プmジェ

クトに対する補助金申請書は，申請理由と規

模と目標と予算を記載したプロジェクト案の

明確な説明，および地元のロータリアンが目

標達成に助力するために何をするか，並びに，

プPジェクトを援助する他国のロータリアン

の職種を記入した上，管理委員会に提出しな

けれぽならない。プロジェクトは，国際理解，

親善，平和の推進を目的としているので，自

分の専門知識と経験を分かち合い，保健，飢

餓追放および人間性尊重プロジェクトに奉仕

するために自国以外に赴くロータリアンがこ

のプロジェクトに参加することが期待されて

いる。

　このプロジェクトは，次のような条件を備

えていなけれぽならない：

　1）国際間の理解，親善および平和を促進

するための方法として，人々の健康状態を改

善し，飢餓を救済し，人間的，社会的向上発

展をはかることを目的とするものであるこ

と；

　2）相当数のロータリアソが進んで参加す

るものであること；

　3）ロータリアン，ロータリー・クラブお

よび／または地区からできる限りの支援が得

られるものであること；

　4）国際奉仕的プロジェクトであること；

第16章　ロータリー財団のフロクラム

　5）一一つのクラブまたは地区，或は，クラ

ブ・グループまたは地区グループでは大きす

ぎること；

　6）長期的に自立していけるという利点の

あること。援助を必要としている人々の状態

を改善しようとする地元の努力によって継

続，推進されるものであること；

　7）国際ロータリーの手を離れてからも，

引き続き適当な支援が確保されるものである

こと。

　8）不動産への投資を含んでいないこと。

　9）ロータリー財団または国際ロータリー

に補助金の支給以外の責任を負わせるもので

ないこと。

財団補助金受領無資格者
　（lneligibility　for　Foundation　Awards）

　R．L理事会と管理委員会は次の点に同意し

た。奉仕の理想を実証するために，ロータリー

財団支援プログラムのもとに授与される補助

金は次の老には授与されない：ロータリア

ン；クラブと地区と他のロータリー関係の組

織と国際ロータリーの職員；配偶者；直系卑

属（血縁による子または孫，入籍している養

子）；直系卑属の配偶者，上記ロータリアンと

職員の尊属（血縁による両親または祖父母♪。

　財団への寄付者は，直接または間接，財団

プログラムの受益者となってはならないと現

実に定めている方針によって，奉仕の理想は

最もよく実証される。ロータリーの標語「超

我の奉仕」は，ロータリアンでもロータリア

ンの親族でもない人で，それを受けるにふさ

わしい人へ利他の奉仕をする，この奉仕に基

づく慈善的，教育的プログラムによって，最

もよく実証されるのである。
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第16章　ロータリー財団のプログラム

財団学友

　（Foundation　Alumni）

　元奨学生，元研究グループ交換参加者，元

3－Hボランティアは，すべて，P一タリー

財団の学友である。

　財団管理委員会は，各地区（単独または，

地域か国別のいずれか）に，その地区（また

は地域か国）に住む全学友のために学友会を

設立するよう強く勧めている。

　管理委員会の意見では，このような学友会

は，次のような目的の一端に役立つことがで

きる：

　1）ロータリー・クラブ会員候補者

　2）ロータリー・プログラムへの支援（例

えば，出発しようとしている奨学生または帰

国した奨学生の適応指導と助言；社会奉仕プ

ロジェクトの援助）

　3）ロータリー・クラブと地区に対し，講

演とプログラムを提供

142

　4）R．1．とロータリー財団の広報プログラ

ムから国際親善が生まれ，保たれるよう援助

　5）財団プログラムの財政支援を提供する　．

と思われる人達

　6）世界平和という共通の目標を目ざして

努力する男女グループに属しているという誇

りと共感。

ロータリー財団月間

　（The　Rotary　Foundation　Month）

　理事会と管理委員会は，次のことを決定し

た：毎年11月中，「ロータリー財団月間」を遵

守すること；月間中，クラブは少なくとも一一

つのクラブ・プログラムを財団に当て，さら

に，財団の目標に合致するプロジェクト案を

事務長に提出するよう要請されている。また，

月間について適切な報道機関すべてに発表す

ること。

第17章

第17章財務と表彰に関する事項

財務と表彰に関する事項

（Fiscal　Matters　and　Recognition）

財団資金の支出目的

　（Purposes　for　Which　Funds　of　the

Foundation　Shall　Be　Expended）

　R。1．理事会とP一タリー財団管理委員会

は，ロータリー財団資金の支出目的について

次の決議を採択した：

　ロータリー財団の基本財産或は収入からの

支出は，管理に要する費用を除き，必ず，慈

善，科学，文学，教育或はその他U．S．A．国内

歳入条例，第23（o）2，23（q）2，および101（6）の各項

に含まれる目的に使用されるべぎこと，また，

P一タリー財団の基本財産も収入も，そのい

かなる部分といえども個人的利益のために使

用しないこと，また，ロータリー財団の活動

の相当な部分が宣伝その他立法に影響を与え

ようとする試みに向けられてはならないこ

と，および最後に，ロータリー財団の解散の

ときには，その基本財産およびそれより生ず

る収入は，本決議の条件に従って支出される

ものとすることをここに決議する。

寄付金の為替レート

　（Rate　of　Exchange　for　Contributions）

　ロータリー財団管理委員会は，米国ドル以

外の通貨によるロータリー財団に対する寄付

金の米国ドルへの換算は，このために定あら

れた為替レートによるべきこととしたうえ，

以下のことを決定した：

　1）P　一一タリー財団は，7月1日および1

月1日に始まる6ヵ月ごとに，その間に用い

る寄付金の米国ドルへの換算率を定めるもの

とし，さらに，その換算率の再検討を行い，

実際の為替相場に5パーセソト以上の変動を

生じていた場合にはこれを変更して10月1日

および4月1日以降に適用する換算率を定め

ること。

　2）管理委員会に代わって，事務長に，7

月1日および1月1日以降に適用する換算率

を設定し，また10月1日および4月1日以降

に対してこれを変更する権限を委任するこ
と。

　3）換算率の設定または変更が行れている

4半期の間に，ある通貨の米国ドルに対する

価値に5パーセント以上の変動があった場合

に，管理委員会に代わって適当と認める換算

率の調整を行う権限を，事務長に認めること。

　4）毎年，1月1日と7月1日に，向こう

6ヵ月間のPt　一タリー財団への寄付に関して

実施される換算率をすべての関係クラブに通

知する。10月1日と4月1日に変更があれぽ

これも通知する。この通知には，適用期間ま

たは，これと異なる換算率が決定，通知され

るまで，ロータリー財団への寄付は，この換

算率（米国ドルに相当する地元の通貨を具体

的に明記する）で領収，入金されるという趣

旨の説明を付記する。さらに，財団が授与し

ている様々な表彰を受けるために必要とされ

る金額を地元の通貨で具体的に言及する。

所得税申告に対する寄付金額の控除
　（Deductibility　of　Contributions　on　In・

come　Tax　Retums）

　国によっては所得税申告を行う場合ロータ

リー財団への寄付金は控除されている。クラ

ブ並びに各個人はそれぞれの国においてこの
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ような寄付金が所得税の課税金額から控除さ

れるかどうかを関係当局に確かめてほしい。

　次に掲げるものは，国際ロータリーが受理

した1948年9月22日付合衆国財務省国内歳入

局長の書簡の抜葦である：

　本官は，貴財団が専ら慈善的，教育的目的

のために組織されていることを証明せる提出

証拠書類に基づき，国内歳入法第101節（6）の規

定並びに先の歳入諸条令の該当規定により，

貴財団は連邦所得税を免除されるものと判定

する。

　貴財団に対する寄付は，修正国内歳入法第

23節（o），（q），の各項に規定された方法および

範囲内において，かつ先の歳入諸条令の該当

規定により，寄付者の純課税所得額から控除

される。

　貴財団に提供される遺贈，遺産，不動産の

遺贈または財産譲渡証書は，国内歳入法第812

節（d）項並びに第861節（a）項（3）に規定された方

法と範囲内において，かつ／または先の歳入

諸条令の該当規定により，故人の課税財産額

より控除される。貴財団への贈与財産は，国

内歳入法第1004（a）項（2）（B）並びに1004（b）項の（2）

および（3）並びに／または先の歳入諸条令の該

当規定により，課税贈与額より控除される。

　米国ワシソトンD．C．の国内歳入事務局は

ロータリー財団に対し，1971年12月2日付書

簡で，財団は国内歳入法第509節（a）項に定義さ

れている民間財団には該当しない財団として

分類されている旨通知して来た。

　カナダにおいては，寄付者が所得税法第27

節（1）（a）項の規定に従いかつその範囲内におい

て課税所得額を計算する際，もし正規の領収

書により立証されるならぽ，寄付金を控除額

として申告することができる。

ロータlj　一一財団の基本財産からの支

出

　（Expenditures　From　the　Corpus　of　The

Rotary　Foundation）

寄付老が用途を指定したものを除いて，

144

ロータリー財団の基本財産からの財団プログ

ラムへの支出は，管理委員会と理事会，更に

規定審議会か国際大会のいずれか，が定めた

上限の範囲内になければならない。基本財産

の支出に関し現在承認している上限を次に挙

げる：

1984－1985年度…………米貨25，500，000ドル

1985－1986年度…………　　20，000，000

1986－1987年度…………　　21，000，000

1987－1988年度…………　　22，000，000

財団に対する資金の募集
　（Raising　Funds　for　Foundation）

　R．1理事会並びに管理委員会（1964－65）

は，ロータリー財団の資金の最大限度に関し

ては制限をおかないということに意見が一致

した。

　地区ガバナーは，国際ロータリーの役員と

して管轄地区にロータリー財団を推進する直

接の責任者であるということを忘れてはなら

ない。世界理解と平和を助長している財団の

目的がより知られ，支援されることを目ざし

て財団を推進する責務を負っているのであ

る。

財団への寄付
　（Contributions　to　Foundation）

　ロータリー財団が自発的寄付の基礎の上に

発展して来た事実にかんがみ，財団への寄付

を会員資格の条件とするとか或はそのような

意味のことを入会申込書に書き入れてはなら

ない。ロータリー財団に寄付することを会員

資格の条件とするようロータリー・クラブ細

則を改正したり，n一タリー会員証にこのよ

うなことを書き入れることは認められていな

い。

　理事会並びに財団管理委員会（1964－65）

は，全クラブそして全ロータリアγがロータ

リー財団への寄付老であるべきだということ

に意見が一致した。

　地区ガバナーは地区ロータリー財団委員

会，地区協議会およびクラブ訪問などの正規

の径路を通じて，ロータリー・クラブ並びに

ロータリアソによるロータリー財団への継続

的寄付の重要性を強調するよう示唆されてい

る。

　各ロータリアン，特に新会員は，財団へ毎

年寄付するよう奨励されるべきである。

　管理委員会は，使途指定寄付に関し，次の

方針を採択した：

　1）条件付き寄付より，無条件寄付を奨励

する。

　2）財団プログラムのいずれか，また，プ

ログラム内の特定の承認されたプロジェクト

に対しても寄付を受領する。しかし，個々の

ロータリアンとP一タリー・クラブと地区か

らの寄付は，管理委員会がそのプログラムに

対して割り当てた額に含まれ，追加とはみな

されない。

　3）個々のロータリアソとロータリー・ク

ラブと地区以外からの寄付は，承認されてい

るプログラム或はプロジェクトへの指定寄付

として受理される。そして，管理委員会がそ

のプログラムに対して割り当てた額への追加

として扱われる。

遺　　贈

　（Bequests）

　遺言状に財団への遺産贈与の希望を記載す

る場合，寄付者はその受益人として，米国，

イリノイ州，エバソストソに本部をおく，非

営利財団法人である国際ロータリーのロータ

リー財団と指定するものとする。遺言状に財

団について書いた（実際の金額を明記するに

は及ぼない）と管理委員会に通知した人は，

管理委員会から美しい記念品を贈られ，中央

事務局に陳列されている名簿に自分の氏名が

加えられることになる。

第17章　財務と表彰に関する事項

世界理解と平和のための基金

　（Endowment　for　World　Understanding

and　Peace）

　寄付者は，「世界理解と平和のためのロータ

リー財団基金」と指定して寄付することがで

きる。年間の収益のみを財団プログラムの支

援に費やすことになっている。

パーセンテージ順位
　（Plateau　Standings）

　クラブの1ロータリー年度における寄付

金，或は年度中のいかなる時期においてもそ

の年度の寄付金が，会員1人当たり米貨で10

ドルとなったときは，そのクラブは「100パー

セソト・ロータリー財団クラブ」となる。そ

して，ロータリー年度中にクラブの寄付金が

会員1人当たり米貨10ドルとなるたびごと

に，そのクラブは，次のパーセンテージの段

階に進むことになる。例えぽ，ある100パーセ

ント・クラブ（7月1日現在で）が1ロータ

リー年度に会員1人当たり米貨で40ドルの寄

付をした場合，そのクラブの新しいパーセン

テージの段階は500パーセントということに

なる。

　地区の1ロータリー年度における寄付金，

或は年度中のいかなる時期においてもその年

度の寄付金が，会員1人当たり米貨で10ドル

となったときは，その地区は「100パーセソ

ト・ロータリー財団地区」となる。そして，

P一タリー年度間に地区の寄付金が会員1人

当たり米貨で10ドルとなるたびごとに，その

地区は次のパーセンテージの段階に進む。

　クラブおよび地区の順位に関する詳細につ

いては，中央事務局に照会されたい。

寄付の表彰

　（Recognition　of　Contributions）

「メモリアル・コントリビューター」とは
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1力年内に米貨100ドル以上を，亡くなった人

を記念して寄付した個人またはクラブであ

る。この証書は故人或は寄付をした個人また

はクラブの名前で発行される。

　ロータリー財団ポール・ハリス・フェロー

になったことを認めた証明書，メダルおよび

襟章が，1力年間に1，000ドル以上を寄付した

個人，または，ある人に敬意を表するため或

は記念するためにその人の名義でその寄付が

行われた場合はその名義人に贈呈される。

　1ロータリー年度にもう1度米貨1，000ド

ル寄付したポール。ハリス・フェローは，特

に，自己のフェロー・ピンに付ける特製の青

い星一つを贈られる。1年または数年の間に

このような寄付を重ねると，最高五つの星を

ピンに加えることができる。また，この寄付

は，新フェローの指名など他のあらゆる年次

寄付認定方法の資格も有する。証明できる証

拠を添えて申請すれぽ，過去の寄付に対して

もこの認定を受けることができる。詳細は中

央事務局に照会されたい。

　1，000ドルに達するまで寄付を続ける意図

を明らかにして，最初に100ドルを寄付した個

人，または，ある人のためにその寄付が行わ

れた場合はその名義人が「ポール・ハリス準

フェロー」と認められる。追加寄付は10年以

内に完了しなければならない。そして1，000ド

ルの満額に達した時「ポール・ハリス・フェ

ロ　一一」と認定され，「ポール・ハリス・フヱロー」

の証明書，メダルおよび襟章を受け取ること

になる。

　「ポール・ハリス・フェロー」および「ポー

ル・ハリス準フェロー」の方法による寄付は，

寄付者の指定したロータリー・クラブの寄付

に加えられて，そのクラブがより高いパーセ

ソテージの段階に進むのを助けることにな

る。

冠名奨学金

を寄付することによって，自己の氏名を冠し

た奨学金を授与することができる。米貨

150，000ドル寄付すると，また，冠名奨学金基

金にも該当し，毎年1件の冠名奨学金を授与

できる。詳細は，中央事務局または地区ロー

タリー財団委員会に照会されたい。

奉仕に対する表彰
　（Recognition　of　Service）

　管理委員会は，ロータリー財団に対して多

大の功労のあったロータリアソにロータリー

財団功労表彰状を授与して，これを表彰して

いる。証明書は受賞者各人に贈られる。ロー

タリー財団に対する本人の功績が大きくて，

地区の範囲を越えていたり，また長期にわ

たっていたりするものの場合は，管理委員会

は，ロータリー財団特別功労賞によってこれ

を表彰しており，これに対してはプラークが

贈られる。管理委員会は，次の表彰基準を採

択した：

　1）財団への顕著で意欲的な奉仕に対して

贈るものとする（大変顕著であるが，財団に

財政面で寄与しただけの人は，有資格者とは

ならない）；

　2）財団功労表彰状を既に受賞した人が，

財団特別功労賞を贈られるのが普通である；

また，表彰状受賞と財団特別功労賞指名の間

には，通常2年間の期間を置く。

　3）異例な場合を除き，1ロータリー年度

に25件以上の特別功労賞を授与しない，かつ，

各Pt　一タリー年度の1地区の表彰状受賞老は

1名を限度とするものとする；

　4）財団功労表彰状または財団特別功労賞

を受賞すると，再度同じ賞を受賞することは

できない；

　5）ロータリー財団管理委員会は，管理委

員を現実に務めている間は，両賞の受賞資格

はないものとする。

雑則
（MISCELLANEOUS　POLICY　MATTERS）
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（Name　and　Emblem）
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　ロータリーという名称は，最初のクラブが

会員の事業所で輪番制（in　rotation）によっ

て例会を開いたという慣例に由来している。

名詞として，組織全体を指すことが最も多い。

また，組織の理想や原則を意味する場合もあ

る。「ロータリアン」は，ロータリー・クラブ

の会員を指す名詞として，また，機関雑誌ロー

タリアン誌という名称においてのみ使われ

る。ロータリー・クラブまたはロータリー・

クラブ・グループは，P一タリー以外の名称

を採択してはならないし，ロータリー以外の

名称の下で運営されてはならない。ロータ

リーという名称の下で，P一タリー・クラブ

はR．L定款に従って結成されたのである。

徽　　章

　（The　Emblem）

　国際ロータリーの公式徽章は，6本の輻と

24の輪歯および一つの喫穴のある歯車であ

る。1個の輪歯が各輻の中心線一ヒにあり，輻

と輻との中間には3個の輪歯がある。歯車は

次表に示す寸法の比例で造られている。

“Rotary　International”の二つの文字は輪縁

のくぼんだ所にある。輪を縁で立てて見ると，

“Rotary”の文字は上部の窪みに輪歯5個分

の長さを占め，“Internationar’の文字は下部

の窪みに輪歯約9個半の長さを占める。両側

にこの二つの窪みの間に位置して文字のない

二つの窪みがある。これら四つの窪みの内，

どの二つの間隔も下記比例に従って2単位で

あり，また，窪みと内外の輪線との間隔は1．5

単位である。輻は先細で断面は楕円形である。

輪が“Rotary”の文字を上にして立っている

時は，向かい合った二つの輻の中心線は輪の

縦の直径を形造り，回転最高所に達した懊穴

を両断することになる。輪歯の両側面は外側

に梢々ふくれている。従って輪歯と輪歯の間

の空間はほぼ機械的に正確である。正確な設

計の比例は次の通りである。

　　　　　　　　　　　　　　　　単位

　　全体の直径……………・…・……・…61

　　中心から輪歯の基部まで…………26

　　輸縁の輻（内端）から輪歯の基部ま

　　で…・……………・………………・…8％

　　こしきの直径……………・…・・……12

　　軸の直径……・……・……・…………7

　　輻

　　　輪縁と接する点における輻……5

　　　軸の中心における輻……………7

　　懊穴の垂直断面

　　　幅…………………………………1％

　　　深さ……………・・・………・…・……・％

　　輪歯

　　　基部の幅………・………・…・……4Ai　4

　　　先端の幅…・…・…………・………2％

　　　高さ…・……………・…………・…4％

　　文字

　　　窪みの幅……………・…・・………512

　　　文字の高さ…………・……・・……4

　輪が奉仕を・一層象徴するように，前述のデ

ザインに喫穴を加えた。さらに，輻の位置を

定めた。襟章は小さいので，喫穴を組み入れ

る必要はないと言えよう。

　ロータリーの色は徽章の中に次のように取

り入れられなけれぽならない。すなわち輪全

体として金色でなけれぽならないが，輪縁の

四つの窪みの部分はロイヤルブルーとする。

窪みの“Rotary”と“lnternational”の文字は
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金色で，中心と喫穴は空白とする。

役員用としてバッジおよび徽章の変
更は認められていない
　（Officers’Badges　and　Modification　of

Emblem　Not　Approved）

　ロータリアンがそのロータリーにおける役

職を示すために特殊のバッジ，宝石或はリボ

ンなどを使用することは，職業人の団体には

ふさわしくない。従って，このような等級別

徽章は承認されない。但し，地元の慣習がこ

れと異なる国を除く。また，ロータリーの国

際大会や地区大会等で使用される簡素な一時

的な名札或はリボンはこの対象外とする。

名称および徽章の保護
　（Protection　of　Name　and　Emblem）

　rRotary」という文字は辞書に記載されて

いる文字であるから，この文字を独占して使

用することはできない。しかし，国際ロータ

リーがこの文字に新しい意味を与えたことは

一般に認められているのであるから，もし

Rotaryという文字が他の人々に使われて彼

等が国際ロータリーに関係しているような印

象を与える恐れのある場合はこれを止めさせ

ることができる。R．Lの名称および徽章の不

当な使用にR．Lが抗議し，それが法的にも認

められてきた事例からも明らかであるよう

に，これは止めさせることができるのである。

　ロータリーの徽章は，米国特許局の登記原

簿に奉仕団体のマークとして登録された。ま

た米国においては，商標並びに集団的会員制

度のマークとしても登録されている。ロータ

リーという名称も米国特許局の登記原簿に登

録された。このような登録により最近国際

ロータリーは他の老がロータリーの徽章を使

用できないようにすることに成功しており，

またロータリーと無関係の者がロータリーの

名称を使用し，ロータリーと関係があるよう

に見せたり，思わせたりして人々を混乱させ
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るような場合にはロータリーの名称を使用さ

せないようにすることが可能になった。

徽章の使用認可

　（Authorization　to　Use　Emblem）

　国際ロータリーに対しロータリーの徽章を

付した物品（例えぽ，襟章，バッジ，装飾用

品，道路標識など）の製造販売を出願する個

人や商社は多数に上っている。

　R．1徽章を全ロータリアソのためにのみ使

うためにRI．の徽章を保持保存するという

R．Lの責務に照らして，また，徽章の正確な複

製並びに使用許可制を保持するぼかりでな

く，法的地位についてもこの目的に沿って尽

力するという観点から，理事会は，商社およ

び個人のロータリー徽章の製造，販売，使用

の免許料および使用手続を定めた。

　二つ以上の色で印刷される場合の徽章は，

ロータリーの公式色すなわちロイヤルブルー

および金色のみで印刷しなけれぽならない。

　徽章は他のいかなる徽章または名称と組み

合わせて製造したり使用されてはならない。

　免許されたマークは（免許されたマークの

使用ができる国際ロータリーおよびロータ

リーの加盟クラブを除き），いかなる方法にお

いても，いかなる人，商社，または企業体の

商用便箋または商用名刺に印刷されまたは使

用されてはならない。

　徽章はその商標としていかなる人，商社ま

たは企業体によっても使用されてはならない

し，また“ロータり一”または鱒ロータリア

ン” ﾆいう言葉はいかなる人，商社または企

業体によっても，その製造または販売する商

品の商用名または商標として或はその記述に

用いられてはならない。

　免許されたマークは，ロータり一の考えで，

不道徳ごまかしまたは不面目なものからな

りまたは含んでいると思われる製品に，或は

人間，公共団体，信仰または国家の象徴を傷

つけまたはそれらに関係があるかのように誤

解させたり，或はそれらを侮辱または悪評に

導くような印刷物に，或はそのような製品，

印刷物と一・一一・・緒に使用されてはならない。

名称および徽章の正しい使用および
不当な使用

　（Proper　and　Improper　Uses　of　Name

and　Emblem）

　クラブの各会員はロータリアソとして知ら

れ，国際ロータリーの徽章，バッジまたはそ

の他の記章を偲用する権利を与えられるもの

とする。

　国際ロータリー並びにクラブの名称，徽章，

バッジその他の記章を，クラブまたはクラブ

の会員が商品の商標または特別銘柄として使

用し或はその他商業上の目的のために使用す

ることは一切できない。これらの名称，徽章

またはその他の記章を他の名称または徽章，

バッジと組み合わせて使用することは国際

ロータリーの承認しないところである。

　R．　1．のいかなる役員も，他の団体の役職ま

たは1員であることと関連させて，R．L役員

としての地位を公表してはならない。但し，

R．1．理事会の同意ある場合を除く。

　P一タリー・クラブの会員が，政治運動促

進のためにロータリーの名称と徽章，ロータ

リー・クラブ会員名簿または他のロータリア

ン名簿を使うことは，ロータリーのプログラ

ムの枠内のことではない。政治的利益を得る

手段としてロータリーの親睦を使うことは，

ロータリー精神に反することである。

　次の物にロータリーの徽章を使用すること

は認められている：

　1）国際ロータリーもしくはその加盟クラ

ブより支給，発行されるすべての用紙および

印刷物；

　2）公式のロータリー旗；

　3）ロータリー国際大会その他のすべての

ロータリー公式行事に用いる徽章，バナーt

装飾用品並びに印刷物，国際ロータリーおよ

び加盟クラブの備品並びに設備；

　4）加盟クラブの道標；

　5）ロータリアソおよびPt一タリーに関係

第18章　名称と徽章

のある婦人の着用する襟章

　次のような場合は不当な使用である：

　6）商品の商標或は特別銘柄として使用す

る場合；

　7）他の徽章或は名称と組み合わせて使用

する場合；

　8）ロータリアン個人の商業用便箋或は名

刺に使用する場合；

　9）営利を目的として使用する場合。

　次のような徽章の使用は許されるであろ

う：

　ロータリアンおよびその家族の個人的に使

用する物品および季節の挨拶状に使用する場

合。

　ロータリアンの事務所の戸や窓に徽章を使

用することには賛成できない。

　国際ロータリーの名称を刷りこんだ書簡用

紙は，R．1．の次期役員，現役員，元役員および

会長または理事会が各種役職を務めるよう任

命したロータリアソのみが使うものとする。

但し，役職を記載する場合，その年度を明確

に記載しなけれぽならない。

　国際ロータリー細則の規定に沿って，ロー

タリーの徽章は全ロータリアソのためにのみ

保持，保存される。従って，ロータリー徽章

を組み入れたバッジその他の記章を学生が使

うことは認められていない。

　ロータリー財団補助金受領者が，他の記章

類とロータリー徽章を組み合わせて使用する

ことは認められていない。

諸団体による名称の使用は認められ
ていない

　（Unauthorized　Use　of　Name　by　Groups）

　仮ロータリー・クラブに関する場合を除き，

他の団体が，ロータリーという語を使い，ロー

タリー・クラブまたはロータリー・クラブか

国際ロータリーの関係団体であるかのように

述べたり，示唆することは認められていない

し，また，許されていない。

　定款および細則または年次国際大会或は国

際ロータリー理事会の決議によって認められ
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たものでなけれぽ，“Rotary　Club”，“Rotary

International”，“Rotary”或は“Rotarian”等

の文字の使用は禁止されている。従ってすべ

ての加盟クラブおよび個々のロータリアソは

皆この規定に従わなけれぽならない。

　加盟クラブは地域的出版物の名称の一部と

して“Rotarian”という言葉の使用を控える

べきである。

　一つのクラブまたはクラブ・グループの活

動名称に関連させて，または，その名称に，

「ロータリー」という語を使用する場合は，

その活動をそのようなクラブまたはクラブ・

グループに直接関連させるべぎであり，国際

ロータリーに直接にも間接にも関連させては

ならない。ロータリー・クラブまたはロータ

リー・クラブの全面的管理下にない活動と関

連させて，または，そのような活動の名称に

「P一タリー」という語を使うことは認めら

れていない。ロータリアン以外の個人または

団体を会員とする団体と関連させて，または，

その名称に，「ロータリー」という語を使用す

ることは認められていない。

　ロータリー・クラブまたはクラブ。グルー

プが，クラブか地区の財団活動に関連させて

「ロータリー」という名称を使うことに反対

しない。但し，

　1）国際ロータリーでなく関係クラブにそ

の活動を結びつけること；

　2）クラブもしくは地区の財団活動に関連

させて，または，その名称において，“Intema－

tional”という語を使わないこと；

　3）クラブもしくは地区の財団活動の名称

は，クラブもしくは地区を表す名称から始め

ること；

　4）クラブもしくは地区の財団活動に関連

させて，「ロータリー」および「財団」という

語を活動名に使うときは，「ロータリー」と「財

団」という語を離して使うこと。
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青少年クラブおよび同種の団体によ
る名称徽章の使用

　（Use　of　Name　and　Emblem　by　Boys

αubs　and　Similar　Groups）

　多くのロータリー・クラブは青少年クラブ

に関心を持っており，中には直接ロータ

リー・クラブが後援しているものもある。ま

た，このようなクラブの名称には後援クラブ

との関係を示すために「ロータリー」或は

「ロータリアソ」の文字が入っている場合も

ある。ロータリーと関係のあることを示すよ

うな徽章や標章を使用したがっているクラブ

もある。

　すべてのロータリアンは，ロータリーとい

う模範を見習おうとしている団体に思いやり

ある援助と激励を与えてほしい。しかし、こ

のような団体またはグループの目的がどんな

に価値があっても，R，1．はロータリーの名称

または徽章を使用させることを認めない。そ

うでなけれぽ，P一タリアンのためにのみ

ロータリーの名称と記章を保存することは危

機に瀕する。このような見解を抱いているか

らといって，各種団体またはグループがロー

タリー・クラブを範とすることに賛成しない

というのではない。このような団体およびグ

ループが，ロータリーの名称と記章を侵害す

ることなく適切な名称および記章を考案する

ものと考えているのである。

　しかし，ロータリーは，いかなる青少年ク

ラブ或は団体をR．1．の正式な団体とは認め

ないし，そのようなクラブ或は団体に関連さ

せて，「ロータリー」或は「n一タリアン」と

いう語も使用させない。また，ロータリーの

徽章または類似の徽章を使用させない。

建築関係に名称の使用
　（Use　of　Name　in　Building　Ventures）

　直接間接に国際ロータリーへの波及を避け

るためロータリアソ・グループ或はロータ

リー・クラブ・グループまたは国際ロータリー

の地区も，家屋或はその他の建物の建設或は

購入に当たって，それと関連して「国際ロー

タリー」の名称を使用すべきではない。更に，

このような事業のために会員に資金を割り当

てて募金することには賛成できない。

ロータリーの色

　（Rotary　Colors）

　国際ロータリーの色はロイヤルブルーおよ

び金色である。

ロータリー旗

　（Rotary　Flag）

　ロータリーの公式旗は，白地でその中心に

組織の公式徽章を飾ったものである。

　輪全体は金色，縁の窪んだ四つの部分はロ

イヤルブルーでなけれぽならない。窪みの

“Rotary”および“International”の文字は金

色，中心と懊穴は白色である。

　クラブ旗としてこの旗を掲げるクラブは，

大きな青色の文字で輪の上部に“Rotary

Club”の文字をまた，輪の下部に都市，州，省

或は国家の名称を記入することができる。

ロータリーの標語

　（Rotary　Mottoes）

　「超我の奉仕」“Service　Above　Self”と「最

もよく奉仕する者，最も多く報いられる」“He

Profits　Most　Who　Serves　Best”が，ロータ

リーの公式標語である。

ロータリーの営利化

　（Commercializing　Rotary）

　公式名簿の「序文」には次のように記述さ

れている：国際ロータリーの公式名簿は，全

第18章　名称と徽章

ロータリアンへ情報を伝えるために毎年出版

されている。ロータリアンはこれを商用の郵

送名簿として用いてはならないし，同様の目

的のために他人に使用させてもならない。

　従って，ロータリアンが自己の商取引に営

利を目的として公式名簿を利用することは妥

当でない。

配布に関する方針声明
　（Statement　of　Policy　Concerning　Cir・

cularizat三〇n）

　R．1．の公式名簿にせよ，或は地区またはク

ラブの会員名簿にせよ，ロータリアソまたは

ロータリー・クラブ，地区は，これを文書配

布を目的として利用してはならない，という

ことが慣行として確立されている。

ロータリー・クラブおよびロータリア

ンの名簿

　（Lists　of　Rotary　Clubs　and　Rotarians）

　R．1．は，理事会の同意がなけれぽ，目的のい

かんを問わず，ロータリアン名簿を他に提供

しない。

　クラブ会員の名簿を入手したい人は，その

クラブ自身から入手するか，或は中央事務局

に対し会員名簿を他へ提供する権限を承認し

た当該クラブの書面を，まず手に入れなけれ

ぽならない。

　地区ガバナーが，国際ロータリー事務総長

にその地区内の全会員の名簿を請求した場合

は，事務総長はこれを与える。但し，地区内

の全クラブがこのことについて同意したとい

うことをガバナーは保証しなければならな

い。

　クラブ名簿或はクラブ役員または委員の名

簿は，ロータリー以外の機関に渡されること

はない。但し，政府機関より非常緊急の合法

的要請がある場合，或は国際ロータリー理事

会または執行委員会の同意がある場合はこの

限りでない。

　他の団体に対してクラブまたはロータリア
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ソの名簿を提供したり，或はロータリー文献

を配布することは，国際ロータリーまたはそ

の加盟クラブの活動範囲内にあるとは考えら

れていない。
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国際ロータリー定款　1条，2条，3条，4条（1－3）

国際ロータり一定款

第1条　名称および性格

　本組織体の名称は国際ロータリーとする。

国際ロータリーは全世界のロータリー・クラ

ブの連合体である。

第2条　目 的

　国際ロータリーの目的は：

　（a）全世界にわたって，P一タリーを奨励

し，助長し，拡大し，そして管理すること；

　（b）国際ロータリーの活動を調整し，全般

的にこれを指導すること。

第3条　綱 領

　ロータリーの綱領は，有益な事業の基礎と

して，奉仕の理想を鼓吹し，これを育成し，

特に次の各項を鼓吹，育成することにある：

　第1　奉仕の機会として知り合いを広める

こと；

　第2　実業および専門職業の道徳的水準を

局めること；あらゆる有用な職業は尊重され

るべきであるという認識を深めること；そし

てロータリアソ各自が職業を通じて社会に奉

仕するためにその職業を品位あらしめるこ

と；

　第3　Pt　一タリアソすべてがその個人生

活，職業生活および社会生活に常に奉仕の理

想を適用すること；

　第4　奉仕の理想に結ぽれた実業人と専門

職業人の世界的親交によって国際間の理解と

親善と平和を推進すること。

る。

第2節　所　在

　細則の別段の規定によるほか，1市，1行

政区または1市政区域から一つのロータ

リー・クラブを加盟させるものとする。

第3節　クラブの構成

＊（a）Pt　一タリー・クラブは以下本項に定める

資格条件を備える男子によって構成されるも

のとし，いかなるクラブもその正会員の資格

条件が次に示すところに該当していなけれ

ぽ，国際ロータリーの会員たる資格は認めら

れない：

　善良な成人男子であって，職業上良い世評

を受けている者，そして

　（1）一般に認められた有益な実業または専

門職業の持主，共同経営者（パートナー），法

人役員または支配人であるか；

　　　　　　　　または

　（2）一般に認められた有益な実業または専

門職業において，裁量の権限ある管理職の重

要な地位にあるか；

　　　　　　　　または

　（3）一般に認められた有益な実業または専

門職業の地方代理店または支店の管理権を

もって担当する地方代理人または支店代理人

または支店代表者を勤めていること；

　　　　　　　　そして，

　以上いずれの場合も，本人がクラブにおい

て分類される職業に，自らかつ現実にたずさ

わっており，そしてその事業場またはその住

居がそのクラブの区域限界内もしくはクラブ

の存在する市の行政区域内または直接に隣接

するクラブの区域限界内にあることを要す

第4条　会　　　員

第1節　構　成

　国際ロータリーの会員は，本定款および細

則に定められた義務をたゆまず遂行するロー

タリー・クラブをもって構成されるものとす

る。

　（b）報道機関，宗教および外交官の職業分

類を除き，そして，細則に定められているア

ディショナル正会員の規定を除き，各職業分

類ごとに1名より多くの正会員があってはな

零遡年規定審議会において改正。
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国際ロータリー定款　4条（3－4），5条，6条，7条（1－2）

らない。

　（c）国際ロータリー細則は，ロータリー・

クラブの正会員以外の会員種類をシニア・ア

クチプ会員，パスト・サービス会員および名

誉会員と呼ぶと規定している。そして国際

ロータリー細則は，その各々に対する資格条

件を定めるものとする。

第4節　定款および細則の承認

　国際ロータリー加盟認証状を与えられ，こ

れを受理したロータリー・クラブは，すべて，

それによって国際ロータリーの本定款および

細則並びにその改正規定を受諾し，承認し，

そして，法律に反しない限り，万事これによっ

て拘束され，それらの規定を忠実に遵守する

ことを承諾するものとする。

第5条　理　事　会

第1節　構　成

　理事会は国際ロータリーの管理主体であっ

て，その人員は17名とする。国際ロータリー

の会長は理事会のメン・ミーであって，その議

長となるものとする。国際ロータリーの会長

エレクトは理事会のメソパーとなるものとす

る。15名の理事は細則の規定に従って指名さ

れ選挙さるべきものとする。

第2節　権　限

　理事会は本定款および細則に従って国際

ロータリーの業務並びに資金の支配と管理を

行うものとする。かかる支配と管理を執行す

るに当たり，理事会は，細則の規定によって

定められた予算に従って，1会計年度中にそ

の経常収入および国ee　P一タリーの目的達成

のために必要な額を一般剰余金から支出する

ことができる。理事会は，剰余金からの支出

を必要とした特別事情について次の国際大会

に報告しなけれぽならない。理事会はいかな

る場合にも，その時点における国際ロータ

リーの純資産を超える負債を生ぜしめてはな

らない。

第3節　幹　事

　国際P一タリーの事務総長は理事会の幹事

を務めるものとする。事務総長は理事会の議

　164

事について投票権を持たないものとする。

第6条　役 員

第1節　名　称

　国際ロータリーの役員は，会長，副会長，

その他の理事，事務総長，財務長，地区ガバ

ナー，およびグレート・ブリテンおよびアイ

ルランド内国際ロータリーの会長，直前会長，

副会長および名誉会計とする。

第2節　選挙の方法

　国際ロータリーの役員は細則の定めるとこ

ろに従って指名され，選挙されるものとする。

第7条　管 理

第1節
　グレート・ブリテン，アイルランド，チャ

ンネル諸島およびマソ島に所在するクラブ

は，国際ロータリーの管理上の地域単位を形

成するものとし，これを“グレート・ブリテ

ソおよびアイルランド内国際ロータリー”と

呼ぶものとする。

第2節
　クラブの管理は理事会の総括的管理の下に

あるものとし，次に示す直接管理の諸形式の

中のいずれかの形式を併せ用いるものとす

る。これら直接管理の諸形式は常に本定款お

よび細則の規定に適合するものでなけれぽな

らない：

　（a）理事会によるクラブの直接管理。

　（b）地区に編成されている地区では，地区

ガバナーによるクラブの直接管理。

　（c）地理的に隣接する二つ以上の地区から

成る地域内のクラブの場合，地区ガバナーの

管理に加えて，理事会が適切と考えかつ規定

審議会または國際大会が承認した方式による

管理。

　（d）管理上の地域単位であるグレート・ブ

リテソおよびアイルランド内国際ロータリー

による，グレート・ブリテン，アイルランド，

チャソネル諸島およびマソ島にあるPt　一タ

リー・クラブの直接管理。グレート・プリテ

ンおよびアイルランド内国際ロータリーの権

限，目的および職務は，規定審議会または国

際ロータリー国際大会によって承認されたグ

レート・プリテソおよびアイルランド内国際

ロータリーの定款の条項並びに国際ロータ

リーの定款および細則に定められているとこ

ろに従うものとする。

第8条　国際大会

第1節　時期および場所

　国際ロータリーの大会は，毎年5月または

6月に理事会の決定する時と場所において開

催さるべきものとする。但し，十分な理由が

あるときは，理事会はこれを変更することが

できる。

第2節　臨時国際大会

　非常事態発生の場合，会長は理事会総員過

半数の同意の下に臨時国際大会を招集するこ

とができる。

第3節　代　表

＊（a）すべて国際大会においては，各クラブ

は少なくとも1名の代議員をもってクラブを

代表させる権利を持つ。名誉会員を除く会員

数が50名を超えるクラブは，50名ごとまたは

その過半数の端数につき1名の追加代議員を

もって代表させる権利を持つ。この目的のた

めに，代議員数は，国際大会直前の12月31日

国際ロータリー定款　7条（2），8条，9条，10条

現在におけるそのクラブの会員数を基礎とし

て決定すべきものとする。クラブはそのクラ

ブの持つ1または2以上の投票を行使する権

限を1名の代議員にゆだねることができる。

　（b）各クラブは，国際ロータリーの大会に

代議員たるそのクラブの会員または委任状に

よる代理者を送り，大会の決定に付せられた

各提案に対して投票する義務を負う。

第4節　特剥代議員

　国際ロータリー役員および元会長で，現在

も会員（名誉会員を除く）としてクラブに籍

を有する者は，特別代議員とする。

第5節　選挙人および投票

　正規の信任状を持つ代議員，委任状による

代理者，および特別代議員が国際大会の選挙

体を構成し，これを選挙人と称する。投票は

細則の定めるところに従って行われるものと

する。

傘第6節　規定審議会

　3年ごとに規定審議会を開催する。国際大

会が，細則の定めるところにより，制定案お

よび決議案の審議と決定を行う場合を除き，

審議会は，国際ロータリーの立法機関をなす

ものとし，立法年度の国際大会の閉会予定日

の120日以上前に招集されるものとする。時

期および場所は理事会が定めるものとする。

但し，理事会が別に定めた場合を除き，同一

地域において2回続けて審議会を開くことを

得ないものとする。本節において地域とは，

細則の規定により理事指名のために設けられ

ている各地域のことをいうものとする。

　審議会は，正規の手続によって提出された

すべての制定案および決議案の審議および決

定に当たるものとし，その決定は，国際ロー

タリー細則の規定によるクラブの決定にのみ

従うものとする。制定案または決議案の採択

に関して審議会の行った決定に反対の意思を

表示したクラブの票が所定の数まで事務総長

に提出された場合は，当該制定案または決議

案は，次期の国際大会における投票人の表決

に付せられるものとする。

　審議会の議員および議事手続は細則に規定

するものとする。

第9条　会 費

　各クラブは半年ごとに，細則に定める人頭

分担金を，国際ロータリーに納付するものと

する。

第10条　ロータリー財団

　国際m一タリー理事会またはPt　一タリー財

団管理委員会は，両老または一方が適切と考

える条件の下に，いかなる贈与，不動産遺贈，

金銭の遺贈，財産または財産から生じる収入

．1983年規定審議会において改正。
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国際ロータリー定款　10条，11条，12条，13条

の遺贈をも受け取ることができる。このよう

な贈与，不動産遺贈，遺贈は，無条件贈与で

あると，贈与者または遺言者が使途および委

託を指示した信託であるとを問わない。但し，

細則または国際ロータリー国際大会の定める

制約に従うものとする。すべてこのような贈

与，不動産遺贈または遺贈は，理事会が国際

Pt　一タリーの国際大会決議によって与えられ

た権限によって随時そのために取りのけて置

く国際ロータリーの剰余資金とともに，n一

タリー財団の資金を構成しその一部となるも

のとする。

第11条　会員の名称と徽章

　クラブの各会員はロータリアンとして知ら

れ，国際P一タリーの徽章，バッジまたはそ

の他の記章を侃用する権利を与えられるもの

とする。

第12条　細 程貝

　規定審議会または国際ロータリー国際大会

は，本定款のほかに国際ロータリーの管理の

ために必要で，本定款に反しない規定を収め

た細則を採用すべきものとし，また，その改

正を行うことができるものとする。

第13条　改 正

第1節　時　期

　この定款の改正は，規定審議会において，

出席しかつ投票を行う老の投票の3分の2に

よってのみ行うことができる。但し，この定
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款を改正しようとする制定案の採択に関して

審議会の行った決定に反対の意思を表示した

クラブの票が所定の数まで事務総長に提出さ

れたため，国際ロータリー細則第9条第10節

（h）項の規定による国際大会の決定を必要とす

るに至った場合は，この定款の改正は，規定

審議会の開かれた年の翌年の国際大会におい

て，当該改正案が国際大会に付議された時に

おける出席投票選挙人の投票の3分の2に

よって行うことができる。

第2節　提案考

　本定款の改正はクラブ，地区大会，グレー

ト・ブリテンおよびアイルランド内国際ロー

タリーの審議会または大会，規定審議会，ま

たは理事会によってのみ提案されることがで

きる。

＊第3節　手　続

　本定款を改正しようとする提案はすべて，

規定審議会の開かれるロータリー年度の前年

度の5月1日までに事務総長の手許に提出さ

れなけれぽならない。

　国際ロータリーの事務総長は，規定審議会

が開催される期日の120日前までにその提案

の写しを各クラブの幹事に郵送しなけれぽな

らない。

　事務総長は，適正に提案された改i［E案のす

べてを，直接規定審議会に回付しなけれぽな

らない。

　規定審議会は，正規の手続によって提出さ

れた前記各改正案およびこれに対して提出さ

れたすべての修正案を審議し，これに対する

決定を行うものとする。

＊1983年規定審議会において改正。
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国際ロータり一細則

第1条　国際ロータリーの加盟会員

第1節　加盟承認
＊（a）国wa　Pt　一タリーの会員の加盟承認申請

書は，理事会に提出するものとする。加盟申

請書には，各クラブが支払うべき加盟金とし

て，理事会が随時定める，米貨またはクラブ

の所在する国の通貨によるその相当額を添付

するものとする。理事会は，かかる申請を承

認または拒否する権限を持つ。加盟は，申請

が承認された日をもってその効力を生ずるも

のとする。

＊（b）市，区，その他の自治体地域内におい

て区域限界を同じくする二つ以上のP一タ

リー・クラブの加盟を認めることができるも

のとする。但し，この規定により，自己の区

域内にアディショナル・クラブが結成される

こととなるいくつかのクラブの過半数が，ま

ず，そのアディショナル・クラブを同じ区域

に結成することに同意することを要するもの

とし，さらに，そのアディショナル・クラフ

は，理事会の定めるロータリー・クラブ結成

に関する方針に従って結成されなけれぽなら

ないものとする。承認を必要とするクラブ数

国際ロータリー一細則　1条11）

が二つ以下の場合，（d）項に規定される出墜

員の投票の過半数とは，当該全クラブの票を

集計したものとする。

傘（c）市，区，その他の自治体地域内に，明

確に区画することのできる一つまたはいくつ

かの地域があり，その各々が，その区域内に，

少なくとも新クラブの結成に必要な最低数の

職業分類を有する場合には，これら地域の

各々につき，それをクラブの区域とするア

ディショナル・クラブの加盟が認められるも

のとする。但し，自己の区域内にアディシヨ

ナル・クラブが結成されることとなるいくつ

かのクラブの過半数が，まず，かかるアディ

ショナル・クラブの結成に同意し，かつ，本

節（b）項の規定によって結成されるクラブの場

合を除き，新クラブの区域となる地域を割譲

することを要するものとする。

＊（d）本節の規定によって既存クラブの行う

アディショナル・クラブの結成に対する同意，

および区域の割譲を必要とする場合における

割譲は，当該既存クラブの例会において，出

席会員の投票の過半数の賛成票によるべきも

のとし，これに関する議案の通知は，前記例

会の少なくとも10日前に，クラブの各会員宛

に郵送されていなけれぽならない。区域の一

部割譲もしくは共有を含むアディショナル・

クラブ結成案が，アディショナル。クラブの

結成が提案されている区域内のクラブによっ

て，または複数のクラブの場合，そのクラブ

の一つによって否決された場合，地区ガバ

ナー或はRJ理事会が，この件をクラブ会員

に提起して再審議を求めるよう指示すること

ができる。区域の割譲もしくは共有を再度否

決するためには，定足数に達した例会で，出

席し投票する会員の3分の2の投票を必要と

塑。
　（e）自己の区域限界内に一つまたはいくつ

かのアディショナル・クラブを結成すること

に同意し，またかかる目的をもって，（c）項の

規定に従い，その区域の一部を前記のアディ

ショナル・クラブの結成のたあに割譲するク

ラブは，割譲した区域内の人で，その事業，

担当経営業務または専門職業活動の範囲がア

ディショナル・クラブの結成に同意を与えた

クラブの区域にわたっている者を，自己のク

ラブに入会させる権利を留保することができ

る。この規定は，前記のアディショナル・ク

ラブを拘束するものとする。

　＊（f）市，区，その他の自治体地域において，

本節の規定によってクラブが加盟した地域

で，将来の効果的な結成と，当該クラブおよ

び隣接クラブの発展のために区域限界を同一

傘1983年規定審議会に」おいて改正。
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国際ロータリー細則　1条（1－2），2条（1－6）

にすることが望ましいと理事会が考えた場

合，このような体制の影響を受ける全クラブ

の申請に基づき，理事会は，理事会の命によ

り，前記クラブのそれぞれの区域限界を同一

とすることができ，それぞれのクラブの以後

の区域限界は，理事会の定めたロータリー・

クラブ結成方針に従って，理事会の判断で新

たに定めた境界となるものとする。

第2節　標準ロータリー・クラブ定款

　（a＞国際ロータリーによって採択され，

時々改正の行われた標準ロータリー・クラブ

定款は，1922年6月6日後に加盟を承認され

たすべてのクラブによって採択されなけれぽ

ならない。

　（b）標準ロータリー・クラブ定款は，本細

則の改正について規定されているところと同

様の方法によって改正することができる。か

かる改正は，自動的に，標準ロータリー・ク

ラブ定款を採択している各クラブの定款の一

部となるものとする。

　（c）1922年6月6日より前に加盟を承認

されたクラブは，標準ロータリー・クラブ定

款およびその改正規定に適合させるために行

う場合を除き，そのクラブの定款の規定を一一

切変更してはならない。

　（d）特殊な事情のある場合，または国，州，

もしくは県等の法令および慣習に従うために

必要な場合，理事会は，そのいずれかの会合

において，出席しているそのメγバーの3分

の2の多数をもって，国際ロータリー定款お

よび本細則に反しないものの場合に限り，標

準ロータリー・クラブ定款およびその改正規

定と異なるクラブ定款の規定を承認すること

ができる。

第2条　加盟の終結

第1節　不　払

　会費または国際ロータリーに対するその他

の金銭的債務の支払を怠るクラブの加盟は，

理事会においてこれを終結させることができ

る。

第2節　懲　戒
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　理事会は，しかるべき理由がある場合には，

聴聞を行った後，理事会全員の多数決をもっ

て，クラブを懲戒もしくは会員権停止処分に

付し，または，全会一致をもって，クラブを

除名することができる。但し，問責書および

これに関する聴聞の時と場所の通知が，かか

る聴聞の行われる少なくとも30日前に，その

クラブの会長および幹事に郵送されていなけ

れぽならない。そのクラブには，弁護士をか

かる聴聞における自己の代理人とする権利が

与えられるものとする。理事会の決定は，本

細則第4条第2節に定める国際大会への提訴

があった場合のみを除き，最終とする。

第3節　脱　会

　いずれのクラブも，国際ロータリーに対す

る金銭上その他の義務を完済している限り，

加盟から脱会することができる。理事会が脱

会を受理したときは，その脱会は直ちに効力

を生ずるものとし，そのクラブの加盟認証状

は事務総長に返還されなけれぽならない。

第4節　機能の喪失

　何らかの理由により，クラブが解体し，ま

たは例会を定期的に行わず，その他機能を遂

行することができなくなった場合は，理事会

は，そのクラブの加盟を終結させることがで

きる。

第5節　再結成

　加盟を終結させられたクラブが再び結成さ

れた場合，または同じ土地に新クラブが結成

された場合，理事会はその再結成または新設

されたクラブに加盟の承認を与えるに当た

り，これに加盟金の支払を求めるか否か，ま

たは，国際ロータリーに対する元のクラブの

負債の支払を求めるか否かを，決定する権限

を持つものとする。

第6節　引渡し

　国際ロータリーにおける会員籍が終結した

ときは，その元クラブは，国際ロータリーの

財産に対する所有権を失う，または失うに到

るものとする。但し，会員籍に在る間は，国

際ロータリーの名称，徽章その他の標章を使

用する権利を有するものとする。この権利は，

そのクラブの加盟会員籍が終結したときに消

滅するものとする。事務総長は，クラブの加

盟認証状を回収するための措置をとる義務を

負うものとする。

第3条　クラブの会員身分

第1節　種　類

　ロータリー・クラブの会員の種類は次の4

種類，すなわち，正会員，シニア・アクチブ

会員，パスト・サービス会員および名誉会員

とする。

第2節　正会員

　国際ロータリー定款第4条第3節に定めら

れた資格条件を有する老は，ロータリー・ク

ラブの正会員に選ぽれることができる。

第3節アディショナル正会員

＊（a）クラブの正会員は，いずれも，自分と

同じ職業分類の実業または専門職業に現実に

従事している者をもう一人正会員に推薦する

ことができ，クラブはこれを正会員に選ぶこ

とができる。この場合，その正会員の職業分

類は推薦者の職業分類と同一とする。このア

ディショナル正会員の資格条件は，国際ロー

タリー定款第4条第3節に正会員について定

められているものと同一とする。このアディ

ショナル正会員は，本節，本項に基づくアディ

ショナル正会員を推薦することができないこ

とを除いてすべて正会員に同じとする。本節

の前述規定の下に選ぼれたアディショナル正

会員は，推薦者の正会員身分が終結したか，

推薦者がシニア・アクチブ会員になった場合，

自動的に正会員になり職業分類の保持老とな

亙。

　（b）クラブは，その職業分類の保持者の承

諾を条件として，かつていずれかのPt一タ

リー・クラブの正会員であった者で，その現

実にたずさわっている事業の場所またはその

住居がクラブの区域限界内にあり，かつ会員

となるべきその他の資格条件が備わっている

者を，アディショナル正会員に選ぶことがで

きる。但し：

ゆ　1983年規定審議会において改正。

国際ロータリー細則　2条（6），3条（1－4♪

（1）いかなる場合でも，一一一・一つの職業分類につ

　　いて本節，本項の下に選ぼれるアディ

　　ショナル正会員の数は1名を超えないも

　　のとする。

＊（2）本節，本項の下に会員に選ばれるために

　　は，かつて属していたクラブを退会した

　　理由が，本人がそのクラブの区域限界内

　　でそのクラブにおいて本人が分類されて

　　いた職業分類の下に現実に職業活動に従

　　事しなくなったということでなければな

　　らない。

　　　本項の下にアディショナル正会員に選

ぼれた場合，その職業分類の保持者が正

会員身分を失っても，アディショナル正

会員身分に何の影響も及ぼさないものと

　　まゑ。

第4節　シニア・アクチブ会員

　（a）クラブの正会員またはパスト・サービ

ス会員で，その一つまたはいくつかのクラブ

における正会員およびパスト・サービス会員

としての経歴が次の各号に定める要件のいず

れかに合致している者は，自動的にかつ直ち

にシニア・アクチブ会員となるものとする。

（1）一つまたはいくつかのクラブで通算15

　　年以上会員であった者，

②　現在60歳以上で，一つまたはいくつかの

　　クラブで通算10年以上会員であった者，

（3）現在65歳以上で，一つまたはいくつかの

　　クラブで通算5年以上会員であった者，

（4）現在国際ロータリーの役員であるか，ま

　　たはかつてその役員であった者。

　（b）クラブは，任意に，かつてどこかのク

ラブの会員であった老で，会員でなくなった

時点においてシニア・アクチプ会員であった

者またはシニア・アクチプ会員になりうる条

件を備えていた老を，そのクラブのシニア・

アクチブ会員に選ぶことができる。但し，そ

の元会員の住居またはその現実にたずさわっ

ている事業の場所が，そのクラブの区域限界

内またはその周辺の地域内にあることを要す

る。

　〈c）シニア・アクチプ会員は，次に掲げる

事項を除き，すべて正会員と同一の権利，特
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国際ロータリー細則　3条（4－9）

典および責任を持つものとする。

（1）シニア・アクチブ会員は職業分類を代表

　　しないものとし，また，

②　本条第3節（a）項によるアディショナル正

　　会員を推薦する権利を持たない。

　クラブは，シニア・アクチブ会員の従事し

ている職業の職業分類の下に，有資格者を入

会させることができる。

＊第5節パスト・サービス

　（a）現職から引退したために正会員身分を

喪失したかつてのP一タリー・クラブ正会員

は，本人が正会員となっていたクラブその他

のクラブのパスト・サービス会員に選挙され

ることができる。但し，次の条件を備えてい

なけれぽならない。

　（i）自発的な引退の場合，一つまたはいくつ

かのクラブで通算3年以上正会員であったこ

と。或は，（ii）クラブ理事会が，病気，定年な

どやむを得ぬ引退と判断した場合，会員歴に

かかわりなく55歳に達していること。このよ

うな元会員は，他のすべてのパスト・サービ

ス会員の資格条件を備えている限り，その正

会員の身分を失った時またはその後いつで

も，パスト・サービス会員に選ぽれることが

できる。実業または専門職からの引退が，ク

ラブの会員でなくなった後に生じたもので

あった場合は，これをパスト・サービス会員

に選挙することはできない。パスト・サービ

ス会員は，本人が正会員となっていたクラブ

の会員に選挙された場合を除き，入会金の支

払を要するものとする。本人が正会員となっ

ていたクラブの場合は，二度目の入会金の支

払を要しないものとする。パスト・サービス

会員は，本人がパスト・サービス会員となっ

ているクラブの区域限界内またはその周辺に

居住しており，また，引き続き居住すること

を要する。但し，本人が正会員となっていた

クラブのパスト。サービス会員に選挙される

場合はこの限りではない。この場合は，本人

が正会員の身分を失ったときに居住していた

場所に居住することができる。

　（b）パスト・サービス会員は，実業または

専門職業の職業分類を代表するものとしない
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こと，シニア・アクチブ会員になることがで

きないこと（但し本条第4節（a）項に規定され

ている場合を除く）およびアディショナル正

会員を推薦する権利を持たないことの3点を

除き，正会員の持つすべての権利，特典およ

び責任を有するものとする。

第6節　二重会員

　何人も，同時に，いくつかのクラブにおい

て，正会員，シニア・アクチブ会員またはパ

スト・サービス会員となることを得ないもの

とする。

＊第7節　名誉会員

　ロータリーの理想推進のために称賛に値す

る奉仕をした男子を，そのクラブの名誉会員

に選挙することができる。

　名誉会員は，入会金および会費の納入を免

除されるが，投票権を持たない。クラブのい

かなる役職にもつくことができない。職業分

類を代表しない。しかし，クラブのあらゆる

会合に出席することができ，その他クラブの

あらゆる特典を享受することができる。名誉

会員は，本人が会員となっているクラブ以外

のクラブにおいては，いかなる権利または特

典も認められないものとする。

第8節　宗教，報道機関および外交官

　二つ以上の宗派の各代表老，二つ以上の新

聞社および／またはその他の報道機関の各代

表者および二つ以上の国の政府を代表する各

外交官は，これらの職業分類の下に正会員と

なる資格を有するものとする。但し，これら

の代表老が定款および本細則に定められた資

格条件を備えていることを要する。

第9節　公　職

　一定の任期を限って選挙または任命によっ

て公職に在る者は，当該公職の職業分類の下

にクラブの正会員となる資格を有しないもの

とする。これは学校，大学その他の教育施設

に奉職する老または裁判官に選挙もしくは任

命された者には適用されない。

　クラブの正会員で一定の任期をもった公職

に選挙または任命された老は，その公職に在

＊1983年規定審議会において改正。

任中，前記の選挙または任命の直前に本人が

クラブにおいて代表していた職業分類の下

に，引き続き正会員としての身分を保持する

ことができる。

第10節　会員身分の制約

　本細則第1条第2節に規定されてはいる

国際ロータリー細則　3条（9　一一　11），4条（1－5）

が，いかなるクラブも，国際ロータリー加盟

年月日に関係なく，クラブの定款またはその

他の規定によって，クラブの会員身分を人種，

皮膚の色，信条または国籍に基づき制約する

こと，もしくは国際ロータリーの定款または

本細則に明白に規定されていない会員身分の

条件を課すことはできない。本細則本節の規

　理事会は，国際ロータリーの役員，役員エ

レクト，役員ノミニーおよび委員会の全部に

対する総括的管理および監督を行い，しかる

べき理由がある場合には，聴聞を行ったうえ，

理事会全員の投票の3分の2によって，役員，

役員エレクト，役員ノミニーまたは委員を罷

免することができる。但し，問責書およびか

かる聴聞の行われる時と場所を明示した通知

が，聴聞の行われる少なくとも60日以前に，

本人に直接もしくは書留郵便によって，届け

られていなけれぽならない。この聴聞におい

ては，弁護人を本人の代理人とすることがで

きる。地区ガバナー・ノミニーの場合，理事

定に反する，いかなるクラブ定款のいかなる　　会は，このほかに，本細則第13条第5節に規

規定，その他によるいかなる条件も無効とし　　定されている権限をも持つものとする。

効力は無いものとする。

第11節　国際ロータリーの職員

　クラブは，国際ロータリーと雇傭関係に

入ったそのクラブの会員の会員身分を，その

雇傭関係の続く限り，保持せしめることがで

きる。

第4条　理　事　会

第1節　任　務

　国際ロータリーの理事会は，国際ロータ

リーの目的の推進，ロータリーの綱領の達成，

ロータリーの基本原則の研究と教育，ロータ

リーの理想，倫理およびロータリーの独創的

組織の保全，並びにロータリーを全世界に拡

大する目的のために必要なあらゆることを行

う義務を負うものとする。

第2節　権　限

　理事会は，国際ロータリーの管理主体をな

すものとし，その決定は，定時または臨時の

国際大会に提訴する以外に，これを覆すこと

ができないものとする。かかる提訴は，当該

国際大会の開会の少なくとも30日前に，国際

ロータリーの事務総長に提出されなけれぽな

らない。

’第3節　管理および監督

81983年規定審議会において改正。

第4節　会　合

　（a）理事会は，理事会が決定する時および

場所において開くか，もしくは会長の招集に

よって開くものとする。開会の通知は，通知

を必要としない場合を除き，開会日の少なく

とも30日前に，事務総長により，理事会の全

部に対して行わなければならない。理事会は，

各会計年度ごとに少なくとも2回開かなけれ

ぽならない。

　（b）次の会計年度に理事会のメソパーとな

る老の暫定会合が，年次国際大会の終了直後，

次期会長の定める時と場所において，開催さ

れなけれぽならない。7月1日以後のいずれ

かの日に，定足数を満たした理事の出席した

理事会，または本条第5節に述べられている

通信方法の中のいずれかによって理事の過半

数が，前記暫定会合で行われた決定を承認し

たときは，暫定会合およびその会合で行われ

た決定は，暫定会合が前記の7月1日以後の

日に行われた場合と同様の効力を有するもの

とする。

　（c）いかなる理事会の会合においても，定

款または細則によってより多くの投票を必要

とされる場合を除き，理事会のメンバー5名

をもってすべての事項を処理するための定足

数とする。

第5節　通信による投票

　理事会は，会合を行わないで，会長から，
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国際ロータリー細則　4条（5－8），5条（1）

または会長の承認を得て，理事会に回付され

た事項を，郵便，電信，無線電報または電話

によって票決する方法によって，議事を処理

することができる。理事会のメンバーの過半

数が投票を終了している場合には，回付の日

から30日を経過したときをもって，投票が締

め切られたものとみなし，また，前記の期日

前であっても，理事会のメンバーの過半数が

賛成票を投じたときまたは反対票を投じたと

きは，そのときをもって投票が締め切られた

ものとみなす。

第6節　執行委員会

　理事会は，3名以上5名以下のメンバーに

より構成される執行委員会を任命することが

できる。理事会はこの委員会に，理事会の会

合と会合との中間期間中，既に国際ロータ

リーの方針が確立されている，執行または管

理の性格を持つ事項について，理事会に代

わって決定を行う権限の行使を委任すること

ができる。執行委員会は，理事会によって定

められ，本節の規定に背馳しない職務権限に

よってその任務を行うものとする。

第7節　決定権限

　理事会は，定款および細則の規定の趣旨の

範囲内において，どのようなことを，その範

囲と性格上，国際的事項とするか，国内事項

とするか，或はその他の事項とするかを決定

し，これを宣言する権限を持つものとする。

但しクラブはそれについて国際大会に提訴す

る権利を有するものとする。かかる提訴は，

当該国際大会の開会に先立つ少なくとも30

日前に事務総長のもとに提出されなければな

らない。これに関する討議は国際大会の議事

規則に従うものとし，国際大会の決定をもっ

て最終とする。

第8節　欠　員

　（a）理事に選挙された時期と任期の第1年

目を終わるときとの間に，何らかの理由で理

事に欠員が生じた場合には，その理事を指名

したゾーン，地理的集団または地域内のクラ

ブは欠員となった理事の残存任期を務める後

任の理事ノミニーを選出して，理事会による

選挙にそなえるものとする。このようなノミ
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ニーの選出は，可能な限り，当該ゾーン，地

理的集団または地域が理事ノミニーを選出す

る場合の手続に従って行うべきものとする。

手続の具体的詳細は会長の定めるところによ

る。

　このような選出が本細則の定める指名委員

会の方法によって行われる場合において，欠

員の生じた年度に当該ゾーン，地理的集団ま

たは地域に理事指名委員会が設けられていた

ときは，その委員会が，その任務のほかに，

欠員理事の残存任期を任期とする理事ノミ

ニーの選出に関する任務を行うものとする。

　このような指名委員会が設けられていない

場合には，空席となった理事の選出に関する

任務に当たった指名委員会が，その空席を埋

めて残存任期を務める理事ノミニーの選出に

関する任務を行うために，会長によって再任

命されるものとする。

　本節上述の規定に従って空席を埋め，残存

任期を務める理事ノミニーを選出した後，そ

のノミニーを理事とする選挙は，理事会が，

会長の決定するところに従い，次の理事会に

おいて，もしくは通信による投票によって，

これを行うものとする。

　（b）理由のいかんを問わず理事の欠員が，

その理事の就任第1年度終了のときとその任

期満了のときとの間に生じた場合は，残余の

理事が，会長の決定に従って，次の理事会に

おいて，もしくは通信による投票によって，

欠員の生じた当該ゾーソ，地理的集団または

地域から，残存任期中空席を埋める理事を選

挙するものとする。

　（c）上述の規定によることができないよう

な不測の場合が生じたときは，会長がとるべ

き手続を決定するものとする。

第5条　役 員

第1節選　挙
　（a）会長および理事は，以下に定める規定

に従い，年次国際大会において選挙されるも

のとする。

　（b）毎年，次期理事会の暫定理事会会議に

おいて，次期会長は，副会長を選任するもの

とする。

　次期理事会は，その暫定理事会会議におい

て，そのメソバーのうち任期の第2年目を務

めることとなる者の中から，7月1日から向

こう1ヵ年を任期とする財務長を選出するも

のとする。

　（c）事務総長は理事会が選任し，その任期

は選任後の7月1日に始まり，5ヵ年を超え

ないものとする。事務総長の任期の終了する

年に，理事会はその年の3月31日までに事務

総長を選び，事務総長はそのあとの7月1日

に就任するものとする。事務総長は再選する

ことができる。

第2節　資格条件

　（a）国際ロータリーの各役員は，クラブの

名誉会員以外の暇疵なき会員でなけれぽなら

ない。

　（b）国際ロータリー会長候補者は，かかる

候補者として推薦される以前に国際ロータ

リーの理事としてその任期の全部を務めたこ

とのある者でなけれぽならない。但し，任期

の全部に足りない在職であっても，理事会が

この規定の趣旨に照らして差し支えないもの

と認めた場合はこの限りでない。

　（c）国際ロータリーの理事候補者は，かか

る候補老として推薦される以前に国際ロータ

リーの地区ガバナーとしてその任期の全部を

務めたことのある者でなけれぽならない。但

し，任期の全部に足りない在職であっても理

事会がこの規定の趣旨に照らして差し支えな

いものと認めた場合はこの限りでない。

第3節　任　期

　（a）会長および各理事を除き，国際大会に

おいて選挙される各役員の任期は，その選挙

された国際大会が終了した直後の7月1日に

始まるものとする。但し，特別な事情のある

場合には，理事会は，ある地区ガバナーの任

期が，7月1日後であってその年の10月1日

以前の日に始まるものと定めることができ

る。理事を除き，すべての役員は，1ヵ年ま

たはその後継者が選挙されてその資格を得る

まで在任するものとする。定款または本細則

国際ロータリー細貝1］　5条（1－6）

に定めのない限り，理事はすべて2ヵ年，ま

たはその後継者が選挙されてその資格を得る

まで在任するものとする。

　（b）国際大会において選挙された会長の任

期は，その選挙された年の次の暦年の7月1

日に始まるものとする。但し，その選挙の行

われた国際大会が終了した直後の7月1日か

ら会長エレクトとして理事会のメンバーとな

るものとするが，同人を副会長に選任するこ

とはできないものとする。

　（c）國際大会で選挙された各理事の任期

は，選挙された年の次の暦年の7月1日に始

まるものとする。

第4節　欠　員

　（a）会長が欠員となった場合は，副会長が

会長の地位を継ぎ，そして，その他の理事会

のメンバーの中から新たに副会長を選任する

ものとする。

　（b）会長エレクトに欠員を生じた場合は，

本細則第10条第2節（9）項に定めるところに

従ってその欠員を補充するものとする。

　（c）財務長または事務総長に欠員を生じた

場合は，理事会はその残存任期を充填する後

継者をロータリアソの中から選任しなけれぽ

ならない。

第5節　報　酬

　事務総長以外の役員はすべて無報酬とす

る。理事会は事務総長の報酬額を定めなけれ

ぽならない。

第6節　任　務

　（a）会長はすぺての国際大会およびすべて

の理事会の会合を主宰するものとする。会長

は，最高執行者として，国際ロータリーの業

務および活動を管理し，その職責に属するそ

の他の任務を執行するものとする。

　（b）会長エレクトは，理事会のメンバーと

しての任務および権限のみを持つものとす

る。但し，会長または理事会はこれにその他

の任務を与えることができる。

　（c）事務総長は，会長の監督および理事会

の支配の下に業務を執行する国際ロータリー

の常務役員とする。事務総長は，国際ロータ

リーのために，事務総長の署名を要するすぺ
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国際ロータリー細則　5条（6），6条（1－2）

ての書類に署名し，会計記帳を行い，理事会

の指示した方法によって資金を受け入れてこ

れを預金し，また，理事会に対して年次報告

を行うものとし，その報告は，理事会の承認

を経たうえ，年次国際大会に提出しなけれぽ

ならない。事務総長は，理事会の要求する金

額と保証人を，誠実な任務遂行の保証として

提供しなけれぽならない。

　（d）財務長は，理事会の指示した方法に

従って資金の払い出しを行うことのほか，理

事会から委任された財務長の職責に属するそ

の他の任務を行うものとする。財務長は，理

事会から要求された場合，理事会に報告し，

また，国際大会で報告しなけれぽならない。

財務長は，理事会の要求する金額と保証人を

誠実な任務遂行の保証として提供しなけれぽ

ならない。

第6条　立法手続

第1節　提　案

　国際ロータリーの定款もしくは細則または

標準クラブ定款を改正しようとする提案は，

これを制定案と称するものとする。これらの

規則のいずれをも改正することを目的として

いない提案は，これを決議案と称するものと

する。

　本細則に別段の定めある場合を除き，制定

案は，国際ロータリー定款第13条，国際ロー

タリー細則第9条および第20条，並びに標準

クラブ定款第14条に定められている方法に

よって提案され，決定されなければならない。

　決議案の提出は，クラブ，地区大会，グレー

ト・ブリテソおよびアイルランド内国際ロー

タリー審議会または大会，規定審議会，およ

び理事会においてこれを行うことができる。

理事会は，管理委員会の事前の承諾なしに，

ロータリー財団に関する決議を提出できない

ものとする。

　決議案は，規定審議会または国際大会でそ

の提案が審議，採決されるときに審議会の議

員または国際大会に出席して投票を行うクラ

ブの代議員の投ずる有効投票の少なくとも過
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半数の賛成票によって，採択することができ

る。

　この規定に別な定めのある場合を除き，決

議案は規定審議会の審議に付せらるべきもの

とし，審議会の開かれる30日前までに，書面

をもって，これを事務総長の許に届けなけれ

ぽならない。但し，審議会または理事会の提

出する決議案については，審議会が閉会する

までこれを受理し，その票決を行うことがで

きる。

　管理，運営上の事項に関する決議案は，規

定審議会が開かれることになっていない年に

は，理事会がこれをその年の国際大会の審議

に付することができるものとし，そして，本

細則第9条の定める処理方法によらず，国際

大会で審議することができるものとする。但

し，このような決議案は，すべて理事会がそ

の提案者となり，その審議が行われる国際大

会の開かれる75日前までに事務総長に提出

さるべきものとし，事務総長は，その決議案

の審議が行われる国際大会の開かれる60日

前までに，その写しを各ロータリー・クラブ

に郵送するものとする。

　本細則に別段の定めある場合を除き，決議

案は本細則第9条に規定する方法によって提

案し採決すべきものとする。

第2節　非常事態

　（a）理事会全員の3分の2の多数によって

表明された理事会の意見として，非常事態の

存在することが認められた場合は，

　（1）国際ロータリーの定款を改正しようと

するものでない制定案，または決議案で，規

定審議会が開かれることになっている年の規

定審議会の会期中または会期前において，審

議会の審議に付するために定められている立

法案提出期限を過ぎてから受理されたものに

ついては，本細則第20条第3節または標準ク

ラブ定款第14条第3節または本細則第9条

の規定による手続を経ないで，当該審議会に

おいてその決定を行うことができる。但し，

時間的に可能な限り，これらの規定に定めら

れている手続に従うぺきものとする。

　②　国際P　一一タリーの定款を改正しようと

するものでない制定案，または理事会以外の

者が提出した決議案，および理事会提出の管

理，運営上の事項以外の問題に関する決議案

は，規定審議会が開かれることになっていな

い年には，本細則第20条第3節または標準ク

ラブ定款第14条第3節または本細則第9条

に定められた手続を経ないで，その年の国際

大会において，その票決を行うことができる。

但し，時間的に可能な限り，これらの規定に

定められている手続に従うべきものとする。

　（3）国際ロータリーの定款を改正しようと

するものでない制定案，または理事会以外の

者が提出した決議案，および理事会提出の管

理，運営上の事項以外の問題に関する決議案

で，規定審議会が開かれることになっている

年の国際大会の会期中，または会期前におい

て，審議会の会期終了後に，受理されたもの

は，本細則第20条第3節または標準クラブ定

款第14条第3節または本細則第9条の規定

による手続を経ないで，当該国際大会におい

てその票決を行うことができる。但し，時間

的に可能な限り，これらの規定に定められて

いる手続に従うべきものとする。

　（b）非常事態下にこれらの規定に基づいて

規定審議会または国際大会によって処理され

る制定案または決議案を採択するためには，

出席者の投票の3分の2の賛成票を要するも

のとする。

第7条　国際大会

第1節　時期および場所

　定款第8条第1節の規定に従って，理事会

は，毎年，その会合の時点を含む会計年度が

終わってから54ヵ月後に始まる暦年に開催

すべき国際大会の日および場所を決定するこ

とができる。そしてその国際大会の開催のた

めにあらゆる準備手配を行う権限を有するも

のとする。

第2節　招　集

　国際大会の少なくとも6ヵ月前に，会長は

年次大会の公式招待状を発表し，事務総長が

これを各クラブに郵送しなければならない。

国際ロータリー細則　6条（2），7条（1－4）

　臨時国際大会の招待状は，開催日の少なく

とも60日前に発せられ，郵送されなけれぽな

らない。

第3節　国際大会の役員

　国際大会の役員は，国際ロータリーの会長，

副会長，事務総長および財務長，並びに会長

によって任命される会場監督とする。

第4節　代議員

　（a）資格条件。各代議員およびその補欠者

は，委任状による代議員を除き，本人の所属

クラブの正会員，シ＝ア・アクチブ会員また

はパスト・サービス会員でなけれぽならない。

　（b）補欠者。クラブは，その代議員を選任

する場合に，各代議員ごとに1名の：補欠老を，

さらに，その補欠者が必要な場合の任務を行

うことができなくなったときには，第2の補

欠者を選ぶことができる。補欠者は，自分が

その補欠者または第2補欠者となっている代

議員が欠席した場合にのみ投票を行うことが

できるものとする。但し，正式の信任状を有

する：補欠者は，自分のクラブのどの代議員の

ためにも，その代議員の補欠者が欠席した場

合，その代議員の代わりを務めることができ

る。補欠者が代議員に代わる場合には，国際

大会に提出された案件に対し，自分がその補

欠老となっている代議員が投票しうる票数と

同数の投票を行うことができる。

　補欠者が代議員に代わる場合は，代議員の

団長はその交代を信任状委員会に通知しなけ

れぽならない。このようにして，補欠者が代

議員に代わった場合は，その補欠老は，その

大会が終了するまで引き続き代議員として務

めるものとする。大会開催地のクラブの代議

員については，信任状委員会は，この一般原

則を変更して，補欠者が代議員に代わる場合

を一つまたはいくつかの会議について認める

ようにすることができる。但し，その代議員

が大会の運営に関する仕事に携わっていて，

そうした大会の会議のすべてに出席すること

が不可能な場合に限るものとし，また信任状

委員会が正式にこめような交代の仕方につい

て通知を受け，それを承知していなければな

らない。
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国際ロー・一タリー細則　7条（4－9），8条（1）

　（c）委任状による代理者。国際大会にクラ

ブを代表する代議員またはその補欠者を持た

ないクラブは，自分の地区内にあるいずれか

のクラブの正会員，シニア・アクチブ会員ま

たはパスト・サービス会員を委任状による代

理者に指定して，自分のクラブの有する一つ

またはいくつかの投票権の行使を委任するこ

とができる。但し，無地区クラブの場合は，

自分のクラブが送りうることとなっている代

議員の代わりに，所在のいかんを問わず，い

ずれかのクラブの正会員，シニア・アクチプ

会員またはパスト・サービス会員を委任状に

よる代理者に指定することができる。

　このような委任状による代理者は，本条第

5節に規定する証明書を提出することによっ

て本人のもっている他の投票権のほかに，自

分が代理者となっている代議員に代わって投

票する権利を取得するものとする。

第5節　信任状

　各代議員およびその補欠老の権限は，その

クラブの会長および幹事の署名した証明書に

よって証明さるべきものとする。委任状によ

る代理老の権限は，代理を委任した，代議員

を送らないクラブの会長および幹事の署名す

る証明書によって証明さるべきものとする。

代議員，補欠者，および委任状による代理者

が国際大会においてこれらの資格によって行

動するためには，これらの証明書は，すべて

その国際大会の信任状委員会に提出されなけ

れぽならない。

第6節　特別代議員

　国際ロータリーの各役員または理事，およ

び現在もクラブで名誉会員以外の会員身分を

有する国際ロータリーの各元会長は，これを

特別代議員とし，国際大会の投票に付せられ

た各案件に対して1票を投ずる権利を：有する

ものとする。

第7節　登録料

　国際大会に出席する16歳以上の者は，すべ

て登録して理事会の定める登録料を支払わな

けれぽならない。代議員または委任状による

代理者は，その登録料を支払うまでは，国際

大会において投票する権利を有しないものと
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する。

第8節　定足数

　（a）全クラブ数の6分の1を代表する代議

員および委任状による代理老をもって，国際

大会のすべての本会議における定足数とす
る。

　（b）本会議において定足数を満たす出席の

有無が問題となり，当該本会議における出席

が定足数に足りないことが判明した場合に

は，票決によることを要する決定は，議長が

半日を超えない範囲で定める時間の間これを

国際大会で行うことができないものとし，前

記の時間を過ぎたときは，定足数を満たす出

席の不足にかかわりなく，正当に上程された

場合と同様に，その案件の決定を行うことが

できる。

第9節　信任状委員会

　各国際大会において，またはそれに先立っ

て，会長は，会長の決定する少なくとも5名

の委員から成る信任状に関する委員会を設置

するものとする。

第8条　国際大会の手続規則

第1節

　国際大会の手続規則は次の通りである：

　（a）プログラム．国際大会委員会が報告

し，理事会によって承認され，そして国際大

会が採択したプログラムが全会議の日程とな

るものとする。プログラムについての変更は，

出席代議員および委任状による代理者の投票

数の3分の2をもって随時行うことができ
る。

　（b）討議一題目．委員会の報告，国際大会

に対して行われた通信，制定案および決議案，

およびこれらに対するすべての修正案，およ

び議事慣行上t’非討論事項”とされているも

の以外のあらゆる動議は，国際大会の議場に

おいて討議することができる。但し，国際大

会が3分の2の投票によって討論なしで議案

を処理することを決定した場合を除く。

　（c）討議一制限．討議の場合各P一タリア

ンは，同一日に同一一案件について2回を限り

発言することができる。但し，異議の申立に

ついてはこの限りでない。しかし，その案件

に関してまだ1回も発言していないロータリ

アンで発言を求める老がある限り，第2回目

の発言は許されないものとする。国際大会に

おけるロータリアンの発言は1回5分を超え

てはならない。但し，日程に定められている

か，または過半数の票によって認められた場

合はこの限りでない。

　（d）投票手続．国際大会における投票は，

役員の指名または選挙について本細則に別段

の定めある場合および次に示す場合を除き，

口頭によるものとする。

　（1）選挙人が要求するか，もしくは議長が

指図した場合は，投票は起立投票によるもの

とし，起立する各選挙人を1票と数えるもの

とする。

　（2＞国際ロータリーの方針を左右するよう

な制定案もしくは決議案，またはそのような

制定案または決議案に対する修正案について

票決を行う場合において，次に掲げるような

事情のいずれかが存在するときは，投票は投

票用紙によって行うものとする。

　（aa）問題が重要であってぜひこの方式

による票決を必要とすることを，理事会の過

半数が前もって表明しているか，または出席

選挙人の過半数がこれを表明した場合。

　（bb）　口頭または起立による投票が行わ

れるのを注意してみていた会長または司会に

当たっている議長が投票用紙による投票が望

ましいとする自分の考えを表明した場合。

　（cc）選挙人が，その名前と所属クラブを

明らかにした上で，投票用紙による投票を要

求し，かつ，上述の規定のいずれによっても

投票用紙による投票を必要とすることになら

ないことを告げられ，その要求が正当である

か否かについて議長の意見を聞いたうえでな

おもその要求を主張し，更にその主張が，20

以上の異なったクラブに属する少なくとも

20名の他の選挙人一名前と所属クラブを名

乗る機会を与えられてからその要求の共同支

持者となった人達一によって支持された場

合。

国際ロータリー細貝1］　8条（1－2）

　（e）投票手続．（続き）　会長または議長は，

必ずしも実際に数を数えることを要しないで

起立投票の結果を宣することができるものと

する。そして実数を数えることとする要求が

遅滞なく行われ，20名に達する他の選挙人が

発言の機会を与えられてその要求に同調しな

い限り，その宣言をもって最終決定とする。

　制定案もしくは決議案またはその修正案の

票決を投票用紙によるべきこととする指図に

は，当該制定案もしくは決議案およびそれに

関する未決定の修正案の全部が記載されてい

なけれぽならない。投票用紙は，制定案もし

くは決議案およびそれに対する未決定の修正

案を，必要な場合にはいろいろな問題もいっ

しょに，最終的に処理できるような様式と文

言のものにしなければならない。

　投票用紙による投票並びに役員の指名およ

び選挙の場合には，選挙人はその所持する代

議員の信任状および委任状による代理権の数

だけの票を投じ得るものとする。但し，特別

代議員は，特別代議員としての資格において

は，国際大会全体に対して提出された案件に

ついてのみ投票することができる。

　（f）代議員一座席．信任状委員会に対し正

式に資格を証明した代議員の数に等しい数の

座席が，これら代議員の専用のために確保さ

るべきものとする。

第2節　特別協議会

　国際大会においては，その都度，ロータ

リー・クラブの結成されている国または国の

グループのロ　一一タリアンが集まって，特別協

議会を開催することができる。理事会または

国際大会は，いずれの国または国々のP一タ

リアンがこのような特別協議会を開催するこ

ととするかを随時決定して大会委員会にその

ために必要な指示をしなけれぽならない。こ

の協議会においては，特に関係の国または各

国に属する問題を協議することができる。会

長は協議会の招集老を指名し，その協議会運

営のためにできるだけ国際大会に準ずる手続

規則を定めて発表しなければならない。協議

会を開いたときは，その議長および幹事を選

挙しなけれぽならない。
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国際ロータリー細則　9条（1－3）

第9条　規定審議会

第1節　構　成

　審議会の構成員は次の通りとする：

　（a）投票権を有する議員として，本条第6

節（a）および（b）項の規定によってクラブが選挙

した，各地区ごとに1名の地区クラブ代表議

員。前記の代表議員は，国際ロータリーの元

役員，もしくは現役員（地区内で代表議員に

選ぶべき元役員もしくは現役員が得られない

ことを当該地区ガバナーが証明した場合は，

次期地区ガバナー）でなけれぽならない。代

表議員は，いずれも，本人の代表する地区の

クラブの正会員，シニア・アクチブ会員，ま

たはパスト・サービス会員でなけれぽならな

い。

　（b）投票権を有する議員として，会長が，

無地区クラブの50またはその過半数の端数

につき1名の割合で任命したこれらクラブの

代表議員（およびその補欠者）。但し，いかな

る場合でも，少なくとも1名の代表議員を任

命すべきものとする。前記の代表議員は，い

ずれも，本人の代表する，無地区クラブのい

ずれか一つに所属する正会員，シニア・アク

チプ会員またはパスト・サービス会員でなけ

れぽならない。しかし，国際ロータリーの元

役員もしくは現役員であることを要しないも

のとする。

　（c）会長の任命する審議会議長および副議

長。いずれも，議長席にあって可否同数の場

合，これを決定する投票を行うことができる

が，それ以外の場合には，投票権を有しない

ものとする。

　（d）投票権を有しない議員として，国際

ロータリー定款・細則委員会の委員長および

委員。審議会における特別議員として，後段

で規定する任務に当たるものとする。

　（e）投票権を有しない議員として，会長，

その他の理事会のメンバーおよび事務総長。

　（f）投票権を有しない議員として，元国際

ロータリー会長全員，および国際ロータリー

事務総長を10年以上の期間にわたり勤めた

元事務総長。
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　審議会の議員は，いずれも，クラブの正会

員，シニア・アクチブまたはパスト・サービ

ス会員でなけれぽならない。

　国際ロータリーもしくは地区またはロータ

リー・クラブの常勤，有給の職員は，審議会

の投票権を有する議員となることができな

い。

第2節　規定審議会のクラブ代表議員の任務

　規定審議会のクラブ代表議員は，次の任務

を有するものとする：

（1）地区大会およびその他の地区の会合で，

　　立法案を討議すること；

（2）ロータリーの問題に関する現在の自分の

　　地区内の意向をよく知っておくこと；

（3）審議会に提出された制定案および決議案

　　のすべてに批判的な検討を加え，審議会

　　に，自分の見解を的確に伝えること；

（4）国際ロータリーの公正な立法当務者とし

　　て行動すること；

（5＞規定審議会の会議に，会期の全部を通じ，

　　出席すること；

（6）審議会終了後，地区の各クラブに，審議

　　会の審議に関する報告をすること。

＊第3節　役　員

　審議会の議長，副議長，議事運営手続の専

燧（Parliamentarian）および幹事を審議会

の役員とする。議長は，審議会の会議の司会

者となるほか，この細則および会議運営手続

規則の関係規定に掲げられている職務，並び

に通常その職責に属する任務を行うものとす

る。

　副議長は，議長の決定により議長を補佐し，

議長が決定した場合には司会者を務め，また，

必要ある場合，その他の職務に当たるものと

する。

　議事運営手続の専門家は，議事運営手続に

関する件で議長と審議会に勧告，助言するも

のとする。

　事務総長は，審議会幹事となる。但し，会

長の承認を得て，自分に代わって幹事を務め

る者を任命することができる。

廓ユ墨年規定審議会において改正。

寧第4節　議長，副議長および議事運営手続の

専門家の任命

　会長は，審議会開催の予定されているロー

タリー年度の初めに，審議会の議長，副議長

および議事運営手続の専門家を任命するもの

とする。議長，

専門家の氏名は，

ブに，

＊第5節　特別議員

副議長および議事運営手続の

　　　　　事務総長からすべてのクラ

これを発表する。

　事務総長によって立法案の発表が行われた

ときは，審議会議長は，直ちに，一定の立法

案件を指定して，これを各特別議員に付託す

るものとし，各特別議員は，割り当てられた

立法案件のすべてを検討し，各案件について，

その趣旨，その背景，その影響およびその採

択に対する賛否の意見を審議会に報告する用

意をしなければならない。

第6節　クラブ代表議員の選挙

　（a）本節（b）項に定める場合を除き，審議会

における各地区（グレート・ブリテンおよび

アイルラソドを除く）のクラブ代表議員およ

び補欠議員は，規定審議会の開かれるロータ

リー年度の前のロータリー年度のその地区の

年次大会において選挙されるものとする。（グ

レート・ブリテソおよびアイルランドにおい

ては，規定審議会における各地区のクラブ代

表議員および補欠議員は，審議会の開かれる

ロータリー年度の前のロータリー年度の10

月1日後同年度内に開かれる地区審議会にお

いて選挙されるものとする）

　ロータリアンが，審議会におけるクラブ代

表議員となることを認められるためには，審

議会におけるクラブ代表議員としての資格要

件および任務をよく調べたうえ，次のことを

したため，これに署名した書面を，事務総長

に提出しなけれぽならない。

1．審議会におけるクラブ代表議員の資格要

　件，任務および責任をはっきりと心得てい

　ること。

2．前記の任務と責任を引き受け，それを誠

　実に履行するための資格要件，熱意および

串1983年規定審議会において改正。

国際ロータリー細則　9条（4－6）

　能力をもっていること。

3．審議会の会議に，その会期の全部を通じ，

　出席すること。

　地区内のクラブは，そのクラブで審議会の

議員となる資格のある会員（選ぽれた上は，

進んでその任務に服する用意のあることを表

示している者）を指名することができるもの

とし，その指名は会長および幹事の署名のあ

る文書をもって．地区ガ・ミナーに対して証明

され，地区ガバナーにより地区大会において

クラブの投票に付せらるべきものとする。地

区大会に出席する各選挙人は，審議会におけ

るその地区のクラブ代表議員の選挙に1票を

投ずる権利を与えられるものとする。

　最高票数を得た候補老をその地区の審議会

議員とする。第2位の票数を得た候補者を補

欠議員とし，議員が務めを果たし得ない場合

にのみその任につくものとする。議員および

その補欠議員（補欠議員が選挙されている場

合）がいずれもその務めを果たし得ない場合

は，地区ガバナーは，本条第1節の規定によ

る資格条件を備えた，その地区内のクラブの

他の会員を審議会における地区クラブ代表議

員に指名することができる。

　もし地区で候補老に指名された老が1名の

みであった場合は，投票を行わないものとし，

地区ガバナーはその被指名老を審議会におけ

る代表議員として公表するものとする。

　（b）郵便投票による指名．（1）事情により

その必要のある場合は，理事会は，地区に対’

しその地区の審議会議員または補欠議員を郵

便投票によって選ぶことを認めることができ

る。その場合地区ガパナーは，その地区の審

議会議員の指名に関し公式の要請書を作成し

てこれをその地区内各クラブの幹事に洩れな

く郵送させなけれぽならない。指名はすべて

書面により，そのクラブの会長および幹事が

これに署名することを要する。これらの指名

書は地区ガパナーの定める期日までに地区ガ

パナーの許に届くことを要する。地区ガバ

ナーは，推薦された有資格被指名老をアル

ファベット順に掲げた投票用紙をつくらせこ

れを各クラブに郵送させたうえ，郵便投票を
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国際ロータリー細則　9条く　6　－10）

　実施すべきものとする。各クラブは，選出の

　行われる月の前月末日現在における名誉会員

　を除く会員数の25名ごとまたはその過半数

の端数につき1票の割合で投票権を与えられ

　るものとする。但し，各クラブは少なくとも

　1票の投票権を有するものとする。もし地区

ガバナーが希望する場合は，本項に規定する

郵便投票手続を実施することを目的とした委

員会を任命することができる。この場合には

本項に規定されている任務は，その委員会が

地区ガバナーに代わって行うものとする。

　（2）地区は，その地区の地区大会に出席し，

投票する選挙人の多数決をもって，その地区

の審議会議員および補欠議員の選出を郵便投

票によって行うべきことを定めることができ

る。この場合の郵便投票は，規定審議会の開

かれるロータリー年度の前のロータリー年度

において，その地区の年次大会が開かれた月

の翌月に，実施さるべきものとする。

　この郵便投票は，本節（b）項（1）に掲げられて

いる規定に従って実施されなけれぽならな

い。

第7節　通　知

　審議会における地区のクラブ代表議員およ

び補欠議員の選挙が終わったときは，地区ガ

バナーは直ちにその人達の氏名を事務総長に

報告しなけれぽならない。

　審議会の少なくとも30日前に，事務総長は

その時までに報告を受けている審議会議員の

氏名を発表しなけれぽならない。これと同時

に，審議会開催の時と場所を知らせる通知を

各審議会議員に郵送しなければならない。

第8節　信任状

　会長は，審議会の会合に先立ち，信任状委

員会を任命しなけれぽならない。信任状委員

会は，審議会の開かれる前に審議会の開催さ

れる場所において会合して，信任状を審査し，

その査証をしなければならない。信任状は審

議会の議員であることを証明するものとして

委員会に提出することを要する。委員会の決

定はいかなる場合でも，審議会がこれを審査

することができる。

簾9節　定足数
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　投票権を有する審議会議員の3分の1を定

足数とする。投票権を有する各議員は投票に

付せられた各案件につき1票のみを投ずる権

利を有する。審議会においては，委任状によ

る代理者の投票を認めないものとする。

＊第、10節手続

　（a）本節＠項の規定に従って，審議会はそ

の都度，議事の運営に必要と考える手続規則

を採用するものとする。但し，かかる規則は

本細則の他のすべての規定に沿ったものでな

ければならない。審議会の開催に先立ち，会

長は委員会を任命して，審議会の議事に関す

る手続規則および審議会の審議に付せられて

いる案件の審議順序を立案して審議会に提出

させなけれぽならない。

　（b）議長のいかなる裁定にも異議を申し立

てることができ，それを審議会に提起するも

のとする。議長の決定を覆すためには審議会

の過半数の投票が必要とされる。

　⑨　審議会特別議員としての国際ロータ

リー定款・細則委員会の委員長および委員，

並びに審議会議長および副議長をもって構成

する審議会起草委員会を設ける。定款・細則

委員会委員長は，起草委員会の委員長となる。

　起草委員会は次の任務を行うものとする。

　（1）審議会から命ぜられた立法案文の書き

直しを行い，立法案またはその修正案中にあ

る矛盾を補正するために必要かつ適切な修正

文案を起草し，これを審議会に報告すること。

　（2）審議会の報告を作成すること。

　＠　事務総長は，制定案のすべてを審議会

に回付しなけれぽならない。但し，理事会は

制定案本文の全部を点検し，定款・細則委員

会の勧告に基づき，それらの制定案の本文の

中に不揃いの箇所があれぽこれを提案者に通

告しなければならない。

　⑨　理事会は，すべての決議案の本文を点

検し，規定審議会に提出された決議案の審議

については，理事会が国際P一タリーのプロ

グラムの枠内にあるものと決定した決議案を

審議会に回付するよう事務総長に指令しなけ

象1983年規定審議会において改正。

ればならない。理事会が定款・細則委員会の

勧告に基づいて，決議案が国際ロータリーの

プログラムの枠内のものでないと決定した場

合は，提案者は審議会の開会に先立ってその

旨通告されなけれぽならない。そして，その

決議案は，審議会に回付されないものとする。

但し提案者が，その決議案を審議会において

審議することについて，審議会議員の3分の

2の同意を得ている場合はこの限りでない。

　（f）審議会は，正規に提案された各制定案

および決議案並びにそれらに対する修正案を

審議してこれに対する決定を行わなけれぽな

らない。

　（9）審議会議長は，審議会終了後10日以内

に，審議会の決定に関する詳細な報告を事務

総長に提出しなけれぽならない。

　事務総長は，審議会開催年度に開かれる国

際大会の閉会予定日の90日前までに，各クラ

ブの幹事に対し，審議会が，修正を加え，ま

たは修正を加えずに，採択した制定案および

決議案のすべてについて，審議会の行った決

定に関する報告書を送付するものとする。報

告書には，それに記載されている制定案また

は決議案の採択に関して審議会の行った決定

に対し，反対の意思を表示しようとするクラ

ブのために，その表示に用いる書式を添付し

なけれぽならない。

　（h）制定案または決議案の採択に関する規

定審議会の決定に対して反対の意思を表示し

たクラブからの書式は，クラブ会長の認証を

要するものとし，かつ，立法年度の国際大会

閉会予定時刻の24時間前に事務総長の許に

届くように，提出されなけれぽならない。制

定案または決議案の採択に関して審議会の

行った決定に対して反対を表示する場合，各

クラブは，直前の7月1日現在におけるクラ

ブ会員数により，会員（名誉会員を除く）数

50名ごとまたはその過半数の端数につき1

票を投ずる権利を有する。但し，いかなるク

ラブも，少なくとも1票を投ずる権利を有す

るものとする。

　その時までに，クラブ全部の行使し得る投

票数の10パーセント以上に当たるクラブが，

国際ロータリー細則　9条qO），10条（1－2a）

制定案または決議案の採択に関して審議会の

行った決定に対して反対の意思を表示した書

式を事務総長に提出した場合は，その制定案

または決議案に関して審議会の行った決定は

無効とされるものとし，その制定案または決

議案は，事務総長によって国際大会に提出さ

れ，クラブの投票代議員の審議並びに投票用

紙による最終表決に付せらるべきものとす
る。

　事務総長は，クラブから正式に受理した制

定案および決議案の採択に関して審議会の

行った決定に対して反対の意思を表示した書

式のすべてを検査して，これに関する計算表

を作るものとする。事務総長は，国際大会最

終日の最初の議事として，代議員にこの計算

の結果を報告するものとする。本細則に従っ

て，出席，投票するクラブ代議員が審議，決

定することとなる制定案もしくは決議案につ

いて，このような形でクラブに報告するもの

とする。

　各制定案および決議案について審議会の

行った決定は規定審議会直後の7月1日にそ

の効力を生ずるものとする。本細則第20条第

4節に定める場合を除き，制定案または決議

案に関する国際大会の決定は，その制定案ま

たは決議案が表決された国際大会直後の7月

1日にその効力を生じるものとする。

第10条　指名と選挙

　　　　　　　会長の指名

第1節　会長の指名

　会長の指名は，会長指名委員会もしくはク

ラブまたはこれらの両者によって，ここに定

める方法に従って行われるものとする。この

委員会の委員，その補欠老，元会長または理

事会のメンバーは，会長に指名されることが

できないものとする。

奉第2節　会長指名委員会

　（a）構成．会長指名委員会は，以下に規定

するゾーンまたは地域から推薦され，選出さ

＊　1983年規定審議会において改正。
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国際ロータリー細則　10条（2a）

れる15名の委員によって構成されるものと

する。

　各委員は本人が推薦を受けるゾーンまたは

地域にあるクラブの名誉会員以外の会員でな

けれぽならない。

　会長，会長エレクトおよび元会長は，いず

れも会長指名委員会委員となる資格がないも

のとする。かつて会長指名委員会の委員を務

めたことのある有資格ロータリアンは，前に

委員を務めたときから少なくとも2年を経過

していなけれぽ委員となることができない。

但し，ゾーンまたは地域に，元理事で指名委

員会の委員となる資格のある者または委員に

することができる者がほかにいないときは，

そのゾーンまたは地域で委員となる資格のあ

るロータリアンを引き続きそのゾーンまたは

地域からの委員として選ぶことができる。こ

の委員会の委員はいずれも国際ロータリーの

元理事でなけれぽならない。また委員会委員

の候補者は，候補者として推薦を受けた時点

において，元理事でなけれぽならない。但し，

指名委員会の委員として選出または任命する

ことのできる元理事がいないゾーソまたは地

域の場合は，元地区ガバナーであっても，本

細則第14条第1節に規定する常任委員会の

委員またはロータリー財団管理委員として少

なくとも1年以上務めたことのあるものであ

れぽ，選出または任命することができるもの

とする。

　本節にいうゾーンとは，理事会が理事の選

出のために定めた各地域におけるゾーンを指

すものとする。

　各ゾーソまたは地域の会長指名委員会委員

の選出は，以下の規定によって行うものとす

る。

　（1）米国，カナダ，バミューダおよびプェ

ルトリコ．米国，カナダ，バミューダおよび

プエルトリコにおいては，会長指名委員会の

委員として，毎年6名を選出する。偶数年に，

ゾーン1，2，3，4，5および6にあるク

ラブが，それぞれのゾーンから会長指名委員

会の委員として1名を選び，また奇数年には，

ゾーン7，8，9，10，11および12にあるク
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ラブが各ゾーンごとに会長指名委員会委員と

して1名を選ぶものとする。

　（2）グレート・ブリテンおよびアイルラン

ド．毎年，グレート・ブリテンおよびアイル

ランド内国際ロータリー年次大会において，

また年次大会が4月11日前に始まる年には，

グレート・ブリテンおよびアイルランド内国

際ロータリー審議会の定める方法および時期

による郵便投票によって，会長指名委員会委

員1名を選出するものとする。

　（3）ヨーロッパ大陸，北アフリカおよび東

地中海地域．ヨーロッパ大陸，北アフリカお

よび東地中海地域においては，当該地域から

毎年2名の委員を選出するものとする。

　アジアに所在するクラブ並びにナーストラ

リア，ニュージーランド，アフリカおよび他

のいずれの地域にも属さない土地のクラブに

よって構成されている地域にあるクラブで，

管理上の目的から，ヨーPtッパ大陸，北アフ

リカおよび東地中海地域に含められているク

ラブは，会長指名委員会委員選出の目的から，

これをヨーロッパ大陸，北アフリカおよび東

地中海地域に含めるものとする。

　毎年，その地域内の二つのゾーンのおのお

のから，番号順に輪番で，委員1名を選出す

るものとする。

　（4）アジア．アジアにおいては，毎年，会

長指名委員会委員として2名を選出するもの

とする。偶数年に，ゾーン1およびゾーン2

にあるクラブが，それぞれのゾーソから会長

指名委員会委員1名を選び，奇数年には，ゾー

ソ3およびゾーン4のクラブが，それぞれの

ゾーンから1名を選出するものとする。

　（5）イベロ・アメリカ．南米，中米，メキ

シコ，およびプエルトリコを除くアソティル

諸島から成るイベロ・アメリカは，毎年，会

長指名委員会委員として2名を選出する。毎

年，番号順に輪番で，二つのゾーンがそれぞ

れ委員1名を選出するものとする。

　（6）オーストラリア，ニュージーランド，

アフリカおよび他のいずれの地域にも属さな

い土地．オーストラリア，二＝一ジーランド，

アフリカおよび他のいずれの地域にも属さな

い土地のクラブによって構成されている地域

は，毎年1名の会長指名委員会委員を次の順

序で選出するものとする。ゾーン1，ゾーン

2，ゾーン1，ゾーン3でゾーン3から始ま
至。

　（7）以上のうちの1地域から選出されるア

ディショナル指名委員会委員．以上に定めら

れた各地域の会長指名委員会委員の選出のほ

かに，毎年，1名のアディショナル委員が選

出されるものとする。このアディショナル委

員は，本人が選ぽれてその委員となる指名委

員会がその任務を遂行する年度に国際ロータ

リーの理事を務めることとなるアディショナ

ル理事を本細則第10条第3節（a）項（7）の規定

によって指名した地域と同じ地域から選出さ

れるものとする。

＊（b）委員の選挙．2月1日から15日までの

間に，事務総長は，次年度の会長指名委員会

委員の候補者を出すことになっているゾーン

または地域の各クラブの幹事に対し，これら

ゾーンまたは地域内のクラブの会員で被選資

格のあるロータリアンをアルファベット順に

記載したリストを郵送しなけれぽならない。

このリストは，事務総長事務所の原簿に載せ

られている被選資格のあるロータリアソに関

する記録の2月1日現在のものによって作成

さるべきものとする。

　事務総長が各クラブに郵送するリストに

は，次の事項が記載されていなけれぽならな

い：

　　一各ロータリアンの氏名

　　一本人の所属するクラブの名称

　　一本人が務めたことのある国際ロータ

　　　　リーの役職および国際ロータリー委

　　　　員会の委員，並びに在任年度。

　次の国際大会における会長指名委員会委員

の選挙に候補者を推薦しようとするクラブ

は，その例会において採択された前記候補者

の指名に関する決議を，4月1日までに事務

総長のもとに提出するものとする。この決議

には，本人に委員候補者推薦を受諾する意思

q983年規定審議会において改正。

国際ロータリー糸田輿【1　10条（2a－b）

があること，および，会長指名委員会委員に

選挙された場合には喜んで就任するつもりで

あり，また就任することが可能であることを

推薦されたロータリアン自身がしたためて差

し出した書面を添付しなけれぽならない。

　前記4月1日までに事務総長が，いずれか

のゾーンまたは地域からただ1名の候補者の

名前しか受け付けていなかった場合は，その

あと10日以内に，会長は，その候補者を当該

ゾーンまたは地域からの会長指名委員会委員

として公表するものとする。もし4月1日に，

事務総長がいずれかのゾーンまたは地域から

2名以上の候補者の名前を受け付けていた場

合は，それらの候補者名は，すべて，次の国

際大会において，（グレート・ブリテンおよび

アイルランドの場合は次のグレート。ブリテ

ンおよびアイルランド内国際ロータリー年次

大会において，または前述の郵便投票によっ

て）当該ゾーンまたは地域からの選挙人によ

る票決に付せらるべきものとし，各選挙人は，

その所属するゾーンまたは地域から出す委員

1名の選挙に1票を投ずる権利を有するもの

とする。会長指名委員会委員の選挙は無記名

投票によるものとし，また，候補者が3名以

上の場合は，単一移譲式投票の方法によるも

のとする。ゾーンまたは地域からの候補者の

票決においては，必要な場合の第二選択以下

の選択票を加算して過半数の投票を獲得した

候補者が，会長指名委員会委員として公表さ

れるものとする。当該ゾーンまたは地域から

の候補者で必要な場合の第二選択以下の選択

票を加算して第2順位の票数を得た者は，会

長指名委員会の補欠委員として公表されるも

のとする。補欠委員は，本人がその補欠者と

して選出された委員がその任務に当たること

ができない場合にのみ，その任務を行う。い

ずれかのゾーンまたは地域において，同数の

最高得票数が生じた場合は，会長は，国際大

会の会期中に指名委員会委員選出のための時

と場所を指定して，再投票を行わしめるもの

とする。

　指名委員会委員を選出すべきゾーンに次年

度の指名委員会の委員を務めることのできる
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元理事がいない場合には，理事会は，ここ数

年間のその地域内における委員会委員の配分

について十分考慮したうえで，その地域内の

他のゾーンから委員を任命するものとする。

　委員に選ぶことのできる元理事が1名また

は2名以上いるゾーソまたは地域が会長指名

委員会委員の推薦もしくは選出をしなかった

場合，または理由のいかんにかかわらず，そ

のゾーンまたは地域から出た委員に欠員を生

じた場合は，4月1日現在そのゾーンまたは

地域で委員を務める資格を備えている元理事

で，最も新しい元理事が，そのゾーンまたは

地域からの会長指名委員会の委員となるもの

とする。

　委員の任期は，委員の選挙が行われた年次

国際大会終了後の7月1日に始まり，翌年の

6月30日に終了するものとする。委員の補欠

老が委員会委員に代わった場合は，その補欠

者は委員会の残存任期中その委員を務めるも

のとする。

　以上の規定により委員会委員となる資格を

有するものは，委員になることを受諾するか

または拒絶するかの選択権を有するものとす

る。

　委員およびその補欠老に関する前記の規定

に定められていない場合の委員の欠員につい

ては，理事会がその欠員を補充する委員を任

命するものとし，その委員は，なるべく欠員

を生じたそのゾーンまたは地域内のクラブか

ら任命さるべきものとする。

　（c）手続．事務総長は，前記の規定に従っ

て委員会委員となった老を理事会およびクラ

ブに通知しなけれぽならない。

　委員会を開いたときは，委員の中から委員

長を選挙しなければならない。

　事務総長は，会長の指名に関し委員会に提

案をしてその審議を仰ぐことを希望するクラ

ブがあれぽ，その提出をするようにクラブを

促す告示をするか，または委員会の名でそれ

を告示させなけれぽならない。審議を受ける

ためには，このような提案は毎年10月31日

までに中央事務局の指名委員会に届くことを

要する。提案は，理裏会の定めた様式に記載
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して指名委員会に提出されなけれぽならな

い。事務総長がこの書式を各クラブに郵送す

る場合には，クラブが，指名に関する提案を

審議決定するために30日の期間を持ち得る

ような時期にこの書式を受け取り，そして，

提案を所定の書式に記載して，10月31日ま

でに事務総長の事務所の指名委員会に届ける

のに十分な日数を持ち得るように，余裕をみ

て，発送するようにしなければならない。

　（d）委員会による指名．委員会は，会長の

職務に当たるべき人物として求め得る最適任

のロータリアンを指名する責任のあることを

考えて，会長職につくべきノミニーを選ぶも

のとし，そして，本人がその指名を受諾した

こと，および本人に就任の意思があり，また

就任が可能であることを確かめなけれぽなら

ない。

　委員会は，前記の目的のため，毎年11月30

日までに，理事会の定める時と場所において

開かれるものとする。

　委員会の委員12名をもって定足数とする。

委員会のすべての議事の処理は多数決による

ものとする。但し，委員会の行う会長ノミニー

の選定については，委員会委員の中，少なく

とも9名の投票がそのノミニーを支持する票

であることを要するものとする。

　委員会の会議で選ぼれた会長ノミニーが，

何らかの理由で就任することができなくなっ

た場合，または会長に辞表を提出した場合に

は，以後そのノミニーを本人の指名にかかわ

る年度の会長に指名または選挙することがで

きないものとする。会長はこれを委員会の委

員長に通知するものとし，委員会は被選資格

を有する他のロータリアソを会長ノミニーと

して選出しなけれぽならない。委員会は，前

記のll月30日までに開かれる会議で，この

ような不測の事態が生じた場合に備えて，委

員長に，委員会に代わり，直ちに必要な場合

の郵便もしくは電信による投票，または会長

が理事会に代わって定める時と場所における

緊急委員会の開催など，このような事態に対

応する的確な措置をとる権限を与える決定を

行うべきものとする。委員会があらかじめ取

り決めておかなかったような不測の事態が生

じた場合には，理事会が，会長ノミニーの選

出について委員会のとるべき措置を決定する

ものとする。

　（e）委員会の報告．クラブ宛の委員会報告

は，委員会の会議後10日以内に，委員長から

事務総長に証明されなけれぽならない。事務

総長はこの報告を受けてから10日以内に，そ

の写しを各クラブに郵送しなけれぽならな

い。

　（f）クラブによる指名．（1＞指名委員会に

よって行われる指名のほかに，いずれのクラ

ブも，その例会において採択された会長候補

老を指名する決議を1月15日までに事務総

長に提出することによって，次の国際大会に

おける会長選挙に候補者として推薦さるべき

ノミニーを選ぶことができる。前記の1月15

日までに事務総長がそのような指名をどのク

ラブからも受け取っていなかった場合は，会

長は，委員会の指名した者を会長ノミニーと

して公表するものとする。前記の1月15日ま

でにそのような指名がどこかのクラブから受

け取られており，かつ，その指名がその直後

の1月25日まで引き続き有効である場合は，

事務総長は，全部のクラブに対し，かかる会

長ノミニー全員の氏名と資格を通告して，会

長ノミニー全員が次の国際大会において投票

に付せらるべき旨を通告しなけれぽならな

い。もし，前記の1月25日に，どのクラブか

らの指名も有効でなくなっていた場合は，会

長は，委員会の指名した者を会長ノミニーと

して公表するものとする。

　（2）前述の，指名委員会が改めて会長ノミ

ニー �I出しなけれぽならないような事態が

生じた場合には，クラブは，国際ロータリー

理事会の決定により，指名委員会の指名する

ノミニーのほかに会長ノミニーを選ぶための

期間としてできる限り十分な日数が与えられ

るものとし，前記のクラブの行う指名につい

ては，書類の提出期限に関するものを除き，

本節（f＞項の規定に従うべきものとする。

　（3）本節（f）項の前述の規定に定められてい

ないような不測の事態が生じた場合には，理

国際ロータリー細則　10条（2d－9）

事会が委員会のとるべき措置を決定するもの

とする。

　（9）会長エレクトの空位．会長エレクトが

選挙された時からその次の国際大会が終わる

までの間に会長エレクトに空位を生じた場合

は，会長指名委員会は，その任務のほかに，

かかる会長エレクトが会長を務める筈であっ

たロータリー年度の会長ノミニーを選出しな

けれぽならない。このような選出は，できる

だけ早く，緊急委員会か，または定例の委員

会において行わなけれぽならない。もしこの

ような会議を開くことができない場合は，郵

便または電信による投票によって選出を行う

ことができる。

　このような空位が生じた場合において，指

名委員会が既に本節（d）項に従って会長ノミ

ニー �I出しており，（e）項に従って事務総長

に対してこれを証明していたときは，委員会

は，その裁量によって，その既選出のノミニー

の承諾を得た上，そのノミニーを次の7月1

日に始まる年度の会長ノミニーとして指名す

ることができる。この場合には，指名委員会

はもう1名の会長ノミニーを選出して，次の

国際大会における選挙に付さなけれぽならな

い。この会長ノミニーは，選挙された年の次

の暦年の7月1日に会長の任につくものとす
る。

　会長エレクトに生じた空位を：補充するため

の指名手続は会長によって決定されるべきも

のとし，その手続には，各クラブに送付すべ

き委員会の報告およびクラブによる指名に関

する規定が含まれていることを要する。この

ような規定は，時間的に可能な限り，本節（e）

項および（f）項に従ったものでなけれぽならな

い。もしも空位の生じた時期が国際大会に近

過ぎて，大会に先立ち，全クラブに郵送すべ

き委員会の報告およびクラブによる指名を行

うために必要な時間的余裕がない場合は，事

務総長は可能な範囲内で委員会の報告に関す

る通知を行うものとし，また国際大会の議場

におけるクラブ代議員による指名が許される

ものとする。

　会長エレクトが就任する筈であった7月1
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国際ロータリー細則　10条（2g－3a）

日の直前の国際大会の終了後，その7月1日

までの間に会長エレクトに空位が生じた場合

は，その7月1日に会長の地位が空位になっ

ているものとみなして，その空位を本細則第

5条第4節に従って補充すべきものとする。

　以上に規定されていない不測の事態が起

こった場合は，会長において取るべき手続を

決定するものとする。

　（h）国際大会への指名の提出．事務総長は，

次の暦年の7月1日に始まる年度を任期とす

る会長の候補老として，会長指名委員会に

よって正式に指名された者の氏名およびクラ

ブによって正式に指名された者の氏名を，選

挙のため，国際大会に提出しなけれぽならな

い。

　会長エレクトに空位を生じた場合におい

て，もし可能であれぽ，事務総長は，当該大

会直後の7月1日に始まる年度を任期とする

会長の候補者として，会長指名委員会が正式

に指名した者の氏名およびクラブが正式に指

名した者の氏名を，選挙のため，国際大会に

提出しなけれぽならない。事情により必要な

場合は，前掲（9）項の定めるところにより，指

名は，国際大会の議場におけるクラブ代議員

によって行うことができる。

　　　　　　　理事の指名

’第3節理事の指名

　（a）理事の指名は，以下に定めるところに

より，ゾーン，地理的集団または地域によっ

てこれを行う：

　（1）米国，カナダ，バミューダおよびプエ

ルトリコ．米国，カナダ，バミューダおよび

プエルトリコからの理事の選出は，ゾーン別

に行うものとする。米国，カナダ，パミュ　’一

ダおよびプエルトリコからの理事候補老推薦

の目的のため，および本細則に特に定められ

ているその他の目的のため，1から12までの

番号を付した12のゾーンが設けられるもの

とし，そのうち，一つのゾーンはカナダのク

ラブから成り，11のゾーンは，米国，バミュー

疇璽年規定審議会において改正。
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ダおよびプエルトリコ内のクラブから成るも

のとする。各ゾーンとも，できる限り相隣接

する国際ロータリー地区の集団内のクラブを

もって構成さるべきものとし，また，米国，

バミューダおよびプエルトリコ内のクラブか

ら成る11のゾーンについては，それぞれの

ゾーンの選挙人の数がほぼ等しくなるように

しなけれぽならない。

　理事会は，米国，カナダ，バミューダおよ

びプエルトリコの各ゾーンを構成する地区の

リストを決定しなけれぽならない。理事会は，

前記のリストを，毎年，米国，カナダ，バミュー

ダおよびプエルトリコ内のすべてのクラブに

公表すべきものとする。理事会が前記のよう

にして決定し公表したゾーンの編成は，その

次の会計年度の国際大会において選挙される

国際ロータリー理事の候補者指名につぎその

効力を有するものとする。各偶数年に，三つ

の奇数番号のゾーンのそれぞれから1名ずつ

の理事候補者を指名するものとし，これを，

ある旦数年にはゾーン1，ゾーン3および

ゾーン5が，その次の墨数年にはゾーン7，

ゾーン9およびゾーン11が，というように代

わるがわる行う。各奇数年には，三つの偶数

番号のゾーンのそれぞれから1名ずつの理事

候補者を指名するものとし，これを，ある奇

数年にはゾーン2，ゾーン4およびゾーン6

で，その次の奇数年にはゾーン8，ゾーン10

およびゾーン12，というように代わるがわる

行う。

　カナダのクラブの構成しているゾーンから

の理事ノミニーの選出は，集団別に，代わる

がわるこれを行うものとする。理事候補者推

薦の目的のために，そしてこの目的のために

のみ，カナダ内のクラブは，理事会の決定す

る三つの集団に分けられ，このように決定さ

れた集団は，その次の会計年度の国際大会に

おいて選挙される国際ロータリー理事の候補

者の指名につきその効力を有するものとす

る。理事会は，カナダのクラブの構成してい’

るゾーンからの理事が選挙される年の前の会

計年度に，カナダの各集団を構成するクラブ

のリストを決定し，翌年の国際大会で選挙さ

るべき理事の候補者の指名を行う集団を指定

するものとする。

　カナダのクラブの構成しているゾーンから

の理事が選挙される年の前の年に，理事会は，

カナダ内のすべてのクラブに，カナダの各集

団を構成するクラブのリストを公表し，また，

次の会計年度の国際大会において選挙される

理事の候補者の指名を行う集団をクラブに通

知しなけれぽならない。

　（2）グレート・ブリテンおよびアイルラン

ド．各偶数年ごとに，グレート・ブリテンお

よびアイルランド内国際ロータリー大会にお

いて，グレート・ブリテンおよびアイルラン

ド内のクラブの会員中から1名の理事が指名

さるべきものとする。このノミニーの氏名は，

グレート・ブリテンおよびアイルランド内国

際ロータリーの幹事によって事務総長に正式

に表明されなけれぽならない。このようなノ

ミニーが選挙される資格を喪失した場合は，

グレート・ブリテンおよびアイルランド内の

クラブからの選挙人は，国際大会においてそ

のために開かれた会合で，多数決によって，

当該地理的集団からの理事ノミニーを選出す

るものとする。

＊（3）ヨーロッパ大陸，北アフリカおよび東

地中海地域．ヨーロッパ大陸，北アフリカお

よび東地中海地域からの理事ノミニーの選出

は，ゾーン別に行うものとする。この地域内

のクラブから理事候補者を推薦する目的およ

び本細則に特に定められているその他の目的

のために，1から5までの五つのゾーンを設

ける。各ゾーンは，実行可能な限りこの地域

の相隣接する国際ロータリーの地区の集団内

のクラブから成るものとし，そのほかに理事

会の決定する無地区クラブを含むものとす

る。アジアに所在する地区およびクラブ，並

びにナーストラリア，ニュージーランド，ア

フリカおよび他のいずれの地域にも属さない

土地によって構成されている地域にある地区

およびクラブで，管理上の目的からヨーPッ

パ大陸，北アフリカおよび東地中海地域に含

められているものは，理事候補者推薦の目的

から，これをヨーロッパ大陸，北アフリカお

国際ロータリー細則　10条（3a）

よび東地中海地域に含めるものとする。

　理事会はこの地域内の各ゾーンを構成する

地区および無地区クラブのリストを決定しな

けれぽならない。理事会は毎年このリストを

地域内の全クラブに発表しなけれぽならな

い。理事会が前記のようにして決定し公表し

たゾーンの構成は，次の会計年度の国際大会

において選挙される国際ロータリー理事の指

名につきその効力を有するものとする。

　毎年，1名の理事がこの地域内クラブの会

員の中から指名されるものとし，その指名は，

番号順に輪番で，各ゾーンごとに行われるも

のとする。

串（4）アジア．アジアからの理事ノミニーの

選出は，ゾーン別に行うものとする。アジア

のクラブから理事候補老を推薦する目的およ

び本細則に特に定められているその他の目的

のために，1から4までの番号を付した四つ

のゾーンを設ける。各ゾーンは，できる限り

相隣接した国際ロータリー地区の集団内のク

ラブで構成され，また理事会の定める無地区

クラブを含むものとする。アジアにある地区

およびクラブで，管理上の目的からヨーロッ

パ大陸，北アフリカおよび東地中海地域に含

められているものは，理事候補者推薦の目的

上，これをアジアのゾーンに含めず，ヨーロッ

パ大陸，北アフリカおよび東地中海地域の

ゾーンに含めるものとする。日本国内のクラ

ブを含む各地区は，ゾーン1またはゾーン3

に編入されるものとする。

　理事会は，アジアの各ゾーンを構成する地

区および無地区クラブのリストを決定する。

理事会が前記のようにして決定し，公表した

ゾーンの編成は，次の会計年度の国際大会に

おいて選挙される国際ロータリー理事の候補

者指名につきその効力を有するものとする。

　毎年，アジア内のクラブの会員の中から1

名の理事が指名されるものとし，その指名は，

各ゾーソが，番号順に，代わるがわる行うも

のとする。

’（5）イベロ・アメリカ．イベロ・アメリカ

ゆ1983年規定審議会において改正。
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困際ロータリー細則　10条（3a）

からの理事ノミニーの選出は，ゾーソによる

ものとする。イベロ・アメリカは南米，中米，

メキシコ，およびプエルトリコを除くアン

ティル諸島を含むものとする。

　イベロ・アメリカ内のクラブからの理事候

補者を推薦する目的および本細則に特に定め

られているその他の目的のためにイベロ・ア

メリカを1から5までの番号を付した五つの

ゾーンに分けるものとする。各ゾーンは，で

きる限り相隣接する国際ロータリー地区の集

団内のクラブから成るものとし，そのほかに

理事会の決定する無地区クラブを含むものと

する。各ゾーンは，各ゾーソ内クラブから出

る選挙人の数がほぼ同じになるように構成さ

れるものとする。ブラジル国内のクラブを含

む各地区は，ゾーン2またはゾーン4に編入

されるものとする。

　理事会は，イベロ・アメリカ内の各ゾーン

を構成する地区および無地区クラブのリスト

を決定しなけれぽならない。

　毎年，理事会は，上述の地区のリストをイ

ベロ・アメリカ内の全クラブに発表しなけれ

ぽならない。理事会によって上述のように決

定され発表されたゾーンの編成は，次の会計

年度の国際大会において選挙される国際ロー

タリー理事の指名に関しその効力を有するも

のとする。

　毎年，各ゾーンが番号順に輪番で，1名の

理事を，イベロ・アメリカ内のクラブの会員

中から指名するものとする。

＊（6）オーストラリア，ニュージーランド，

南アフリカおよび他のいずれの地域にも属さ

ない土地．オーストラリア，ニュージーラン

ド，南アフリカ，および他のいずれの地域に

も属さない土地に所在するクラブからの理事

ノミニーの選出は，ゾーンによるものとする。

この地域内のクラブから理事候補者を推薦す

る目的および本細則に特に定められているそ

の他の目的のために，1から3までの番号を

付した三つのゾーソを設けるものとする。各

ゾーンは，実行可能な限り，相隣接する国際

ロータリー地区の集団内のクラブから成るも

のとし，そのほかに理事会の決定する無地区
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クラブを含むものとする。この地域にある地

区およびクラブで，管理上の目的からヨー

ロッパ大陸，北アフリカおよび東地中海地域

に含められているものは，理事候補者推薦の

目的上，これを，ナーストラリア，ニュージー

ラソド，南アフリカまたは他のいずれの地域

にも属さない土地のクラブによって構成され

ているゾーンに含めず，ヨーロッパ大陸，北

アフリカおよび東地中海地域のゾーンに含め

るものとする。オーストラリア内のクラブを

含む各地区は，ゾーン1に編入されるものと

する。

　理事会は，この地域のゾーソから理事が選

挙される会計年度の前の年度に，この地域内

の各ゾーンを構成する地区および無地区クラ

ブのリストを決定し，この地域内の全クラブ

に発表しなけれぽならない。理事会によって

このように決定され発表されたゾーソは，次

の奇数年の国際大会において選挙される国際

ロータリー理事の指名に関しその効力を有す

るものとする。

　各奇数年ごとに1名の理事がこの地域内の

クラブの会員の中から指名されるものとし，

次のゾーン順で指名されるものとする：ゾー

ソ1，ゾーン2，ゾーソ1，ゾーン3。

＊（7）前記地域の一つからのアディショナル

理事．以上のように定められた国際ロータ

リー理事の指名のほかに，各偶数年ごとに，

上述地域のうち理事会の指定する1地域か

ら，1名のアディショナル理事を指名するも

のとし，この理事ノミニーの指名は，指定さ

れた地域からの理事ノミニーの選出に関して

本節で定めた手続に従って行わるべきものと

する。

　理事会は，少なくとも5年ごとに，ロータ

リー・クラブの地理的分布状態その他への配

慮とともに，クラブの数の増勢およびある地

域における特殊な増勢も考慮に入れて，理事

会のメソパーの各地域への配分について検討

すべきものとし，その検討に基づき，理事を

指名する各地域ができる限り公平にその代表

＊1983年規定審議会において改正。

を理事会に出すこととなるようにする考え

で，この規定により，アディショナル理事を

指名する地域もしくは，地域内のゾーン，国

（1ヵ国または数ヵ国），地区（1地区または

数地区）を決定してその指定をしなけれぽな

らない。

象（b）指名委員会手続による理事ノミニーの

選出．理事ノミニーの選出は，グレート・ブ

リテンおよびアイルラソドを除き，指名委員

会手続によって行われるものとする。

　理事ノミニー指名委員会は5名の委員から

構成されるものとする。各委員は，当該ゾー

ン，地理的集団または地域内の会員で，パス

ト・ガバナーでなけれぽならない。委員は1

年の任期をもって選挙されるものとする。会

長，会長エレクト，および元会長はいずれも

この指名委員会の委員となる資格はないもの

とする。理事も元理事も，理事指名委員会の

委員となることはできない。この委員を2回

務めたロータリアンは，以後更にこの委員を

務めることはできない。各委員はそれぞれ1

票の投票権を有するものとする。

　指名委員会委員候補者を推薦するために，

理事会は，ゾーン，地理的集団または地域が

理事ノミニーを選出すべき会計年度の前の会

計年度の第1回会合において，当該ゾーソ，

地理的集団または地域を五つの区域に等分し

てこれを指定しなけれぽならない。理事会の

決定する区域は，ゾーン，地理的集団または

地域から選ぼれる委員が，’数年間の期間を通

してほぼ均等にそのゾーン，地理的集団また

は地域内の各部分に配分されるようにするた

め，ゾーソ，地理的集団または地域内のクラ

ブ数をおおよそ5等分にするために毎年変更

することができる。このようにして指定され

た各区域内のクラブは，1名の委員を選挙す

るものとする。

　このような年度の9月15日までに，事務総

長はそのゾーン，地理的集団または地域内の

クラブに，理事会によって定められた指名委

員会委員の配分を通告し，以下定められてい

’1983年規定審議会において改正。

国際ロータリー細則　10条（3a－b）

るような委員会委員候補者推薦の方法につい

てクラブに通告しなけれぽならない。

　指名委員会委員は，ゾーン，地理的集団ま

たは地域のクラブによって，郵便投票によっ

て選挙されるものとする。自分のゾーン，地

理的集団または地域から理事指名委員会委員

候補老を推薦しようとするクラブは，理事が

国際大会で選挙される会計年度の前の会計年

度の12月31日までに，そのクラブの例会で

採択された，その候補老を指名するクラブ決

議（クラブ幹事によって正式に証明されてい

る）を事務総長の許に提出することによって

これを行うことができる。この決議には，推

薦されたロータリアンが任務につく意思があ

り，就任が可能であるということを本人がし

たためた書面，理事会が定めた様式に経歴の

明細を記入したものおよび最近の写真を添付

することを要する。

　前記12月31日において，事務総長が理事

会の決定したある区域から正式に推薦された

当該ゾーン，地理的集団または地域の理事指

名委員会委員の候補者として，1名の氏名の

みを受理していたときは，会長は，できる限

り速やかに，当該候補者をその推薦区域から

の指名委員会委員とすることを公表するもの

とする。

　前記12月31日において，事務総長が理事

会の決定したある区域から正式に推薦された

当該ゾーソ，地理的集団または地域の理事指

名委員会委員の候補者として，2名以上の氏

名を受理していたときは，事務総長は，3月

1日までに投票用紙一単一移譲式が適用さ

れる場合にはその様式による投票用紙一を

作成して，関係区域のクラブに郵送しなけれ

ぽならない。その投票用紙には，事務総長が，

前記12月31臼において，当該区域のクラブ

から受理しているすべての正式に推薦された

候補者の氏名を列記するものとする。

　各投票用紙には，それに記された各候補老

の写真と履歴書が添付されなければならな

い。そしてその履歴書は記載事項が画一で，

理事会が定めた書式に記入して提供された資

料に基づいて作られたものでなければならな
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国際ロータリー細則　10条（3b）

い。前記以外の用紙，資料またはパンフレッ

トや選挙運動のためのものは，一切認められ

ない。候補老或は候補者のために他人が，国

際ロータリーから配布される写真および履歴

書以外のパソフレット，印刷物または書状を，

ゾーン，地理的集団または地域のクラブもし

くは会員に，配布したり，回覧させたりして

はならないものとする。

　投票については，各クラブは1月末日現在

のクラブ会員数に基づき，その会員（但し名

誉会員を除く）数50名ごとまたはその過半数

の端数につき1票を投ずる権利を持つものと

する。但し各クラブは少なくとも1票を投ず

る権利を有するものとする。会長は少なくと

も3名の理事会のメンバーから成る選挙管理

委員会を任命するものとし，その中の1名ま

たは数名は当該ゾーン，地理的集団および地

域から出ている理事でなけれぽならない。但

しこれらの理事が任務遂行不能または資格喪

失の場合はこの限りではない。

　クラブの投票を表示した投票用紙は，中央

事務局内の選挙管理委員会宛に送られること

を要し，次の4月15日までに同委員会に到達

しなけれぽならない。選挙管理委員会は，6

月1日までに投票用紙を審査し，これを数え

て，投票の結果を事務総長に通知しなけれぽ

ならない。

　投票の結果を決定するについては，選挙管

理委員会は，理事会が定めた指名委員会委員

の配分を実現するため投票用紙を各区域別に

数えなければならない。そうして，各区域の

投票において最高の票を得た候補老が委員会

委員として公表されるものとする。2番目に

多い票数を得た候補老がその同じ投票で選ぼ

れた委員の補欠として公表されるものとす

る。補欠委員は，自分がその補欠として選挙

された委員がその任務を務めることができな

い場合にのみ，任務につくものとする。

　ゾーソ，地理的集団または地域内のある区

域が理事指名委員会委員を選挙しなかった場

合，または，何らかの理由で委員会委員に欠

員を生じた場合は，当該ゾーソ，地理的集団

の中の当該区域から出た指名委員会の元委員
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の中，最も新しい，有資格元委員，もしその

人が資格に欠けるかまたは就任を拒否した場

合はその補欠委員が，当該区域からの理事指

名委員会委員となるものとする。前述の規定

によって委員会委員となる資格ある老は，委

員を務めることを承諾または拒否する選択権

を与えられるものとする。委員および補欠委

員に関する前述の規定を適用し得ない委員会

委員の欠員の場合は，理事会が，その欠員を

埋めるための委員を任命するものとする。こ

の場合の委員は，欠員の生じたゾーソ，地理

的集団または地域内の区域と同じ区域内のク

ラブから優先的に任命さるべきものとする。

　票決に当たって，前述の本項（b）の規定に定

められていない不測の事態が発生した場合，

理事会が，従うべき手続を決定するものとす

亙。

　ゾーン，地理的集団または地域から理事が

指名される会計年度の前の会計年度の6月1

日までに，理事会は委員会委員の中から指名

委員会の招集老を指名しなけれぽならない。

そして次の10月1日から15日1までの間に委

員会の会合を開くべき場所を指定しなければ

ならない。委員会はその会合の際委員の1名

をその議長に選ぽなけれぽならない。

　7月15日までに，事務総長は当該ゾーソ，

地理的集団または地域のクラブに指名委員会

の構成について報告しなけれぽならない。そ

して，委員会の名において，そのゾーソ，地

理的集団または地域内のクラブに対して，も

し欲するならぽそのゾーン，地理的集団また

は地域からの理事指名に関してクラブとして

の提案を委員会の審議に付するために提出す

ることを勧誘する通知を発し或は発せしめる

よう手配しなけれぽならない。この提案は，

理事会が定めた書式を用いて指名委員会に提

出されなけれぽならない。そしてその提案書

には，これを提出するクラブが適切と考える，

候補老のロータリーその他における活動に関

するあらゆる資料および最近の写真を含めな

けれぽならない。理事会が定める書式には，

提案書の送付先である招集者の住所を記載し

なければならない。前記の提案の審議を受け

るためには，その提案書が9月15日までに招

集者気付指名委員会に到達することを要す

る。

　委員会は，翌10月中に，理事会によって定

められる時と場所において会合するものとす

る。委員4名をもって定足数とする。議事は

すべて多数決によって決する。但し，委員会

の理事ノミニーの選出に限り，少なくとも4

名の委員がそのノミニーに賛成票を投ずるこ

とが必要である。

　委員会による理事ノミニーの選出は，当該

ゾーソ，地理的集団または地域内のクラブの

会員の中からか，当該ゾーソ，地理的集団ま

たは地域内のクラブが行った提案の中から

か，もしくはその他の方法によって行われる。

もしも，ゾーン，地理的集団もしくは地域の

1区域が理事会によって理事指名候補者推薦

の目的のために指定されていた場合には，選

出される理事ノミニーは，当該区域内クラブ

の会員であることを要する。指名委員会の委

員または補欠委員は，どちらも委員会によっ

て理事に指名される資格を認められていな

い。委員会は，求め得る最も有能な人の指名

を実現する責任を常に自覚していなけれぽな

らない。

　ゾーソ，地理的集団または地域からの理事

選出に関する委員会の報告は，委員会会合後

10日以内に事務総長に提出しなけれぽなら

ない。11月1日までに，事務総長はゾーソ，

地理的集団または地域内の全クラブに指名委

員会の選出を通告しなけれぽならない。

　もしも何らかの理由によって委員会の会合

において選出された理事ノミニーが任につく

ことができない場合は，委員会は郵便投票，

電信または緊急委員会の開催のいずれかに

よって理事ノミニーをもう1名選出しなけれ

ぽならない。このような緊急の場合に対処す

る具体的な手続は，10月に開かれる委員会の

会合において決定されるものとする。委員会

が予測していないような緊急事態が発生した

場合は，理事会は，委員会が理事ノミニー選

出に際してとるべき手続を決定しなければな

らない。

国際ロータリー細則　10条（3b－c）

　指名委員会が行った選出に加えて，その

ゾーン，地理的集団または地域内のクラブは，

そのゾーγ，地理的集団または地域からの理

事候補者として，既に指名委員会に対して正

式に提案されている老を推薦することができ

る。これを行うには，そのクラブの例会にお

いて採択された，その候補老の指名に関する

クラブ決議を12月15日までに事務総長に提

出することを要する。この決議には，任務に

つく意思があり，その用意があるという被推

薦ロータリアンの書面による意思表示，経歴

の明細（理事会が定めた書式に記入）および

最近の写真の添付を必要とする。もしも，理

事に指名されるべき候補老推薦の目的のため

に，そのゾーン，地理的集団または地域の中

の1区域を理事会が指定していた場合には，

各候補者はその指定された区域内にあるクラ

ブの会員であることを要する。

　もし前記の12月15日に，そのゾーソ，地

理的集団または地域内のどのクラブからも以

上のような推薦を事務総長が受け取っていな

かった場合には，会長は12月31日までに，

指名委員会が選んだノミニーをそのゾーン，

地理的集団または地域からの理事ノミニーと

して公表するものとする。前記12月15日ま

でに，事務総長が，ゾーソ，地理的集団また

は地域内の一つもしくは二つ以上のクラブか

ら候補老の推薦を受理した場合，クラブ推薦

の候補者および指名委員会が選出した候補者

から理事ノミニーを選ぶ方式は，本節（c）項に

従って郵便投票で行われるものとする。

（c＞郵便投票．本節（b）項の規定によって，

ゾーン，地理的集団または地域からの理事ノ

ミニーの選出が郵便投票によって行われる場

合は，その手続は次の通りとする

会長は，投票用紙の準備を監督し，クラブ

の行った投票を受理し，これを数える選挙管

理委員会を任命するものとする。この委員会

は，郵便投票によって理事ノミニーの選出が

行われるゾーン，地理的集団または地域の投

票に関してその任務を行うものとする。

選挙管理委員会は投票用紙一単一移譲式

投票による場合には，その様式の投票用紙
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国際ロータリー細則　10条（3c－5）

一および，理事会によって定められた書式 第一次郵便投票で最高得票を得た候補者達の

に，推薦クラブから提供された各候補者に関　　写真と履歴書を添付した投票用紙を，3月15

する経歴資料を公平に要約して記入したもの 日までに当該ゾーン，地理的集団または地域

を準備するものとする。投票用紙には，指名　　内の各クラブに郵送させるよう手配しなけれ

委員会に正式に推薦された全候補老の氏名を　　ぽならない。このような投票用紙は，投票を

記載するものとする（12月30日までに事務　　記入して，次の5月1日までに中央事務局内

総長に書面で投票用紙から除外されることを　　の選挙管理委員会に必着するよう返送されな

要請した候補者を除く）。指名委員会選出の候　　ければならない旨の指図とともに郵送されな

補者の氏名に次いで，他の候補者の氏名をア　　けれぽならない。選挙管理委員会は，5月5

ルファベット順に投票用紙に列記する。指名 日までに，会長の招集の下に，会長の決定す

委員会選出の候補老の氏名には，指名委員会　　る時と場所において会合して，投票を審査し，

選出と投票用紙に明記するものとする。 これを数えて，その投票の結果の報告を，そ

選挙管理委員会は，投票用紙に写真と履歴　　の後5日以内に事務総長に対して証明しなけ

書を添えて，次の1月15日までに，当該ゾー　　れぽならない。会長は，5月10日までに当該

ン，地理的集団および地域内の各クラブ宛に ゾーソ，地理的集団または地域内の全クラブ

郵送させるように手配しなけれぽならない。 に対して，次の国際大会で選挙さるべき，そ

この投票用紙は，投票を記入して3月1日ま のゾーン，地理的集団または地域からの理事

でに中央事務局内の選挙管理委員会に必着す　　ノミニーを通告しなけれぽならない。

るよう返送されなけれぽならない旨の指図と

ともに郵送されなければならない。

各クラブは，少なくとも1票を投ずる権利

を有するものとする。直前の7月1日現在の

会員数に基づき，名誉会員を除く会員数50名

を超えるクラブは，50名ごとまたはその過半

数の端数につき1票を投じる権利を有するも

のとする。

　3月5日までに，選挙管理委員会は，会長

の招集によって会長の決定する時と場所に会

合して，投票用紙を審査し，これを数え，

してその投票の結果の報告を，その後5日以

内に事務総長に対して証明しなけれぽならな

ぬ。

　自分の属するゾーソ，地理的集団または地

域内で投じられた票一必要な場合には第2

選択票および第3以下の選択票をすべて算入

した上で一の過半数を得た理事候補老がノ

ミニーとして公表されるものとする。

会長は3月10日までにこのような郵便投

票によって選出された理事ノミニーの氏名を

発表しなければならない。

最高得票が同数で，再度の郵便投票を必要

とする場合は，選挙管理委員会は投票用紙の

準備を監督して，理事ノミニ　一一選出のための

　　　（d）期間の延長．本節において，何らかの

　　措置をある期日までに完了しなけれぽならな

　　い場合は，理事会は，特別な事情により理事

　　会が必要と認める限り，ゾーソ，地理的集団

　　　または地域のクラブに適用する期日を変更で

　　　きる権限を有するものとする。

　　　（e）国際大会へのノミニー名の提出．事務

　　総長は，国際大会における選挙のために，そ

　　　れぞれ所属ゾーン，地理的集団または地域に

　　　よって，正規の手続によって理事職に指名さ

そ　　れたノミニーの氏名および，任期満了直前の

　　　理事会によって正規の手続を経て理事職に指

　　　名されたノミニーがもしあれぽそのノミニー

　　　の氏名も合わせて，国際大会に提出しなけれ

　　　ばならない。

　　　第4節グレート。ブリテンおよびアイルラ

　　　ンド内国際ロータり一の会長，副会長，名誉

　　　会計の指名

　　　　グレート。プリテソおよびアイルラソド内

　　　国際ロータリーの会長，副会長および名誉会

　　　計のノミニーは，グレート・ブリテンおよび

　　　アイルラソド内国際ロータリーの細則に従っ

　　　て選ぼれ，推薦され，そして指名されるもの

　　　とする。

　　　第5節　国際大会への他のノミニー名の提出
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　事務総長はまた，正規の手続によって地区

ガバナー職に指名されたことを証明されたノ

ミニーの氏名および，正規の手続によってグ

レート・ブリテンおよびアイルランド内国際

ロータリーの会長，副会長および名誉会計職

に指名されたことを証明されたノミニーの氏

名をも，選挙のために国際大会に提出しなけ

れぽならない。

第6節　選挙人

　正規の信任状を有する代議員，委任状によ

る代理者，および特別代議員が国際大会の選

挙体を構成するものとし，これらを選挙人と

称す。

第7節　選挙管理委員会

　（a）国際大会の都度会長は選挙人の中から

選挙管理委員会を任命しなけれぽならない。

この委員会は，その国際大会におけるすべて

の投票の準備を司るものとする。この委員会

は，会長の定める5名以上の選挙人から成る

ものとする。

　（b）本細則の定める定足数の出席した国際

大会の最初の本会議において，会長は役員の

指名および選挙を行う所定の場所，日，およ

び時間について選挙人の注意を促さなけれぽ

ならない。

　（c）選挙管理委員会は，投票準備，投票用

紙の印刷と配布，および投票用紙の計算を担

当するものとする。投票場を開く前に事務総

長は，信任状委員会の報告によって示された

選挙人名簿を選挙管理委員会に提供しなけれ

ぽならない。

　（d）選挙管理委員会は，投票の結果を遅滞

なく大会に報告しなけれぽならない。その報

告は委員会の過半数によって署名されなけれ

ばならない。委員会委員長は全投票用紙を保

管しなければならない。委員会の報告が採用

された後，委員会委員長は全投票用紙を破棄

しなけれぽならない。但し大会が別段の指図

を行った場合はその限りでない。

第8節　役員の選挙

　（a）各選挙人はそれぞれ，次に示す通りの

投票権を有する：会長に対して1票；毎年選

ばれる各理事に対して1票；各地区ごとに1

国際ロータリー細則　10条（5－12）

名のガパナーに対して1票；およびグレー

ト・ブリテンおよびアイルランド内国際P一

タリーの会長，副会長および名誉会計の各々

に対して1票。

　（b）　これらの役員の選挙は無記名投票によ

るものとし，3名以上の候補者がある場合の

投票は単一移譲式投票の方法によるものとす

る。但し，一つの役職に対してノミニーがた

だ1名の場合は，選挙人は，口頭による投票

によって，事務総長に意思表示してそのノミ

ニーに対する選挙人の統一投票を行うことが

できる。

　（c）前述各役職ごとに投ぜられた票の中，

必要な場合には第2選択以下全選択投票をも

計算に入れた後，過半数の票を得たノミニー

がそれぞれ当該役職の当選者と宣言されるも

のとする。

第9節

　本条に掲げられている役職の候補老または

被指名者は，すべて，名誉会員以外の，クラ
　　　　　ユ
プの環疵なき会員であることを要するものと

し，また，いかなる地区のガバナー候補老も，

クラブの暇疵なき正会員，シニア・アクチプ

会員またはパスト・サービス会員でなけれぽ

ならないものとする。

第10節
　本条でいう米国には，プエルトリコを含み，

アソティル諸島には，プエルトリコを含まな

いものとする。

第11節　ロータり一職員

　国際ロータリーもしくは地区またはロータ

リー・クラブの常勤，有給の職員は，国際ロー

タリーの事務総長または財務長に選挙されて

就任する場合のほか，国際ロータリーの役員

となること，または，すべて選挙によること

を要する国際ロータリーの役職につくことを

得ないものとする。

事第12節　選挙運動および投票依頼

いかなるロータリアγも，選挙によって任

　｝暇擬なき会員（“amember㎞good　standing”）とは会費

等の滞納のない会員をいう。

ゆ1983年親定審議会において改正。
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国際ロータリー細則　10条（12），11条（1－2），12条（1－3）

命される国際ロータリーの役職に就くために

選挙運動もしくは投票依頼を行ってはならな

いし，代わりの人に選挙運動させてもならな

い。本細則で特に定められているもの以外に

パンフレット，印刷物または書状を，クラブ

またはクラブ会員に，ロータリアン自身或は

ロータリアンに代わって配布もしくは回覧さ

せてはならない。但し，理事会が特に認可し

た場合を除く。理事会は，これらの規定に違

反した疑いのあるものについて独力で，もし

くは理事会が設置した実状調査機関の援助を

受けて，審議するものとする。但し当該ロー

タリアンに聴聞の機会を与え，事実を審査し

てから，その決定を下す。理事会が，当該ロー

タリアンは本節の規定に違反したと判断した

場合，理事会は，当該役職の被選資格を剥奪

するものとする。かかる決定は全関係者に直

ちに通告され，理事会の決定は，次期国際大

会に提訴する以外，これを覆すことができな

いものとする。かかる提訴は，本細則第4条

第2節の規定にかかわりなく，当該国際大会

開会の少なくとも5日前に事務総長に提出さ

第12条　管理上の単位

れなけれぽならない。

第11条　管理上の集団

第1節
　地区に編成されている地区において，クラ

ブが地区ガパナーの直接監督の下に管理され

る場合は，理事会は理事会が必要かつ得策と

考える委員会，審議会またはその他のガバ

ナー補佐を認可することができる。

第2節

　地理的に隣接する二つ以上の地区から成る

区域内のクラブについて，地区ガバナーの管

理のほかに，他の管理方法を理事会が追加設

定する場合は，理事会は，そのような管理を

設定するに当たって，関係地区内クラブの同

意の下に理事会が適切と考えかつ国際大会の

承認を得た，それに関する手続規則を定めな

ければならない。
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第1節

　グレート・ブリテンおよびアイルランド内

国際ロータリーの加盟クラブから成る国際

ロータリーの地域単位は，国ee　Pt一タリーの

規定審議会または国際大会によって承認され

たグレート・ブリテンおよびアイルランド内

国際ロータリーの定款の定めるところに従っ

て、国際ロータリーの1管理単位として組織

されかつその機能を行うものとする。この地

域単位はまた，グレート・ブリテンおよびア

イルランド内において，国際ロータリー理事

会に代わって，クラブ加盟承認委員会および

国際ロータリー地区編成委員会としての役を

務め，更に本細則の規定に従い，かつまた理

事会の委嘱によって国際ロータリーの財務事

項を処理するものとする。

第2節

　この地域単位の定款は，常に国際ロータ

リー定款・細則の精神および規定に合致しな

けれぽならない。国際ロータリーの定款・細

則とグレート・ブリテンおよびアイルラソド

内国際ロータリーの定款・細則には，国際ロー

タリーの規定審議会または国際大会によって

承認された，地域単位の域内管理に関する特

定の規定を含まなけれぽならない。そして地

域単位の域内管理は，この特定の規定に従っ

て，この特定の規定の認める範囲内で執り行

わるべきものとする。

第3節

　地域単位がその権能，目的および機能を遂

行するについての域内管理を規定する，グ

レート。ブリテンおよびアイルラソド内国際

Pt　一タリー定款の規定は，国際ロータリーの

規定審議会または国際大会の承認を得たグ

レート・ブリテンおよびアイルランド内国際

ロータリーの年次大会の決定によってのみ改

正することができる。域内管理に関する事項

を除き，国際ロータリーの規定審議会または

国際大会が国際ロータリー定款または細則を

改正した時は，グレート・ブリテンおよびア・

イルランド内国際ロータリーの定款および細

則を国際ロータリー定款および細則と一致さ

せるために必要な関連的改正は，グレート・

ブリテンおよびアイルランド内国際ロータ

リーの定款および細則について，事実上自動

的に行われるものとする。

　地域単位の定款または国際ロータリーの定

款および細則と矛盾しない地域単位細則の変

更は，そのような場合について定める地域単

位定款に従って，地域単位がこれを行うこと

ができる。

第13条　地 区

第1節　創　設

　管理をより効果的にするために，理事会は

クラブの所在する地域を地区に分割する権限

を有する。会長は随時，理事会の指示に従い，

地区の一覧表をそれら地区の各境界とともに

公表するものとする。但し，関係地区内クラ

ブの過半数の反対ある場合は地区を変更また

は新設してはならない。

＊第2節　地区協議会

　ロータリー教育とP一タリー情報を供与

し，地区の活動を統合するために，地区内全

クラブの次期会長と次期幹事，次期地区ガバ

ナーおよびその他理事会の指定する者の協議

会を，3月1日から7月1日までの間に，各

地区のガバナーが定める時と場所において開

催するものとする。但し，地区協議会参加者

が国際ロータリー国際大会に出席できなくな

るような時期を除くものとする。特別の事情

があれぽ理事会は，（a）ここに定める時期以外

の時期に地区協議会を開催することを認可

し，または（b）前記の協議会をやめることがで

きる。

第3節　地区大会

　（a）時と場所．毎年地区ガパナーと地区内

過半数クラブの会長の合意によって定められ

る時および場所において，地区内n　一一タリア

ソの大会を開催するものとする。但し開催の

時期は，地区協議会，国際協議会，規定審議

零1983年規定審議会において敬正。

国際ロータリー細則　12条（3），13条（1－3）

会または国際大会の時期と同じであってはな

らない。理事会は（1）二つ以上の地区が合同し

て関係地区の区域内で連合大会を開くことを

認可することができる；或は②例外的な場合

に，当該地区の区域外で地区大会を開くこと

を認可することができる。

　（b）地区ガバナー・ノミニーが地区によっ

て選出され，国際ロータリー事務総長にこれ

を証明されたならぽ，そのガパナー・ノミニー

が，ガバナーを務める年度のその地区の大会

をあらかじめ計画することができ，その開催

地は，そのガバナー・ノミニーと地区内クラ

ブのその時点における会長の過半数との合意

によって決定することができる。

　国際ロータリー理事会の承認を得て，地区

は，地区ガパナー・ノミニーと，同年にクラ

ブ会長を務める者の過半数との投票によっ

て，当該地区ガバナー・ノミニーが地区ガパ

ナーを務める年度の地区大会の開催地を選定

し，合意することができる。クラブがかかる

老を選出していない場合は，そのクラブの現

在の会長がかかる大会開催地の投票を行うも

のとする。

　（c）地区大会の機能．地区大会はその地区

内の重要な事柄について勧告を採択すること

ができる。但しこのような勧告は，定款およ

び本細則と一致し，ロータリーの精神と本質

とに沿うものでなけれぽならない。各地区大

会は，理事会が当該大会の審議に付したすべ

ての事項を審議決定すべきものとし，また，

これに関する決議を採択することができる。

　（d＞地区大会幹事。ホスト・クラブの会長

と相談の上，地区ガパナーは大会幹事を任命

しなけれぽならない。大会幹事の任務は大会

の計画を策定し，大会記録の作成について地

区ガバナーに協力することである。

　（e）地区大会報告．地区大会終了後30日

以内に地区ガパナーまたは議長代行者，およ

び大会幹事は，その各々の署名ある書面に

よって，大会記録の報告を行わなければなら

ない。そしてこの報告書は3部を事務総長に，

1部をその地区の各クラブ幹事に送らなけれ

ぽならない。
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国際ロータリー細則　13条（4－5b）

第4節

　（a）地区大会の投票．地区ガバナー・ノミ

ニーの選出，地区ガバナー指名委員会の構成

および職務権限並びに規定審議会の地区クラ

ブ代表議員の選挙に関する投票は選挙人に限

りこれを行うことができるものとする。地区

大会に出席しているクラブの暇疵なき正会

員，シニア・アクチブ会員およびパスト・サー

ビス会員は，いずれもその地区大会に提出さ

れたその他の案件のすべてについて投票権を

有するものとする。但し，選挙人は，いずれ

も大会に提出されたいかなる案件についても

票決を求めることができるものとし，この場

合の投票は選挙人に限りこれを行うことがで

きるものとする。

　（b）選挙人．地区内の各クラブは，地区大

会の開催される月の前の月の最終日現在のそ

のクラブの会員数に基づく，名誉会員を除く

会員数25名ごとまたはその過半数の端数に

つき1名の選挙人を選び，それを証明し，そ

してこれをその地区の年次大会に送るものと

する。坦し地区内各クラブは，その大会の開

かれる月の前月までの12ヵ月を超える期間

にわたり国際ロータリーに対する支払を怠っ

ていたものでない限り，少なくとも1名の選

挙人を送る権利を有する。各選挙人はそのク

ラブの正会員，シニア・アクチブ会員，また

はパスト・サービス会員でなけれぽならない。

そしてもし地区大会に出席していれぽ，地区

ガバナー・ノミニーの選出，該当する場合地

区ガバナー指名委員会の構成と職務権限，お

よび規定審議会の地区のクラブ代表議員選挙

において1票を投ずる権利を有するものとす
る。

　（c）委任状による代理者．事情がこれを必

要とする場合は，所属地区の大会が開催され

る国と異なる国に所在するクラブは，地区ガ

パナーの承諾を縄て，そのクラブの欠席選挙

人の委任状による代理老として，自分のクラ

ブの正会員，シニア。アクチブ会員，または

バスト。サービス会員，もしくはクラブの所

在する地区の他のクラブの正会員，シニア・

アクチプ会員またはパスト・サービス会員を
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指定することができる。そして，当該クラブ

の会長および幹事によってその代理が証明さ

れたならぽ，その委任状による代理者は，既

に持っている投票権のほかに，自分が委任状

による代理者となっている欠席選挙人に代

わってその投票権も行使することができるも

のとする。

第5節　地区ガバナー

　（a）ノミニーの選出．本節他の項に規定す

る場合を除き，地区ガバナー・ノミニーの選

出は，当該ノミニーが地区ガバナーに選挙さ

れる国際大会の直前2ヵ年以内に開かれる地

区大会において，その地区が行うものとする。

その方が都合がよければ，翌年ガバナーを務

めるノミニーと，翌々年ガバナーを務めるノ

ミニーを，同じ地区大会において選出して差

し支えない。

　（b）資格条件．各地区ガパナーは，理事会

によって特に許されない限り，

　（1）本人が指名を受ける地区内のクラブの

名誉会員以外の蝦疵なき会員であることを要

する。

　（2）会員規定の厳格な適用に照らして，完

全に会員資格を有する者でなけれぽならな

い。そしてその職業分類の正当性が疑問の余

地ないものでなければならない。

　（3）本人が地区ガパナー・ノミニーの候補

者として推薦される年の前の会計年度の最終

日において，国際ロータリーに対して負債残

高を持たない，義務機能を果たしている環疵

なきロータリー・クラブの有資格会員でなけ

れぽならない。

　（4）地区ガ・ミナーに就任する時点において

一つまたはいくつかのロータリー・クラブで

通算7年以上会員であった者でなければなら

ない。

　（5）クラブ会長を全期務めたことのある老

でなけれぽならない。

　（6）ここに規定する地区ガパナーの任務と

責任を果たす意思があり，身体的にもその他

の意味においてもこれを果たすことができる’

者でなければならない。

　（7）ガバナーに選挙される直前の国際協議

会に全期間を通して出席し，国際協議会終了

後の7月1日までに自分の地区に戻らなけれ

ぽならない。

　地区ガバナー・ノミニーとしての資格を得

るためには，その職に指名された候補者は，

本細則に定められている地区ガバナーの資格

条件，任務および責任を熟知した上で，事務

総長を通じて国際ロータリーに，細則に列記

された地区ガバナーの資格条件，任務および

責任を的確に理解していることおよび地区ガ

バナーとして資格条件を備えており，ガバ

ナーの任務と責任を引き受け，これを忠実に

果たす意思をもち，それができる状態にある

旨の声明書に署名して提出しなけれぽならな

い。

　前述の資格条件に欠ける地区ガバナー・ノ

ミニーの指名は拒否さるべきものとし，事務

総長はこれを選挙のため国際大会に提出しな

いものとする。

　もし，前述の規定の通り地区ガパナー・ノ

ミニーから署名ある声明書を受理したにもか

かわらず，理事会に，そのノミニーが本細則

に定める任務と責任を十分に果たすことがで

きないと信ずる理由があれぽ，理事会はその

指名を一時保留することができる。このよう

な保留が行われたとぎは，これを地区ガバ

ナーとそのノミニーに通告しなけれぽならな

い。そしてそのノミニーは，地区ガバナーお

よび事務総長を経由して，地区ガバナーとし

ての任務と責任を取り，忠実にこれを遂行す

ることができることについての再度の申立を

理事会に提出する機会を与えられるものとす

る。かかる申立を含め，すべての関連事情を

審議した上で，理事会は3分の2の多数を

もってそのノミニーの指名を拒否するか，或

は保留を解除するものとする。

　もし，前述の規定のいずれかによって地区

ガパナー・ノミニーの指名が拒否された場合

は，事務総長は関係地区の地区ガバナーにそ

の拒否とその理由を通告しなけれぽならな

い。そして地区ガパナーはこれを当該ノミ

ニーに通告しなければならない。そこで時間

が許すならぽ，その地区は，本細則の規定に

国際ロータリー細則」　13条（5b－c）

従い地区ガバナーの指導の下に，地区大会に

おいて，もしくは郵便投票によって，地区ガ

パナー・ノミニーをもう1名選ぽなけれぽな

らない。

　地区が地区ガバナー・ノミニーとして理事

会の満足するような適任者を選出することが

できなかった場合は，ノミニーは本節（h）項の

規定に従って選出さるべきものとする。

　（c）任務．地区ガバナーは理事会の一般的

な指揮，監督の下に職務を行うその地区にお

ける国際ロータリーの役員である。担当地区

のクラブに対する直接監督の責任を果たすに

当たって地区ガパナーは国際ロータリーの綱

領を推進する特別の任務を課せられており，

みずから次の諸項を行わなけれぽならない。

　（1）担当地区の新クラブ結成を指導監督す

ること。

　（2）担当地区内既存クラブの強化助成。

　（3）担当地区内クラブ相互間の友好関係お

よびクラブと国際ロータリー間の友好関係の

増進。

　（4）担当地区の地区大会と地区協議会を計

画し，軌道に乗せ，これらの会合を主宰する

こと。

　（5）できるだけ年度の初めごろに担当地区

内の全クラブを公式訪問すること。

　（6）担当地区内各クラブの会長および幹事

に対して月信を発行すること。

　（7）会長または理事会の要請があれば遅滞

なく国際ロータリーに報告を提出すること。

　（8）後任ガバナーに対して，地区内クラブ

の状況について詳細な情報を提供し，併せて

クラブ強化策の勧告案を提供すること。

　⑨　地区で保存すべき文書を後継老に引き

継ぐこと。

　㈹　地区における国際ロータリー役員とし

ての職責に属するその他の任務を遂行するこ

と。

　しかしながら，グレート・ブリテンおよび

アイルランドにおいては，地区ガパナーの任

務は，審議会の指図の下に，そしてグV一ト・

ブリテンおよびアイルラソド内国際ロータ

リーの定款および細則と一致するこの地域の
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國際ロータリー細則　13条（5c－f）

伝統的慣行に従って，執行さるべきものとす

る。また会長または理事会の要請があれば遅

滞なく国際ロータリーに報告を提出しなけれ

ばならない。そして地区における国際ロータ

リー役員としての職責に属するその他の任務

を遂行しなけれぽならない。

　（d）委員会．地区大会のng－一本会議におい

て，地区ガバナー，または議長代行老は，地

区ガバナー指名のための選挙をとり行う場

所，日および時間を指示しなけれぽならない。

そして投票用紙を準備してこれを支給し，投

票場の段取りをし，その他投票を司るために

3名から成る委員会を設置しなけれぽならな

い。候補老が1名しかいなかった場合の指名

は，拍手または喝采によって決することがで

きる。

　（e）指名の投票．地区ガバナー指名の提案

は，地区内クラブからの選挙人によって大会

の議席から行うものとする。選挙人が自己の

所属するクラブの会員でない候補者を推薦し

ようとする場合は，その候補者が所属するク

ラブの同意をあらかじめ得るものとする。投

票場は大会の定める時間中開いておかなけれ

ぽならない。候補老が3名以上ある場合の投

票は，地区ガバナーの定めるところに従い，

連続投票方式または単一移譲式投票方式によ

る。

　投票数の中，過半数を得た候補者がその地

区の地区ガバナーに指名されたものと宣言さ

れ，その指名は地区ガパナーまたは議長代行

老およびその大会の幹事によって国際ロータ

リー事務総長に対して証明されるものとす

る。

　連続投票方式が用いられる場合，もし投票

の結果過半数の票を獲得した者がない時は，

最も少ない得票者をふるい落として更に大会

の定める時に次の投票を行い，これを候補者

の中の誰かが過半数を得るまで繰り返すもの

とする。

　単一移譲式投票方式が用いられる場合，必

要に応じて第2選択票以下すべての選択票を

加算して過半数得票の候補者を決定するもの

とする。
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　投票委員会が，ある候補者が過半数の票を

得たことを確認したときは，直ちに，これを，

各候補者の得票数とともに，地区ガバナーま

たは議長代行者に報告するものとし，投ぜら

れた票は，すべて，前記委員会がこれを保存

し，大会終了時までクラブの選挙人の閲覧に

供した後，前記委員会の委員長によって破棄

されるべきものとする。

　（f）地区ガバナー指名委員会．地区は，そ

の地区の地区大会において，出席選挙人の投

票の過半数によって，その地区のガバナー・

ノミニーの選出をガバナー指名委員会によっ

て行うと定めることができる。ガバナ「指名

委員会は，ガバナー・ノミニーとして最適の

就任可能者を探し出してこれを推薦する任務

を課せられるものとする。地区指名委員会の

構成とその職務権限は，その地区の地区大会

において出席し投票するクラブ選挙人の投票

の過半数をもって採択された決議によって決

定されるものとする。但しその職務権限は本

項の規定と矛盾するものであってはならな

いo

　地区ガバナーは，指名委員会の名において，

クラブに通知を発行するか，発行させるもの

とする。この通知は，クラブに希望するなら

指名委員会の審議を仰ぐため，地区ガバナー

指名案を提出するよう要請するものである。

審議されるためには地区ガバナーの定める期

日までに指名委員会に提案が受理されなけれ

ぽならない。地区ガバナー発行の通知には，

提案の送付先が記載されていなけれぽならな

い。この提案は，候補者推薦クラブの例会で

採択され，クラブ幹事によって正式に証明さ

れた決議という形式で提出されなけれぽなら

ない。自己のクラブの会員でない人を地区ガ

バナー・ノミニーに推薦しようとする場合，

候補老の所属クラブの同意をあらかじめ得る

ものとする。

　地区ガバナー指名委員会がその選択を行う

に当たっては，その選択の範囲は地区内クラ

ブによって提案された氏名に限定されるもの

ではない。

　地区指名委員会によるいかなる指名にもか

かわらず，地区内クラブは，既に地区指名委

員会に正式に推薦されていた者を，地区ガバ

ナー・ノミニー候補者として推薦することが

できる。

この推薦は，地区ガバナーの定める期限

一この期限は，ガバナー指名委員会による

地区ガバナー・ノミニーの選定の発表前で

あってはならない一までに，クラブの例会

において採択された，当該候補者指名のクラ

ブ決議を地区ガバナーに提出して行うものと

する。

　もし，定められた期限までにそのような指

名を地区内のどのクラブからもガバナーが受

け取らない場合には，地区ガバナーは地区指

名委員会の選んだ候補者を地区ガバナー・ノ

ミニーと宣言するものとし，それより15日問

以内に地区内全クラブにその旨通達しなけれ

ぽならない。　　　　・

　もし，定められた期限までにそのような指

名を地区内のクラブからガバナーが受け取っ

ており，そしてその指名がその期限当日を含

み期限当日から15日の期間が満了するまで

有効である場合は，地区ガバナーはそれらの

各候補者の氏名とその資格条件を地区内の全

クラブに通達し，地区ガバナー・ノミニーの

候補者全員について，次の地区大会において

投票が行われる旨を通達しなけれぽならな

い。

　もし，上述の15日が経過した時に，地区内

クラブからの指名が全部効力を失っていたな

らぽ，地区ガバナーは地区指名委員会の選ん

だ候補者を地区ガバナー・ノミニーと宣言し，

それより15日以内にこの旨地区内全クラブ

に通達しなけれぽならない。

　もし何らかの理由によって，地区大会の時

に有効な指名が一つも残っていなかったなら

ぽ，地区ガバナー職に対する指名の提案は大

会の議席から，地区内クラブの選挙人によっ

て行わるべきものとする。

　地区ガバナーは，地区ガパナー・ノミニー

の氏名を，彼がノミニーと宣言された後10日

以内に，事務総長に対して証明しなけれぽな

らない。

国際ロータリー細貝lj　l3条（5f－g）

　（9）郵便投票による指名．事情がそれを必

要とする場合は，理事会は地区がその地区ガ

バナー・ノミニーを郵便投票によって選ぶこ

とを認可することができる。また，いずれの

地区も，その地区の地区大会において，出席

した投票人の投票の過半数をもって，その地

区ガバナー・ノミニーを郵便投票によって選

ぶことを定めることができる。いずれの場合

も，その郵便投票は次のように行われなけれ

ぽならない。

　地区ガバナーは，もし地区指名委員会のあ

る場合は地区指名委員会，および地区内各ク

ラブの幹事に対して，地区ガバナー指名の公

式要請を作成し，これを郵送させなければな

らない。すべて指名は書面によることとし，

クラブの会長および幹事または，地区指名委

員会の場合はその委員長によって署名されな

けれぽならない。いずれかのクラブから推薦

された候補者がそのクラブの会員でない場合

は，その候補老が所属するクラブの同意をあ

らかじめ得るものとする。その書面は，地区

ガバナーの定める期限までに地区ガバナーに

受理されることを要する。但しその期限は公

式要請発行日より少なくとも20日後でなけ

れぽならない。もしも候補者が1名のみの場

合は投票を要しないものとし，地区ガパナー

はその候補者を地区ガバナー・ノミニーとし

て公表するものとする。

　候補者が3名以上ある場合は，投票は単一

移譲式投票方式によるものとする。

　もし候補老が2名以上あったならぽ，地区

ガパナーは，地区指名委員会がある場合は同

委員会が選んだ候補老名を記し，そして期限

内にクラブからガパナーが受け取った候補者

の氏名をアルファベット順に列記した投票用

紙を準備し，各クラブに対して1部郵送しな

けれぽならない。その際，その投票用紙には

クラブの投票を記入した上，地区ガパナーの

定める期限までにガパナーの許に届くよう返

送することを要する旨の指図を添付すべきも

のとする。但しガパナーの定める上述の期限

は，ガバナーが各クラブに投票用紙を発送し

た日から15日以上30日以内の間に定めるこ
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国際ロータリー細則　13条（59－k），14条（1）

とを要する。

　各クラブは，選出の行われる月の前の月の

最終日現在におけるクラブの会員数を基礎と

して，会員（名誉会員を除く）数25名ごとま

たはその過半数の端数につき1票を投ずる権

利を有するものとする。

　投票の過半数を得た候補老が，その地区の

ガパナー・ノミニーと宣言されるものとする。

連続投票方式が用いられる場合，もしも投票

の結果過半数の票を得た候補者がいなかった

ならぽ，最少投票数の候補者をふるい落とし

て，地区ガバナーの定める時に更に郵便投票

を行い，候補老の中の誰かが過半数を得るま

でこれを繰り返すものとする。単一移譲式投

票方式が用いられる場合は，過半数を獲得す

る候補者を決定するために，必要に応じて第

2選択票以下の選択票を加算するものとす

る。

　ノミニーの氏名は地区ガバナーによって事

務総長に証明されなけれぽならない。そして

地区ガパナーは直ちにその候補老にその指名

を通皆しなけれぽならない。

　（h）特別選挙．地区が地区ガバナー・ノミ

ニー �I出できなかった場合，もしくは地区

ガバナー・ノミニーが選挙される資格を喪失

した場合，そして国際大会における役員の年

次選挙に先立って，その地区が別のノミニー

を選出しなかった場合は，理事会は理事会の

メンバーの過半数の票をもって本細則第13

条第5節（b）項（1）乃至（6）の資格条件を備えた

Pt　一タリアンを地区ガパナーに選挙するもの

とする。

　（i）解任．事情によっては，或は会長が十

分な理由ありと考える場合は，会長は次に示

す通り，地区ガパナーをその職から解任する

ことができる。

　もしも9月30日になって，地区ガパナーが

その就任最初の3ヵ月間にその任務と責任を

忠案に遂行しなかったと会長が信ずる十分な

理由がある時には，会長は当該地区ガバナー

にその旨通告しなければならない。そして，

もしもその直後の12月31日までにそのガバ

ナーがその任務と責任を果たすと確約し，会
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長にそれを納得させない限り，会長は事情を

考慮した上でその地区ガバナーをその職から

解任することができる。

　（1）地区ガバナー一一　一欠員．何らかの理由で

地区ガバナーの地位に欠員を生じた場合は，

理事会は過半数の票をもって本細則に基づく

資格条件を備えたロータリアソを選挙する権

限を有するものとする。同ロータリアンは，

残存任期中その空席を埋め，地区ガパナーの

任務を果たし，その権威と特権を行使するも

のとする。但し，会長は，理事会によってそ

の欠員が補充されるまで資格条件を備えた

ロータリアソを，ガバナーの任務を行い，ガ

バナーの持つすべての権限と特権を行使する

アクティング・ガバナーとして任命すること

ができる。

　地区ガバナーが一時的にその任務を執り行

うことができない場合は，会長は資格条件を

備えたP一タリアンをアクティソグ・ガパ

ナーに任命して，地区ガパナーが任務を執り

行い得ない期間中，その任務を行わせ，その

職に付随するあらゆる権限と特権を行使させ

ることができる。

　地区ガパナーが年次国際大会において選挙

された後地区外に在って就任する時に地区に

戻ることのできない場合は，その直前のガバ

ナーが，現在の地区ガ・ミナーが地区に帰って

来るまで，引き続きその地区ガバナーの職務

を執り行うものとする。

　（k）国際大会への提出．事務総長は毎年国

際大会に対して，その大会終了直後の会計年

度に地区ガバナーを務めるものとして指名さ

れたことを事務総長に証明されている，資格

条件を備えた地区ガパナー。ノミニーの氏名

を選挙のために提出しなければならない。

第14条　委　員　会

＊第1節　常任委員会

　会長は次に掲げる常任委員会の委員を任命

しなけれぽならない：

傘1983年規定審議会において改正。

　　定款・細則委員会

　　国際大会委員会

　　地区編成委員会

　　拡大委員会

　　財務委員会

　　投資諮問委員会

　　会員増強委員会

　　企画・研究委員会

　　広報委員会

　　出版物委員会

　　青少年活動委員会

但し会長は，その在任年度の次のロータリー

年度に開催される国際大会の委員を任命する

ものとする。

　常任委員会は，任命された年度の7月1日

にその機能を開始するものとする。

第2節　特別委員会

　会長は，みずからまたは理事会が必要と認

める特別委員会を任命することができる。特

定の目的を達成するまでの任期をもって任命

される特別委員会をアド・ホック委員会と呼

ぶものとする。アド・ホック委員会以外の特

別委員会の任期は，その委員会が任命された

ロータリー年度末をもって終了するものとす

る。アド・ホック委員会の任期は，その委員

会が任命された特定の目的が達成されたと

き，または理事会がこれを解任したときに終

了するものとする。

第3節委員長および欠員

　会長は各委員会の委員長を指名するものと

し，委員会に生じた欠員を補充する権限を持

つo

第4節　諮問委員会

　（a）理事会は，地区ガパナーが諮問の目的

をもって地区委員会を設定する権限を認める

ことができる。

　（b）理事会は，1国の全クラブから成る集

団が，その国の国策の諸問題を研究する諮問

委員会を形成して，それらのクラブの公共奉

仕活動のプログラムを理事会に提出してその

承認を求める権限を認めることができる。

　（c）理事会は，2ヵ国以上の国々から成る

地域内のクラブの代表者をもって構成する諮

国際ロータリー細則　14条（1－g）

問委員会を設けて，当該地域内のロータリー

の方針および手続上の問題を研究させ，理事

会に対して進言させることができる。

第5節　職権上の委員

　会長は，会長指名委員会を除くすべての国

際ロータリー委員会の職権上の委員とする。

委員会の職権上の委員は委員の持つすべての

特権を有するものとする。

第6節　任　期

　何人も2ヵ年を超えて国際P一タリーの同

一委員会の委員を務めることは許されない。

但し本細則，地域またはその他の委員会の手

続規則，もしくは委員会を創設する国際大会

の特別決定によって別段の定めある場合はこ

の限りでない。ある委員会に既に2ヵ年務め

た者は、再びその同じ委員会に任命される資

格を持たないものとする。本節の規定は，職

権上の委員およびアド・ホック委員会の委員

には適用されない。本節の規定にかかわりな

く，会長は，国際大会委員会の委員を2年間

務めたことがあり，かつ，委員長として務め

たことのないロータリアンを，国際大会委員

会の委員長に任命することができる。

＊第7節　定款・細則委員会

　本委員会は

一3名の委員から成り，毎年1名を3年を任

期として任命するものとする，

一国際ロータリーの組織規定に関するすべて

の事項について理事会に助言し，立法手続を

検討し，これについて理事会に助言し，規定

審議会では特別議員を務める。

串第8節　国際大会委員会

　本委員会は5名の委員から成り，任命を受

けた国際大会に関するすべての事項の責務を

持つものとする。但し，本細則または理事会

が，役員または他の委員会に特に委任したも

のを除く。

＊第9節　地区編成委員会

　本委員会は

一3名の委員から成り，毎年1名を3年を任

期として理事の中から任命するものとする；

寧遡年規定審議会において敬正。
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国際ロータリー細則　14条（9－20）

一理事会および会長の新地区創設および既存　　実施状況を絶えず検討し，時の動きに関心を

地区の境界調整を援助するものとする。

＊第10節　拡大委員会

　本委員会は

一12名の委員から成り、毎年4名を3年を任

払い，ロータリーがその機能をどのように果

たしているかを評価し，その研究プログラム

を総体的に監督し，それについて理事会と事

務総長に助言するものとする。

期として任命するものとする，

一新クラブ結成によって世界中にロータリー

＊第15節　広報委員会

　本委員会は

を拡大するという責務遂行について理事会に　　一3名の委員から成り，毎年1名を3年を任

助言する。ある場合は地区ガバナーに接触し，　期として任命するものとする，

また，ある場合は，理事会が随時望ましいと　　一国際ロータリーの広報プログラムについて

判断する地区委員長を通じてロータリーを拡　　理事会に助言するものとする。

大する。

事第11節　財務委員会

　本委員会は

一3年任期の5名の委員から成るものとす

＊第16節　出版物委員会

　本委員会は

一3年任期の5名の委員から成るものとす

る。毎年1名または2名の委員を任命して，

る。毎年1名または2名の委員を任命して， 委員の数を常に5名とする，

委員の数を常に5名とする， 一機関雑誌を含む，国際ロータリーの全出版

一国際ロータリーの年次予算を作成し，会計　　物について理事会に助言するものとする。

帳簿を監査し，会計方式を調べ，国際ロータ　　＊第17節　青少年活動委員会

リーの財務に関連するあらゆる事項について

理事会に助言するものとする。

＊第12節　投資諮問委員会

　本委員会は

一3名の委員から成り，毎年1名を3年を任

　本委員会は

一6名の委員から成り，毎年2名を3年を任

期として任命するものとする，

一青少年のための奉仕に関する事項について

理事会に助言するものとする。

期として任命するものとする，

一投資方針を勧告し，投資マネージャーに助

＊第18節　この他の任務，活動，資格条件

理事会は，常任委員会の任務や活動をさら

言し投資マネージャーの業務を監督し，投資　　に規定，修正し，理事会が適切とみなし，か

方針のあらゆる面について理事会に助言する　　つ，本細則に矛盾しない任務を委員会に課す

ものとする。

＊第13節　会員増強委員会

　本委員会は

一12名の委員から成り，毎年4名を3年を任

ことができる。その上，委員の資格条件，委

員の継続の必要性について，これを決定でき

る。理事会は，常任委員会に，地区ガパナー

と協力して，適切な地区指導老と接触し，理

期として任命するものとする，

一世界中にロータリー・クラブ会員を増強・

拡大するという責務遂行について理事会に助

事会の承認した計画を遂行する権限を与える

言するものとする。

＊第14節　企画・研究委員会

　本委員会は

一6名の委員から成り，理事指名について本

細則で明記している地域からそれぞれ1名の

委員を任命し，毎年2名を3年を任期として

ことができる。

第19節　委員の資格条件

　委員会の委員長および各委員は，クラブの

正会員，シニア・アクチプ会員，またはパス

ト・サービス会員でなけれぽならない。

第20節　委員会の幹事

　本細則によってまたは国際大会の特別決定

によってまたは委員会を創設するに当たって

任命するものとする；

一Pt　一タリーのプログラム，基本方針，その 噛1983年規定審議会において改正。
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理事会による別段の定めのある場合のほか，

事務総長がすべての委員会の幹事となる。事

務総長は彼を代行する幹事を指名することが

できる。

第21節　定足数

　本細則によってまたは国際大会の特別決定

によってまたは委員会創設に際して理事会に

よって，別段の定めのある場合のほか，委員

会委員の過半数をもってその委員会のあらゆ

る会合における定足数とする。

第22節　通信による議事の処理

　委員会は議事の処理を，理事会の定める手

続規則に従って，郵便，電信，無線電報また

は電話によって処理することができる。但し，

本細則または国際大会または理事会の特別決

定によって別段の定めのある場合はこの限り

でない。

第23節　権　限

　会長指名委員会の決定を除き，すべての委

員会決定は理事会の承認によって初めて効力

を生ずるものとする。

第15条財務事項
第1節　会計年度

　国ee　Pt一タリーの会計年度は7月1日に始

まり6月30日に終わるものとする。

第2節　クラブ報告

　毎年7月1日および1月1日に各クラブは

同日におけるそのクラブの会員数を理事会に

証明しなけれぽならない。この証明書はクラ

ブ会長とクラブ幹事によって署名されて事務

総長に送致されなけれぽならない。

＊第3節　会　費

　（a）各クラブは，そのクラブの正会員，シ

ニア・アクチブ会員、およびパスト・サービ

ス会員の各々にづき，半ヵ年10ドル（＄10．00）

ずつの割で，人頭分担金（会費）を国際ロー

タリーに対して支払わなければならない。

　（b）規定審議会が開催される予定の年には

国際ロータリー細則　14条（20－23），15条（1－3）

必ず，各クラブは，正会員，シニア・アクチ

ブ会員，パスト・サービス会員それぞれにつ

き，さらに1ドル（＄1．00）を国際ロータリー

に支払い，規定審議会に出席する審議会クラ

ブ代表議員の旅費補助金に当てるものとす

る。その方式については理事会が定めるもの

とする。

　g　理事会は，会費の中の適正と思われる

部分をクラブに返還することができる。

　（d）グレート・ブリテンおよびアイルラン

ド内のクラブは，国際ロータリーの代行者と

しての，グレート・ブリテンおよびアイルラ

ンド内国際ロータリーとして知られる地域単

位を通じて本節（a）項の規定する人頭分担金を

国際ロータリーに支払わなけれぽならない。

毎年グレート・ブリテンおよびアイルランド

内のクラブから本節（a）項の規定に従って国際

ロータリーに支払われる人頭分担金の中，困

際ロータリーによって保有されるべき部分の

総額は，国際ロータリーが年間グレート・ブ

リテソおよびアイルランド内のクラブのたあ

に支出する金額の半分を下回ってはならない

ものとする。そしてその残りの部分は，グレー

ト・ブリテンおよびアイルランド内国際ロー

タリーに配分され，保有さるべきものとする。

　半年ごとにグレート・ブリテンおよびアイ

ルランド内クラブによって支払われる，本節

（a）項の規定する人頭分担金の中国際ロータ

リーによって保有さるべき額は，毎年理事会

によって決定され，次年度クラブによって支

払われるべき人頭分担金に適用されるものと

する。理事会は，グレート・ブリテソおよび

アイルラソド内のクラブに代わって国際ロー

タリーが前年度支出した金額に基づいて，国

際ロータリーの保有額を決定するものとす

る。この金額には，ロータリーのプログラム

を世界的に推進するための国際ロータリーの

一般運営費の比例分担額が含まれる。このよ

うに決定された金額に，R。Lの未充当基金残

高への拠出金として50セント（＄．50）を加え

るものとする。この加算額は，直前の年度の

経験，現況，予測しうる将来の状勢を考慮し

て少なくとも6年ごとに検討を加え，増額，

現状維持，減額を決めるものとする。

癖遡年規定審議会において改正。
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国際ロータリー細則　15条（3－6），16条（1－2），17条（1－3）

　（e）もしもある国の通貨の平価が切り下げ

られて，その国のクラブが，国際ロータリー

に対する債務を支弁するために，自国通貨を

過剰に支払わなけれぽならなくなった場合

は，理事会はその国のクラブが支払うべき金

額を調整することができる。

＊第4節　支払時期

　（a）毎年7月1日および1月1日を会費支

払期日とし，本条第3節に定められた基準に

基づいて支払わるべきものとする。但し，本

条第3節（b）項の下に支払う会費は，7月1日

を支払期日とし，支払うものとする。会費を

支払う半期の7月1日もしくは1月1日より

後にクラブ会員に選ぽれた正会員，シニア・

アクチブ会員，パスト・サービス会員の各々

につき，各クラブは比例人頭分担金5ドル（＄

5．00）を10月1日と4月1日に支払うものと

する。会費は米国通貨をもって国際ロータ

リーに支払わるべきものとする。しかしなが

ら，米国通貨をもって会費を支払うことが不

可能であるか，実行困難の場合は，理事会は，

他の通貨による支払を認可することができ

る。理事会はまた，非常事態のためそうする

ことが適切である場合は，会費支払時期の繰

り延べを許容することができる。

　（b）クラブは，加盟が承認された日付後の

半期まで会費支払の義務を課せられないもの

とする。

第5節　予　算

　毎年理事会は，次の会計年度に対する収支

予算を採択しなけれぽならない。もし必要が

あれば次の会計年度において理事会は予算を

修正することができる。

第6節　監　査

　理事会は，毎年，1回または2回以上，免

許を持つ会計士，公認会計士または計理士，

もしくは監査の行われる国，州または県にお

いて一般にその権威を認められている監査人

による国際ロータリーの会計帳簿の監査を手

配しこれを実施させなければならない。事務

総長および財務長は理事会の要求があれぽい

つでも帳簿類と伝票類を提出しなけれぽなら

ない。

第16条　名称と徽章

・1983年規定審議会において改正。
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第1節　保　全

　国際ロータリーの目的と綱領を達成するた

めに，理事会は国際ロータリーの徽章その他

の記章を専ら全ロータリアンのみの使用と，

その利益のために確保し保全するものとす
る。

第2節　使用の制限

　国際ロータリー並びにクラブの名称，徽章，

バッジその他の記章を，クラブまたはクラブ

の会員が商品の商標または特別銘柄として使

用し或はその他商業上の目的のために使用す

ることは一切できない。これらの名称，徽章，

バッジその他の記章を他の名称または徽章と

組み合わせて使用することは国際ロータリー

の承認しないところである。

第17条　その他の管理上の事項

第1節　出席報告

　各クラブは，各月の最終例会後直ちに，そ

のクラブの例会における月次出席報告を，地

区ガパナーがいる場合には地区ガバナーに，

その他の場合には事務総長に提出しなけれぽ

ならない。

第2節

　ロータリー・クラブの各正会員，シニア・

アクチブ会員，およびパスト・サービス会員

は，いつでも他のロータリー・クラブの例会

に出席する特典を持ち，かつそのような出席

を奨励されるものとする。

第3節　国際協議会

　（a）時と場所．協議のためおよび次年度の

国際ロータリーの仕事と活動について協同し

て計画するために，毎年国際協議会を開催す

るものとする。理事会は国際協議会の会合す

る時と場所を決定するものとし，同協議会プ

ログラム決定の責に任ずるものとする。

　（b）構成．国際協議会は次の通り構成され

　　るものとする：会長，他の理事，会長ノミ

　　ニー，理事ノミニー，事務総長，財務長，地

　区ガバナー・ノミニー，グレート・ブリテン

　およびアイルランド内国際ロータリーの役員

　　ノミニー，国際ロータリー各種委員会委員長，

　およびその他理事会の指定する者。

　　（c）特別，または局地的，協議会．非常事

　態または特別の事情に対応するために，理事

　会は二つまたはそれ以上のこのような協議会

　もしくは局地的協議会を，理事会が定める時

　および場所において開催するよう手配するこ

　とができる。

、　第4節　元会長審議会

　　（a）構成．クラブに名誉会員以外の会員籍

　を有する元会長をもって構成される元会長審

　議会を設けるものとする。（以下本節において

　は単に「審議会」と呼ぶ）

　　会長は職権上，本審議会のメンバーとなる

　ものとし，その会議に出席し，議事に参加す

　る特典を有するものとする。しかしながら，

　議事に関する投票権は持たないものとする。

　　（b）役員．直前会長の前の元会長を審議会

　の議長とし，更にその前の元会長をその副議

　長とする。

　　事務総長は審議会の幹事となるが審議会の

　メンバーではない。

　　（c）任務．審議会のメンバーは，会長また

　は理事会から審議会に付託される事項を通信

　によって考察するものとし，これについて理

　事会に進言し勧告を行うごとができる。

　　（d）会合．会長または理事会が審議会の合

　同考察および一致した進言が望ましいと考え

　る場合は，会長または理事会は審議会の会合

　を招集することができる。審議会は，国際大

　会において，その大会に出席している審議会

　メンバーの非公式会合を行うものとする。

　　会長または理事会によって会合が招集され

　る場合は，審議会の会合に対する議事日程を

　作らなけれぽならない。その議事日程には，

　会長または理事会が審議会の審議とその勧告

　を求めて審議会に付託した議題を含むものと

　する。

　　（e）報告．会長または理事会招集の審議会

国際ロータリー細則　17条（3－6），18条（1）

後，審議会議長は必ず理事会に報告するもの

とする。理事会が報告の一部または全部を公

表しない限り，この報告を公表してはならな

い。

第5節　国際ロータり一の地域大会

　理事会は，理事会の定める時と場所におい

て，国際ロータリー地域大会として知られる

クラブ会員の大会を招集することができる。

　理事会は，地域大会に参加する会員の所属

クラブを指定するものとする。理事会は大会

の招集方法，その組織と運営およびその手続

規則を含むその他の詳細について定めなけれ

ぽならない。

　このような地域大会の目的は，地域内のク

ラブ会員間の知り合いと理解を育成・推進し，

また，ロータリーの綱領の範囲内のテーマに

ついて意見を交換し，話し合う場を提供する

ために，地域内のクラブ会員を一堂に集める

ことである。ロータリー・クラブが所在する

地域であれぽ，いずれの地域でも差し支えな

し・。

　地域大会の目的に合致する範囲内で，地域

大会は理事会に対する勧告として決議を採択

することができる。

＊第6節　会議運営手続規則

　あらゆるロータリーの会合，協議会，大会

もしくは国際大会で，定款，本細則，もしく

はR・Lによって採用された特別議事規則に

よって特に定められた場合を除き手続上の問

題はかかる会合への提訴権に基づく　本的公

正を配慮して，当該会合の議長が決定するも

のとする。

第18条機関雑誌

第1節　権　限

　理事会は，国際ロータリーの機関雑誌を，

発行し，もしくは，その監督および管理の下

に，発行せしむるものとし，雑誌の発行に関

するすべての事項について責任を負うものと

する。機関雑誌は，理事会が許可するいくつ

傘遡年規定審議会において改正。
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国際ロータリー細則　18条（1－3），19条（1）

かの異なった版で出版されるものとする。そ

の中基本的な版は英語で出版されるものと

し，これをロータリアン誌と称する。機関雑

誌の目的は，国際ロータリーの目的の推進と

ロータリーの綱領の達成について理事会を助

ける仲介役を務めることである。

第2節　購　読

　（a）各機関雑誌の購読料は，すべて理事会

がこれを定めるものとする。

　米国およびカナダ内の各クラブは，そのク

ラブの正会員，シニア・アクチブ会員および

パスト・サービス会員がすべて機関雑誌の有

料購読者となること，そして会員資格を保持

する限り購読を続けることを，会員資格取得

の条件としなけれぽならない。かかる購読料

は，正規会費の一部分として，もしくは正規

会費のほかに，各会員からクラブが徴収しな

けれぽならない。各クラブは購読料を特別購

読料勘定としてその帳簿に記帳しなけれぽな

らない。そして購読者の代理人として，その

クラブ会員の購読料を困際ロータリーに送金

しなけれぽならない。

　（b）年度内の雑誌収入は，その一部分とい

えども雑誌の発行およびその改善以外の目的

のために充当させてはならない。支出を上回

る収入剰余金は，年度末に国際ロータリーの

一般剰余金に繰り入れられるものとする。

第3節
　（a）米国およびカナダ以外のクラブは，後

段に規定する場合を除き，その正会員，シニ

ア・アクチプ会員およびパスト・サービス会

員のそれぞれが，国際ロータリーの機関雑誌

または国際ロータリーの理事会が承認し，当

該クラブに対して指定した地域的なロータ

リーの雑誌の有料購読者となり，そして本人

が会員となっている限り，その購読を続ける

ことを，会員身分保持のための条件としなけ

れぽならない。

　（b）会員が機関雑誌およびクラブ用に定め

られた地域雑誌に用いられている言語を読め

ない場合は，理事会によって，そのクラブに

対する本節の規定の適用が免除される。
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第19条　ロータり一財団

第1節

　ロータリー財団の全財産に対する権利は

13名の管理委員会およびその後継者に帰属

するものとする。これらの管理委員は，本細

則によって，或は贈与，遺贈遺言，または遺

贈の条件によって別段の定めある場合を除

き，これを保管し，投資し，運用し，管理し，

そして，理事会の承認を得てその基本財産ま

たはそれより生ずる収入を，単一一信託として，

国際ロータリーの目的またはロータリーの綱

領，もしくは国際ロータリーによって主催さ

れ或は承認された，博愛，慈善，教育，また

はその他の慈善的目的，目標，運動，または

制度の推進のために使うものとする。

　ロータリー財団の財産を管理するについて

は，贈与，遺贈遺言または遺贈の条件によっ

て特定の別段の定めある場合を除き，管理委

員会は次のことを行う権限を有する：これら

財産の全部または一部を，管理委員会が最善

と考える価格および条件で売却し，賃貸し，

譲渡し，もしくは交換すること；彼等が必要

または適切と考える，そして法律上許される，

委任状の発行，代理権の賦与，または契約の

締結を行うこと；現行の或は今後実施される

ことあるべき，信託基金の投資を制限する法

律にかかわらず，投資の行われる国の法律が

許容する限り，管理委員会が信託基金の投資

として適当と考える貸付，証券，または不動

産に投資，再投資すること；管理委員会に

よって受け入れられる金銭または財産が元金

として扱わるべきか収入として扱わるべきか

を決定し，支出または損失を彼等が正当かつ

公正と考えるところに従って元金または収入

から支弁すること；信託の実施に関連して適

当な代行者または代理人を選びこれを雇傭す

ること一これには，信託会社（単数または

複数）の雇傭を含み管理委員会はこれに対し

て，取消権留保の条件で，信託財産の管理と

投資について管理委員会が適切と考えかつ国

法が許容する権限を委任することができる

一そして，それについての費用および報酬

を支払うこと。管理委員会は，代行者または

代理人の選択について適切な注意を怠らない

限り，これら代行者または代理人の怠慢，手

ぬかり，または犯罪に対して責任を問われる

ことはない。そして管理委員会は，管理委員

会自身の甚だしき怠慢または故意の義務不履

行でない限り，いかなる損失や損害に対して

も責任を負わないものとする。

第2節

　管理委員は，理事会の承認を得て会長が任

命するものとする。管理委員の中6名は国際

ロータリーの元会長でなけれぽならない。管

理委員の中3名はロータリー財団が活動を支

援している分野に経験を持つ者でなければな

らず，そして2名は財務畑の経験者でなけれ

ばならない。国際ロータリーの元会長である

6名の管理委員の任期は6年とする。残余の

管理委員の任期は3年とする。管理委員は再

選を妨げない。各管理委員はクラブの名誉会

員以外の会員でなければならない。管理委員

がこれらの会員身分を喪失した場合は，それ

によってその地位は空席となるものとする。

管理委員会の委員には，本細則第10条におい

て理事の選挙のために定められている各地域

内のクラブの会員が少なくとも1名含まれて

いなけれぽならない。

　理事会は，4分の3の票によって，管理委

員を正当かつ十分な理由に基づき罷免する権

限を有するものとする。但し，このような決

定を行おうとする理事会会合の時と場所を事

前に全管理委員に通知することを要する。ま

た，かかる理事会の会合において罷免を提案

された管理委員は弁明の機会を与えられなけ

れぽならない。そして，その罷免は，次に開

かれる国際大会において過半数の票によって

承認されなけれぽならない。罷免はそのとき

初めて効力を発生するものとする。

　管理委員の死亡，辞任，罷免または任務遂

行不能の場合は，会長は理事会の承認を得て，

残存任期を務める後継者を任命するものとす

る。

　後継管理委員は，いかなる理由で任命され

るにせよすべての権限と自由裁量を有し，本

国際ロータリー細F．IJ　19条（1－7）

規定によって原管理委員に与えられていると

ころとあらゆる点において同様の任務を課せ

られるものとする。

第3節

　管理委員は，毎年その中の1名を次年度の

委員長に指名するものとし，委員長の死亡，

辞任または任務遂行不能の場合は，その残存

任期を務める委員長を指名するものとする。

第4節

　管理委員は無報酬でその任を務めるものと

する。

第5節

　管理委員会は財団の目的と財団の運営につ

いての情報および財団に対する贈与と遺贈の

書式を準備してこれを一般に頒布する責任を

課せられている。

＊第6節

　管理委員会は，贈与者または遺言者によっ

て特に定められた目的に沿ってロータリー財

団の財産から生ずる収入または基本財産を支

出する全権を有するものとする。上述以外の

ロータリー財団の財産から生ずる収入は，管

理上の必要経費を除き，すべて理事会，規定

審議会，国際大会が決議によって制定した後

初めて支出するものとする。しがし，理事会，

規定審議会，国際大会が決議によって定めた

としても，管理委員の過半数がまず承認しな

けれぽいかなる支出もこれを行ってはならな

い。ロータリー財団の基本財産は，贈与者ま

たは遺言者が特に定めた場合を除いて，規定

審議会もしくは国際大会の決議によって権限

を与えられ，理事会の決議によって承認され，

財団管理委員会の過半数の承認を得なけれ

ぽ，その一部といえども支出してはならない。

第7節

　管理委員会が，寄贈または遺贈を受けた財

産に対する権利を法律的に保全し，もしくは

その喪失を防止するため，またはロータリー

財団の適切な管理を行うために必要かつ得策

と認めた場合には，いつでも，国際大会また

は理事会の決議によって特に与えられた権限

堵ユ簸年規定審議会において改正。
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国際ロータリー細則　19条（7－10），20条（1－3）

により，ロータリー財団を前記の決議に指定

されている管轄法規と設立認可方式，もし決

議に指定のない場合には管理委員会が適当と

考える管轄法規と設立認可方式による法人と

するために，必要または適当と考えるすべて

の措置をとることがでぎる。このような法人

が設立され，管理委員会から法人に対してす

べての権利の譲渡が正しく行われたときは，

それによって，ロータリー財団の財産の所有

権がすべて法人に帰属し，法人はすべての権

利権限，特権および免税権を取得し，これを

行使し得るものとし，また，それまで管理委

員会に属していたすべての義務を履行するも

のとする。

第8節

　管理委員会の費用を含むすべてのロータ

リー財団の管理上の必要経費は，理事会が別

段の定めをしない限り，管理委員の過半数の

承認を得たときに財団の資金から支払われる

ものとする。

第9節

　管理委員会は理事会の承認を得て，財団の

管理のために必要または適当と認める規則や

規定を採用することができる。但し，これら

の規則や規定は，贈与老もしくは遺贈者の明

示した意思に反したり，または国際ロータ

リーの定款・細則に反するものであってはな

らない。

第10節

　管理委員は信託の忠実なる履行に対し保証

を提供するよう要求されることはないものと

する。法律の規定によって要求されるこのよ

うな保証もこれを免除されるものとする。

第20条　改 正

喰第1節　時

　本細則の改正は，本細則第6条第2節に規

定する非常事態の場合を除き，規定審議会に

出席し投票した人の過半数によってのみ行う

ことができる。但し，本細則を改正しようと

する制定案の採択に関して審議会の行った決

定に反対の意思を表示したクラブの票が所定

の数まで事務総長に提出されたため，本細則

第9条第10節（h）項の規定による国際大会の

決定を必要とするに至った場合は，規定審議

会の開かれた翌年の国際大会において，当該

改正案が国際大会に付議された時における出

席選挙人の投票の過半数によって，本細則の

改正を行うことができる。

第2節　提案者

　本細則に対する改正案は，クラブ，地区大

会，グレート・ブリテンおよびアイルラソド

内国際ロータリーの審議会または大会，規定

審議会，または理事会によってのみ提案する

ことができる。理事会は，ロータリー財団管

理委員会の事前の同意なしには，本細則第19

条を改正する効力をもつどのような制定案も

提出できないものとする。

＊第3節　手　続

　本細則を改正しようとする提案はすべて規

定審議会の開かれるロータリー年度の前年度

の5月1日までに事務総長に提出されなけれ

ぽならない。

　国際ロータリー事務総長はその提案の写し

を，規定審議会の開かれる日の少なくとも

120日前までに各クラブ幹事に郵送しなけれ

ぽならない。

　事務総長は，適法に提案された改正案をす

べて直接審議会に回付しなけれぽならない。

　審議会は，これらの適法に提案された改正

案およびこれに対して提出された修正案をそ

れぞれ審議し採決しなけれぽならない。

第4節　財務事項の変更

　会費としてクラブが支払う金額の変更を行

う改正は，その改正の制定直後の1月1日ま

では効力を発生しないものとする。

宰　1983　q規定審議会において改正。
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第1条　名

1条，2条，3条，4条（1～2），5条（1～2）

ロータリー・クラブ定款

称

　本会の名称は，一↓　　　　ロータリー・ク

ラブとする。（国際ロータリー加盟会員）

第2条　区域限界

第1節

　本クラブの区域限界は，次の通りとする。

＼

第3条　綱 領

　ロータリーの綱領は，有益な事業の基礎と

して奉仕の理想を鼓吹し，これを育成し，特

に次の各項を鼓吹育成することにある：

　第1　奉仕の機会として知り合いを広める

こと；

　第2　実業および専門職業の道徳的水準を

高めること；あらゆる有用な職業は尊重され

るべきであるという認識を深めること；そし

てロータリアン各自が，職業を通じて社会に

奉仕するために，その職業を品位あらしめる

こと；

　第3　ロータリアンすべてが，その個人生

活，職業生活および社会生活に常に奉仕の理

想を適用すること；

　第4　奉仕の理想に結ぽれた実業人と専門

職業人の世界的親交によって，国際間の理解

と親善と平和を推進すること。

　゜国際P一タリー細則は1922年6月6日後に困際ロータ

リーへの加盟を承認されたロータリー・クラブはいずれもこの

標準クラブ定款を採用しなければならないと規定している。

第4条　会 合

第1節

　本クラブは，毎週1回，細則に定められた

日および時間に，定期の会合を開かなければ

ならない。但し，非常の場合または正当な理

由ある場合は，本クラブ理事会は，例会を，

前回の例会の翌日から次の例会の前日までの

間のいずれかの日または定例日の他の時間ま

たは他の場所に変更することができる。また，

例会日が法定休日に当たる場合，または本ク

ラブ会長が死亡した場合，または全地域社会

に亘って流行病もしくは災害が発生した場合

は，例会を取り消すことができる。

第2節

　本クラブの役員を選挙するための年次総会

は，本クラブ細則の定めるところに従い，毎

年12月31日もしくはそれ以前に開催されな

ければならない。

第5条　会員身分および職業分類

第1節

　ロータリー・クラブの会員身分は国際ロー

タリー定款第4条第3節および国際ロータ

リー細則第3条に定めるところによるものと

する。

第2節　職業分類

　（a）本クラブの各正会員は，その職業に

従って分類されるものとする。

　（b）各正会員の職業分類は本人の所属する

商社，会社または団体の主要かつ一般世間が

そのように認めている事業活動を示すもので

なけれぽならない。また，もし本人が独自に

実業または専門職業にたずさわっている場合

ならば，その職業分類は，本人の主たるかつ

一般世間がそのように認めている職業活動を

示すものでなけれぽならない。

　（c）修正。理事会は，もし事情がこれを必
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ロータリー・クラフ定款　5条（2－3），6条（1－4），7条

要とする場合は，その裁量によって，在籍中

の会員の職業分類を是正または修正すること

ができる。かかる是正または修正の提案につ

いては当該会員に対して然るべき予告を与え

なけれぽならない。そしてその会員には，こ

れに対して聴聞の機会が与えられなけれぽな

らない。

第3節　制限

　正会員は，各職業分類から1名ずつとする。

但し，国際ロータリー細則第3条の規定によ

り2名以上の正会員が認められている3種の

職業分類，すなわち，宗教，報道機関および

外交官の職業分類並びにアディショナル正会

員については，この限りではない。

第6条　理事および役員

第1節

　本クラブの管理主体は，本クラブの細則の

定めるところによって構成される理事会とす

る。

第2節

　別段の規定によってここに特に定められた

場合を除き，あらゆるクラブの事項に関する

理事会の決定は最終であって，クラブに対し

て提訴する以外にはこれを覆す余地はない。

理事会は全役員および全委員会に対して総括

的支配力を持つものとし，正当の理由ある場

合は，そのいずれをも罷免することができる。

理事会はあらゆる役員の決定およびあらゆる

委員会の決定に対する提訴の裁定老となるも

のとする。理事会のいかなる決定についても，

クラブに舛して提訴することができる。この

ような提訴の場合，提訴の対象となった決定

は，理事会が指定した例会において，定足数

の出席を得て，その出席会員の3分の2の投

票によってのみ覆すことができるものとす

る。そして当該例会の少なくとも5日前に，

当該提訴の予告が，幹事により，本クラブの

全会員に薄して与えられなけれぽならない。

第3節

　本クラブの役員は，会長，会長エレクト，

1名または数名の副会長，幹事，会計，およ
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び会場監督とする。このうち，会長，会長エ

レクトおよび副会長は，全員理事会のメン

バーとする。また，幹事，会計および会場監

督は，本クラブ細則の定めるところに従って，

その全員または一一部が理事会のメンバーで

あってもよいし，そうでなくてもよい。

＊第4節

　各役員は，本クラブ細則の定めるところに

従って選挙されるものとする。別段に規定さ

れている会長を除き，各役員は選挙された直

後の7月1日に就任し，選挙された任期中ま

たは後任者が選挙されかつ適格となるまで在

任するものとする。

　会長は，本クラブの細則の定めるところに

従って，会長に就任する日の直前1年以上2

年以内の期間内に，選挙するものとする。会

長に選ぼれた老は，会長に就任する年度直前

の年度に理事会のメンバーとなり会長エレク

トをつとめるものとする。会長は，選挙によ

り会長をつとめることとなったロータリー年

度の7月1日に就任し，会長として選挙され

た年度中，または後任者が選挙されて就任す

るまで，その職務に当たるものとする。

　各役員および各理事は，いずれも，本クラ

ブの蝦疵なき正会員（アディショナル正会員

を含む），シニア・アクチプ会員，またはパス

ト・サービス会員のいずれかでなけれぽなら

ない。クラブ会長職の任務と責務をより深く

理解するために，クラブ会長に選ぽれた人は

地区協議会に出席しなけれぽならない。正当

な理由により出席できない場合は，所属クラ

ブから指名した代理を派遣しなけれぽならな

い。この代理は地区協議会終了後，同人に報

告する任務を持つものとする。

第7条　入会金および会費

　本クラブの正会員，シニア・アクチプ会員，

およびパスト・サービス会員は，すべて入会

金および年会費として，本クラブ細則の定め

る金額を納入しなければならない。但し，本

゜1983年規定審議会において改正。

クラブの正会員からシニア・アクチブ会員ま

たはパスト・サービス会員になる者は，2度

目の入会金の納入を要しないものとする。

第8条　会員身分の存続

第1節　期間

　会員身分は，次に定めるところによって終

結しない限り，本クラブの存する間存続する

ものとする。

＊第2節　終結する場合

　（a）正会員が本クラブにおいて分類されて

いる職業分類の職業に自ら現実に従事するこ

とをやめ，または本クラブの区域限界内に事

業場も住居も持たなくなるか，またはその属

していた事業関係を離脱するか，いずれかの

場合には，正会員身分は自動的に終結する。

但し，本クラブ理事会の承認があれぽ，次の

場合はこの限りではない。すなわち，（1）正会

員が本クラブの区域限界外に移転する場合，

その移転して行く先の市町村にあるロータ

リー。クラブを訪問して知り合いになって貰

うために1ヵ年を超えない期間を限って，特

別賜暇を与えて貰うことができる。但しこの

場合本人は引き続き同じ職業分類の職業に現

実に従事しており，かつ，引き続き出席その

他すべてのロータリー会員たる条件を充たし

ていることが前提である；また，（2）本人自身

の責に帰すべからざる事由によって，その職

業分類を失うこととなった正会員は，その職

業分類を引き続き保持することができ，そし

て，その職業分類または新しい職業分類の職

業に改めて就くために必要な期間として，

1ヵ年を限り特別賜暇が与えられるものとす

る。但し，出席その他すべてのP一タリー会

員としての資格条件を引き続き充たしていな

けれぽならない。その会員身分終結は許され

た賜暇期間終了後初めて発効するものとする。

　本クラブの正会員は，クラブの区域限界内

にその事業場も住居も持たなくなった場合で

も，本人の新しい事業場または住居がクラブ

’1983年規定審議会において改正。

P一タリー・クラブ定款　7条，8条（1－4）

の存在する市の行政区域内または隣接クラブ

の区域限界内にあれば，その会員身分を保持

することができる。

　（b）パスト・サービス会員の会員身分は，

パスト・サービス会員が再び現実に職業活動

に復帰した場合，職業分類に空席があれぽ自

動的に正会員になるものとする。職業分類に

空席がない場合，または，当該クラブの区域

限界内もしくは周辺地域に居住しなくなった

場合，或は，国際ロータリー細則第3条第4

節（a）項の規定の下にシニア・アクチブ会員に

なった場合，パスト・サービス会員身分は自

動的に終結するものとする。これらのうち第

2の場合の規定は，本クラブの正会員からパ

スト・サービス会員になった者には適用され

ない。このような会員は，本人が正会員でな

くなった当時居住していた地域に引き続き居

住することができる。

　（c）名誉会員の会員身分は，本人が選挙さ

れた日の直後の6月30日をもって自動的に

終結する。しかしながら，理事会はその裁量

により，決議をもって，毎年このような名誉

会員身分を次年度に継続することができる。

このような名誉会員身分は，たとえ選ぼれた

本人が本クラブの区域限界内に居住しなく

なった後も継続するよう理事会が決定するこ

とができる。

第3節　再入会

　正会員の会員身分が前掲第2節の規定に

よって終結した場合，本人は，同じ職業分類

または別の職業分類の下に，新たに入会申込

みをすることができる。国際ロータリー細則

第3条第3節（a）項の規定によって選ぼれたア

ディショナル正会員のこのような申込みは，

他のいかなる申込みにも先立って，申込みに

示された職業分類の下に選考されなければな

らない。もし本人が会員に選ぽれた場合，2

度目の入会金を納めることを要しない。

第4節　終結一会費不払

　所定の期限後30日以内に会費を納入しな

い会員に対しては，そのわかっている最新の

宛先に，幹事が，書面をもって催告しなけれ

ぽならない。催告の日付後10日以内に会費が

　　　　　　　　　　　　　　　　　刎5
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ロータリー・クラブ定款　　8条（4－－5）

納入されなけれぽ，当該会員の会員身分は自

動的に終結する。

　このような元会員は，その嘆願がありかつ

クラブに対する本人のすべての負債が完済さ

れれぽ，理事会の裁量をもって，会員身分に

復帰させることができる。但し，本人の以前

の職業分類が既に充填されている場合は，い

かなる元会員も正会員に復帰させることはで

きない。

＊第5節終結一欠席

　（．a）連続4回本クラブの例会に欠席した正

会員，シニア・アクチブ会員またはパスト・

サービス会員の会員身分は，本条の規定によ

る場合を除き，以下本項に定めるところに

よって，その欠席を補填（メークアップ）す

るかまたは理事会が正当かつ十分な理由あり

と認めて出席を免除しない限り，すべて自動

的に終結する。

　本クラブの例会に欠席した会員は誰でも，

欠席した日の直前の本クラブ例会の定例の時

から欠席した日の直後の本クラブ例会の定例

の時までの間に他のどこかのロータリー・ク

ラブまたは仮ロータリー・クラブの例会に出

席することによってその欠席を補填して，本

クラブにおける出席として完全に認められる

ことができる。但し，このような出席の通知

が訪問先クラブの幹事によって本クラブに送

られなければならないが，当該会員が自らこ

れを報告しても差し支えない。但し，いずれ

の会員も，各半期間に開かれた所属クラブの

例会総数のうち少なくともその30パーセγ

トに出席することを要するものとする。但し，

その会員が，書面をもってクラブの理事会に

申請し，理事会が正当な理由があるものと認

めて免除した場合はこの限りでない。

　本クラブの例会を欠席した本クラブの正会

員，シニア・アクチプ会員またはパスト・サー

ビス会員が，ローターアクト・クラブもしく

は仮ローターアクト・クラブまたはインター

アクト・クラブもしくは仮イソターアクト・

クラブの例会に出席した場合において，前記

’1983年規定審議会において改正。
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の出席が本クラブの指示に基づくもので，か

つまた欠席した日の直前の本クラブ例会の定

例の時から欠席した日の直後の本クラブ例会

の定例の時までの間に行われたものであった

ときは，欠席した本クラブ例会に出席したも

のとして完全に認められることができる。但

しそのような事情について，当該会員は本ク

ラブに通告しなけれぽならない。

　本クラブの正会員，シニア・アクチプ会員

またはパスト・サービス会員が，他クラブの

例会に出席の目的をもってそのクラブの例会

定刻に定例会場に赴いた時，当該クラブがそ

の週の例会を休会とし，繰り延べ，もしくは

その時間または場所を変更していた場合に

は，当該会員は，仮に当該例会が定例の日時

および場所で開かれたとしたら当然与えられ

たであろうその週の本クラブ例会欠席補填の

効力を与えられるものとする。但し，そのよ

うな事情の説明が訪問先のクラブ幹事から本

クラブに送られなけれぽならないが，当該会

員が自らこれを報告しても差し支えない。

　本クラブの正会員，シニア・アクチブ会員

またはパスト・サービス会員で，国際ロータ

リーの役員または国際ロータリーの委員会委

員または地区ガバナーの特別代表または国際

ロータリーの従業員として奉仕している者

が，ロータリーの用務のため本クラブの例会

に欠席した場合は，当該用務に従事している

間に出席できなかった例会に出席したと同様

の効力が認められる。但しそのような事情に

ついては，当該会員は本クラブに通告しなけ

れぽならない。

　国際ロータリー国際大会，規定審議会，国

際協議会，国際ロータリー元並びに現役員の

ためのロータリー研究会，国際P　・一タリー理

事会を代行する国wa　Pt一タリー会長の承認を

得て招集された国際ロータリー一元，現並びに

次期役員のためのロータリー研究会，ロータ

リー地域大会，国際ロータリー委員会会合，

ロータリー地区大会，ロータリー地区協議会，

国際ロータリー理事会の指示のもとに開催さ

れた地区会合，地区ガバナーの指示のもとに

開催された地区委員会，または正式に公表さ

れたロータリー・クラブの都市連合会に出席

のため，適切な直行日程をもってする往復の

途次，本クラブの例会に欠席した本クラブの

正会員，シニア・アクチプ会員またはパスト・

サービス会員は，当該例会に出席したと同様

の効力が認められる。但しそのような事情に

ついて，当該会員は，本クラブに通告しなけ

れぽならない。

　本クラブの例会に欠席した正会員，シニ

ア・アクチブ会員またはパスト・サービス会

員で欠席した日の直前の本クラブ例会の定例

の時から欠席した日の直後の本クラブ例会の

定例の時までの間に国際ロータリー国際大

会，規定審議会，国際協議会，国際ロータリー

元並びに現役員のためのロータリー研究会，

国際ロータリー理事会を代行する国際ロータ

リー会長の承認を得て招集された国際ロータ

リー元，現並びに次期役員のたあのP一タ

リー研究会，ロータリー地域大会，国際ロー

タリー委員会会合，ロータリー地区大会，ロー

タリー地区協議会，国際ロータリー理事会の

指示のもとに開催された地区会合，地区ガバ

ナーの指示のもとに開催された地区委員会，

または正式に公表されたロータリー・クラブ

の都市連合会に出席した者には，本クラブの

当該例会に出席したと同様の効力が認められ

る。但し，そのような出席を当該会員は，本

クラブに通告しなけれぽならない。

　会員が，地区の提唱する奉仕事業に直接か

つ現実に従事中のため，その所属するクラブ

の例会に欠席した場合において，その事業が

僻遠の地で行われていて，欠席を補填する機

会が全く得られないときは，その会員は，前

記の例会に出席したものとみなされるものと

する。

　本クラブまたは他のロータリー・クラブに

おいて，その例会に充当された時間の少なく

とも60パーセント出席しない正会員，シニ

ア・アクチブ会員，パスト・サービス会員は，

当該例会に欠席したものとみなされる。

（b）このあとに規定されているところを除

き，クラブ年度前半の6ヵ月間または後半の

6ヵ月間における出席率が60パーセントに

ロータリー・クラブ定款　　8条（5－6）

達しない正会員，シニア・アクチブ会員また

はパスト・サービス会員の会員身分は，正当

かつ十分な理由によって理事会が許さない限

り，自動的に終結する。

　（c）長期にわたる健康不良または傷害のた

めに本節の規定に従うことが現実に不可能な

会員は，その状態の続く限り，理事会に申請

して，出席に関する諸条件を充たすことを免

除されることができる。そして本人の欠席は

本クラブの出席記録に算入されない。

　（d＞一つまたはいくつかのロータリー・ク

ラブで通算20年以上会員であって65歳に達

したシニア・アクチブ会員，および一つまた

はいくつかのロータリー・クラブで通算15年

以上会員であって70歳に達したシニア・アク

チプ会員は，出席規定の適用を免除されたい

希望を，書面をもって，幹事に通告すること

ができる。理事会が承認すれぽ，その会員の

欠席は本クラブの出席記録に算入されない

が，出席はもし本人が希望すれぽ算入しても

よい。

第6節　他の原因による終結

　（a）いずれの会員も，会員としての資格条

件に欠けるようになった場合は，特にその目

的のために招集された理事会の会合におい

て，理事会全員の3分の2を下らない賛成投

票によって，その会員身分を終結せしめるこ

とができる。

　（b）会員は誰でも資格条件が，理事会が十

分と認める理由があれぽ，特にその目的のた

めに招集された理事会の会合において，理事

会全員の3分の2を下らない賛成投票によっ

て，その会員身分を終結せしめることができ

る。

　（c）前項（a）または（b）のいずれの場合も，当

該会員は，かかる懸案案件について，少なく

とも10日間の予告を書面によって与えられ

て，理事会に対して書面による答弁を提出す

る機会を与えられなければならない。また，

理事会に出頭して，自分の立場を釈明する権

利を持つものとする。かかる予告の通達は，

対人配達便または書留郵便によって，わかっ

ている最新の宛先に送付されなければならな
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ロータリー・クラフ定款　8条（6－8），9条（1－3），10条（1）

いQ

　（d）会員身分を終結させる決定が行われた

場合，幹事は，理事会決定後7日以内に，そ

の理事会の決定を，書面をもって，当該会員

に通告しなけれぽならない。当該会員はかか

る通告の日付後14日以内に，幹事に対する書

面をもって，本クラブに提訴するか，もしく

は本定款第12条に定める仲裁に訴えるか，い

ずれかの意思のあることを通告することがで

きる。提訴する場合は，提訴を通告する書面

を受理してから21日以内に行われるべき本

クラブの例会において，当該提訴の聴聞を行

うために，理事会はその日取りを決定しなけ

れぽならない。このようなクラブ例会および

その例会で行う特別案件について，少なくと

も5日間の予告が，書面をもって，本クラブ

の全会員宛に与えられなけれぽならない。そ

してこのような提訴が審議される例会には，

本クラブ会員のみが出席を許される。

　（e）本節の規定によって理事会が正会員の

会員身分を終結せしめた場合，もし提訴があ

れぽ，これに対する聴聞の期限が切れて本ク

ラブの決定または仲裁者の決定が発表される

までは，本クラブは，当該会員の持っていた

職業分類の下に新しい会員を選挙してはなら

ない。

　（f）もしクラブに対する提訴も行われず，

仲裁も要求されなかった場合は，理事会の決

定は最終決定となる。もし提訴が行われた場

合は，本クラブの決定が最終決定となる。

第7節　退会

　いかなる会員も，本クラブからの退会申出

では書面をもって行い（会長または幹事宛），

理事会によって受理されなけれぽならない。

但し，当該会員の本クラブに対するすべての

負債が完済されていることを前提とする。

第8節　資産閤与権一その放棄

　いかなる理由によるにせよ，本クラブの会

員身分を終結した者は，すべて，本クラブに

属するいかなる資金その他の財産に対して

も，あらゆる関与権を喪失するものとする。
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第9条　地域社会，国家

　　　　および国際問題

第1節
　地域社会，国家および世界の一般福祉は，

本クラブの会員にとって関心事である。そし

てこのような福祉にかかわる公共問題の功罪

は，会員各自が自己の意見をまとめる上の啓

蒙手段として，クラブ会合における公正かつ

理知的研究および討議の対象として適切な課

題というべきである。しかしながら，本クラ

ブは，いかなる係争中の公共問題についても

意見を表明してはならない。

第2節
　本クラブは，公職に対するいかなる候補者

も支持または推薦してはならない。また本ク

ラブはいかなるクラブ会合においても，かか

る候補者の長所または短所を討議してはなら

ない。

第3節
　（a＞本クラブは，政治的性質を持った世界

問題または国際政策に関して，決議乃至見解

を，採択したり配付したりしてはならない。

またこれに関して団体行動を起こしてはなら

ない。

　（b）本クラブは，政治的性質を持った特定

の国際問題の解決のために，クラブ，国民，

政府に対して嘆願してはならない。また書状，

演説，提案を配付してはならない。

第10条　ロータリーの雑誌

第1節

　本クラブが国際ロータリー理事会によっ

て，国際ロータリー細則と合致する本条規定

の適用を免除されていない場合，本クラブの

正会員，シ＝ア。アクチブまたはパスト・サー

ビス会員となることを受諾することにより，

その会員は，自発的に，国際ロータリーの機

関雑誌または国際ロータリー理事会から本ク

ラブに対して指定されている地域的なロータ

リー雑誌の購読者となる。購読の期間は，6ヵ

月を1期として取り扱い，本人が本クラブの

ロータリー・クラブ定款　10条（1－2），11条，12条，13条，14条（1－3）

会員となっている限り継続し，1期の中途で

会員でなくなった場合にはその期の末日を

もって終わるものとする。

第2節

　購読料は，半年ごとに，クラブが，その前

払金を各会員から徴収し，国際ロータリーの

事務局または国際ロータリー理事会の指定に

よって購読することとなった地域的出版物の

発行所に送金しなけれぽならない。

第11条　綱領の受諾と

　　　　定款・細則の遵守

　会員は，入会金と会費を支払うことによっ

て，綱領の中に示されたロータリーの原則を

受諾し，本クラブの定款・細則に従い，その

規定を遵守し，これに拘束されることを受諾

するものとする。そしてこれらの条件の下に

おいてのみ，会員は，本クラブの特典を受け

ることができる。いかなる会員も，定款・細

則の印刷物を受け取らなかったことを理由と

して，定款・細則の遵守を免れることはでき

ない。

第12条　仲　　裁

　会員身分の問題その他定款・細則の違反に

関連して，もしくは会員のクラブからの除名

に関連して，もしくはその他何事によらず，

これらの場合のために規定されている手続に

よっては満足に解決できない論争が，会員ま

たは元会員と本クラブまたは本クラブの役員

または理事会との間に起こった場合は，その

係争問題は，仲裁によって解決さるべきもの

とする。両当事者はそれぞれ1名の仲裁人を

指定し，両仲裁人は1名の裁定人を指定しな

けれぽならない。裁定人または仲裁人には

ロータリー・クラブの会員のみが指定される

ことができる。仲裁人によって到達された決

定もしくは両仲裁人が一致点に達し得なかっ

た場合の裁定人による決定が，最終であって，

当事者すべてを拘束するものとする。

第13条　細　　則

　本クラブは，国際ロータリーの定款・細則

（および地域管理が認められている場合には

地域管理の手続規則）および本定款と矛盾し

ない細則を採用しなけれぽならない。細則は，

本クラブの管理のために，更に追加規定を設

けるものとする。同細則は，細則中に定める

ところに従って時々改正することができる。

第14条　改　　正

第1節　時

　本定款は，国際ロータリー細則第6条第2

節に定める非常事態の場合および本条第4節

に定める場合を除き，規定審議会の決定に

よってのみ改正することができる。但し，本

定款の改正を目的とする制定案の採択に関す

る審議会の決定に対し，クラブからこれに反

対する意思を表示した十分の数の投票が事務

総長に提出され，よって国際ロータリー細則

第9条第10節（h）項に規定する国際大会の決

定を必要とするに至った場合は，本定款は，

規定審議会の開かれた翌年の国際大会におい

て，前記改正案が国際大会に付議された時に

おける出席選挙人の投票の過半数をもって改

正することができる。

第2節　提案者

　本定款の改正は，本条第4節に定める場合

を除き，クラブ，地区大会，R。1．B．1。の審議

会もしくは大会，規定審議会または国際ロー

タリー理事会のみが提案することができる。

＊第3節　手続

　本定款を改正しようとする提案は，すべて

規定審i議会の開かれるロータリー年度の前年

度の5月1日以前に，国際ロータリー事務総

長の許に提出されなけれぽならない。

　国際ロータリーの事務総長は，その写しを，

規定審議会が開かれる日の少なくとも120日

前までに，各クラブの幹事宛に郵送しなけれ

ぽならない。

h983年規定審議会において改正。
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ロータリー・クラブ定款　14条（3－4）

　国wa　P一タリーの事務総長は，適法に提案

された改正案を全部直接審議会に回付しなけ

れぽならない。

　審議会は，かかる適法に提案された改正案，

その修正案が提出されていればそれをも，一

つ一つ審議して，これに対する採否の決定を

行わなけれぽならない。

＊第4節

　本定款の第1条（名称）および第2条（区

域限界）は，定足数を満たした数の会員が出

席した本クラブの例会においていつでも，投

票する出席会員の過半数の賛成投票によっ

て，改正することができる。但し，当該改正

220

案の通告が，これを議する例会の少なくとも

10日前に，各会員に郵送されなけれぽならな

い。そして更に，かかる改正は，国際ロータ

リー理事会に提出してその承認を求めなけれ

ぽならない。その承認があって初めてその改

正は効力を発するものとする。アディショナ

ル・クラブ結成のための区域の割譲もしくは

共有を拒否した決定を，地区ガパナー或は国

際ロータリー理事会の指示により，再審議す

る場合，国際ロータリー細則第1条第1節（d）

項に規定するように，3分の2の投票が前回

の否決決議を支持するために必要である。

’1983年規定審議会において改正。

推奨クラブ細則
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ロータリー・クラブ細則　1条

　注：　本細則は単に推奨されるに過ぎない。従ってロータリー・クラブは，クラブ定款または国際ロー

タリーの定款，細則と矛盾しない限り，クラブ自身の事情に応じて変更することができる。もし疑問ある

場合は，その変更案を国際ロータリー事務総長に提出して国際ロータリー理事会の審議を乞わなけれぽ

ならない。　（本細則に2案が示されているものについては，クラブは案の中一つだけを採用すべきもの

とする。採用されなかった方の案は抹消されなけれぽならない）

＼

第1条　理事および役員の選挙

第1節

　役員を選挙する会合の1ヵ月前の例会にお

いて，議長は理事候補者を指名することを求

めなけれぽならない。出席会員は何名でも指

名することができる。これらの指名は投票用

紙に記載されて年次総会において投票に付せ

られなけれぽならない。そして最多投票数を

獲得した＼　　名の候補者をもって当選者と

する。

第2節

　被選理事は，年次総会後1週間以内にその

会合を開いて，下記の役員を互選しなければ

ならない：

　（1）会長。会長に選ぽれた者は，そのあと，

次の7月1日に始まる年度に，会長エレクト

として理事会のメンバーを務め，会長エレク

トとして理事会のメンバーを務めた年度直後

の7月1日に，会長に就任するものとする。

　（2）　1名または数名の副会長。

　（3）幹事，会計および会場監督。これらの

一部または全部に理事会のメンバーをあてる

ことができるし，また，そうしなくてもよい。

　前記の会合で選任された幹事および会計が

理事会のメンバーでなかった場合は，これら

の人は，その役職に就任する年度における職

権上の理事会メンバーとなるものとし，その

理事会メソパーとしての責任と権限は，理事

会の定めるところによる。

（注：次に掲げる二つの節は上掲二つの節の代わりに採用す

ることのできる案として掲げたものである。採用しない方の二

つの節を抹消すること）

ロータリー・クラブ細則

第1条　2案

　第1節　役員を選挙すべき会合の1ヵ月前の

例会において，その議長たる役員は会員に対し

て，会長，副会長，幹事，会計および　　名の理

事を指名することを求めなけれぽならない。そ

の指名は，クラブの決定するところに従って指

名委員会または出席全会員のいずれか一方また

は双方によって行うことができる。もし指名委

員会を設けるように決定されたならば，かかる

委員会はクラブの定めるところに従って設置さ

れなけれぽならない。適法に行われた指名は各

役職ごとにアルファベット順に投票用紙に記載

されて年次総会において投票に付せらるべきも

のとする。投票の過半数を獲得した会長，副会

長，幹事および会計がそれぞれ該当する役職に

当選したものと宣言さるべきものとする。投票

の過半数を得た　　名の理事候補が理事に当選

したものと宣言さるべきものとする。前記の投

票によって選挙された会長は，その選挙のあと，

7月1日に始まる年度に，会長エレクトとして

理事会のメンバーを務め，会長エレクトとして

理事会のメンバーを務めた年度直後の7月1日

に，会長に就任するものとする。

　第2節選挙された役員および理事に直前会

長を加えて理事会を構成するものとする。選挙

によって決定した次年度理事会は1週間以内に

会合してクラブ会員の中から会場監督を務める

者を選任しなければならない。

第3節

　理事会またはその他の役職に生じた欠員は

残りの理事会メンバーの決定によって補填す

べきものとする。

第4節

　役員エレクトまたは理事エレクトの地位に

生じた欠員は残りの被選理事会のメンバーの

決定によって補墳すぺきものとする。
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推奨クラブ細則第3条第4節の修正
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）
　1983年規定審議会での決定により、国際ローE

タリー細則第15条第4節（a）は、各半期中に入会

した会員の比例人頭分担金についての条項が加

えられ、修正された。この修正を推奨ロータリ

ークラプ細則にも反映させるため、クラブ幹事

の任務を規定した推奨クラブ細則第3条4節を

改正した：

　　幹事の任務は、（中略）毎年1月1日および

　7月1日現在をもって国際ロータリー事務

　総長に対して行なわなければならない半期

　会員報告と、7月または、1月の半期報告期

問に入ってからクラブへ入会した！E会員・

シニア・アクチプ会員、およびパスト・サ

一ビス会員につき事務総長へ提串する半期

　　中間報告、田際ロータリー事務総長に対す

　　る会員資格変更報告（中略）を行なうにある。

　　　（手続要覧1984年版224ページに記載）
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第2条　理　事　会

第1節
　本クラブの管理主体は本細則第1条第1節

に基づいて選挙された理事会とする。

k注　もし第1条に2案が採用されている場合は、本条は次に

示す案を採用することを要する。採用されなかった方の本節は

抹消すること〉

第2条　2案

　第1節　本クラブの管理主体は本クラブの会

員　　名より成る理事会とする。すなわち本細

則第1条第1節に基づいて選挙された＿．．名の

理事，会長，副会長，会長エレクト，幹事，会計

および直前会長である。

第3条役員の任務

第1節　会長

　本クラブの会合および理事会の会合におい

て議長を務め，その他通常その職に付随する

任務を行うことをもって会長の任務とする。

第2節　会長エレクト

　会長エレクトは理事会のメソバーとしての

任務およびその他会長または理事会によって

定められる任務を行うものとする。

第3節　副会長

　会長不在の場合に本クラブの会合および理

事会の会合において議長を務め，その他通常

その職に付随する任務を行うことをもって副

会長の任務とする。

第4節　幹事
　幹事の任務は，会員の記録を整理保管し，

会合における出席を記録し，クラブ，理事会

および委員会の諸会合の通知を発送し，これ

らの会合の議事録を作ってこれを保管し，毎

年1月1日および7月1日現在をもって国際

ロータリー事務総長に対して行わなければな

らない半期会員報告，国際ロータリー事務総

長に対して行うべき会員資格変更報告，毎月

の最終例会の直後地区ガバナーに対して行わ

なければならないクラブ例会の月次出席報告

を含む，諸種の義務報告を国際ロータリーに

　224

）

対して行い，ロータリアン誌の購読料を徴収

してこれを国際ロータリーに送金し，その他

通常その職に付随する任務を行うにある。

第5節　会計
　会計の任務は，すべての資金を管理保管し，

毎年1回およびその他理事会の要求あるごと

にその説明を行い，そのほかその職に付随す

る任務を行うにある。その職を去るに当たっ

ては会計はその保管する総ての資金，計算帳

簿，その他あらゆるクラブ財産を，その後任

者または会長に引き継がなけれぽならない。

第6節　会場監督

　会場監督の任務は通常その職に付随する任

務，およびその他会長または理事会によって

定められる任務とする。

第4条　会 合

第1節　年次総会
1本クラブの年次総会は毎年＼＿＿＿＿一一一一

に開催さるべきものとする。そしてこの年次

総会において，次年度の理事の選挙を行わな

けれぽならない。

乱注．もし第1条に2案が採用されている場合は．次の案を採

用することを要する）

　　　　　　　第4条　2案

　第1節　年次総会。象本クラブの年次総会は

毎年＼

に開催さるべきものとする。そしてこの年次総

会において次年度の役員および理事の選挙を行

わなけれぽならない。

第2節
　本クラブの毎週の例会は＼．＿．曜日＿．．．時

・注：標準・一タリ…一一クラブ定款第4条第2節は…本クラブ

の役員を選挙するための年次総会は，本クラブ細則の定めると

ころに従い．毎年12月31Hもしくはそれ以前に開催されなけ

れぽならない“と規定している。

ロータリー・クラブ細則　4条（2－5），5条，6条，7条（1）

に開催するものとする。

　例会に関するあらゆる変更または例会の取

消しはすべてクラブの会員全部に然るべく通

告されなけれぽならない。

　本クラブの蝦疵なき会員はすべて，名誉会

員（または標準ロータリー・クラブ定款第8

条第5節（c）或は（d）項の規定に基づき，本クラ

ブ理事会によって出席を免除された会員）を

除き，例会の当日，その出席または欠席が記

録され，その出席は，本クラブまたは他のロー

タリー・クラブにおいて，その例会に充当さ

れた時間の少なくとも60パーセソト出席し

ていたことが実証されなければならない。

第3節

　会員総数の3分の1をもって本クラブの年

次総会および例会の定足数とする。

第4節

　定例理事会は毎月＼

に開催さるべきものとする。臨時理事会は会

長がその必要ありと認めた時または理事会の

メンバー2名の要求ある時，会長によって招

集さるべきものとする。但しその場合然るべ

き予告が行われなけれぽならない。

第5節

　理事会のメンバーの過半数をもって理事会

の定足数とする。

第5条　入会金および会費

第1節

　入会金は＼　　　　　　とし，入会承認に

先んじ納入すべきものとする。

第2節

　会費は年額＼　　　　　　とし，各半年ご

との各支払額のうち4ドルは各会員のロータ

リアン誌の購読料に充当するという諒解の下

に，毎年2回7月1日および1月1日に納入
すべきものとする。

1注：ロータリアン誌およびレビスタ・ロータリアの購読料は

年額8ドルとする）

第6条　採決の方法

　本クラブの議事は，投票による役員および

理事の選挙を除き，ロ頭による採決をもって

処理さるべきものとする。

第7条　委　員　会

第1節
　（a）会長は理事会の承認の下に次の常任委

員会を設置しなければならない：

　　クラブ奉仕委員会

　　職業奉仕委員会

　　社会奉仕委員会

　　国際奉仕委員会
　（b）会長はまた，理事会の承認の下に，ク

ラブ奉仕，職業奉仕，社会奉仕および国際奉

仕について，必要と考える特定分野を担当す

る委員会を設置するものとする。

　（c）　クラブ奉仕委員会，職業奉仕委員会，

社会奉仕委員会および国際奉仕委員会は，そ

れぞれ会長が理事の中から任命する委員長お

よび少なくとも2名以上の他の委員から成る

ものとする。

　（d）会長は，職権上すべての委員会の委員

となるものとし，その資格において委員会に

付随するあらゆる特典を持つものとする。

　（e）各委員会は本細則によって付託された

職務および更にこれに加えて会長または理事

会が付託する事項を処理すべきものとする。

理事会によって特別の権限を与えられた場合

を除き，これらの委員会は，理事会に報告し

てその承認を得るまでは行動してはならな

い。

　（f）会長は，その必要ありと認めた場合，

青少年活動の諸特定分野を担当する委員会を

一一一一 ﾂ或は二つ以上設置することができる。こ

れらの委員会は，それぞれの責務によって，

職業奉仕委員会，社会奉仕委員会，国際奉仕

委員会のいずれか，或は，すべての所管する

ところとなる。可能かつ実際的である限り，

1名または数名の委員を再任するかまたは1

名または数名の委員を2力年の任期をもって
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ロータリー・クラブ細則　7条（1－2），8条（1）

任命することにより委員会に継続性を持たせ’

る規定を設けるべきものとする。

第2節　クラブ奉仕委員会

　（a）クラブ奉仕委員会委員長は，クラブ奉

仕の諸活動全部に対して責任を持ち，かつク

ラブ奉仕の各特定分野について設置されたあ

らゆる委員会の仕事を監督，調整する任務を

持つものとする。

　（b）クラブ奉仕委員会は，クラブ奉仕委員

会委員長とクラブ奉仕の特定の分野を担当す

るすべての委員会の委員長によって構成され

るものとする。

　（c）会長は理事会の承認の下にクラブ奉仕

の中の特定分野を担当する次の各委員会を設

置するものとする：

　　出　席　委　員　会

　　クラブ会報委員会

　　親　睦　委　員　会

　　雑　誌　委　員　会

　　会員選考委員会
　　会員増強委員会
　　プログラム委員会

　　広　報　委　員　会

次の委員会に毎年1名ずつの委員を任命する

ものとする：

　　職業分類委員会
　　ロータリー情報委員会

　（d）　クラブ諸委員会の設置について，可能

かつ実際的である限り，1名または数名の委

員を再任するかまたは1名または数名の委員

を2力年の任期をもって任命することにより

委員会に継続性を持たせる規定を設けるべき

ものとする。

　（e）職業分類委員会およびロータリー情報

委員会は，各々3名の委員をもって構成され

るものとし，それぞれ毎年1名の委員を3年

の任期をもって任命するものとする。本規定

に基づく最初の任命は次の如く行うものとす

る：1名は1年，1名は2年，1名は3年の

任期をもって，それぞれ任命する。

　（f）雑誌委員会は，可能である限りクラブ

会報編集および地元新聞または広告関係の会

　貴を委員の中に含めなけれぽならない。
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第8条　委員会の任務

第1節　クラブ奉仕委員会

　この委員会は，本クラブの会員がクラブ奉

仕に関する事柄においてその諸責務を遂行す

る上に役立つ指導と援助を与えるような方策

を考案しこれを実施するものとする。クラブ

奉仕委員会委員長は委員会の定例会合に責任

を持ち，クラブ奉仕の全活動について理事会

に報告するものとする。

　（a）出席委員会　この委員会は，すべての

クラブ会員があらゆるロータリーの会合に出

席すること一これには，地区大会，都市連

合会，地域大会および国際大会への出席も含

まれる一を奨励する方法を考案するものと

する。この委員会は特に本クラブの例会への

出席と，本クラブの例会に出席できない場合

の他クラブ例会への出席とを奨励し，全会員

に出席規定を周知せしめ，出席を良くするた

めのより良き奨励策を講じ，そして出席不良

の原因となる諸事情を確かめてこれを除去す

ることにつとめるものとする。

　（b）職業分類委員会　この委員会は，毎年

できるだけ早く，遅くとも8月31日以前にそ

の地域社会の職業分類調査を行わなけれぽな

らない。その調査から，職業分類指針を用い

て，充填および未充填職業分類表を作成しな

けれぽならない。必要な場合は本クラブの現

会員の持っている職業分類を再検討しなけれ

ばならない。そして、あらゆる職業分類の問

題について理事会と協議しなければならな

い。

　（c）クラブ会報委員会　この委員会は，ク

ラブ週報の刊行によって，関心を促して出席

の向上をはかり，近づく例会のプログラムを

発表し，前回の例会の重要事項を報告し，親

睦を増進し，全会員のP一タリー教育に寄与

し，クラブ，会員，および世界各地のロータ

リー・プログラムに関する二＝一スを伝える

べく努めなけれぽならない。

　（d）親睦委員会　この委員会は，会員間の

知り合いと友誼を増進し，用意されたロータ

リーのレクリエーショソおよび社交的諸活動

への参加を会員に奨励し，本クラブの一般目

的への遂行上会長または理事会が課する任務

を果たすものとする。

　（e）雑誌委員会　この委員会は，ロータリ

アン誌および／またはレビスタ・ロータリア

に対する読者の関心を喚起し；雑誌月閤を主

催し，クラブの例会プログラムにおいて毎月

雑誌の簡単な紹介を手配し；新会員の教化に

雑誌を利用することを奨励し；ロータリアン

でない講演者に雑誌を贈呈し；図書館，病院，

学校，その他の図書閲覧室のために国際奉仕

並びにその他の特別購読を取計らい；ニュー

ス資料と写真を雑誌編集者に送り；その他あ

らゆる方法によって雑誌を本クラブ会員およ

びロータリアン以外の人々に役立てるものと

する。

　（f）会員選考委員会　この委員会は，会員

に推薦されたすべての老を個人的の面から検

討して，その人格，職業上および社会的地位

並びに一般的な適格性を徹底的に調査しなけ

れぽならない。そしてすべての申込に対する

委員会の決定を理事会に報告しなけれぽなら

ない。

　（9）会員増強委員会　この委員会は，絶え

ず本クラブの充填および未充填職業分類表を

検討し，未充填の職業分類を充填するために

適当な人物の氏名を理事会に推薦するよう積

極的につとめなけれぽならない。

　（h）プログラム委員会　この委員会は，本

クラブの例会および臨時の会合のためのプロ

グラムを準備し，手配しなければならない。

　（i）広報委員会　この委員会は，（1）広く一

般世間に，P一タリーtその歴史，綱領およ

び規模に関する情報を提供し，そして（2体ク

ラブのために適切な宣伝を行う方策を考案し

これを実施するものとする。

　（j）　ロータり一情報委員会この委員会は，

（1）会員候補者にロータリー・クラブ会員の特

典と責務に関する情報を提供し，②会員，特

に新会員に，会員の特典と責務に関する適切

な理解を与え，（3）会員にP一タリー，その歴

史，綱領，規模，活動に関する情報を提供し，

〈4）会員に国際ロータリーの管理運営の動向に

ロータリー・クラフ細則　8条q－4），9条

ついての情報を提供する方策を考案しこれを

実施するものとする。

第2節　職業奉仕委員会

　この委員会は，本クラブの会員が，その職

業関係における諸責務を遂行し，各会員それ

ぞれの職業における慣行の一般水準を引き上

げる上に役立つ指導と援助を与えるような方

策を考案しこれを実施するものとする。この

委員会の委員長は，本クラブの職業奉仕活動

に責任を持ち，職業奉仕の諸特定分野につい

て設置されるあらゆる委員会の仕事を監督し

これを調整するものとする。

第3節　社会奉仕委員会

　この委員会は，本クラブの会員がその地域

社会に対する諸責務を遂行する上に役立つ指

導と援助を与えるような方策を考案しこれを

実施するものとする。この委員会の委員長は

本クラブの社会奉仕活動に責任を持ち，社会

奉仕の諸特定分野について設置されるあらゆ

る委員会の仕事を監督しこれを調整するもの

とする。

第4節　国際奉仕委員会

　この委員会は，本クラブの会員が，国際奉

仕に関する事柄においてその諸責務を遂行す

る上に役立つ指導と援助を与えるような方策

を考案しこれを実施するものとする。この委

員会の委員長は本クラブの国際奉仕活動に責

任を持ち，国際奉仕の諸特定分野について設

置されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれ

を調整するものとする。

第9条　賜 暇

　理事会に対し書面をもって，正当かつ1』分

な理由を具して申請することによって，会員

は一・一定期間を限り本クラブの例会出席を免除

する賜暇が与えられる。

（注：このような賜暇は会員身分の費失を防ぐためのもので

ある。しかし本クラブに対してその会員を出席岡様に見倣すた

めのものではない。その会員が他のクラブの例会に出席しない

限り，出席を免除された会員は欠席と記録されな砂れぽならな

い。但し標準クラブ定款第8条第5節（c）項または（d｝項の規定に

基づいて認められた欠席は本クラブの出席記録に算入されないノ
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ロータリー・クラブ細則10条，11条（1）

第10条　財 務

第1節
　会計は本クラブの資金をすべて理事会に

よって指定される銀行に預金しなけれぽなら

ない。

第2節
　すべての勘定書は役員2名の署名する伝票

に基づき，会計の署名する小切手をもっての

み支払わるべきものとする。本クラブのすべ

ての会計事務については毎年1回公認会計士

または他の有資格者によって全面的な監査が

行われなけれぽならない。

第3節
　資金を預り或はこれを取り扱う役員は，本

クラブの資金の安全保管のために理事会が要

求する保証を提供しなけれぽならない。保証

の費用は本クラブが負担するものとする。

第4節

　本クラブの会計年度は7月1日より6月

30日に至る期間とし，会費徴収の目的のため

にこれを7月1日より12月31日に至る期間

および1月1日より6月30日に至る期間の

2半期に分けるものとする。国際ロータリー

に対する人頭分担金と雑誌購読料の支払は，

毎年7月1日および1月1日に，それぞれ当

日の本クラブ会員数に基づいて行われるべき

ものとする。

（注：半期の途中に入会した会員の雑誌購読料は国際ロータ

リー事務局からの仕切り状に基づいて支払われるものとする’

第5節
　各会計年度の初めに理事会はその年度の収

支の予算を作成し，または作成せしめなけれ

ぽならない。その予算は，理事会によって承

認された後，各費目ごとに支出の限度となる

ものとする。但し，理事会の議決によって別

段の指示がなされた場合はこの限りでない。

第11条　会員選挙の方法

第1節　正会員（アディショナル正会員を含

む）

　（｝）本クラブの正会員，シニア・アクチフ
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会員もしくはパスト・サービス会員または会

員増強委員会によって推薦された会員候補老

の氏名は，書面をもって，本クラブ幹事を通

じ，理事会に提出さるべきものとする。この

推薦は，本節に別な定めのある場合を除き，

暫くこれを秘密にしておかなけれぽならな

し・。

　（2）理事会は，職業分類委員会に対し，推

薦された会員候補者の資格要件を職業分類上

の見地から審査して，これを理事会に報告す

るよう要請し，さらに，会員選考委員会に対

し，当該候補者の資格要件を，人格，職業上

および社会的地位，並びに一般的適格性の見

地から調査して，これを理事会に報告するよ

う要請するものとする。

　（3）理事会は，職業分類委員会および会員

選考委員会の勧告を審査して，その承認また

は不承認を決定し，これをクラブ幹事を通じ

て，推薦老に通知しなければならない。

　（4）理事会の決定が肯定的であった場合

は，推薦者は，ロータリー情報委員会の委員

1名または数名と共に，被推薦老に対し，ロー

タリーの目的およびクラブにおける会員の特

典と義務について説明しなけれぽならない。

この説明の後，被推薦者に対し，入会申込書

の記入および提出を求あ，また，本人の氏名

および本人に予定されている職業分類をクラ

ブに発表することについて承諾を求めなけれ

ぽならない。

　（5）被推薦者の氏名の発表後10日以内に，

理事会がクラブ会員の誰からも，推薦に対し，

理由を付記した書面による異議の申し立てを

受理しなかった場合は，会員候補者は，本細

則第5条に定める入会金を納めることによ

り，会員に選ぽれたものとみなされる。

　理事会に対し異議の申し立てがあった場合

は，理事会は，定例または臨時の理事会会合

において，これを審議し，当該被推薦老につ

いて票決を行うものとする。この定例または

臨時の理事会会合において，出席理事会メン

バーの反対投票が＼　　票を超えなかった場

合は，被推薦者は，所定の入会金を納めるこ

とにより，クラブ会員に選ぽれたものとみな

ロータリー・クラブ細則11条（1－2），12条，13条，14条

される。

　本節の規定により会員が選挙されたとき

は，クラブ幹事は，当該会員に対して会員証

を発行し，その氏名を国際ロータリー事務総

長に報告しなけれぽならない。

　（6）当該会員は，クラブの例会において，

新会員として正式に紹介されなければならな

し・。

第2節シニア・アクチブ，パスト・サービ

ス，および名誉会員

　これら3種類の会員のいずれかに推薦され

た候：補老の氏名は書面をもって理事会に提出

されなけれぽならない。そしてその選挙は正

会員の場合と同様の形式および方法をもって

行わるべきものとする。但しこれら3種類の

候補者推薦についてはいかなる定例または臨

時理事会においても審議することができ，理

事会はその裁量によって本条第1節に定めら

れている段階の中，いずれの段階をも省略し

て直ちに被推薦者についての投票を行うこと

ができる。その定例または臨時理事会に出席

する理事会メンバーの投ずる反対投票が＼

票を超えない場合は，その被推薦者は正式に

選挙されたものと認められるべきものとす

る。但し，本クラブの正会員またはパスト・

サービス会員で，本クラブ定款に定められた

シニア・アクチブ会員の資格を備えている者

は，自動的に本クラブのシニア・アクチブ会

員となるものとする。その場合，このような

シニア・アクチブ会員については申込書も選

挙もこれを必要としない。

（注　理事会の最終投票によって会員選挙を決するこの細則

の規定に代えて．クラブは正会員，シニア・アクチブ会員，パ

スト・サービス会員または名誉会員の選挙を，クラブ例会にお

けるクラブ会員の最終投票によって決定する規定を採絹する

ことができる。但しこの場合，その例会には定足数の出席を必

要とし，出席会員の4分の3の賛成投票を必要とすることを規

定しなければならない）

第12条　決 議

　事のいかんを問わず本クラブを拘束する決

議または提案は，理事会によって審議された

後でなけれぽ本クラブによって審議されては

ならない。もしかかる決議または提案がクラ

ブの会合で提起されたならぽ，討議に付する

ことなく理事会に付託しなけれぽならない。

第13条　議事の順序

開会宣言

来訪ロータリアソの紹介

来信および告示事項

委員会報告（もしあれぽ）

審議未終了議事

新規議事

スピーチその他のプログラム

閉　会

第14条　改 正

　本細則は，定足数の出席する任意の例会に

おいて，出席会員の3分の2の賛成投票に

よって改正することができる。但し，かかる

改正案の予告は当該例会の少なくとも10日

前に各会員に郵送されていなければならな

い。クラブ定款および国際ロータリーの定款

および細則と背馳する如き改正または条項追

加を本細則に対して行うことはできない。
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ロータリー用語

瓠口回
彙（Glossary）

Achievement　Report【業績報告】　各クラ

ブが1年度間の活動と業績を報告する用紙と

して，毎年クラブへ送付される書式。

Acting　District　Governor【アクティング・

ガバナー】　地区ガバナー一が空席になった場

合，新ガバナーが国際大会においてまたは国

際ロータリー理事会によって選挙されるま

で，その事務を執行するために，国際ロータ

リー会長から指名された人。

Active　Member【正会員】　職業分類の下に

クラブ会員として選ぽれ，国際ロータリー定

款・細則に定められた会員としてのすべての

義務，責任，および特典を有するクラブ会員。

Additiona1　Active　Member【アディショナ

ル正会員】　（1）クラブの正会員により推薦さ

れ，推薦者と同一の職業分類の下にそのクラ

ブの会員として選挙された人，または（2）かつ

ていずれかのロータリー・クラブの正会員で

あった人で，そのクラブの区域限界内でクラ

ブで分類されていた職業に現実に従事しなく

なったために退会し，別のクラブによってそ

のクラブの当該職業分類保持者の承諾を得て

同一職業分類の下に会員として選挙された

人。クラブが（2）項によってアディショナル正

会員を選挙した場合，当該正会員は（1）項に

よってアディショナル正会員を推薦する権利

を失わない。アディショナル正会員は正会員

であり，正会員と同一の義務，責任および特

典を有する。

Administrative　AdviSer【管理顧問】　会長

の指名により，国際ロータリー代表として名

誉職の資格において，無地区クラブ・グルー

プに接触し，これを監督して国際ロータリー

理事会に助力するロータリアン。

Admission　Fee【入会金】　クラブ入会申込

者がクラブに支払う料金。料金の額は均一で

ない。各クラブがその細則に規定するところ

語　　彙

によって異なる。

Alternate（delegate）【補欠者（代議員）】い

ずれのクラブでも国際大会にその代議員を選

出するに当たり，代議員各1名ごとに補欠者

1名を選ぶことができる。この補欠老は当該

代議員が出席できない場合国際大会において

投票する権利を有する。

ANZAO【アンザオ】　オーストラリァ，

ニュージーランド，アフリカ（地中海に面す

る諸国，諸地域を除く）およびその他の地方

で他の地域群（すなわちUSCB，　SACAMA，

G．B．＆L，　CENAEM　またはアジア）に含

まれない地方を包含する地域群の略語。

Attendance　Report（Club）【出席報告（ク

ラブ）】　国際ロータリー細則に基づき，各ク

ラブが地区ガバナーに対し毎月提出する，例

会出席報告。無地区クラブは国際ロータリー

事務総長に提出する。

Attendance　Report（Govemor）【出席報

告（ガバナー）】　所管地区内のクラブから受

け取った月例出席報告を要約した一覧表。ガ

バナーはこれを1部国際ロータリー事務総長

に送付する。

Balanced　Membership【均衡のとれた会員

組織】　職業的に片寄らないクラブの会員構

成。

Birthplace　of　Rotary【m一タリーの発祥

地】　最初のロータリー・クラブが設立され

た米国イリノイ州シカゴ市。

Board　of　Directors（Club）【クラブ理事会】

クラブ細則の規定により構成されたクラブの

管理主体。

Branch　Office【支局】　エバンストンの中

央事務局（同項参照）以外の地に設置された

R．1．事務局。各支局は担当地域のロータ

リー・クラブおよび地区ガバナーのための事

務を取り扱う（チューリヅヒ，ノルディック，

　　　　　　　　　　　　　　　　　231
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ブラジル，南西太平洋，日本，および南アジ

アの各支局の項参照）。

Brazil　Branch【ブラジル支局】　ブラジル，

サンパウロにあるR．L事務局。ブラジルの

ロータリーのための事務を取り扱う。

Brief　Report　of　the　Convention【国際大

会略報】　国際大会終了後直ちに全加盟クラ

ブに送付される大会報告書の要約のみを特集

して，大会直後に発行されるR．Lニュース。

CENAEM【セナエム】　ヨーロッパ大陸，北

アフリカおよび東地中海地域の略語。

Centra10ffice（C．0．）【中央事務局】

米国イリノイ州エバンストンにある国際ロー

タリー中央事務局。

Certificate　of　Nomination　of　District

Governor【地区ガバナー指名証明書】　ロー

タリアンが地区内クラブにより正式に地区ガ

バナー職に指名された事を証明する，地区ガ

バナーおよび場合によっては併せて地区大会

幹事の署名した証明書。

Charter　Member【創立会員】　ロータリー・

クラブの創立会員，すなわち国際ロータリー

加盟前に選ぼれた会員。

Classification【職業分類】　地域社会に貢献

する別個のかつ明確な実業または専門職業活

動を表示する字句。用語としては，正会員の

所属する商社，会社または団体の主要かつ一

般世間がそのように認めている活動を最も正

確に表示する字句である。

Classification　Roster【職業分類表】　地域

社会における実業および専門職業活動のすべ

てを含む…覧表で，クラブで既に充填されて

いるもの，未充填のものを明記したもの。

Club　Assembly【クラブ協議会】　クラブの

計画および活動について協議する目的で開か

れる，クラブ役員，理事および委員長全員の

会合。

Club　Review　Checklist【クラブ検討表】　ク

ラブ役員がクラブの実態を検討し，またクラ

ブの慣行および動向についてガバナーと協議

する準備のため用意される検討表。

C．O．【中央事務局】　米国イリノイ州エバソ

ストンにある国際ロータリー中央事務局の略
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語。

“Considered　as　Withdrawn”【「撤回と看倣

す」】　規定審議会および国際大会における立

法案の取扱に関連してロータリーで発達した

議事採決の方法。選挙体として採択に賛成で

きないが，否決と議事録に残したくないもの

は「撤回と看徹される」。この議決法は，採決

を延ぽしその間に更に議題を研究したい場合

に時々用いられる。

Convention　Proceedings　Book【国際大会

議事録】　国際大会終了直後毎年国際ロータ

リーが印刷発行する写真入り大会議事録。

Countries　and　Geographical　Regions【国

および地理的地域】　ロータリー・クラブの

存在する世界の各地域を指すのに用いられる

慣用語。

Delegate【代議員】　国際大会においてロー

タリー・クラブを代表する人。各クラブは，

名誉会員を除き，会員数50名ごとまたはその

過半数の端数につき1名の代議員を国際大会

に送る権利を有する。

Delegate－at・Large【特Sij代議員】　国際

ロータリーの各役員および元会長で，現在も

会員（名誉会員を除く）としてクラブに籍を

有する人は，国際ロータリーの定款・細則に

より国際大会における特別代議員と認めら

れ，各議題につき1票の議決権を有する。

District【地区】　国際ロータリーの管理上…

団に集められたクラブ群の所在する一定地域

に与えられた名称。

District　Conference　Report【地区大会報告

書】　地区大会決議事項，出席クラブ数，ガ

バナー・ノミニーの氏名その他を記載し，ガ

パナーおよび地区大会幹事より国際ロータ

　リーに提出される報告書。

District　Governor　Ad　lnterim【暫定地区ガ

バナー】　国際大会で選挙されたガパナーが

その地区外にあって就任時までに帰着できな

い場合にはその帰着までの期間，直前ガパ

ナーが暫定地区ガバナーとしてその職務を執

行する。

Dues　and　Fees【会費および入会金】　各正

会員，シニア・アクチプ会員およびパスト・

サービス会員はそのクラブの細則に定める入

会金および会費をクラブに支払う。その金額

は国際ロータリー加盟各クラブ間において同

一一一一 ﾅはない。

Elector【選挙人】　選挙人e＃　（E当に選ぼれた

代議員，委任状所持者および特別代議員を言

い，国際大会の選挙体を構成する。

Enactment【規則制定】　国際ロータリー一定

款・細則または標準クラブ定款を改正する立

法事項。

ENAEM【エナエム】　ヨーロッパ，北アフ

リカおよび東地中海地域の略語で，
CENAEMとG．　B．＆1．の両方を含む地理的

地域を指す。

Extension　Aide【拡大補佐】　クラブ結成の

仕事に経験のあるロータリアソで，特別代表

が援助なくしては任された地域のクラブの結

成を完成することができないように思われる

場合，およびガバナーが必要な援助を与える

ことができない場合に，近隣地域に住む特別

代表に援助を与えるようガバナーから指名さ

れた者を意味する。特殊な事情がある場合に

は，この「補佐」が自らクラブの結成に当たっ

た方がよいと思われることもありうる。

Extension　Within　the　Club【クラブの内部

拡大】　クラブの区域限界内で得られる適格

な職業分類代表者をもれなく入会させてクラ

ブ会員数を増加すること。

Extension　Work【拡大活動】　ロータリー・

クラブが存在しないところにクラブを設立し

てロータリーを拡大する活動。この活動は，

地区においてはガパナーと事務局の協力に

よって行われ，その他の地域においては特に

指名された代理者が事務局の協力を得て行う

ことを通例とする。

Founder　of　Rotary【ロータリー創始者】

1905年シカゴに最初のロータリー・クラブを

創立したポールP．ハリスを指す用語。ポール

P！・リスは1947年1月27日死去した。

Four　Avenues　of　Rotary　Service【ロータ

リー奉仕の四大部門】　クラブ奉仕，職業奉

仕，社会奉仕，および国際奉仕を指す用語。

G．B．＆1．【グレート・ブリテンおよびアイル

語　　彙

ランド】の略語。

General　Council（R．1．　B．1．）【R。1．　B」．審

議会】　グレート・ブリテンおよびアイルラ

ソド内国際ロータリーの管理機関で，R．1．　B．

Lの役員（会長，直前会長，副会長，名誉会計

および幹事）とグレート・ブリテンおよびア

イルランド内の地区における地区ガバナーを

もって構成する。グレート・ブリテンおよび

アイルランド選出の国際ロータリー理事は職

権上本審議会の構成員である。

General　Officers　of　R．1．【国際ロータリー

中央役員】　国際ロータリーの会長，副会長，

その他の理事会のメンバー15名（会長エレク

トを含む），事務総長並びに財務長。

General　Secretary’s　Letter　to　District

Governors　and　Other　Rotary　Interna・

tional　Officials【地区ガバナーおよび他の国

際ロータリー役員に対する事務総長書翰】

国際ロータリーの役員，委員その他に対し，

時に応じて国際Pt一タリー事務総長が発送す

る書簡。経費の都合で複写されてはいるが，

上記役職者にとって重要な情報が記載されて

おり，各受取人に対する私信と解すべきもの

である。

“Good　Standing”【「瑠疵」なき】　国際ロー

タリーの定款・細則の中で，ロータリー・ク

ラブ会員もしくは国際ロータリー加盟会員で

あるロータリー・クラブに関して用いられて

いる「暇疵なき」という文言は，ロータリー・

クラブ会員としてのすべての義務を常に忠実

に果たしているロータリアソ，もしくは国際

ロータリー加盟員としてのすべての義務を常

に忠実に果たしているロータリー・クラブを

意味するものと解されている。

Governor’s　Monthly　Letter【ガバナー月

信】　所管地区内の各クラブの会長および幹

事に対して毎月ガバナーから発送される親書

的な公文書で特に関心を求むべき重要事項が

記載されている。

Group　Representatives【分区代理】　地区

内であらかじめ区分された地域内のクラブ役

員に助力するため，ロータリアンの中からガ

バナーが指名する非公式代理。ガバナーはそ
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の任務を何人にも委譲する権限を持たないの

でこの代理は非公式で権限を持つものではな

い。

Headquarters，　R．1．　（or　　Headquarters

Building）【R．　L本部】　米国イリノイ州エバ

ンストソ，リッジ街1600にある建物。会長執

務室，中央事務局，およびロータリー財団事

務局がある。

“He　Profits　Most　Who　Serves　Best”【「最

もよく奉仕する者，最も多く報いられる」】

ロータリーの文献その他に用いられる標語。

Ibero　America【イベロ・アメリカ】　イベ

ロ・アメリカはヨーPッパのイベリア半島出

身のスペイン人およびポルトガル人によって

開拓されたアメリカ大陸諸国を言う。国際

ロータリー理事会の構成について，国際ロー

タリー細則は，イベロ・アメリカは南アメリ

カ，中央アメリカ，メキシコおよびアンティ

ル諸島を含むと規定している。（国際ロータ

リー理事候補推薦およびその他若干の管理上

の目的のためにプエルトリコはイベロ・アメ

リカから除外されている）

Intercountry　Committee【国際共同委員会】

それぞれの所管ガバナーによりまたはその承

認を得て組織される，2ヵ国以上のロータリ

アγ，ロータリー・クラブまたは地区により

構成される委員会で，関係国のクラブおよび

μ一タリアン間の交友を奨励し，それによっ

て各国民の間に理解を増進し友好を促進する

ことを目的とする。

International　Officers【国際ロータリー役

員】Officers，　R．　Lの項参照。

Japan　Branch　Office【日本支局】　日本，

東京にあるR．L事務局。日本のロータリー・

クラブのための事務を取り扱う。

Lape置Button【襟章】　ロータリー・クラブ

の会員の襟章で，金地に紺のエナメルをもっ

て作られたロータリー徽章。

Member　Club【加盟クラブ】　国際ロータ

リーに正式に加盟を認められたP一タリー・

クフフ。

Membership　App｝ication　Card【会員申込用

紙】　会員として推薦された者が入会申込の

　234

際用いるカード。

Membership　ldentification　Card【会員証】

国際ロータリーが全クラブにその使用を奨め

ている一一定様式の小型会員証。国際ロータ

リー事務総長の複写印刷署名のほか，会員名，

所属クラブ名，職業分類，納入した会費の期

限，クラブ幹事の署名および当人の署名のた

めの空欄が設けてある。

Membership　Proposal　Card【会員推薦カー

ド】　クラブ会員がクラブに会員を推薦する

ときに用いるカード。

Membership　Report　Card【会員報告カー

ド】　クラブ幹事が国際ロータリー事務総長

に対して，新会員，退会者および会員の住所

等の変更を報告する書式として，国際ロータ

リーが供給する3種類の書式。

Memo　of　Officia盈Visit　of　District　Gover・

nor【地区ガバナー公式訪問報告書】　ガバ

ナーが所管地区の各クラブを公式訪問した際

に記入し，（クラブ計画および目標の要約と共

に），日本支局に送付する報告書。この報告は，

国際ロータリーに対し各クラブがどのように

ロータリーのプログラムを実行しているかに

ついて情報を提供し，かつ国際ロータリーの

クラブ業務の参考に供することを目的とす

る。

Non・DiStricted　Club【無地区クラブ】　国際

ロータリーの地区に属せず，国際ロータリー

理事会の直轄下にあるクラブ。

Nordic　Branch　Office（N．0．）【ノルディッ

ク支局】　スウェーデン，ストックホルムに

あるR．1，事務局。デソマーク，フィンランド，

アイスランド，ノルウェー，およびスウェー

デソのロータリーのための事務を取り扱う。

Object　of　Rotary【ロータり一の綱領】　国

際ロータリー定款第3条および標準クラブ定

款第3条に規定するロータリーの綱領。

Officers，　club【クラブ役員】　クラブの役員

は会長，会長エレクト，副会長1名または数

名，幹事，会計および会場監督である。

Officers，　R．1．【国際ロータリー役員】

国際ロータリーの役員は，会長，副会長，そ

の他の理事，事務総長，財務長，地区ガバナー，

グレート・ブリテソおよびアイルラソド内国

際ロータリーの会長，直前会長，副会長並び

に名誉会計である。

Per　Capita　Dues【人頭分担金】　各クラブ

が，国際ロータリーに対して，7月1日およ

び1月1日現在の正会員，シニア・アクチブ

会員およびパスト・サービス会員総数に応じ

て，半年ごとに支払う人頭分担金。

Purposes　of　Rotary　International【国際

ロータリーの目的】　a）全世界にわたって，

ロータリーを奨励し，助長し，拡大しそして

管理すること；b）国際ロータリーの活動を

調整し，全般的にこれを指導すること。（国際

P一タリー定款第2条）

Region【地域】　地域という用語は，境界が

不定または限定されているクラブ集団を表示

するときに用いられる。6地域はUSCB，

SACAMA，　ANZAO，　G．　B．＆1．，　CENAEM，

アジアであり，それぞれ個別に「語彙」に解

説されている。

Registration　Fee，　Convention【登録料一国

際大会】　国際大会に出席を登録する満十六

歳以上の参加者が国際ロータリーに支払う料

金。登録料はその都度国際ロータリー理事会

が決定する。選挙人は登録料を支払わなけれ

ぽ選挙権を与えられない。

Resolution【決議】　規定審議会または国際

P一タリー大会の議決行為で，意見を表明し，

或は国際ロータリー定款・細則或は標準クラ

ブ定款を改正することなしに，方針或は手続

を設定または廃止するもの。

Revista　Rotaria　【レピスタ・ロータリア】

国際ロータリーのスペイソ語版機関雑誌。

R．1。【国際ロータリー】の略語。

R．1．B．1．【グレート・ブリテンおよびアイル

ランドにおける国際ロータリー】の略語。

（同項参照）

Rotary【ロータリー】　ロータリーはロータ

リー・クラブおよびロータリアソによって構

成される組織，彼等を鼓舞する精神，彼等を

指導する原理実践および慣例，そして彼等が

達成を期する目的および綱領を示す言葉とし

て用いられる。

語　　彙

Rotary　Information【ロータり一情報】

1）ロータリーの綱領，原則および発展と四

大奉仕部門に関する会員の理解を育むこと。

2）ロータリアンひとりひとりがロータリー

の理想にみずから献身し奉仕することにより

責任感と理解を養うこと。

Rotary　International　in　Great　Britain＆

Ireland（R．　L　B．1）【グレート・ブリテンお

よびアイルランド内国際ロータリー】　グ

レート・ブリテン，アイルランド，チャンネ

ル諸島およびマン島におけるロータリー・ク

ラブ連合会の呼称。

Rotary　Whee1【ロータリーの歯車】　ロータ

リーの徽章を指して時々用いられる呼称。

R．R（Revista　Rotaria）【（レビスタ・ロー

タリア）】の略語。

SACAMA【サカマ】　南米，中米，メキシコ

およびアソティル諸島の略語。

Secretariat【事務局】　中央事務局およびそ

の職員から成る運営機構。各支局とその職員

およびロータリー財団に関する事を担当する

全職員を含む。

Semiannual　Report【半期報告】　毎年7月

1日および1月1日現在をもって各クラブが

国際ロータリー理事会に対して行う会員数の

報告。報告はクラブ会長および幹事の署名を

要し，中央事務局所定の用紙を用いて，国際

ロータリー事務総長に送付する。この報告に

基づき，クラブは国際ロータリーの人頭分担

金を支払う。

“Service　Above　Self’【「超我の奉仕」】

ロータリーの文献その他で用いられる標語。

Similar　Organizations【類似団体】　ロータ

リー以外の奉仕団体を言う場合に時々用いら

れる言葉。

South　Asia　Branch　Office【南アジア支局】

イソド，デリーにあるR，1．事務局。バソグラ

デシュtインド，ネパール，パキスタソ，お

よびスリラγカのロータリーのための事務を

取り扱う。

Southwest　Pacific　Branch　Offiee【南西太

平洋支局】　ナーストラリア，シドニーにあ

るR．L事務局。オーストラリア，ニュージー
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ラソド，および太平洋諸島のロータリーのた

めの事務を取り扱う。

Special　Representative【特別代表】　ガバ

ナーの指名により，ガバナーに代わってクラ

ブ結成の手続一切を行うロータリアソ。通常，

スポンサー・クラブの会員の中から指名され

る。

Sponsor　Club【スポンサー・クラブ】　新ク

ラブの結成に際して助力し，結成後も国際

ロータリーの一員として速やかに成長するよ

う指導の責任を引き受けたクラブ。新クラブ

の結成に当たりガバナーに協力する特別代表

の所属クラブがスポソサー・クラブになるの

が普通である。

Staff【職員】　国際ロータリーの事務総長の

配下の職員で，国際ロータリーの活動を推進

するたあ国際ロータリーの中央役員，ガバ

ナー，国際ロータリーの委員会および加盟ク

ラブに協力する。

Standard　Club　Constitutien【標準クラブ定

款】　国際大会により採択された，1922年6

月6日後の全加盟クラブが採用すべきクラブ

定款。

Summary　of　Club　Plans　and　Objectives【ク

ラブ計画および目標の要約】　地区ガバナー

の公式訪問に際してクラブが提出する概要報

告で，ガパナーおよび国際ロータリー事務局

宛に当該年度におけるクラブ計画および目標

を簡潔に記載したもの。

Terms　of　Reference【職務権限】　委員会お

よび類似機構の権限および任務の解説定義。

Territerial　Unit【地域単位】　1922年（ロサ

ソゼルス）大会で採択された加盟クラブの管
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理方式。1927年（オステンド）大会は地域単

位による管理を廃止したが，当時既存の地域

単位に関しては，その権利，特典，権限，義

務または任務は全面的に効力を持続すること

を確認した。

The　Rotarian【ロータリアン誌】　国際ロー

タリーの公式機関雑誌の英語版。

USCB【米国，カナダ，バミューダ】の略語（管

理上プエルトリコが含まれる）。

Visiting　Rotarian　Report　Card【訪問ロー

タリアン報告用紙】　他クラブからの来訪

ロータリアンの出席が認められるように，来

訪ロータリアソの出席をその人の所属クラブ

幹事に報告するためにクラブ幹事が用いる

カード。

Vocational　Craft　Assemblies【職業別協議

会】　通常国際大会または地区大会において

開催され、それら大会に出席したロータリア

ンが他地域からの同業者と意見を交換し，職

業奉仕問題を協議するための職業別集会。

Voting　Delegate’s　Form【投票代議員用

紙】　クラブ幹事がその投票代議員に対して

交付する用紙で，国際大会における信任状委

員会による確認を要する。この用紙は保持者

の投票権を立証するほか，投票代議員として

大会に出席する資格を示すものである。

Zurich　Office（Z．0．）【チューりッヒ事務所】

スイス，チューリッヒにあるR．1．事務局。

ヨーPッパ大陸の一部，北アフリカおよび東

地中海地域に加えて，アフリカの全クラブお

よび地区のロータリーのための事務を取り扱

う。

ア

索

R．L，定義　　　　　　　　　　　　　235

　「国際ロータリー」の項参照

R．R．（レビスタ・ロータリア），定義　235，

　「レビスタ・ロータリア」の項参照

アクティソグ・ガバナー，定義

アジア

　R．1．理事指名

　会長指名委員会

　地域大会リスト

アディショナル正会員

　クラブ会員増強

　クラブ再入会

　資格

　職業分類

　制限

　創立会員名簿中の

　定義

　若い人

アディショナル理事の指名

231

188－190

183－185

111－112

アディショナル・ロータリークラフ，

　都市における

アド・ホック委員会，R．1．

ANZAO（アンザナ），定義

イ

委員会，R．1．

　（各委員会名の項も参照）

　アド・ホック

　委員長は会長が任命

　委員の資格条件

　委員の代理

　会合

　会長は職権上の委員

　幹事

　欠員

　諮問

12，171，214，231

　　　　　　46

　　　　　215

　　　　10－11

　　　　　171

　　　　　　12

　　　　　　51

　　　　　228

　　　　　　15

　　　190－191

　　“大
　52，169－170

　63，188－189

　　　　　231

62－63，203－205

63，203

63，203

　204
　　63

　　63

63，203

　205
63，203

　203

弓

委員会，R．C．

　（各委員会名の項も参照）

　常任

意義ある業績賞

移籍，R．C．会員

遺贈，ロータリー財団

委任状による代理者

索 弓

常任　　　　　　　　　　　　　202－203

その他の任務，活動　　　　　　　　204

通信による議事の処理　　　　　　　205

通信による投票　　　　　　　　　　63

定足数　　　　　　　　　　　　　205

特別　　　　　　　　　　　　　　203

任期　　　　　　　　　　　　　　203

報告　　　　　　　　　　　　　　　63

理事会の承認により効力を生ずる　　205

　　　　　　　　　　　　　　　225－226

　国際大会

地区大会

イベロ。アメリカ

　R．1．理事指名

　会長指名委員会

　定義

225－226

　39－40

　　　11

　　145

103－104，178－179

　　　　197－198

医療保険，国際青少年交換学生

インターアクト委員会，地区

インターアクト・クラブ，「クラブ，

　ターアクト」の項参照

工

営利化，ロータリーの

ENAEM（エナエム），定義

襟章

オ

王室，ロータリーの後援者

オーストラリア，

　アフリカ，

　も属さない土地

　　190

　　184

　　234

88－89

　　97

イン

76，153

　　233

152，234

　　ニュージーランド，南

および他のいずれの地域に
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　R，1．理事指名

　会長指名委員会

会員候補老，R．C．

カ

クラブの区域限界内で事業にたずさわ

　る候補老を優先

　クラブ例会へ招待

　5名で1名の新会員計画

　推薦

　選挙の方法

　理事会へ氏名提出

会員証

　幹事が発行

　定義

　来訪ロータリアンによる提示

会員推薦カード，定義

会員選考委員会，R．C．

会員増強委員会

　R．1．

　R．C．

　地区

会員組織，R．1．

　加盟

　加盟申請

　管理

　クラブの再結成

　クラブの懲戒

　終結

　脱会

会員報告カード，定義

会員身分，R．C．

190

184

　　　　10

　　　　15

　　12－13

　　　　11

　　　　228

　　　　228

　　　　24

　　　　229

　　　　234

　　　　24

　　　　234

12，226－227

203，204

14，27，46，226，227

　　　　　　　46

163－164，169－171

　　　53，169－170

　　　　　　　169

　　　　　　　170

　　　　　　　170

　　　　　　　170

　　　68，170－171

　　　　　　　170

　　　　　　　234

　　　　　　10－12，171－173，213－214

（各会員身分の項も参照）

R．1．職員

R．1．への報告

移籍できるという規定はない

会員数の最少限

会員選挙方法

会員を増強できない

会社合併による問題

会費

学生は会員になり得ない

拡大

238

　　173

　　205

　　　11

　　　47

228－229

　　　12

　　　19

51，172，214－216．225，231

　　　　　　　　　　21

　　　　　　　　12－13

徽章および記章の使用資格　　　　151，166

均衡のとれた会員組織　　13－14，18，231

区域限界の変更に影響を受けない　　　10

公職者は資格がない　　　　　　172－173

個人のもので会社のものではない　　　10

再入会　　　　　　　　　　　　　　215

資格　　　　　　　　　　　　10－11，163

終結　　　　　　　　　　　　11，215－218

種類　　　　　　　　　　　　　　　171

照会　　　　　　　　　　　　　　　22

職業分類，「職業分類」の項参照

制限　　　　　　　　　　12－13，19，173

増強　　　　　　　　　　　　　　　46

創立会員　　　　　　　　　　　　51，232

存続　　　　　　　　　　　　　215－218

退会　　　　　　　　　　　　　　　218

他の都市へ移転するロータリアン　　　12

同一のクラブで同時に正会員および名

　誉会員になること

二重会員

名称

名簿

元P一タリアンの選挙

　　11
11，172

　　166

151，153

　　15
やむを得ない事情で退会した元ロータ

　リアンの身分　　　　　　　　　　14

ロータリアン誌購読が条件　　25，208，218

ロータリー財団への寄付はR．C．会員

　　資格の条件ではない

　ロータリーの綱領の受諾

　若い人

会員身分，インターアクト・クラブ

会員身分，他の団体における

　R．1．

　R．C．’

　インターアクト・クラブ

　P一ターアクト・クラブ

　ロータリアン

会員身分，ローターアクト・クラブ

会員申込用紙，定義

海外旅行，

会議運営手続に関する動議

　優先順位

会計，R．C．

　R．C。の財務

15，144

　219
　　15

　　96

ロータリー青少年交換学生

　　　　　　　　　　126－128

　　　　　　　　　　126－128

　　　　　　　　　　　　　19

　　　　　　　　　　　　　228

　　56

23，56

　　98

78－79

　　11

　　79

　234
　　90

　選挙

　任務

会計監査

　R．1．

　　報告書の配布

　R．C．

会計年度

　R．1，

　R．C．

会合，会議

　R．1．会長指名委員会

　R．C．

　　会員候補者の招待

　　例会場

　　学生招待

　　仮クラブ

　　議事の順序

　　祈疇

　　クラブ会長の任務

　　採決の方法

　　酒類飲用の可否

り
0
4

り
白
り
4

り
白
9
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206

69

228

68，205

　228

　　　　183

213，224－225

　　　　　15

　　　　　22

　　　　　21

　　　　　50

　　　　229

　　　　　22

　　　　　20

　　　　225

　　　22－23

出席，「出席，クラブ例会」の項参照

他の奉仕クラブとの連合会　　　　　23

定足数

手続規則

取消

　プログラム

　来賓

委員会，R．1．

インターアクト

規定審議会

国際共同委員会

多地区合同会議

他の団体，

地区

　席次

　日程

元会長審議会

元地区ガバナー

理事会，R．1．

理事会，R．C．

　　123

123－130

　　　23

21，23－24，25，52，88，144

　　　　　　　　　　21

　　　　　　　　62－63

　　　　　　　　97－98

　　　　　　　119－120

　　　　　　　　　　91

　　　　　　　　　　44

ロータリアンの出席

　理事ノミニー指名委員会

　ローターアクト

外交官

16

　　　43

　　　44

　　207

　　　37

173－174

　　　19

　　191

　80－83

　R．C．会員身分

　職業分類

会社合併による職業分類の問題

会場監督

　R．C．

　国際大会

改正　　（「規則制定」の項も参照）

　起草委員会

　細則，R．1

　細則，R．C．

　審議中の動議

　制定案もしくは決議案

　定款，R．1．

　定款，R．C．

　投票

　立法案

会長，R．1．

　規定審議会議員

　欠員

　広報における責務

　国際大会役員

　資格

　指名

　職権上の委員

　　委員会

　　元会長審議会

　選挙

　地域大会議長

　地区大会会長代理

　任期

　任務

索 弓

172

19

19

19，223－224

　　　　177

　　　　187

　　119，210

　　　　229

　　　　127

　　125－126

　　119，166

170，219－220

　　127，130

　　　　120

　　　57－58

　　　　180

　　　　175

　　　　　26

　　　　177

　　　　175

　　183－188

ロータリーの年次プログラムの強調

会長，R．　C．

　委員会の職権上の委員

　委員会の設置

　資格

　選挙

　　　　63，203

　　　　　207

60－61，174，195

　　　　　110

　　　　　　43

　　58－59，175

　　57－58，175

　　　　　　73

他のロータリー・クラブ例会へ招待

　地区協議会出席

　任務

会長，R．1．　B．　L

　指名

　選挙

会長エレクト，R．1．

　19，214

　　225

225－226

　　　20

　　223

　　　21

　40，214

　20，224

　194

　195

239
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索　　　引

　欠員

　任務

会長エレクト，R．C．

　研修セミナー

　任務

会長ノミニー，R．1．

会費および入会金

　R．1．，「人頭分担金」の項参照

　R．C．

　　新クラブ

　　定義

　　不払による終結

　　名誉会員は免除

　インターアクト・クラプ

　ローターアクト・クラブ

会費不払による加盟の終結

学生

　イソターアクト・クラブ会員

　クラブ例会への招待

　ローターアクト・クラブ会員

拡大

　一般方針

　拡大補佐

　クラブの区域限界の変更

　クラブの内部拡大

　地域の調査

　定義

　特別代表

拡大委員会，R．1．

拡大委員会，地区

拡大カウンセラー，地区

拡大補佐

学友，ロータリー財団

　う標語

「暇疵なき」，定義

活動の同格部門3点

カナダ

175，187－188

　　　58，175

19，214

　　41

　224

　187

　ロータリアン誌購読が会員の条件

　ロータリー財団への寄付金は税金控除

ガバナーのマンスリー・レター

　定義

「ガパナー公式訪問報告書」，定義

　240
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加盟金（Charter　fee）　　　　　　51，170

加盟金，R．1．（Admission　fee）　　　　169

加盟クラブ，定義　　　　　　　　　　234

加盟認証状，クラブ　　　　　　　　52，53

加盟認証番号　　　　　　　　　　　　　53

仮クラブ　　　　　　　　　　　　　　50

　加盟金　　　　　　　　　　　　　　　51

　標準ロータリー・クラブ定款の採択　　50

　毎週の会合　　　　　　　　　　　　　50

　名称　　　　　　　　　　　　　　　50

カリブ海一メキシコ湾，地域大会リスト112

為替レート，ロータリー財団寄付金　　143

幹事

　R．1．，「事務総長，R．1．」の項参照

　R．C．　　　　　　　　　　　　　　　　19

　　選挙　　　　　　　　　　　　　　223

　　地区協議会出席　　　　　　　　　　40

　　任務　　　　　　　　　　　　　　224

　規定審議会　　　　　　　　　　　　180

　地区　　　　　　　　　　　　　　36－37

　地区大会　　　　　　　　　　　　　197

　ロータリー財団　　　　　　　　135，143

冠名奨学金授与　　　　　　　　　　　146

管理委員，ロータリー財団，「ロータリー

　財団管理委員」の項参照

管理上の集団　　　　　　　　　　　　　196

管理顧問　　　　　　　　　　　　　64，231

　　　　　　　　　キ

企画・研究委員会，R．1．　　　　　203，204

機関雑誌，「雑誌，R．　L」の項参照

基金委員会，ローターアクト地区　　76－77

議事の順序

　規定審議会　　　　　　　　　　129－130

　ロータリー・クラブ　　　　　　　229

議事運営手続の専門家，規定審議会　　　180

記章，「徽章」の項参照

徽章，イソタ・一アクト・クラブ　　　　　96

徽章，ローターアクト・クラブ　　　　　79

徽章，　ロータリー　　　　　　149－153．206

　使用

　　使用認可　　　　　　　　　　150－151

　　制限　　　　　　　　　　　　　　206

　　青少年クラブ　　　　　　　　　　152

　　正しい使用および不当な使用　　　　151

　　非公式の友好グループ　　　　　　　14

　保全および保護　　　　　　　　150，206

起草委員会，規定審議会　　　　　　130，182

規則制定　　　　　　　　　　　　　　　134

　（「改正」「立法」「決議」の項も参照）

　改正　　　　　　　　　　　　　125－126

　関連手続規則　　　　　　　　　123，125

規定審議会決議　　129－130，165，182－183

採択の結果　　　　　　　　　　　　120

　支持および反対　　　　　　　　　　　122

提案　　　　　　　　　　　　　　　176

定義　　　　　　　　　　　　　　　233

提出　　　　　　　　　　　　　　　121

　反対，クラブより　　　　　　　　　183

　非常事態　　　　　　　　　　176－177

　様式　　　　　　　　　　　　　122，124

　理事会による点検　　　　　　　　　　121

　立法手続　　　　　　　　　　　176－177

「貴地域社会へ移転するロータリアンに

　関する通知状」書式　　　　　　　　　14

規定審議会　　　　　119－120，165，180－183

　運営　　　　　　　　　　　　　129－130

　幹事　　　　　　　　　　　　　　　180

　議員　　　　　　　　　　　　　119，180

　　投票権を有しない　　　　　　119，180

　　特別　　　　　　　　　119，180－181

　議員の選挙　　　　　　　　　　　　119

　議事運営手続の専門家　　　　　　　　180

　議事の順序　　　　　　　　　　　　129

　議長　　　　　　　　　　　　　180－181

　　事務総長への報告　　　　　　　　　182

　クラブ代表議員　　　120－121，180－182

　クラブへの報告　　　　　　　　　　120

　決定に対する反対，クラブより　　　183

　審議

　　R．1。細則改正　　　　　　　　　　210

　　R，1．定款改正　　　　　　　　　　166

　　R．C．定款改正　　　　　　　　219－220

　　決議　　　　　　　　　　　　　　176

　審議会の時期および場所　　　　　　　119

　信任状　　　　　　　　　　　　　182

　定足数　　　　　　　　　　　　123，182

　　　　　　　　　　　　　　　索　　　引

　手続規則　　　　　　123－　130　，　182－　183

　　関係規則　　　　　　　　　　　　　　　　129－130

　非常時立法　　　　　　　　　　176－177

　副議長　　　　　　　　　　　　180－181

　役員　　　　　　　　　　　　　　119，180

祈蒋，クラブ例会における　　　　　　22

寄付

　R．1，資金を他の団体へ　　　　　　　70

　災害救済　　　　　　　　　　　　73－74

　ローターアクト奉仕プロジェクト　81－82

　ロータリー貝オ団　　　　　　　　 144－146

　　R．C。会員資格の条件ではない　15，144

　　為替レート　　　　　　　　　　　143

　　税申告に対する寄付金額控除　143－144

　　表彰　　　　　　　　　　　145－146

　　パーセソテージ順位　　　　　　　145

業種の調査，地域社会の　　　　　　　　12

業績賞，意義ある業績賞　　　　　　39－40

業績報告，定義　　　　　　　　　　　231

共同提唱

　インターアクト・クラブ　　　　96－97

　ローターアクト・クラブ　　　　　　80

局地的協議会，R．1．　　　　　　　　　207

均衡のとれた会員組織，R．C．13－14，18，231

近接区域，定義　　　　　　　　　　　　9

　　　　　　　　　ク

区域限界，R．　C．　　　　　　　　　9－10

　アディショナル・クラブ　　52，169－170

　インターアクト・クラブ　　　　　　97

　仮クラブ　　　　　　　　　　　　　50

　定義　　　　　　　　　　　　　　　9

　変更　　　　　　　　　　　　　9，220

　ローターアクト・クラブの提唱　　79－80

区域の割譲　　　　　　　　　10，48，52，169

区域の共有　　　　　　　　　　　　　10

国および地理的地域，定義　　　　　　　232

クラブ，イγターアクト　　　　　　　96－99

　会員身分　　　　　　　　　　　　　96

　解散　　　　　　　　　　　　　　　97

　徽章　　　　　　　　　　　　　　　96

　共同提唱　　　　　　　　　　　　96－97

　指導者講習会　　　　　　　　　　　　99

　　　　　　　　　　　　　　　　　241
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索　　　引

　青少年障害者

　他の団体に加入すること

　地区組織および会合

　定款・細則の採択

　ニュースレター

　配布

　プログラム資金調達

　目的

　目標

クラブ，ローターアクト

　解散

　徽章

　資金調達

　指導老講習会

　組織

　多地区合同会合

地区組織

　地区代表

　ニュースレター

標語

　目的

クラフ，　ロータリー

　R．L会員身分

　R．1．理事との接触

会員数の最少限

会計年度

　会合，「会合，

加盟金

加盟認証状

仮クラブ

管理，監督

議事の順序

徽章

規定審議会における代表

業績の表彰

区域限界

　クラブ協議会

　クラブの内部拡大

研究グループ交換

講演者の斡旋

構成

広報

242

会員身分，「会員身分，R．C．」の項参照

　　　　　　R．C．」の項参照

　　　　　　32，64，164－165

　　　　　　　149－150，206

　　　　　120－121．180－181

　　　　　　　　　　39－40

9－1e，48，52，79，169－170，220

　　　　　　　　　　　　25

　　　　　　　　　　12－13

　　　　　　　　　138－139

　　　　　　　　　　　　28

　　　　　　　　　　　　163

　　　　　　　　　　26－27
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候補老の推薦

　会長指名委員会　　　　　　　183－188

　理事ノミニー指名委員会　　　　　　191

国際青少年交換の責務　　　　　　　　90

国際大会における代表

　　　　　　　　103－104，165，177－178

国際理解に関する責務　　　　　　85－86

国法の遵守　　　　　　　　　　　　　25

災害救済　　　　　　　　　　　　73－74

財団の活動に対する特別補助金　　　140

財務，「財務，R．　C．」の項参照

指名

　R．L会長　　　　　　　　　57－58，187

　地区ガバナー　　　　　　　　　　201

　理事ノミニー　　　188－189，191－194

社会奉仕活動　　　　　　　　　27，77－78

職員はR．1．被選役職候補者の資格が

　ない　　　　　　　　　　　　　　　195

職業分類，「職業分類」の項参照

職業奉仕活動　　　　　　　　　　　　76

所在　　　　　　　　　　　　　　　163

新クラブ，「新クラブ」の項参照

青少年への奉仕　　　　　　　　　93－95

青少年への奉仕団体との関係　　　94－95

青年功績賞　　　　　　　　　　　　94

世界社会奉仕　　　　　　　　　　86－87

大都市におけるアディショナル・クラ

　フ

多地区合同活動

他の団体に加入すること

地区内のクラブ数

提唱

　インターアクト・クラブ

　新クラプ

　ローターアクト・クラブ

年次総会

納入義務金滞納クラブ

配布

バナー

反対の意志

　規定審議会の決定

　立法案

標準定款の採択

非公式な地域グループ或はクラブ集団

52，169－170

　　　44－45

　　　23，56

　　　　　30

　　　　　97

　　　　　52

　　　78－79

213，224－225

　　　68－69

　25，74，153

　　　　　24

　　　　183

　　119－120

　　　　　64

　　　　170

不本意ながらクラブが解散した後の会

　員の地位　　　　　　　　　　　　14

　プログラム　　　　　　　　　　　　　　21

　新クラブ　　　　　　　　　　　　52

　世界理解月間　　　　　　　　　　　88

　　ロータリー財団月間　　　　　　142

　　ロータリー雑誌月間　　　　　　　65

　　P一タリー情報　　　　　　　　23－24

　　ロータリーに人々の注意を引くこと　27

報道機関との関係　　　　　　　　　　28

保険と法人組織　　　　　　　　　　　24

名称　　　　　　　　　　　9，150－153

　名簿　　　　　　　　　　　　　153－154

役員，「役員，R．C．」の項参照

有望な地域　　　　　　　　　　　　48

立法案提出　　　　　　　　　　　　121

　ロータリアンでない者に対し証明書は

　　発行しない　　　　　　　　　　　　24

　ロータリー財団への寄付　　　　144－145

クラブ会報委員会，R．　C．　　　　　　226

クラブ協議会　　　　　　　　　　　20，25

　定義　　　　　　　　　　　　　　　232

「クラブ計画および目標の要約」，定義　236

クラブ検討表，定義　　　　　　　　　232

クラブのバナーの交換　　　　　　　　24

クラブ奉仕委員会，R．C．　　　　225－227

グレート・ブリテソおよびアイルランド

　内国際ロータリー　　　　　　　164－165

　会長指名委員会　　　　　　　　　　　189

　会費　　　　　　　　　　　　　205－206
　管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　196－197

　規定審議会クラブ代表議員の選挙　　　181

　クラブの加盟認証状　　　　　　　　53

　クラブの管理　　　　　　　　　　　64

　指名

　　R．1．理事　　　　　　　　　　　　189

　　会長　　　　　　　　　　　　　　194

　　副会長　　　　　　　　　　　　　194

　　名誉会計　　　　　　　　　　　　　194

　地区ガバナー

　　経費　　　　　　　　　　　　34－35

　　任務　　　　　　　　　　32－33，199

　定義　　　　　　　　　　　　　　　235

　被選役職候補者　　　　　　　　　　　64

　　　　　　　　　　　　　　索　　　引

役員ノミニー氏名の国際大会への提出

　　　　　　　　　　　　　　194－195

　　　　　　　　ケ

計画資料書式，世界社会奉仕

経費

　規定審議会代表議員

　国際協議会出席者

　国際研究会

　地域およびゾーン研究会

　地区ガバナー

欠員

　R．1．会長

　R．1．会長エレクト

　R．1．各種委員会

　R．1．財務長

　R，L事務総長

　R．1．役員

　R．1．理事会

　R．C．理事会

　会長指名委員会

　地区ガバナー

　P一タリー財団管理委員

決議

　改正

　規定審議会の決定

　クラブの反対

　支持および反対

　地区大会における

　提案

　定義

　提出

　手続規則

　投票

　様式

　理事会の審議

　P一タリー財団に関する

決議案，「決議jの項参照

欠席，クラブ例会

　会員身分終結

　賜暇

　　　　87

　　　　119

　　　　113

　　　　115

　　　　115
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　　173

　　214
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ロータリーの名称使用

コ
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152－153
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　地区　　　　　　　　　　　　　　　　46

公式名簿　　　　　　　　　　　　　66，153

公職者，R．C．会員資格がない　　172－173

公職に対する候補者の推薦　　　　　　218

購読

　機関雑誌　　　　　　　　208，218－219

　地域雑誌　　　　　　　　　　　218－219

　レビスタ・ロータリア　　　　　　26

　ロータリアン誌　　　　　　　　　　25

広報　　　　　　　　　　　　　　26－28

　クラブ・プロジェクト　　　　　　　27

　責務

　　国際ロータリー　　　　　　　　　　 26

　　個々のロータリアン　　　　　　　26

　　ロータリー・クラブ　　　　　　 26

　地域大会　　　　　　　　　　　　　111

　不利な広報　　　　　　　　　　　　　27

　目的　　　　　　　　　　　　　　　26
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広報委員会

　R．1．

　R．C．

　地区
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203，204

226－227

　　　27

候補者

　研究グループ交換

　奨学金
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国際協議会
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　　138－139
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　地区ガバナー・ノミニーの出席
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　時と場所
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　目的

国際共同委員会
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信任状　　　　　　　　　　　　　104，178

選挙人　　　　　　　　　　104，195，233

装飾用品に徽章の使用　　　　　　　　151

大会招致　　　　　　　　　　　　　103

代議員　　　　　　　　104，165，177－178

　座席　　　　　　　　　　　　　179
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　登録料
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　目的

　役員
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　定義
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国際奉仕

　研究グループ交換

　国際共同委員会
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　個々のロータリアンの責務

　国家間の連合会

　世界社会奉仕

　特別補助金の目的

105，178
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　　150
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　　103

　　177
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　　165

　　　87
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　　232
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　88－89

　　　85

　　　90
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　　ジェクト

　目的
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　ロータリーの方針

国際奉仕委員会，R．　C．

国際問題

国際ロータリー

　および国際奉仕

　および他の団体

　会員組織，「会員組織，

　会計年度

　　141

　　85

　　90
85－86

225，227

　　218

55－70

　　86

　　56
R．1．」の項参照

68．205

会費，「人頭分担金」の項参照

管理　　　　　　　　　　　　　　　56

公式名簿　　　　　　　　　　　66，153

広報における責務　　　　　　　　　　26
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　地域大会　　　　　　　　　109－112，207
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　定款，「定款，R．L」の項参照

　パンフレット　　　　　　　　　66－67
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　役員，「役員，R．1．」の項参照
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　　アンの名簿　　　　　　　　　153－154

国際ロータリー地域大会幹事　　　　　　110

国際ロータリー中央役員，定義　　　　233

　（「役員，R．1．」，各役員名の項も参照）

国際ロータリー・ニュース　　　　　　　66

国際ロータリー役員，「役員，R．1．」の項

　参照

国法

　遵守

　批判

国家間に跨る地区

国家間の訪問

国家間の連合会

国家的問題

　R．1．の方針

5名で1名の新会員計画

顧問，レビスタ・ロータリア
　　　ρ

25，170

　　86

30－31

　　91

　　90

　218
　　56

12－13

　　65

顧問ロータリアソ，選定，発表された奨

　学生の　　　　　　　　　　　　　　138

合同インターアクト委員会　　　　　　97

合同ローターアクト委員会　　　　　　　80

サービス，産業区分

災害救済

再結成，クラブ
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　改正

サ
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　クラブによる承認

　本文

細則，R．C．

　改正

　採択

　本文

細則，インターアクト・クラブ

細則，R．1．B．1，

細則，ローターアクト・クラブ

財務，R．1．

　会計年度

　監査

　クラブ訪問費用の負担

　資金に対する緊急措置

　資金の支出

　支出に対する承認

　収入の財源

　人頭分担金，

　他の団体の活動に対する寄付

　投資の方針

　納入義務金滞納クラブ

　予算

　理事会が管理

財務，R．　C．

　会計年度

　クラブ会長の任務

　クラブ資金の取扱

　講演者への謝礼

　資金募集

　予算

財務委員会，R．1．

財務委員会，地区

財務長，R．1．

　欠員

　国際大会役員

　選挙

　任務
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　　164
168－210

222－229
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　　219

222－229

　　　97

　　196

　　　79

　67－70

　68，205

　69，206

　　　22

　　　70

　　　69

　　　69

　　　68

「人頭分担金」の項参照

　　70

　　67
68－69

　　206

　　67
　　228

　　228

　　20

　　24

　　22
　23，78

　　228

203，204

　　45

　175
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58，176
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　購読　　　　　　　　　　　　　　　25

　地域雑誌　　　　　　　　　　　　　　54

　246

雑誌委員会，R．C．

産業，職業分類

産業区分

暫定地区ガバナー，定義

シ

C．O．，定義

　「事務局，R．1．」の項参照

G．B．＆L，定義

226，227

16－17

　　17
　　232

「グレート・ブリテンおよびアイル

ラソド内国際ロータリー」の項参照

賜暇

資格

　R．1．役員

　R．C．会長

　アディショナル正会員

　委員

　正会員

　代議員

　地区ガバナー

　ロータリー財団奨学生

事業場または住居，

　ラブの区域限界内

支局，定義

資金

　R．1．

　R．C．

　地区

　地区ガバナー

資金調達，インターアクト

資金調達，ローターアクト

資産関与権の放棄
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　職業分類

執行委員会，R．1．理事会

シニア・アクチブ会員

　会員候補者の推薦

　会員に選挙

　選挙

　創立会員名簿中の

　入会金および会費

　バッジと職業分類

232

233

16，215，227

ロータリアンの，

　　175

　　　20

　　　12

　　204

　　163

　　177
　32，198

137－138

　ク

　　　10

　　231

　205

　228
45－46

34－35
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　　82

　218
ロータリアンの，

ロータリアン誌購読が条件

　　16－17
　58，63，174

11t171－172

　　　　11

　　　　15

　　　　229

　　　　51

　　　　214

　　　　19

　　　　25

事務局，R．1．　　　　　　　　　　　　65

　インターアクト。ニュース　　　　　　99

　広報の責務　　　　　　　　　　　26－27

　世界社会奉仕プロジェクトの登録　　　87

　定義　　　　　　　　　　　　　　235

事務次長，ロータリー財団　　　　　　135

事務総長，R．1．　　　　　　　　　　　　58

　幹事

　　R．1．各種委員会

　　規定審議会

　　地域大会

　　元会長審議会

　　理事会

　　ロータリー財団

　規定審議会議員

　欠員

　国際大会役員

　選挙

　任務

　不利な広報

　報酬

事務総長書翰，

202－205

　　180

　　110

　　207

　　164

　　135

　　180

　　175

　　177

　　175
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　　　27

　　175
　　　　　　　地区ガパナーおよび他の

　国際ロータリー役員に対する，定義　　233

指名

　R．1．会長　　　　　　　　　60，183－188

　　クラブによる　　　　　　　　　　　187

　　指名委員会による　　　　　　　　186

　規定審議会クラブ代表議員　　　　　　181

　国際大会へ提出　　　　188，194－195，202

　地区ガ・ミナー　　　　　33－34　，　200－202

　役員，R．C．　　　　　　　　　　　223

　理事会，R．1．　　　　　　　　　188－194

　ロータリー財団奨学金候補者　　　　138

指名委員会，R．　L会長　　　60，62，183－188

　委員　　　　　　　　　　　　　183－186

　会合の時と場所　　　　　　　　　　　186

　欠員　　　　　　　　　　　　　　186

　定足数　　　　　　　　　　　　　186

　報告　　　　　　　　　　　　　　60，187

指名委員会，地区ガバナー　　　　　　200

指名委員会，理事　　　　　60，174，191－194

　通知　　　　　　　　　　　　　　　193

　定足数　　　　　　　　　　　　　193

諮問委員会

　R．1．

　地区

ジャーナリズム奨学金

社会奉仕

　クラブ・プロジェクト

　社会奉仕会議

　特に関心の高い活動

　募金

社会奉仕委員会，R．　C．

社会奉仕会議

索　　　引

　　　203

　　　36

　　　138

　77－83

　　　27

　77－78

　　　78

　　　78

　　　　　　　　　　　　　　77，225，227

　　　　　　　　　　　　　　　　77－78

州議会に出席しなけれぽならないためク

　ラブ例会を欠席

住居，Pt一タリアソの

宗教の代表者

終結，会員身分

　R．1．

　　所有権の引渡し

　　納入義務金未払

　R．C．

　　16

　　10

19，172

　　170

　　170

　　　68

215－218

　　他の奉仕クラブの会員であるため　　11

就任式

　クラブ役員　　　　　　　　　　　　21

主たる動議，「本動議」の項参照

出席

　クラブ例会　　　　　　　　　　　16，55

　　欠席にょる終結

　　欠席補填

　　賜暇

　　出席委員会の任務

　　州議会

　　地域大会

　　陪審員の職務による欠席

　　報告

　　来訪ロータリアソ

出席委員会，R．C．

出席競争，地区

出席報告

　ガパナー

　クラプ

10％を勧告

出版物，ロータリー　（「文献，

　一」の項も参照）

　国際ロータリー・ニュース

　雑誌

216－217

　　　16

　　　16

　　226
　　　16

111－112

　　　16

　　207
　　　22

　　226

　　　39

　　　33
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　　購読　　　　　　　　　　　　　　25

　　地域　　　　　　　　　　　　　　　54

　　レビスタ・ロータリア　　　26，65，235

　　q一タリアン誌　　　　25，65，208，236

　地区または地域　　　　　　　　　　54

出版物委員会，R．1．　　　　　　　203，204

趣味グループ，「世界親睦活動」の項参照

賞

　青年功績賞　　　　　　　　　　　　94

　ロータリー国際理解賞　　　　　　　　87

　ロー一一タリー財団への奉仕に対して　　146

小委員会，職業情報，R．C．　　　　　　76

小委員会，ロータリー財団地区委員会　　133

障害者教師奨学金　　　　　　　　　　138

紹介状，ロータリアンでない者に対する　24

傷害保険

　イソターアクト会員　　　　　　　　　97

　国際青少年交換学生　　　　　　　88－89

　ローターアクト会員　　　　　　　　79

奨学金，ロータリー財団　　　　　137－138

　冠名　　　　　　　　　　　　　　　146

　候補者指名締切日　　　　　　　　　138

　国際理解賞受賞老の氏名を冠する　　　87

　資格　　　　　　　　　　　　　　138

商業的活動，職業分類の趣旨の解釈　　　17

商用名刺，徽章の使用　　　　　　150－151

常任委員会

　R．1．　　　　　　　　　　　　　　63　，　203－205

　R．C．　　　　　　　　　　　　　　　　225

商標，徽章の登録　　　　　　　　　　　150

清報，ロータリー　　　　　　　　　23－24

　定義　　　　　　　　　　　　　　　235

情報要請書式，世界社会奉仕プロジェクト87

将来クラブを結成するのに有望な地域　　48

使用料手続および免許料，ロータリー徽

　章の使用　　　　　　　　　　　　　150

書簡箋，四つのテストの使用　　　　　　75

職員，定義　　　　　　　　　　　　　236

職員，R．1．

　R．L役員を務める資格がない　　195－196

　R．C．会員の資格がある　　　　　　173

　規定審議会の投票権を有する議員にな

　　れない　　　　　　　　　　　　　　180

職業研修奨学金　　　　　　　　　137－138

　248

職業分類

　一事業体内の独立部門

　会員候補者の審査

　会員身分の終結

　会員身分の制限

　外交官

　会社合併による問題

　活動または奉仕で地位ではない

　均衡のとれた会員組織

　原則固守

16－18，213－214

　　　　　　17

228－229

215－216

　　216
　19，172

　　　19

　　　16

　13，18

　　　18

シニア・アクチプもしくはパスト・サ

　ービス会員のバッジ　　　　　　　　19

宗教の代表者　　　　　　　　　　19，172

修正　　　　　　　　　　　　　213－214

10％を勧告　　　　　　　　　　　　　18

将来クラブを結成するのに有望な地域　48

職業分類の貸与　　　　　　　　　　　　18

新クラブ　　　　　　　　　　　　　18

創立会員　　　　　　　　　　　　　51

調査　　　　　　　　　　　　12，17，226

定義　　　　　　　　　　　　　　16，232

報道機関　　　　　　　　　　　　19，172
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　研究グループ交換

　特別補助金

　保健，

　　金
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　　151
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非公式のロータリアン友好グループ　　　14

訪問ロータリアン輯告用紙　　　　　　　22

　定義　　　　　　　　　　　　　　　236

被選役職候補者，R．1．，選挙運動および投

　票依頼　　　　　　　　　31　，61－62，196

避難者，不本意ながらクラブが解散した後

　の地位　　　　　　　　　　　　　　　14

標語

　ローターアクト　　　　　　　　　　　79

　ロータリー　　　　　　　　　　　　　 153

標準定款でない定款，R．C．，ロータリー・

　クラブによる保持　　　　　　　　　　9

標準ロータリー・クラブ定款，定義　　236

　「定款，R．　C．」の項参照

便箋，徽章の使用　　　　　　　　150－151

　　　　　　　　　フ

副会長

　R．1．　　　　　　　　　　　　　　　　58

　　会長職欠員　　　　　　　　　　　　175
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　　新クラブ

　　青少年活動月間

　　世界理解月間

　　ロータリー財団月間

　　ロータリー雑誌月間

　　ロータリー情報

ロータリーに人々の注意を引くこと

　国際大会

　地域およびゾーン研究会

　ローターアクト・クラフ

プログラム，ロータリー

　（4章一8章も参照）

プログラム委員会，R．C．

分区代理

　定義

文献，ロータリー（「出版物，

　一」の項も参照）

　翻訳
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　　65
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　　233
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米国

　定義　　　　　　　　　　　　　　195

　ロータリアン誌購読が会員の条件　　　25

　ロータリー徽章，商標登録　　　　　　150

　ロータリー財団への寄付金額の税控除

　　　　　　　　　　　　　　　　143－144
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　R．1．理事指名　　　　　　　　　188－189

　会長指名委員会　　　　　　　　　　　184

ペナント交換，P一タリー　　　　　　24

　　　　　　　　　　　　　　　索　　　引

　　　　　　　　　ホ

奉仕基金，ローターアクト地区　　　　　81

奉仕クラブ，ロータリー以外の，「他の団

　体」の項参照

「奉仕を通じての親睦」　　　　　　　　79

報酬，R．1．役員　　　　　　　　　　　　175
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報道機関
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　クラブ例会における長期間同一人の来賓21

　広報におけるロータリー・クラブの責務26

　職業分類

　ロータリーとの関係
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　会員証の提示
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　元役員の経費支弁
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　および法人組織，クラブの

　国際青少年交換学生
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　大学教員のための補助金　　　　　　　139

　特別補助金　　　　　　　　　　　　140

　保健，飢餓追放および人間性尊重補助

　　金　　　　　　　　　　　　　　　　141

ホスト・クラブ，地域大会　　　　110－111

ホスト・ファミリー，国際青少年交換学生　89

本動議　　　　　　　　　　　　　124－125

本部，R．1．（または本部建物），定義　　234

翻訳，ロータリー文献　　　　　　　　67

毎週の会合，R．　C．

　仮クラブ

　欠席による終結

　定足数

麻薬関連問題の研究
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213，224－225

　　　　　50

　　216－217

　　　　225

　　　　　78

南アジア支局，定義　　　　　　　　　235

身分証明書

　会員証　　　　　　　　　　24，229，234

　来訪ロータリアンによる提示　　　　　24

　ロータリアンでない者に対する　　　　24

ム

無地区クラブ

　監督

　管理

　規定審議会への代表

　國際大会への代表

　地区に編入

　定義

　　　　　　　　　メ

64

64

119

178

29

234

名称，国際ロータリー　　　　　　163，206

名称，Pt　一タリー　　　　　　　149－152

　使用

　　建築関係　　　　　　　　　　152－153

　　諸団体による使用は認められていな

　　　L、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　151－152

　　青少年クラブ　　　　　　　　　　152

　256

　　正しい使用および不当な使用　　　　151

　　非公式の友好グループ　　　　　14－15

　　やむを得ない事情で退会した元ロー

　　　タリアン　　　　　　　　　　　　　　14

　保護　　　　　　　　　　　　　　150

名称，ロータリー・クラブ

　仮クラブ　　　　　　　　　　　　　50

　採用　　　　　　　　　　　　　　　　9

　変更　　　　　　　　　　　　　9，220

名簿，「公式名簿」の項参照

名簿，ロータリー会員　　　　　　151，153

名誉会員，R．C．　　　　　　　　　11，172

　終結　　　　　　　　　　　　　　　215

　選挙　　　　　　　　　　　　　　　229

　同一のクラブで同時に正会員になること11

　ロータリー財団奨学生に贈るべきでない11

名誉会計，グレート・ブリテンおよびア

　イルランド内国際ロータリー

　指名　　　　　　　　　　　　　　　195

　選挙　　　　　　　　　　　　　　195

メモリアル・コントリビューター，ロータリー

　財団　　　　　　　　　　　　　　　145

免疫付与，児童の，社会奉仕プロジェクト　78

免許料および使用手続，ロータリー徴章

　の使用　　　　　　　　　　　　　　150

モ

目的，R．1．　　　　　　　　　　　163，235

「最もよく奉仕する者，最も多く報いら

　れる」　　　　　　　　　　　153，234

元会長審議会，R．1．　　　　　　　　　207

元役員，R．1．

　会長

　　規定審議会議員　　　　　　　　　　180

　　国際大会特別代議員　　　　　　165，178

　　元会長審議会　　　　　　　　　　207

　クラブ訪問費用の支弁　　　　　　　　22

　事務総長　　　　　　　　　　　　180

　地区ガバナー　　　　　　　　　37－38

元ロータリアン

新しい地域社会へ移転した場合の会員

　としての適否　　　　　　　　　　14

シニア・アクチプ会員資格　　　　　　11
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　アディショナル正会員　　　　　　171

　会員　　　　　　　　　　　　　　15

　シニア・アクチブ会員　　　　171－172

やむを得ない事情で退会した元ロータ

　リアソの身分　　　　　　　　　　14

ヤ

役員，R．1．　　　　57－59，164，174－176

　R．1．職員は資格がない　　　　　　　195

　クラブ訪問費用の支弁　　　　　　　　22

　国際大会特別代議員　　　　　　　165，178

　資格　　　　　　　　　　　　　　175

　選挙　　　　　　　164，175，178－179，195

　選出　　　　　　　　　　　　　　　60

地域およびゾーン研究会出席　　116－117

定義　　　　　　　　　　　　234－235

任期　　　　　　　　　　　　58－59，175

任務　　　　　　　　　　　　175－176

報酬　　　　　　　　　　　　　　175

役職名を公表してはならない　　　　　56

理事会による管理および監督　　　　　173

役員，R．C．

　決定に対する提訴

　就任式

　選挙

　選出

　定義

　任務

　名簿

役職名を公表してはならない

役員，規定審議会

役員，国際大会

役員，元会長審議会

19，214，234－235

　　　　　　214

　　　　　　21

　　　　　　223

　　　　20－21

　　　234－235

　　　　　　224

　　　　　　153

　　　　　　151

　　　180－181

　　　　　　177

役員エレクト，R．1．，理事会による管理

　および監督

役員エレクト，R．C．，欠員

やむを得ない事情で退会した元ロータ

　リアンのグループ
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「Yours　Rotarily」

USCB，定義
郵便投票

ユ

索 弓

という表現　　　　　76

　　　　　　　　　236

　　181－182，201－202

ヨ

ヨーロッパ大陸，北アフリカおよび東地中

　海地域

　地域大会リスト　　　　　　　　　　112

　R．1．理事指名委員会　　　　　　　　189

　会長指名委員会　　　　　　　　183－185

余興，地域大会における　　　　　　　111

四つのテスト　　　　　　　　　　　　75

来賓，クラブ例会

来訪P一タリアソ

　会員証の提示

　国家間の訪問

ラテン・アメリカ

　の項参照

ラ

，「イベロ・アメリカ」

）1

理事，「理事会，R．　L」「理事会，　R．　C．」

　の項参照

理事会，R．1．

　R．L資金の投資
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57，164，173－174

　　　　　　67

R．C．標準定款と異なる規定の承認　　170

会合　　　　　　　　　　　　　　173

幹事　　　　　　　　　　　　　　164

管理上の集団　　　　　　　　　　　　196

規定審議会議員　　　　　　　　　　　180

クラブおよび地区との接触　　　　　　59

クラブの懲戒　　　　　　　　　　　170

欠員　　　　　　　　　　　　　　174

決議の効力決定　　　　　　　　　　120

決定権限　　　　　　　　　　　　174

決定に対する提訴　　　　　　　　　174

建議案の提出　　　　　　　　　　　　122

権限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　164，173

　　　　　　　　　　　　　　　　257
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　構成

　国際大会特別代議員

　再審

　　決議案

　　制定案

　　立法案

　資格条件

　執行委員会

　指名

　選挙

164

178

　　　　183

　　121，183

　　119，121

　　　　175

　57，63，174

188－195，223

174－175，195

選挙運動および投票依頼という違反

　　　　　　　　　　　　　　61－62，196

地域大会の組織

地区の創設

通信による投票

定足数

任期

任務

ノミニー

　国際大会への提出

　指名

役員の管理および監督

　　　　110

　　　　197

　173－－174

　　　　173

　　59，175

57，175－176

　　60－61

　194－195

　188－195

　　　　173

ロータリー財団管理委員会との関係

　　　　　　　　　　　　　　133－134
理事会，R．　C．

　クラブ会長の任務

　欠員

　審議

　　会員候補者

　　決議

　選挙

　定義

　定足数

　名誉会員身分の継続

立法

19，214，224

　　20，224

　　　223

228－229

　　229

　　223

　　231

　　225

　　215

　　119
（「規定審議会」「規則制定」「決議」

の項も参照）

起草委員会　　　　　　　　　　　　　182

提出　　　　　　　　　　　119，121－122

定義　　　　　　　　　　　　　　119

非常事態　　　　　　　　　　　176－177

立法案

　地区大会および地区の諸会合に

　　おける　　　　　　　　　　　　43，121

258

　　様式　　　　　　　　　　　　　　122

R．LB．1．，定義　　「グレート・ブリテソお

　よびアイルランド内国際ロータリー」

　の項参照

R．1．B．1．審議会，定義　　　　　　　　233

旅行，国際青少年交換学生　　　　　　　90

臨時会合，R．C．　　　　　　　　　　225

臨時国際大会　　　　　　　　　　　　165

ル

類似団体，定義

　「他の団体」の項参照

レ

235

レビスタ・ロータリア　　　　　　　65，235

　購読　　　　　　　　　　　　　　　26

　顧問　　　　　　　　　　　　　　　65

連合委員会，理事会とロータリー財団管理

　委員会との　　　　　　　　　　　　134

連合会，他の奉仕クラブとの　　　　　　23

連続投票方式　　　　　　　　　　200－202

口

労働団体，職業分類　　　　　　　　　　76

P一ターアクト委員会

　R．C．　　　　　　　　　　　　　　　　78

　地区　　　　　　　　　　　　　　　　80

ローターアクト・クラブ，「クラブ，ロー

　ターアクト」の項参照

ロータリアソ

　R．1．被選役職候補者の選挙運動およ

　　び投票依頼　　　　　　　　61－62，196

　国際理解に関する責務　　　　　　　　85

　国家間の訪問　　　　　　　　　　　　91

　青少年問題に関する知識を伝えること　94

ロータリアン誌　　　　　　25，65，208，236

ロータリアンでない者に対する証明書　　24

ロータリアソのグループ，国家間の訪問　91

ロータリアンの婦人親族の団体　　　　　15

ロータリー
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および政治　　　　　　　　　　　　25

徽章　　　　　　　　　14，149－　152　，　206

講演老　　　　　　　　　　　　　　　28

後援者　　　　　　　　　　　　　46

定義　　　　　　　　　　　　　55，235

特色　　　　　　　　　　　　　　　55
旗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　151，153

標語　　　　　　　　　　　　　　　153

　プログラム　　　　　　　　　　73－74

報道機関との関係　　　　　　　　　　28

　名称の使用　　　　　　　　　　　　151

ロータリー教育　　　　　　　　　　15，23

ロータリー・クラブ，「クラブ，ロータ

　リー」の項参照

ロータリー国際職業人交換　　　　　90，96

ロータリー国際理解賞　　　　　　　　　87

ロータリー財団　　　133－146，165，208－210

遺贈　　　　　　　　　　　　　　　145

学友　　　　　　　　　　　　　　　142

寄付　　　　　　　　　　　15，144－146

基本財産からの支出

研究グループ交換

財務と表彰に関する事項

資金支出の目的

資金募集

収入からの支出

賞

　国際理解賞

134，144，209

　138－139

　143－146

　　　　143

　　　　144

　　134，209

ロータリー財団への奉仕に対して

奨学金

事務長

組織および目的

特別補助金

プログラム

奉仕の表彰

補助金

　受領無資格者

87

146

87．137－138，146

　　　　　　135

　　　133－135

　　　　　　140

　　　137－142

　　　　　　146

　　　　　　　　　　　　　　134，141

大学教員のための補助金　　　　　139

保健，飢餓追放および人間性尊重補

　　　　　　　　　　　　　　索　　　引

　　助金　　　　　　　　　　　　　141

　目標　　　　　　　　　　　　　　　133

ロータリー財団委員会，地区　　　　　　133

ロータリー財団管理委員　　　　　208－210

R．1．理事会との関係　　　　　　134－135

委員会　　　　　　　　　　　　　133

　欠員　　　　　　　　　　　　　　　209

　就任中は受賞資格はない　　　　　　　146
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